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はじめに 

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和５４年６月２２日法律第４９号。以下「旧省エネ法」と

いう。）では、一定規模以上の（原油換算 1,500kl／年以上のエネルギーを使用する）事業者に、エネルギーの

使用状況等についての定期的な報告や、省エネ取組の見直しや計画の策定等を求めています。 

2050 年カーボンニュートラル目標や 2030 年の野心的な温室効果ガス削減目標の達成に向けては、引き続き

徹底した省エネに努めるとともに、非化石エネルギーの導入拡大を進める必要があります。また、太陽光発電

等の非化石電気の導入が増える中で、供給側の変動に応じて、電気の需要の最適化（ディマンドリスポンス

［DR］）を行うことが求められています。このため、旧省エネ法は令和４年度に法改正を行い、「エネルギーの

使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」（以下「改正省エネ法」という。）に名称を変更

し、これまで化石エネルギーの使用の合理化等を求めてきたところ、今後は非化石エネルギーも含めた全ての

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法律

となりました。 

※法律名の略称について、旧省エネ法と改正省エネ法で考え方が変わらない部分の説明においては、本書で

は単に「省エネ法」と記載しております。 

 

省エネ法では、一定規模以上の事業者を特定事業者(特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事

業者を含む。以下「特定事業者等」という。）として指定します。指定を受けた特定事業者等は、毎年度７月末

日までに、事業者全体及びエネルギー管理指定工場等のエネルギー使用量等の情報を記載した省エネ法第１６

条第１項、第２８条第１項及び第４０条第１項に基づく定期報告書(以下「定期報告書」という。) 及び事業者

全体の取組等に関する計画を記載した省エネ法第１５条第１項､第２７条第１項及び第３９条第１項に基づく中

長期計画書（以下「中長期計画書」という。) の提出が義務づけられております。本書は、定期報告書・中長

期計画書の記入方法について取りまとめたものです。 

 

 

※重要※ 改正省エネ法の施行期日について 

改正省エネ法に基づく定期報告書及び中長期計画書は、下記のとおり提出する年度が異なります。2023 年度

は「旧省エネ法に基づく定期報告書」及び「改正省エネ法に基づく中長期計画書」を提出いただきますようお

願いいたします。 

 

 ●2023年度提出 

  定期報告書 ⇒[旧省エネ法] 

  中長期計画書⇒[改正省エネ法] ※提出免除の措置を受けている場合も含め、全事業者、提出が必要です 

 ●2024年度提出 

  定期報告書 ⇒[改正省エネ法] 

  中長期計画書⇒[改正省エネ法]  

 

※本書では、改正省エネ法に係る説明はオレンジ色で記載しています。2024年度に提出する定期報告書の 

作成に向けたデータ収集等の参考にしてください。 
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１．一般事項 

(1)定期報告書・中長期計画書の提出対象となる事業者 

定期報告書の提出対象は、改正省エネ法第７条の規定に基づく「特定事業者」、第１９条の規定に基づく「特

定連鎖化事業者」及び第３１条の規定に基づく「認定管理統括事業者」に指定された事業者です（原則、法人

格単位）。特定事業者等が設置する全ての工場及び事業場（以下「工場等」という。）で使用するエネルギーが

報告の対象となります。また、報告対象の事業者には、営利企業だけでなく国や地方公共団体、公益法人も含

まれます。 

なお、工場等とは、一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行が行われる一定の場所であれ

ば、営利的事業か非営利的事業であるかを問いません。したがって、本社、工場、支店、営業所、店舗等およ

そ継続的に一定の経済活動を行う事業所であれば、全ての工場等に含まれます。ただし、社宅や社員寮等、住

居の用に供する施設は「工場等」には該当しません。 

 

(2)報告義務者及び罰則 

報告義務者：原則、事業者を代表する者（例：法人の場合は代表取締役社長等） 

事業者を代表する者以外の者が、省エネ法に係る諸手続を行なうことについて、事業者を代表する者から委任

を受けることができます。 

罰   則：報告を怠った場合（未報告）、虚偽の報告をした場合（虚偽報告）は、行為者及び法人等に対し

５０万円以下の罰金（省エネ法第１７５条） 

 

(3)定期報告書・中長期計画書の提出期限、提出先及び提出部数 

・提出期限：毎年７月末日（休日の場合は、休日の翌日） 

・提 出 先：主務大臣（経済産業大臣及び当該事業者が行う全ての工場等に係る事業を所管する大臣） 

※経済産業大臣への提出については、事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長宛

て。 

※主たる事務所が複数あり、その所在地を管轄する経済産業局が異なる場合は、資源エネルギー

庁省エネルギー課までご相談ください。 

※事業所管大臣については、別添資料「事業所管大臣の一覧」を参照して下さい（別添資料１） 

・提出部数：紙提出の場合：各一部提出 

      電子報告システムでの提出の場合：提出先を複数選択することで自動的に提出されます 

 

(4)オンライン提出のお願い 

令和４年度報告より、ｗｅｂ上で定期報告の作成と提出を一体的に行う、新しい電子報告システム「省エネ

法・温対法・フロン法電子報告システム（ＥＥＧＳ：イーグス）」（以下「ＥＥＧＳ」という）による定期報

告書の作成と提出が可能となりました。定期報告書の提出に当たっては、可能な限りＥＥＧＳによるオンライ

ン提出をお願いしております。なお、資源エネルギー庁が提供する「定期報告書作成支援ツール（アプリ版／

Excel版）」（以下「支援ツール」という）で作成したＸＭＬファイルをＥＥＧＳにアップロードして提出する

ことも可能です。 

※その他、支援ツール等で作成した報告書ファイルをｅ－Ｇｏｖサイトにアップロードして提出することも可能です。 
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(5)定期報告の提出方法  

オンライン提出は、「ＥＥＧＳ」※推奨 又は「ｅ－Ｇｏｖ」から行って下さい。 

・ＥＥＧＳ：https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system 

・ｅ－Ｇｏｖ：https://shinsei.e-gov.go.jp/ 

 

オンライン提出の開始に当たっては、事前にＩＤ、パスワードの取得が必要です。初回のみ「電子情報処理

組織使用届（様式第４３）」を所管の経済産業局にご提出ください。各経済産業局にて受理後、折り返し「Ｅ

ＥＧＳ」用のアクセスキー及び「ｅ－Ｇｏｖ」用のＩＤ・パスワード等をお知らせします。 

必要書類を受理してからシステムへの登録・変更等が完了するまで１か月程度必要となりますので、あらか

じめ定期報告書の提出期限を考慮して、時間的な余裕を持った手続をお願いいたします。オンライン提出の詳

細や、初回手続等については、資源エネルギー庁ＨＰをご覧ください。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-

tools/#aa01 

なお、「ＥＥＧＳ」及び「ｅ－Ｇｏｖ」のＩＤ・パスワードを忘れた場合も、所管の経済産業局までお問合

せください。 

 

オンライン提出手続に必要な書類 

名称 概要 

電子情報処理組織使用届出書 

（様式第４３）※ 
オンライン提出を利用しようとする場合(初回

のみ) 

受理後、ＩＤ・パスワードを付与 
電子情報処理組織使用変更届出書

（様式第４４） 
使用届出書の内容のうち「事業者名」又は「特

定事業者番号」等に変更が生じた場合 
電子情報処理組織使用廃止届出書

（様式第４５） オンライン提出の利用を廃止しようとする場合 

 

※定期報告書のほか、省エネ法の中長期計画書やその他各種届出・報告、特定事業者等以外の輸送事業者等と

しての各種届出・報告書等や温対法様式についてもＥＥＧＳ等でご提出いただけるようになります。 

  

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system
https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/#aa01
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/#aa01


7 

 

(6)報告範囲 

①事業者の報告範囲 

定期報告書は、特定表、認定表、指定表から成り立っています。それぞれ、事業者単位（認定管理統括事業

者の場合は、認定を受けたグループ単位）の報告を行う特定表、認定管理統括事業者が事業者単位の報告を行

う認定表、指定工場等単位の報告を行う指定表と報告範囲が分かれており、事業者の事業形態や「認定管理統

括事業者の認定制度」の認定の取得の有無によって、報告範囲が異なります。認定表は、認定管理統括事業者

以外は、提出不要です。詳しくは、下記の表をご参照ください。 

 

 特定表 認定表 指定表 

特定事業者／特定連鎖化事業者 ○ × ○ 

認定管理統括事業者 
○ 

（グループ単位） 

○ 

（事業者単位） 
○ 

 
管理関係事業者 × 

○ 

（事業者単位） 
○ 

 

 

※認定管理統括事業者の認定制度について 

・制度の概要 

一定の資本関係等の密接性を有しており、一体的に省エネ取組を行っている企業グループの親会社等が、グ

ループの一体的な省エネ取組を統括管理する者として認定を受けた場合、当該親会社等が定期報告等の義務

を一体的に履行することを認めています。 

  

：エネルギー管理統括者 ：エネルギー管理企画推進者 ：定期報告及び中長期計画

親会社

1,700kl
（特定事業者）

子会社B

2,500kl
（特定事業者）

子会社A

親会社

2,500kl

子会社A

認定管理統括
事業者

1,700kl

子会社B

管 理 関 係 事 業 者

省エネ法の
義務

省エネ法の
義務

不要に

（工場・事業場規制の場合）

不要に

省エネ法の
義務

2,500kl
（特定事業者）

現行 認定制度活用後
認定管理統括事業者が

一体的に担う
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②事業者の合併等の扱い 

 事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合などが行われた後、事業者において明らかに年間 1500kl 以上

のエネルギーを使用する事業活動が行われることが見込まれる場合は、事業移管等と同時に、エネルギー使用

状況届出書の提出をお願いいたします。 

 この措置の対象となるのは、事業の他企業への移管、企業合併、分割、統合などであって、当該事業の生産

場所や生産活動等に継続性があり、事業移管等の前後で当該事業のエネルギー使用量やエネルギー使用状況に

変化がないことが見込まれる場合です（例：ホールディングス化に伴い一部事業をそのまま子会社化する場合

など）。 

 

 

 

 事業者の合併等の定期報告の範囲：移管等の形態によらず、移管等が行われた後の事業者が、移管等前の分

も含めてエネルギー使用量を計算し、報告することとしてください。 
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(7)報告するエネルギーの範囲 

報告するエネルギーの範囲は、省エネ法及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に

関する法律施行規則（以下単に「施行規則」という。）に定める燃料・熱・電気です（下表参照）。改正省エネ

法からは、非化石エネルギー（黒液、木材、水素、アンモニア等の非化石燃料の他、非化石熱、非化石電気）

が報告の対象に加わります。 

なお、主要なエネルギーの種類及び単位は、定期報告書の様式に既に記入されていますので、これらに従っ

て記入してください。 

 

【報告対象エネルギーとその定義】 

■2023 年度報告用 

原油（コンデンセートを

除く） 

原油とは、天然に産出し、我が国において精製原料又はエネルギー源として用い

られる鉱物油。タールサンド、オイルサンド及びこれらの抽出油等も含まれる。

定期報告書の記入に当たっては、燃料として使用したものを計上すること。 

原油のうちコンデンセー

ト 

コンデンセートとは、天然ガスの採取・精製の過程で得られる常温・常圧で液体

の炭化水素油をいう。一般の原油より軽質でナフサに近い性状を有し発熱量も原

油と異なり（原油１kl：38.2 GJ、コンデンセート１kl：35.3 GJ）、硫黄分が殆

ど含まれていないため、必ずしも原油と同様に扱うのは好ましくない。その大半

が石油、化学原料に用いられているが、定期報告書の記入に当たっては自家発

電、産業用蒸気等の燃料として使用したものを計上すること。 

揮発油 

揮発油とは、原油を直接常圧蒸留して精製する際、３０～２００℃の留分として

得られる軽質液体留分。ガソリンと同義。定期報告書の記入に当たっては、工場

等内のみで使用する自動車用等の燃料として使用したものを計上すること。 

ナフサ 

ナフサとは、原油を直接常圧蒸留して精製する際、３０～２４０℃の留分として

得られる最も軽質な液体留分。ナフサは、主として石油化学基礎製品の原材料と

してエチレン等を得るために利用されているが、定期報告書の記入に当たって

は、発電用等に燃料として使用したものを計上すること。 

灯油 

灯油とは、原油を直接常圧蒸留して精製する際、１５０～３００℃の留分として

得られる軽質液体留分。定期報告書の記入に当たっては、汎用内燃機関、自家発

電、産業用蒸気等に燃料として使用したものを計上すること。 

軽油 

軽油とは、原油を直接常圧蒸留して精製する際、２００～３５０℃の留分として

得られる中質液体留分や、常圧蒸留の残油を減圧蒸留し得られる同様の中質液体

留分。定期報告書の記入に当たっては、工場等内のみで使用する自動車等のディ

ーゼル機関、自家発電、産業用蒸気等に燃料として使用したものを計上するこ

と。 

重油 

重油とは、原油を直接常圧蒸留して精製する際、３００℃以上の留分として得ら

れる中質・重質液体留分や、常圧蒸留の残油を減圧蒸留して得られる同様の重質

液体留分。定期報告書の記入に当たっては、ボイラー用又はガスタービン用等に

燃料として使用したものを計上すること。 

イ Ａ重油 

 

ロ Ｂ・Ｃ重油 

Ａ重油とは、重油のうち、引火点６０℃以上、動粘度２０ｍ㎡/s 以下、残留炭

素分４％以下、硫黄分２.０％以下の性状を有するもの。 

Ｂ重油とは、重油のうち、引火点６０℃以上、動粘度５０ｍ㎡/s 以下、残留炭

素分８％以下、硫黄分３.０％以下の性状を有するもの。 

Ｃ重油とは、重油のうち、引火点７０℃ 以上、動粘度５０ｍ㎡/s 以上、硫黄分

３.０％以上の性状を有するもの。 

石油アスファルト 

アスファルトとは、常圧蒸留残油や減圧蒸留残油等の重質油から揮発性成分や潤

滑油成分等の液状～ゲル状成分を除去して得られる半固体の物質。アスファルト

は道路舗装材や防水材等の原材料として大半が利用されているが、定期報告書の

記入に当たっては、重油の代替物として加熱して流動化させ燃料として利用した

ものを計上すること。 

石油コークス 石油コークスとは、常圧蒸留残油や減圧蒸留残油等の重質油を熱分解や接触分解
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し軽質留分を得る際、残留物として生成する固体の物質。定期報告書の記入に当

たっては、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料として使用したものを計上

すること。 

石油ガス 

イ 液化石油ガス(LPG) 

ロ 石油系炭化水素ガス 

液化石油ガスとは、石油精製・化学工場における原油や石油製品の処理過程にお

いて発生するガスの成分中から回収したプロパン、ブタン等を主成分とするガス

及び可燃性天然ガスから得られた物質。石油系炭化水素ガスとは、液化石油ガス

（ＬＰＧ）以外の石油系のガスをいう。定期報告書の記入に当たっては、自家発

電、産業用蒸気等に燃料として使用したものを計上すること。 

可燃性天然ガス 

イ 液化天然ガス（窒

素、水分その他の不純物

を分離して、液化したも

のをいう。） 

ロ その他可燃性天然ガ

ス 

天然ガスとは、地下から産出される鉱物性可燃性ガスであって、コンデンセート

を除去したもの。天然ガスには輸入天然ガス（ＬＮＧ）及び国産天然ガスが含ま

れる。定期報告書の記入に当たっては、輸入天然ガス（ＬＮＧ）は液化天然ガス

に、国産天然ガスはその他可燃性天然ガスに計上すること。 

輸入天然ガスＬＮＧとは海外で産出される天然ガスであって我が国に輸入されて

使用されるガス。輸入天然ガスは液化天然ガス（ＬＮＧ）の形態で輸入されてい

るが、将来的に国際パイプライン網で気体のまま海外から供給する形態が生じた

場合も液化天然ガスに含む。輸入天然ガス（ＬＮＧ）の主成分はメタンであり、

発電用燃料の他、加熱炉用燃料として気化した上で使用されている。 

国産天然ガスとは、国内及び経済水域内で産出されるガス。国産天然ガスの主成

分はメタンであるが、ＬＮＧと異なり一般に液化による精製過程を伴わないた

め、エタン、プロパン等の成分を比較的多く含んでいる。国産天然ガスには、ガ

ス田又は油田で採掘されるガス田・随伴ガスと、坑内堀炭坑等炭田で回収される

炭坑ガスがある。国産天然ガスを液化して輸送・使用する場合であっても、その

他可燃性天然ガスに計上すること。 

石炭 

イ 原料炭 

ロ 一般炭 

ハ 無煙炭 

一般炭とは、発電・蒸気発生・材料加熱等の目的で直接燃焼して用いられる石炭

であって、無煙炭、亜炭でないもの。定期報告書の記入に当たっては、燃料とし

て使用したものを計上すること。 

無煙炭とは、炭化度が最も進み有水有灰状態で測定した揮発分を 10wt％以下し

か含有しない石炭。無煙炭は、燃焼時の重量当発熱量が大きいことから工業炉用

燃料として、また揮発分が少なく燃焼時に火炎の発生が少ないことから練豆炭原

料として用いられる。定期報告書の記入に当たっては、燃料として使用したもの

を計上すること。 

石炭コークス 

コークスとは、コークス用原料炭をコークス炉で乾留して得られる固体のエネル

ギー源をいう。定期報告書の記入に当たっては、燃料として使用したものを計上

すること。 

コールタール 

コールタールとは、コークス用原料炭等をコークス炉で乾留した際に、コークス

用原料炭中の揮発分等から得られる重質な液体状の炭化水素製品をいう。定期報

告書の記入に当たっては、自家発電、産業用蒸気等に燃料として使用したものを

計上すること。 

コークス炉ガス 

コークス炉ガスとは、コークス用原料炭をコークス炉で乾留する際に、コークス

用原料炭中の揮発分が分解して生成したガス。コークス用原料炭の揮発成分中、

分子量が大きい部分は乾留時にコールタールとなるため、コークス炉ガスの成分

の約５０％は水素、約３０％がメタンとなっている。定期報告書の記入に当たっ

ては、燃料として使用したものを計上すること。 

高炉ガス 

高炉ガスとは、製銑用高炉において投入されたコークスや吹込用原料炭が、炉下

部から吹込まれた高温空気と反応して分解･部分酸化して一酸化炭素となり酸化

鉄を還元する際に、炉頂部から回収されるガスをいう。高炉ガスの成分の大半は

コークスや吹込用原料炭の炭素分が部分酸化して生成したＣＯ、ＣＯ２及び高温

空気からのＮ２であり、少量のＣＨ４、吹込用原料炭の分解によるＨ２等が含ま

れる。定期報告書の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気等に

燃料として使用したものを計上すること。 

転炉ガス 

転炉ガスとは、高炉で生成された銑鉄には過剰の炭素分や少量の水素分等の不純

物が含まれ、そのままでは鋼にできないため、転炉で酸素を吹込み、銑鉄中の過

剰炭素分や不純物を酸化して転炉ガスや転炉スラグにすることにより除去する
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が、この際に回収されるガスをいう。その成分の大半はＣＯである。定期報告書

の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー用又は直接

加熱用等に燃料として使用したものを計上すること。 

その他の燃料 

都市ガス 

都市ガスとは、地域の家庭や企業に対して専用の施設及び配管網により、天然ガ

スやＬＰＧ等を混合・希釈・調整し、地域のガス事業者から配送されるガス。な

お、ＬＰＧをそのままボンベで供給する事業や、特定の建物等に大型ガスボンベ

と簡単な配管により供給する「簡易ガス事業」による需給量は、都市ガスには含

まずＬＰＧに計上する。また、ＬＮＧ を専用の導管で購入している場合はＬＮ

Ｇに計上すること。 

産業用蒸気 

産業用蒸気とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であって、専ら事務所

その他これに類する用途以外の工場等から供給された蒸気をいう。定期報告書の

記入に当たっては、他の事業者から受け入れた量を計上すること。 

産業用以外の蒸気 

温水・冷水 

産業用以外の蒸気、冷水・温水とは、産業用蒸気以外の熱で、熱供給事業者（加

熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給する事業を行う者）等

から受け入れた熱をいう。定期報告書の記入に当たっては、当該事業者から受け

入れた量を計上すること。 

昼間買電 

 

昼間買電とは、一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維持し、

及び運用する電線路を介して供給を受ける電気（自己託送制度を用いたものを除

く。)で８時から２２時までに使用した電力量をいう。定期報告書の記入に当た

っては、その使用量を計上すること。 

夏期・冬期における 

電気需要平準化時間帯 

夏期・冬期における電気需要平準化時間帯とは、昼間買電のうち７月１日～９月

３０日まで及び１２月１日～３月３１日までの８～２２時までに使用した電力量

をいう。定期報告書の記入に当たっては、その使用量を計上すること。 

夜間買電 

 

夜間買電とは、一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維持し、

及び運用する電線路を介して供給を受ける電気(自己託送制度を用いたものを除

く。)で２２時から翌日８時までに使用した電力量をいう。定期報告書の記入に

当たっては、その使用量を計上すること。 

※昼間買電、夜間買電とは、単に時間的な区分（昼間：８時～２２時、夜間：  

２２時～８時）を意味している。電力会社からの請求書等の夜間電力には、日

曜、祝祭日が終日含まれているため使用できない。電力会社の検針票等の「力率

測定用有効電力量」が昼間買電に当たり、夜間買電は全使用電力量から力率測定

用有効電力量を引いて算出する。昼夜間の区別ができない場合は、全ての使用量

を昼間の使用量として計上すること。 

上記以外の買電 

 

上記以外の買電とは、一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維

持し、及び運用する電線路を介して供給を受ける電気以外の電気及び自己託送制

度を用いて供給を受ける電気で使用した電力をいう。 

定期報告書の記入に当たっては、その使用量を計上すること。 

 ※自家発電とは、自らの事業所内においてエネルギーを投入し電気を発生させることをいう。定期報告書の

記入に当たっては、その発電量のうち自ら使用した量を「使用量」の「数値」の欄に、他者に販売した量

を「販売した副生エネルギーの量」の「数値」「熱量（ＧＪ）」の欄に計上すること。 
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■2024 年度報告用 

原油（コンデンセートを

除く） 
同上 

原油のうちコンデンセー

ト 
同上 

揮発油 同上 

ナフサ 同上 

ジェット燃料油 

ジェット燃料油とは、石油製品のうち、軟質液体留分であってジェットエンジン

に使用される燃料として特別の規格・基準に従って製造、調整されたものをい

う。定期報告書の記入に当たっては、工場等内のみで使用するジェットエンジン

の燃料として使用したものを計上すること。 

灯油 同上 

軽油 同上 

重油 

同上 イ Ａ重油 

ロ Ｂ・Ｃ重油 

石油アスファルト 同上 

石油コークス 同上 

石油ガス 

イ 液化石油ガス(LPG) 

ロ 石油系炭化水素ガス 

同上 

可燃性天然ガス 

イ 液化天然ガス（窒

素、水分その他の不純物

を分離して、液化したも

のをいう。） 

ロ その他可燃性天然ガ

ス 

同上 

石炭 

イ 原料炭 

（１）輸入原料炭 

（２）コークス用原料炭 

（３）吹込用原料炭 

ロ 一般炭 

（１）輸入一般炭 

（２）国産一般炭 

ハ 輸入無煙炭 

原料炭とは、石炭のうち原料として用いられる石炭をいう。このうち、コークス

を製造するための原料として用いられるものをコークス用原料炭、高炉製鉄にお

いて微粉炭吹込用石炭として用いられ、高炉ガス、転炉ガスにその成分の一部が

転換される原料となる石炭を吹込用原料炭という。定期報告書の記入に当たって

は、燃料として使用した原料炭のうち、コークス用原料炭はコークス用原料炭

に、吹込用原料炭は吹込用原料炭に、それ以外のものを輸入原料炭に計上するこ

と。 

一般炭とは、発電・蒸気発生・材料加熱等の目的で直接燃焼して用いられる石炭

であって、無煙炭、亜炭でないものをいう。定期報告書の記入に当たっては、燃

料として使用した一般炭のうち、輸入されたものを輸入一般炭、国内で産出した

ものを国産一般炭に計上すること。 

輸入無煙炭とは、炭化度が最も進み有水有灰状態で測定した揮発分を 10wt％以

下しか含有しない石炭をいう。定期報告書の記入に当たっては、燃料として使用

したものを輸入無煙炭に計上すること。 

石炭コークス 同上 

コールタール 同上 

コークス炉ガス 同上 

高炉ガス 

高炉ガスとは、製銑用高炉において投入されたコークスや吹込用原料炭が、炉下

部から吹込まれた高温空気と反応して分解･部分酸化して一酸化炭素となり酸化

鉄を還元する際に、炉頂部から回収されるガスをいう。高炉ガスの成分の大半は

コークスや吹込用原料炭の炭素分が部分酸化して生成したＣＯ、ＣＯ２及び高温

空気からのＮ２であり、少量のＣＨ４、吹込用原料炭の分解によるＨ２等が含ま

れる。定期報告書の記入に当たっては、自家発電、産業用蒸気等にはん用燃料と

して使用されたものを計上すること。 
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発電用高炉ガス 

発電用高炉ガスとは、発熱量を安定させるために純粋な高炉ガスにコークス炉ガ

スや転炉ガスを添加し、発電用燃料としたものをいう。定期報告書の記入に当た

っては、事業用発電等に燃料として使用されたものを計上すること。 

転炉ガス 

転炉ガスとは、高炉で生成された銑鉄には過剰の炭素分や少量の水素分等の不純

物が含まれ、そのままでは鋼にできないため、転炉で酸素を吹込み、銑鉄中の過

剰炭素分や不純物を酸化して転炉ガスや転炉スラグにすることにより除去する

が、この際に回収されるガスをいう。その成分の大半はＣＯである。定期報告書

の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー用又は直接

加熱用等に燃料として使用したものを計上すること。 

その他の燃料 

都市ガス 

都市ガスとは、地域の家庭や企業に対して専用の施設及び配管網により、天然ガ

スやＬＰＧ等を混合・希釈・調整し、地域のガス事業者から配送されるガス。な

お、ＬＰＧをそのままボンベで供給する事業や、特定の建物等に大型ガスボンベ

と簡単な配管により供給する「簡易ガス事業」による需給量は、都市ガスには含

まずＬＰＧに計上する。また、ＬＮＧ を専用の導管で購入している場合はＬＮ

Ｇに計上すること。 

黒液 

黒液とは、製紙工程において、チップをクラフトパルプに加工する際にリグニン

などの｢樹脂｣成分として発生、回収したものをいう。定期報告書の記入に当たっ

ては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料として使用したも

のを計上すること。 

木材 

木材とは、森林由来、工場残材由来および建築廃材由来等の木質原料から作られ

た燃料製品のことをいう。なお、工場において発生する木質原料を起源とする廃

棄物は木材には含まず木質廃材に計上する。 

定期報告書の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー

等の燃料として使用したものを計上すること。 

 

（例）木質チップ、木質ペレット（ホワイトペレット、全木ペレット、バークペ

レット、ブラックペレット等）、薪、木質ブリケット燃料、オガライト、木炭、

ヤシ殻等 

木質廃材 

木質廃材とは、工場において発生する木質原料を起源とする廃棄物等のことをい

う。定期報告書の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイ

ラー等の燃料として使用したものを計上すること。 

 

（例）木くず、おがくず、表皮（バーク）、分枝、パルプ製造時の残滓等 

バイオエタノール 

バイオエタノールとは、植物や動物などバイオマス由来の資源から作られ、ガソ

リンを代替する液体燃料をいう。定期報告書の記入に当たっては、工場等内のみ

で使用する自動車用等の燃料として使用したものを計上すること。 

バイオディーゼル 

バイオディーゼルとは、廃食用油などバイオマス由来の資源から作られ、軽油を

代替する液体燃料をいう。定期報告書の記入に当たっては、工場等内のみで使用

する自動車等のディーゼル機関、自家発電、産業用蒸気等に燃料として使用した

ものを計上すること。 

バイオガス 

バイオガスとは、家畜排泄物、生ごみ、食品残渣、下水処理場等から発生するバ

イオマス由来の資源から作られたガスを回収し、燃料製品としたものをいう。定

期報告書の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等

の燃料として使用したものを計上すること。 

その他バイオマス 

その他バイオマスとは、植物や動物などバイオマス由来の資源から作られた主に

固体の燃料等で、原料や利用形態が特定できないもの等をいう。定期報告書の記

入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料として

使用したものを計上すること。 

 

（例）紙くず、古紙粕、パルプ粕、ペーパースラッジ、畳、乾燥有機汚泥（下水

汚泥、活性汚泥等）、肉骨粉、油脂ピッチ、脂肪酸ピッチ、食品加工時に発生す

る再利用できない副生廃棄物（コーヒー粕、バガス等） 

RDF RDF とは、一般廃棄物、産業廃棄物のうち金属等の不燃分や水分を除去、分離
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し、可燃物を精製固化し添加物を加え、発熱量を調整して燃料製品としたものを

いう。定期報告書の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボ

イラー等の燃料として使用したものを計上すること。 

RPF RPF とは、廃プラスチックや再生利用困難な古紙等を混合、成型し、発熱量を調

整して燃料製品としたものをいう。定期報告書の記入に当たっては、事業用発

電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料として使用したものを計上するこ

と。 

廃タイヤ 廃タイヤとは、一般廃棄物や産業廃棄物から分別された使用済タイヤを燃料とし

て使用するものをいい、破砕品、カット品等を含む。定期報告書の記入に当たっ

ては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料として使用したも

のを計上すること。 

廃プラスチック 廃プラスチックとは、再生利用しない使用済プラスチックをいう。定期報告書の

記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料とし

て使用したものを計上すること。 

（例）自動車破砕残渣（ASR）等 

廃油 廃油とは、廃棄物から分別され、焼却処分される油脂及び油脂等に分離処理等を

施し燃料製品としたもののうちバイオマス由来以外のものをいう。定期報告書の

記入に当たっては、ボイラー用又はディーゼル機関等に燃料として使用したもの

を計上すること。 

（例）再生重油等 

廃棄物ガス 廃棄物ガスとは、一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分場等において副生するメ

タン等の可燃性ガスのうち、バイオマスのみを由来としたガスか否かが明らかで

ないものを回収し、燃料製品としたものをいう。定期報告書の記入に当たって

は、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料として使用したもの

を計上すること。 

混合廃材 混合廃材とは、バイオマス由来のみでない固体状の廃材、又は複数の廃材等が混

在するものをいう（有価物を含む）。定期報告書の記入に当たっては、事業用発

電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等の燃料として使用したものを計上するこ

と。 

（例）布、廃白土、蓄糞たい肥化燃料、含油汚泥、未燃灰、繊維くず等、CPF

（フラフ燃料）等  

水素 定期報告書の記入に当たっては、工場等内のみで使用する自動車、事業用発電、

自家発電、産業用蒸気等に燃料として使用したものを計上すること。 

なお、苛性ソーダ製造工程から生じる副生水素を燃料として使用する場合も水素

に計上すること。 

アンモニア 定期報告書の記入に当たっては、事業用発電、自家発電、産業用蒸気等に燃料と

して使用したものを計上すること。 

産業用蒸気 同上 

産業用以外の蒸気 

温水・冷水 
同上 
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電気事業者からの買電 一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維持し、及び運用する電

線路を介して供給を受ける電気(オフサイト型 PPA（重み付けあり／なし）及び

自己託送（非燃料由来の非化石電気／上記以外）を用いたものを除く。)をい

う。定期報告書の記入に当たっては、その使用量を計上すること。 

なお、2024 年度の定期報告書においては、電気需要平準化評価原単位と電気需

要最適化評価原単位の評価の接続性を担保するため、これまで通り昼間／夜間に

分けて買電量を把握する必要がある。 

オフサイト型 PPA 

（重み付けあり／なし） 

オフサイト型 PPA とは、事業所の敷地外に設置した第三者保有の太陽光発電所で

発電した電気を、一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維持

し、及び運用する電線路を介して供給を受ける電気をいう。 

ただし、FTT／FIP 制度対象外で、かつ特定の需要家の電気の需要を満たすこと

を目的に設置された電源（※)である場合は、「オフサイト型 PPA（重み付けあ

り）」にその使用量を計上すること。その際、重み付けありのオフサイト PPA と

重み付けなしのオフサイト PPA は、どちらかの内数とはせず、個別に使用量を計

上すること。 

 

※電源の運転開始時から、特定事業者等と小売電気事業者の間で、特定された電

源の電気を供給する旨の契約が存在すること。 

自己託送電気 

（非燃料由来の非化石電

気／上記以外） 

自己託送とは、発電用又は蓄電用の自家用電気工作物（以下「自家用電気工作

物」という。）を設置する者が、当該自家用電気工作物を用いて発電又は放電し

た電気を一般送配電事業者が維持し、及び運用する送配電ネットワークを介し

て、当該自家用電気工作物を設置する者の別の場所にある工場等に送電する際

に、当該一般送配電事業者が提供する送電サービスをいう。定期報告書の記入に

当たっては、この供給を受けた電力量を計上すること。 

なお、自己託送により供給を受けた電気のうち、燃料を投じて発電されたもの以

外の非化石電気については、「自己託送（非燃料由来の非化石電気）」に計上し、

それ以外は「上記以外の自己託送」に計上すること。 

自

家

発

電 

太陽光 
太陽の光エネルギーを太陽電池（半導体素子）により直接電気に変換する方法に

より発電した電気の使用量を計上すること。 

風力 
風車により風の持つ運動エネルギーを電力に直接変換する方式により発電した電

気の使用量を計上すること。 

地熱 地球内部の熱を利用して発電した電力の使用量を計上すること。 

水力 
水の位置エネルギーをエネルギー源として利用する発電方式により発電した電気

の使用量を計上すること。 
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(8)極めて小さな工場等におけるエネルギー使用量の扱いについて 

 エネルギー使用量が 15kl/年未満の工場等であり、かつ、事業者全体の総エネルギー使用量の１%未満の範囲

の工場等については、“国にエネルギー使用量を報告する際に用いた計測等の結果に基づく値（一度、エネルギ

ー使用状況届出書又は定期報告書で国に提出した値）”と同じ値をそれ以降のエネルギー使用量として報告する

ことができます。 

 

図１：エネルギー使用量が15kl/年未満であり、総エネルギー使用量の１％未満の範囲の工場等を設置している

事業者 

 

【備考】図１のような事業者の場合、営業所Ａ、営業所Ｂ、営業所Ｃについては、“国にエネルギー使用量を

報告する際に用いた計測等の結果に基づく値（一度、エネルギー使用状況届出書又は定期報告書で

国に提出した値）”と同じ値をそれ以降のエネルギー使用量として報告することができます。ただし、

上述の条件に合致しない範囲である本社、支店、営業所Ｄ、営業所Ｅについては、毎年度、計測等

の結果に基づく報告が必要となります。 

 

(9) テナントビル等、複数事業者がひとつの工場等に混在する場合のエネルギー使用量の算出方法 

テナントビル等、複数事業者がひとつの工場等に混在する場合において、賃借事業者（以下「テナント」と

いう。）にエネルギー管理権原がある場合、賃貸事業者（以下「オーナー」という。）のエネルギー使用量は、

全体のエネルギー使用量から、当該テナントにエネルギー管理権原がある設備のエネルギー使用量を差し引い

て計上してください※１。 

テナントにエネルギー管理権原がある場合とは、エネルギー使用設備（空調設備、照明、ＯＡ機器等）の設

置及び更新権限がテナントにあり、そのエネルギー使用量が計量器等により特定できる場合を意味します。し

たがって、オーナーのエネルギー使用量からテナントのエネルギー使用量を差し引く場合には、テナントに設

置・更新権限のある設備のエネルギー使用量を、計量器等により明確に把握していることが必要です。 

テナントは、テナントが設置及び更新権原のある設備を有する場合、空調設備等のエネルギー管理権原の有

無にかかわらず、テナント専用部におけるエネルギー使用量を報告してください（図２参照）。その際、オーナ

ーからテナントにテナント専用部のエネルギー使用量を伝えることが必要となりますので、オーナーは「工場

等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（平成２１年３月３１日経済産業省告示
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第６６号。以下「判断基準」という。）の項目Ⅰ-２ ２-１（８）※２の規定に基づき情報提供に努めてください。

テナント専用部のエネルギー使用量が計量されていない場合は、オーナーにおいて合理的な手法により推計を

用いてテナント側に情報提供を行ってください。また、オーナーからテナントに情報提供がない場合は、テナ

ントが推計してエネルギー使用量を算出してください。 

データセンターについては、事業形態にかかわらず、エネルギー使用量はデータセンターのオーナーが算入

することとなっていましたが、令和５年度の定期報告より、上記に従い、データセンターにおいては、オーナ

ーはテナント持込機器以外の全てのエネルギー使用量を算入し報告、テナント※３は自身が専有している部分の

エネルギー使用量を算入し報告する必要があります（図３参照）。 

 

※１ 貸事務所業におけるベンチマーク指標の状況（特定―第６表）の報告においては、事業者間の公平性

の観点から、オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備のエネルギー使用量を含

めて報告すること。これに伴い、事業者の過去５年度間のエネルギー消費原単位等の変化状況（特定

―第４表１）の報告においても、オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備のエ

ネルギー使用量を含めて報告してもよい。但し、テナントに係るエネルギー使用量の算入方法を変更

する場合には、その理由と、原則当該年度を含む過去５年度分の新旧算入方法による生産数量等の対

比表を特定―第４表１の欄外又は別紙に記入すること。 

※２ 判断基準 Ⅰ-２ ２-１（８）その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 

事業場の居室等を賃貸している事業者（以下「賃貸事業者」という。）と事業場の居室等を賃借して

いる事業者（以下「賃借事業者」という。）は、共同してエネルギーの使用の合理化に関する活動を推

進するとともに、賃貸事業者は、賃借事業者のエネルギーの使用の合理化状況が確認できるようにエ

ネルギー使用量の把握を行い、賃借事業者に情報提供すること。その際、計量設備がある場合は計量

値とし、計量設備がない場合は合理的な算定方法に基づいた推計値とすること。 

判断基準 Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 

（略）賃貸事業者と賃借事業者は、共同してエネルギーの使用の合理化に関する活動を推進すると

ともに、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を促すため、エネルギーの使用及び使用の

合理化に係る費用の負担方法にその成果が反映される仕組み等を構築するように努めるものとする。 

※３ データセンターにおける「テナント」とは、データセンター内で専有する部分を有し、付帯設備や IT

機器等の持ち込みを行っている事業者を指します。ただし、「ラック借り」に限り、ラック借りしてい

る部分はテナント事業者のエネルギー使用量の算入の対象外とします。「ラック借り」部分のエネルギ

ー使用量は、テナントではなく、引き続きオーナーが算入し報告してください。「ラック借り」とは、

データセンター内の居室・フロアにある一部のラックにテナントが IT 機器を持ち込み専有利用してい

ることを指します（図４参照）。 

なお、ホスティング事業者又はクラウド事業者（以下「ホスティング事業者等」という。）が付帯設

備及び IT機器を有し、それらのエネルギー管理権原を有している場合、その IT機器等の利用者（ユー

ザー）はテナントとみなされず、エネルギー使用量の算入は不要です。ホスティング事業者等が、IT

機器のエネルギー使用量を含め、データセンターにおけるエネルギー使用量を報告してください（図

５参照）。 

データセンターにおけるエネルギー使用量の算入方法及び定期報告書の記入方法の詳細は、以下を

確認してください。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/faq/pdf/a1-

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/faq/pdf/a1-18.pdf
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18.pdf 

 

図２：テナントビルにおける報告対象のイメージ  

 

 

図３：データセンターにおけるテナントのエネルギー使用量の算入対象

 

図４：テナント類型ごとのエネルギー使用量の算入の要否 

 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/faq/pdf/a1-18.pdf
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図５：ホスティング事業者等及びその利用者（ユーザー）のエネルギー使用量の算入対象 

 

 

(10)産業部門における地縁的一体性を持った複数事業者の取扱い 

図３におけるＡ事業者の a2 工場の同一敷地内又は隣接した敷地に、Ｂ事業者の工場（b1 工場）が立地し、か

つ、a2 工場と b1 工場との間にエネルギー管理上の結びつきのある場合（地縁的一体性が認められる場合）にお

いても、事業者単位で管理するという原則に基づき、事業者単位でエネルギー使用量を分け、それぞれの事業

者から報告してください。その際、Ａ事業者とＢ事業者との間に賃貸借関係がある場合には、前項（5）のオー

ナーとテナントの考え方に基づき整理してください。 

ただし、Ａ事業者とＢ事業者との間にＡ事業者が b1 工場の省エネ法上の義務を負うことについて合意がある

等、以下の条件を満たす場合には、b1 工場のエネルギー使用量を a2 工場のエネルギー使用量とみなし、Ａ事業

者が b1工場の省エネ法上のエネルギー管理義務※1を負います。このような取扱いをした場合、b1工場のエネル

ギー使用量はＢ事業者のエネルギー使用量として算入する必要はありません。 

 

図３：産業部門における地縁的一体性を持った複数事業者 
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【条件】 

①双方の工場に地縁的一体性※2が認められること。 

②Ａ事業者の総エネルギー使用量が 1,500kl／年以上であること。 

③「Ａ事業者が b1工場の省エネ法上の義務を負うこと」についてＡ事業者、Ｂ事業者の両者  

が合意していること（覚書等の書面をもって合意することが必要です。覚書は国へ提出する必要はあり

ませんが、事業者両者で保管しておく必要があります）。 

④Ａ事業者は a2工場にその合計値が該当する区分に応じた人数のエネルギー管理者又はエネルギー管理員 

を選任すること。 

 

  ※1 b1工場のエネルギーの使用の合理化に努めるとともに、省エネ法の定期報告等も行う。 

※2「双方の工場に地縁的一体性が認められる」とは、「同一敷地内又は隣接した敷地に   

両工場が設置され、かつ、両工場にエネルギー管理上の結びつきがある」状態を指す。 
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(11)連携省エネルギー計画認定制度について 

・制度の概要 

 連携省エネルギー計画の認定制度とは、平成３０年１２月施行の省エネ法改正により創設された新たな制度

で、複数の事業者が連携して省エネルギー取組を実施した場合に、省エネ法の定期報告において、連携による

省エネ量を事業者間で分配して報告することができる制度です。 

制度を利用するためには、連携省エネルギー計画を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認

定を受ける必要があります。 

 

 

 

・定期報告書への記載箇所 

 連携省エネルギー計画の認定を受けた特定事業者等は、連携により分配したエネルギー使用量等を記入する

必要があるため、連携省エネルギー関係部分（連携分、連携省エネ、連携省エネルギー措置等）に記載が必要

になります。 

 連携省エネルギー計画の認定を受けていない特定事業者等は、連携省エネルギー関係部分の記載は不要とな

ります。 

 

・定期報告書の主な連携省エネルギー関係部分 

➢ 特定-第２表１－１(連係省エネルギー措置を踏まえた使用量)、２－１～３ 

➢ 特定-第３表１－２、２－２ 

例２） 熱源設備の集約、共同使用

省エネ法では、エネルギーの使用の状況等を事業者

単位で報告するため、複数事業者が連携して省エ

ネ取組を行っても、効果が適切に評価されない。

制度を利用しない場合

連携して行った省エネ取組みについて、その取組への

貢献実態に合わせてエネルギー使用量を事業者間

分配可能に。

制度を利用する場合

熱源を集約することにより
燃料使用量が削減され、

全体が省エネに
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➢ 特定-第４表１及び２の下段（連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギー消費原単位／電気需要最適評

価原単位） 

➢ 特定-第５表 

➢ 認定-第２表１－１(連係省エネルギー措置を踏まえた使用量)、２－１～３ 

 

※本書では、連携省エネルギー計画認定制度の認定を受けた事業者のみが記載する箇所は、紫色で記載して 

います。一般の特定事業者等は記載の必要はありません。 
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２．定期報告書（様式第９）について 

Ⅰ．特定表         

 [事業者単位の報告] 

(1)表紙 

様式第９（第３６条関係） 

※受理年月日  

※処理年月日  

 

定 期 報 告 書 
 

 

 

 殿 

                                                     年    月    日 

住 所 

法人名 

法人番号 

代表者の役職名 

代表者の氏名                      

 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１６条第１項、第２７条第１項及び第３８条第１項の規定

に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

①冒頭にある右上の欄の※印を付した「受理年月日」及び「処理年月日」欄は記入しないでください。 

②左上の欄には「提出先」を記入してください。経済産業大臣への提出に当たっては、事業者の主たる事務所

（通常は本社）の所在地を管轄する経済産業局長としてください。 

また、当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁（特定-第３表及び特定-第１２表の

産業分類毎に確認してください。）にも必ず提出してください。提出先については、別添資料１を参照してく

ださい。なお、経済産業局は１つのみ記入することとし、複数経済産業局の併記はしないでください。 

③「年月日」の欄には提出年月日を記入してください。提出期限は７月末日までとなります。 

④「住所」の欄には主たる事務所（通常は本社）の所在地、「法人名」の欄には企業名、「法人番号」の欄には

１３桁の法人番号、「代表者の役職名」の欄には企業代表者の役職名（代表取締役等）、「代表者の氏名」の欄

には企業代表者氏名を記入してください。 

※省エネ法に係る諸手続のための権限について、事業者の代表者（代表取締役等）以外の者が、省エネ法に係

る諸手続について、事業者を代表する者から委任を受けている場合は、委任状を定期報告書に添付（様式は

任意。既に委任状を提出している場合は、その写しを添付。）し、「住所」欄には委任を受けた者が所属する

工場等の所在地を記入し、「氏名」欄には企業名並びに代表者及び委任された者の役職名及び氏名を記入して

下さい。ただし、省エネ法定期報告書作成支援ツールを使われる場合、委任の欄はありませんので、代表者

氏名に続けて、代理 役職名及び氏名を（）でくくって記載してください。 

② 

③ 

④ 

 

① 
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●表紙（改正省エネ法） 

様式第９（第 36条関係） 

※受理年月日  

※処理年月日  

 

定 期 報 告 書 
 

 

 

                殿 

                                            年    月    日 

住 所 

法人名 

法人名（英語表記） 

法人番号 

銘柄コード 

代表者の役職名 

代表者の氏名                 

 

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第１６条第１項、第２８条第

１項又は第４０条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

①法人名（英語表記）欄には、単に社名をローマ字表記するのではなく“～Corporation”のように記載してく

ださい。 

②上場企業の場合は、銘柄コード欄に、株式銘柄に個別付与された４桁の数字コードを記載してください。 

 

 

  

① 

② 
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(2)特定-第１表 

特定‐第１表 事業者の名称等 

特定事業者番号、特定連鎖化事

業者番号又は認定管理統括事業

者番号 

 

特定排出者番号          

事業者の名称   

主たる事務所の所在地 
〒 

 

主たる事業  

細分類番号     
 

エネルギー管理統括者の職名・

氏名 

職名  

氏名  

エネルギー管理企画推進者の 

職名・氏名・勤務地・連絡先 

職名  

氏名  

エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号 

 

勤務地 〒 

 

電話（         －         －         ） 

FAX （         －         －         ） 

メールアドレス 

前回報告からの事業者の名称及び所在地についての変更の有無         有・無 

有の場合 

変更前の事業者の名称  ：                             
 

変更前の事業者の所在地 ：                            

備考 「主たる事業」及び「細分類番号」の欄には、行っている事業について、日本標準産業分類の細分類に

従い、分類の名称及び番号を記入すること。 

 

①「特定事業者番号、特定連鎖化事業者番号又は認定管理統括事業者番号」の欄には、経済産業局から通知さ

れた７桁の指定番号を記入してください。 

②「特定排出者番号」の欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）に基づく「温

室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のホームページ上から、「特定排出者コード検索」により事業者ご

との番号を確認の上、９桁の番号を記入してください。 

③「事業者の名称」の欄には、企業名等の正式名称を略さず記入してください。 

④「主たる事務所の所在地」の欄には、本社又は本社機能を有する事務所の郵便番号、住所（都道府県名から

記入）を記入してください。本社機能を有する事務所とは、必ずしも登記簿上の本社ではなく、実際に本社

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑨ 

⑦ 

⑧ 
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として機能している事務所のことを指します。 

  なお、本社機能が分散（例；東京本社と大阪本社）している場合は、「主たる事務所」は一箇所に限定して

ください。 

⑤「主たる事業」は、特定事業者等が設置する工場等で行っている主な事業を記載してください。ただし、特

定事業者等において業種分類の異なる複数の事業を行っている場合には、主たる事業を選んで記入してくだ

さい。この場合の主たる事業とは、生産高、販売額等、適切な指標によって決定（日本標準産業分類の決定

方法に準拠）してください。 

なお、各工場等の主たる事業を判断するに当たって、事業が分類できる場合には、工場等の規模に関わら

ず、原則として、当該事業分類ごとにエネルギー使用量を集計することになりますが、地方公共団体のうち

知事部局等が特定事業者となっている場合であって、当該事業者が設置する事業所のエネルギー使用量が年

間 1,500kl未満の事業所について、当該事業所の主たる事業を判断することが困難である場合は、当該事業所

の事業分類を「都道府県機関（日本標準産業分類細分類番号 9811）」又は「市町村機関（同 9821）」とするこ

とも可能です。 

なお、教育委員会が特定事業者となっている場合は、当該事業者が設置する事業所の「事業分類」に関わ

らず「都道府県機関（日本標準産業分類細分類番号 9811）」又は「市町村機関（同 9821）」としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥「細分類番号」は、⑤主たる事業の日本標準産業分類(4桁)とします。 

⑦「エネルギー管理統括者の職名・氏名」の欄には、該当する職名・氏名を記入してください。エネルギー管

理統括者は、特定事業者等の指定を受けた後に遅滞なく選任し、様式第４による届出が必要となります。 

また、選任をしなかった場合は 100万円以下の、届出を怠った場合、又は虚偽の報告をした場合は、５０万

円以下の罰金の対象となります。 

⑧「エネルギー管理企画推進者の職名・氏名・勤務地・連絡先」の欄には、該当する項目及びエネルギー管理

士免状番号又は講習修了番号を記入してください。「連絡先」は、定期報告書の内容に関する問合せのほか、

クラス分け判定結果や執行上の注意事項等の連絡のために使用いたします。勤務する事務所の代表電話番号

ではなく、エネルギー企画推進者につながる電話番号及びメールアドレスを記入してください。 

エネルギー管理企画推進者は、特定事業者等に指定後６ヶ月以内に選任し、次の７月末までに様式第４に

よる届出が必要となります。 

A事業 

D事業 

D事業 

工場等ごとに細分

類番号を決定 

A 事業 

B 事業 

C 事業 

D 事業 

E 事業 

F 事業 

D 事業 

E 事業 

F 事業 

工場等で実際に 

行っている事業 

細分類番号毎に

集計 

イ
事
業
場 

 

ロ
工
場 

 

ハ
工
場 

 

A事業 

D事業 

事業者全体で細分類

番号を決定 

D事業 
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また、選任をしなかった場合は 100万円以下の、届出を怠った場合、又は虚偽の報告をした場合は、５０万

円以下の罰金の対象となります。 

なお、定期報告書提出時点でエネルギー管理企画推進者が未選任の場合には、当該定期報告書の作成実務

者の職名・氏名・勤務地・連絡先を記入してください。この場合、氏名の後ろに“（作成実務者）”と付記し

てください。また、「エネルギー管理士免状番号又は講習修了者番号」欄には「選任中」と記入してください。

（エネルギー管理講習の受講予定がある場合はその旨もあわせて記載することが望ましい）。 

⑨「前回報告からの事業者の名称及び所在地についての変更の有無」の欄には、有・無の該当する箇所に○印

を付け、変更が“有”の場合は、変更前の名称・所在地を記入してください。 

なお、所在地の変更が経済産業局の管轄を超えた場合や、合併等の名称変更の場合については、提出前に

所轄の経済産業局に相談してください。 

 

 

●特定-第１表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 
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(3)特定-第２表 

特定‐第２表 事業者のエネルギーの使用量及び販売した副生エネルギーの量 

１ エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等 

エネルギーの種類 単位 

  年度 

使用量 
販売した副生エネル

ギーの量 

購入した未利用熱の

量 
換算係数 

連携省エネルギー

措置を踏まえた使

用量 

数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 単位 数値 熱量 GJ 

燃 
 

料 
 

及 
 

び 
 

熱 

原油（コンデンセートを除

く。） 
kl 

       
 

  

連携分 kl        GJ/kl   

原油のうちコンデンセート

（NGL） 
kl 

       
 

  

連携分 kl        GJ/kl   

揮発油 kl           

連携分 kl        GJ/kl   

ナフサ kl           

連携分 kl        GJ/kl   

灯油 kl           

連携分 kl        GJ/kl   

軽油 kl           

連携分 kl        GJ/kl   

Ａ重油 kl           

連携分 kl        GJ/kl   

Ｂ・Ｃ重油 kl           

連携分 kl        GJ/kl   

石油アスファルト ｔ           

連携分 ｔ        GJ/t   

石油コークス ｔ           

連携分 ｔ        GJ/t   

石油ガス 

液化石油ガス 

（LPG） 
ｔ 

      
  

  

連携分 ｔ        GJ/t   

石油系炭化 

水素ガス 
千ｍ３ 

      
  

  

連携分 千ｍ３ 
       GJ/千ｍ３   

可燃性天然ガ

ス 

液化天然ガス 

（LNG） 
ｔ 

      
  

  

連携分 ｔ        GJ/t   

その他可燃性 

天然ガス 
千ｍ３ 

      
  

  

連携分 千ｍ３        GJ/千ｍ３   

石炭 

原料炭 ｔ           

連携分 ｔ        GJ/t   

一般炭 ｔ           

連携分 ｔ        GJ/t   

無煙炭 ｔ           

連携分 ｔ        GJ/t   

石炭コークス ｔ           

② 

⑰ 
⑰ 

※以下連携分同じ 

⑮ 

⑯ 

① 

③ 

④ 
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連携分 ｔ        GJ/t   

コールタール ｔ           

連携分 ｔ        GJ/t   

コークス炉ガス 千ｍ３           

連携分 千ｍ３        GJ/千ｍ３   

高炉ガス 千ｍ３           

連携分 千ｍ３        GJ/千ｍ３   

転炉ガス 千ｍ３           

連携分 千ｍ３        GJ/千ｍ３   

その他の 

燃料 

都市ガス 千ｍ３           

連携分 千ｍ３        GJ/千ｍ３   

（    ）  
          

連携分  
          

産業用蒸気 GJ           

連携分 GJ        （GJ/GJ）   

産業用以外の蒸気 GJ           

連携分 GJ        （GJ/GJ）   

温水 GJ           

連携分 GJ        （GJ/GJ）   

冷水 GJ           

連携分 GJ        （GJ/GJ）   

小計 GJ           

連携分 GJ           

電 

気 

電気 

事業

者 

昼間買電 千 kWh           

連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

 

夏期・冬期における 

電気需要平準化時間

帯 

千 kWh 

（    ） 

（    ） 

   

 

 

 

  

 連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

夜間買電 千 kWh           

連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

その

他 

上記以外の買電 千 kWh           

連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

自家発電 千 kWh           

連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

小計 千 kWh           

連携分 千 kWh           

合 計 GJ          

うち連携分          

 原油換算 kl  Ⓢ-1  Ⓣ  Ⓣ’    Ⓢ-2 

うち連携分          

前年度原油換算 kl          

うち連携分          

対前年度比（％）          

うち連携分          

備考 「夏期・冬期における電気需要平準化時間帯」については、昼間買電の内数であるため「（ ）」としている。「電気」の

「小計」で重複計上しないこと。 

  

⑤ 

⑥ 

③ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑩ 
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【※⑰及び以下２．は、連携省エネルギー計画認定制度の認定事業者のみが記載してください。】 

 

２．連携省エネルギー措置の実績 

（１）連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の合計と省エネ効果 

 

 

（２）連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量の算出の方法 

 

 

（３）連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量等 

 

  

エネルギーの種類 
換算係数 

連携省エネルギー

措置に係る実際の

エネルギー使用量 

連携省エネルギー

措置に係る換算係

数 

連携省エネルギー

措置に関して使用

したこととされる

エネルギー使用量 

数値 単位 数値 熱量 GJ 数値 単位 数値 熱量 GJ 
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①「年度」の欄には、該当する年度（報告の対象となる年度、すなわち報告日の前年度を指す。以下同じ。）を

記入してください。 

 

②「使用量」の欄は、事業者が１年度間に使用した全てのエネルギーを、種類ごとに全ての工場等について合

計し、指定された単位を用いて記入してください（「使用量」には、他者に売る電気を作るために自家発電に

使用したエネルギー、及び他者に売る熱を作るために使用したエネルギーも含まれます）。 

エネルギーの種類ごとに記入する「数値」の欄は、１年度間の使用量について、各工場等のエネルギー使

用量を合算し、原則小数第１位を四捨五入して整数値で記入してください。四捨五入の方法としては、工場

等ごとの各エネルギー使用量を四捨五入し、その結果を事業者全体で合算するのではなく、まず、工場等ご

との各エネルギー使用量を事業者全体で合算し、その結果を四捨五入する方法が望まれます。 

使用量が極めて少ないため、小数第１位を四捨五入することによって「０」となった場合又は使用してい

ないエネルギーについては、原則、使用量の数値及び熱量ＧＪの欄を「空欄」（「－」や斜線等を記入しない）

としてください。 

また、エネルギーの使用量は、換算係数を用いて熱量換算を行ってください。熱量換算については、以下

の表（以下③、⑦、⑨で示した表）に掲げるエネルギーにあっては、各表の中欄に掲げる数量の単位当たり

の同表の右欄に掲げる熱量を用いて換算（原油を２キロリットル使用した場合；38.2GJ/kl×2kl＝76.4GJ）

した値を記入してください。「熱量ＧＪ」の欄は、エネルギーの種類ごとに熱量換算した結果を、原則小数第

１位を四捨五入して整数値で記入してください。 

 

③燃料の使用量を熱量換算する際は、下表に従って熱量換算し、自らが使用した燃焼及び燃料電池による発電

に供した燃料の量を計上してください。 

また、工場等内で使用した原料から発生した副生物が燃料に該当する場合は、燃料の種類ごとに指定され

た単位で、１年度間の使用量、販売量を記入し、下表に従って熱量換算してください。但し、エネルギーか

ら発生した副生物については、記入する必要はありません。 

なお、熱量の値について必要な場合は、ＧＪ（ギガジュール）をＴＪ（テラジュール）、ＰＪ（ペタジュー

ル）に代えて記入することができますが、その際には用いた単位を明記してください。（ＴＪ、ＰＪを用いる

場合は、４桁以上の値で熱量を記入してください。） 

 

種類 使用量の単位 熱量換算係数 

原油（コンデンセートを除く） １キロリットル ３８．２ギガジュール 

原油のうちコンデンセート １キロリットル ３５．３ギガジュール 

揮発油（ガソリン含） １キロリットル ３４．６ギガジュール 

ナフサ １キロリットル ３３．６ギガジュール 

灯油 １キロリットル ３６．７ギガジュール 

軽油 １キロリットル ３７．７ギガジュール 

重油 

イ Ａ 重油 

ロ Ｂ ・Ｃ重油 

 

１キロリットル 

１キロリットル 

 

３９．１ギガジュール

４１．９ギガジュール 

石油アスファルト １トン ４０．９ギガジュール 
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石油コークス １トン ２９．９ギガジュール 

石油ガス 

イ 液化石油ガス（ＬＰＧ） 

ロ 石油系炭化水素ガス 

 

１トン 

千立方メートル 

 

５０．８ギガジュール

４４．９ギガジュール 

可燃性天然ガス 

イ 液化天然ガス（窒素､ 水分その他の不純  

物を分離して､液化したものをいう。) 

ロ その他可燃性天然ガス 

 

１トン 

 

千立方メートル 

 

 

５４．６ギガジュール

４３．５ギガジュール 

石炭 

イ 原料炭 

ロ 一般炭 

ハ 無煙炭 

 

１トン 

１トン 

１トン 

 

２９．０ギガジュール

２５．７ギガジュール

２６．９ギガジュール 

石炭コークス １トン ２９．４ギガジュール 

コールタール １トン ３７．３ギガジュール 

コークス炉ガス 千立方メートル ２１．１ギガジュール 

高炉ガス 千立方メートル ３．４１ギガジュール 

転炉ガス 千立方メートル ８．４１ギガジュール 

その他の燃料 千立方メートル 実測値等 

※「バイオ燃料混合油（B5 軽油等）」の取扱いについて、植物油等を混合したバイオ燃料を使用した場合は、使

用量（kl）から混合したバイオマス燃料相当量（kl）を差し引いた量（kl）を記載してください。 

 

④ＬＰＧの供給事業者からの使用量が帳票類において立方メートルで表示されている場合には、ＬＰＧの供給

事業者に、立方メートル当たりのトンへの換算係数を確認してください。供給事業者への確認が困難な場合

は、以下の数値を用いてトンに換算してください。 

なお、異なる種類のＬＰＧを使用している場合は、トンに換算したものを合算し、それに熱量換算係数

（50.8ギガジュール/トン）を掛けて熱量を算出してください 

種類 １立方メートル当たりのトンへの換算係数 

プロパン １／５０２ トン 

ブタン １／３５５ トン 

プロパン・ブタンの混合 １／４５８ トン 

 

⑤「その他の燃料」の（ ）欄には、特定-第２表のエネルギーの種類の欄に掲げられていない燃料を使用して

いる場合に、その燃料の種類を記入した上で、１年間の使用量の合計を熱量換算して記入してください。ま

た、「その他の燃料」に複数の種類を記入するときは、新たに記入欄を追加してください。 

なお、テナントビル等で合理的な推計手法によって推計値を算出した場合は、エネルギー種別が特定でき

れば該当するエネルギーの欄に記入し、特定できなければ「その他の燃料」の（ ）欄に記入（名称例：推

計値）してください。「その他の燃料」に記入する場合、「使用量」及び「熱量ＧＪ」の両方の欄に、熱量Ｇ

Ｊの値を記入してください。 

なお、特定-第２表については、燃料の単位当たりの発熱量（換算係数）を欄外に記入する必要はありませ

ん。 
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※燃料には、次のものは含まれません。 

・副生ガス、副生油（原料からのものを除く） ・黒液 ・廃タイヤ ・廃プラスチック 

・不純アルコール ・タールピッチ ・油脂ピッチ ・動植物油 ・脂肪酸ピッチ 

・廃油（再生重油を含む） ・廃材 ・木屑 ・コーヒー粕 ・廃アルコール ・水素 

・ＲＤＦ ・バイオマス由来燃料 

 ※改正省エネ法からは、上記のうち黒液、廃タイヤ、水素等の非化石燃料も報告の対象となります。詳細は

P10の【報告対象エネルギーとその定義】をご参照ください。 

 

⑥都市ガス供給事業者にガスのガスグループ（例：１３Ａ）及び単位当たりの発熱量（換算係数）を確認して

ください。 

都市ガス供給事業者に確認できない場合は、参考までに都市ガス供給事業者ごとの単位当たりの発熱量

（換算係数）を巻末の別添資料２に示しますので、当該資料に掲載されている各事業者の「標準熱量(ＧＪ／

千㎥)（換算係数）」を換算係数として使用することもできます。その際、小数第２位を四捨五入する（例：

15.06978→15.1）ことも可能です。同じ都市ガス供給事業者であっても、供給地域によって発熱量が異なる

場合がありますので、注意してください。 

各工場等で使用する都市ガスの供給事業者や地域、ガスグループ等が違っている場合は、それぞれの都市

ガスごとに計算する必要があります。計算方法の例を、以下のとおり示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ○○事業者の都市ガス使用量の計算例 

          使用量              熱量(GJ) 

     【工場 a】10（千㎥）× 43.1 （ＧＪ／千㎥） ＝ 431（ＧＪ） 

          【工場 b】20（千㎥）× 29.3 （ＧＪ／千㎥） ＝ 586（ＧＪ） 

事業者全体 30（千㎥）                       計 1,017（ＧＪ） 

 

このように各工場等で使用した都市ガスの供給事業者等が違っている場合、「都市ガス」の欄には、供給事

業者等ごとに分けて記入する必要はなく、都市ガス全ての値を合算し、ひとつの欄に記入してください。す

なわち、上記の場合、「都市ガス」における「使用量」の「数値」の欄には 30（千㎥）と記入、「熱量 GJ」の

欄には 1,017（GJ）と記入します。 

なお、特定-第２表については、燃料の単位当たりの発熱量（換算係数）を欄外に記入する必要はありませ

ん。 

 

  

○○事業者 

●供給事業者 Ａガス㈱  

●ガスグループ １３Ａ 

●標準熱量 43.1(ＧＪ／千㎥) 

●使用量 10（千㎥） 

 

工場 aの都市ガス 

●供給事業者 Ｂガス㈱  

●ガスグループ ６Ａ 

●標準熱量29.3(ＧＪ／千㎥) 

●使用量 20（千㎥） 

 

工場 bの都市ガス 



34 

 

⑦産業用蒸気、産業用以外の蒸気、温水、冷水の使用量については、それぞれ各工場等の外から受け入れて使

用した量についてのみ記入してください（自らの工場等内において発生した分は含みません）。 

なお、非化石燃料のみで発生した熱で、そのことを特定できるもの（当該熱を発生させた者が自ら使用す

る場合、又は当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用する場合）は報告の対象となりま

せんので算入しないでください。 

熱の使用量を熱量換算する際は、下表の換算係数を用いてください。 

また、当該熱を発生させるために使用した燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるもの（熱供給事

業者・供給区域ごとの換算係数等）を求めることができるときは、下表の換算係数に代えて、当該係数を用

いることができます。その場合は、当該係数の根拠となる資料を添付してください。 

 

種類 使用量の単位 熱量換算係数 

産業用蒸気 １ギガジュール １．０２ギガジュール 

産業用以外の蒸気 １ギガジュール １．３６ギガジュール 

温水 １ギガジュール １．３６ギガジュール 

冷水 １ギガジュール １．３６ギガジュール 

 

⑧燃料及び熱の使用量の小計欄については、熱量換算量の小計を記入してください。 

なお、燃料の燃焼等により発生した副生エネルギーのうち、他者に販売しなかった副生エネルギーについ

ては、小計に含めないでください。 

 

⑨電気の使用量の欄は、工場等内で使用した全ての電気の１年間の使用量を「昼間買電」「昼間買電（夏期・冬

期における電気需要平準化時間帯）」、「夜間買電」、「上記以外の買電」、別に記入してください。 

  なお、蓄電に供した電気のうち、自ら使用した電気及び自己放電した電気は報告の対象となりますが、他

人に供給した電気は報告の対象となりませんので算入しないでください。 

再生可能エネルギーを利用した非化石燃料のみで発電された電気（太陽光発電、風力発電、水力発電等に

より得られる電気）又は燃料電池から発生した電気で、そのことを特定できるもの（当該電気を発生させた

者が自ら使用あるいは自己託送制度を利用して自社の工場等に供給する場合、又は当該電気のみを供給する

者から自営線を介して当該電気の供給を受けた者が使用する場合）は、報告の対象とはなりませんので算入

しないでください。 

なお、再エネ電気を契約、あるいはその電力証書を所有している場合でも、自営線ではなく系統電力の送

配電網を使用して供給された場合は、再エネ電気の特定が出来ないことから定期報告の対象となります。 

「昼間買電」及び「夜間買電」とは、一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維持し、及

び運用する電線路を用いて供給を受ける電気（自己託送制度を用いたものを除く。）の昼夜別使用量をいい、

昼間は８時から２２時まで、夜間は２２時から翌日８時までとなります。電力会社の検針票に表記される昼

夜間の時間帯の区分とは異なりますので注意してください。また、夏期・冬期における電気需要平準化時間

帯とは、７月１日から９月３０日（夏期）及び１２月１日から３月３１日（冬期）の８時から２２時（土日

祝日を含む。）のことを指します。 

昼夜間の区別ができない場合は、全ての使用量を昼間の使用量として報告してください。「自家発電」につ

いては、発電量のうち自ら使用した量を「使用量」の欄に、販売した量を「販売した副生エネルギーの量」

の欄に計上してください。 

電気の使用量を熱量換算する際は、下表に従って熱量換算してください。 
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※電力会社の検針票等の「力率測定用有効電力量」(「力測用有効電力基準」等の表記の欄に記載された電力

量)が昼間買電に当たり、夜間買電は全使用電力量から力率測定用有効電力量を引いて算出してください。た

だし、沖縄電力から供給を受けている場合は、沖縄電力の力率測定時間に則して報告をすることもできます。 

 

種類 使用量の単位 熱量換算係数 

昼間買電 千キロワット時 ９．９７ギガジュール 

夜間買電 千キロワット時 ９．２８ギガジュール 

上記以外の買電 千キロワット時 ９．７６ギガジュール 

 

※蓄電事業者については、自ら使用した電気（自己放電を含む）の１年間の使用量を記入してください。 

（他人から供給された電気量から、他人に供給した電気量及び蓄電池の電気残量を引いた量） 

 

※自家発電については、その使用量を熱量に換算する必要はありません。ただし、自家発電の「販売した副生

エネルギーの量」を算出する際には、電気の量千キロワット時を熱量９．７６ギガジュールとして換算する

か、又は当該電気を発生させるために使用した燃料の発熱量に換算してください。 

非化石燃料を併用した自家発電や、太陽光発電等の自然エネルギーによる発電を併設した自家発電の場合

であって、「販売した副生エネルギーの量」の欄に記入するときには、「販売した副生エネルギーの量」は、

発電電力量のうち、化石燃料による寄与分を適切な方法で算出し、記入してください。 

また、自営線または自己託送制度（以下「自営線等」という。）を用いて他者から電気の供給を受けている

事業者については、当該電気を発生させるために使用した燃料から算出される換算係数を用いることができ

ます。換算係数の算出方法については別添資料３にまとめていますので、参照ください。ただし、この方法

が適用されるのは、エネルギーの使用に係る原単位を算出する場合に限ります。この場合、省エネ法第７条

及び第１９条に基づいて特定事業者等を指定するためのエネルギー使用量の計算においては、この方法の適

用はできません。そのため、特定－第９表「事業者が実施した措置」に下記の項目を記載して下さい。 

① 自営線等から供給を受けた電気使用量○○（千ｋＷｈ） 

② 自営線等から供給を受けた電気の換算係数△△（ＧＪ/千ｋＷｈ）  

③ 特定事業者を指定するためのエネルギー使用量□□（ｋｌ）  

＝｛エネルギー使用量の合計（ＧＪ）－（①×②）＋（①×９．７６ＧＪ/千ｋＷｈ）｝×０．０２５

８ｋｌ/ＧＪ 

 

⑩電気の使用量の小計については、「昼間買電」、「夜間買電」、「上記以外の買電」、「自家発電」の小計を千キロ

ワット時の単位で記入してください。また、熱量換算量の小計については、「昼間買電」、「夜間買電」、「上記

以外の買電」の小計を記入してください。 

 

⑪エネルギーの総使用量（使用量の「合計ＧＪ」の欄）については、熱量に換算した「燃料及び熱の小計」欄

と「電気の小計」欄の合計を記入してください。 

 

⑫熱量換算したエネルギーの総使用量を原油換算（Ⓢ欄）する場合には、国際標準の換算係数を用いて、発熱

量１ギガジュールを原油０．０２５８キロリットルとして換算してください。また、原油換算量は、小数点

以下を四捨五入して整数値で記入してください。 

なお、原油換算を行う際は、原則として、工場等ごとのエネルギー使用量をそれぞれ原油換算し、合計す
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る、という手順ではなく、事業者が設置する全ての工場等のエネルギー使用量を合計した上で、エネルギー

種別ごとに熱量換算し、熱量換算した値を合計し原油換算する、という手順で行うことが望まれます。 

 

⑬「前年度原油換算ｋｌ」の欄は、前年度に提出した定期報告書において記載した値を記入して下さい。 

 

⑭「対前年度比」の欄は、前年度に提出した定期報告書において記載した値と「当該年度値」から算出したも

のを、小数点以下第２位を四捨五入し百分率（％）で表示してください。算出方法は以下のとおりです。 

 

 

 

ただし、指定後の最初の報告時は記入可能な場合に限り記入してください。記入できない場合は、「－（ハイ

フン）」を記入してください。 

 

⑮「販売した副生エネルギーの量」の欄は、他者に販売したエネルギーの１年度間の数量をエネルギーの種類

ごとに指定された単位で記入してください。 

  なお、熱供給事業法上の熱供給業事業者（※）に該当し、熱供給事業を行う事業所として登録を受けてい

る工場等において、生産された熱は、副生エネルギーに該当するとはいえないため、「販売した副生エネルギ

ー」には含めません。同様に電気事業法上の発電事業者（※）に該当し、発電事業を行う事業所として届け

出ている工場等において、生産された電気は、副生エネルギーに該当するとはいえないため、「販売した副生

エネルギー」には含めません。 

 

※熱供給事業者：熱供給事業法第２条第３項に規定する熱供給事業者 

発電事業者：電気事業法第２条第１項第１５号に規定する発電事業者 

 

燃料及び熱の「販売した副生エネルギーの量」の小計については、「販売された量」ごとに、熱量換算量の

小計を記入してください。 

他者に販売した電気については、「販売した副生エネルギーの量」の欄のうち「自家発電」の欄にその量を

千キロワット時の単位で記入してください。また、その量を熱量換算した値も記入してください。 

 

電気の「販売した副生エネルギーの量」の小計には、「自家発電」によるものを、千キロワット時の単位及

び熱量換算量で記入してください。 

販売した副生エネルギーの量の総量（「合計ＧＪ」の欄）については、熱量に換算した「燃料及び熱の小計」

欄と「電気の小計」欄の合計を記入してください。 

熱量換算された販売した副生エネルギーの総量を原油換算（Ⓣ欄）するに当たっては、国際標準の換算係

数を用いて、発熱量１ギガジュールを０．０２５８キロリットルとして換算してください。また、原油換算

量は、小数点以下を四捨五入して整数値で記入してください。 

 

⑯「購入した未利用熱の量」の欄は、他者から購入した未利用熱の１年度間の数量を指定された単位で記入し

てください。 

本制度における未利用熱とは、「自社内で用途がないため、他事業者へ提供しなければ、省エネ法判断基準に従

（％）
前年度値

当該年度値
対前年度比（％）＝ 100
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って取組を行っても発生を抑制できず廃棄することが見込まれる熱」をいいます。 

※未利用熱に温度による制限はございません。温水に限らず冷水であっても未利用熱の定義に該当するもの

（未利用熱で製造された冷水等を含む）は、未利用熱となります。 

※未利用熱の購入者は、「購入した未利用熱の量」欄に記入するとともに、「使用量」欄にも同量を記入（加算）

してください。 

※未利用熱の販売者は、「販売した副生エネルギーの量」欄に記入してください。 

未利用熱を報告する場合は、当該熱量が未利用熱であることを証明する書類として別添資料４「未利用熱に関

する覚書」を定期報告書に添付してください。 

＜主な熱供給事例＞ 

①廃熱回収 

生産設備（ボイラ、発電設備等除く）から発生する廃熱は、生産を続ける限り発生を抑制することができない

ため未利用熱となります。 

②直接供給 

 ボイラで生産する熱は、熱需要に応じてボイラの出力を任意に調整できるため、未利用熱ではありません。 

③排気熱回収 

 ボイラの排気熱は、ボイラを稼働する限り発生を抑制することができないため、未利用熱となります。 

④コージェネレーション 

 コージェネレーションについては、一律に判断できないため、定義に沿って判断します。 

 

 

 

⑰特定-第２表 １（連携分、連携省エネルギー措置を踏まえた使用量）、２⑴〜⑶について、連携省エネルギ

ー 

計画の認定を受けた事業者は、特定-第２表各表について、以下の項目について記載する必要があります。 

１ エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等 

❶各事業者における、連携省エネルギー措置を除いたエネルギー使用量 

❷各事業者における、連携省エネルギー措置分を按分したエネルギー使用量 

２ 連携省エネルギー措置の実績 

（１） 連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の合計と省エネ効果 

❶連携省エネルギー措置全体におけるエネルギー使用量 

❷連携省エネルギー措置全体における省エネルギー量 
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（２） 連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量の算出の方法 

エネルギー使用量の按分の具体的な根拠と、按分の方法 

（３）連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量等 

 ❶各事業者における、連携省エネルギー措置に係る実際のエネルギー使用量 

 ❷各事業者における、連携省エネルギー措置に関して使用したこととされる（連携省エネルギー措置分を按

分した）エネルギー使用量（１❷と同値） 

〔工程集約による連携省エネルギー措置の例〕 

 

 

（Ａ社の定期報告書）連携措置実施前

エネルギー使用量

数値 熱量

都市
ガス

２０千㎥ ９００GJ

連携分

産業用
蒸気

１，０００GJ
＊１

１，０２０GJ

連携分

電気

５００千kWh
＊５

４，９８５GJ

連携分

合計

６，９０５ＧＪ

連携分

小計 ６，９０５GJ

⚫ 上工程をＢ社に統合・集約して生産を行う連携省エネルギー措置。

⚫ 「算出の方法」として、エネルギーの使用量を半製品の供給量比で按分してエネルギー使用量を
分配することとした場合。

Ａ社は、「蒸気500GJ、電気300千kWh」

を連携省エネ（上工程）

（Ｂ社の定期報告書）連携措置実施前

エネルギー使用量

数値 熱量

都市
ガス

４０千㎥ １，８００GJ

連携分

産業用
蒸気

２，０００GJ
＊３

２，０４０GJ

連携分

電気

６００千kWh
＊７

５，９８２GJ

連携分

合計

９，８２２ＧＪ

連携分

小計 ９，８２２GJ

Ｂ社に上工程を統合・集約することにより

全体が省エネに

連携省エネルギー措置（実績報告）

エネルギー使用量

全体

数値 熱量

産業用
蒸気 １，２００GJ １，２２４GJ

電気 ６００千kWh ５，９８２GJ

合計 ７，２０６GJ

B社は、「蒸気1,000GJ、電気500千kWh」

を連携省エネ（上工程）

※ Ａ社の下工程は、
「蒸気500GJ、電気200千kWh」

※ B社の下工程は、
「蒸気1,000GJ、電気100千kWh」
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○工程集約による連携省エネルギー措置の場合の計算例 

 連携省エネルギー措置をとらない場合：A 社は、上工程がなくなる分、エネルギー使用量が減少するが、B 社

は A社の上工程を引き受けるため、使用するエネルギーが増えることとなる。このため、連携省エネルギー措置

（グレー部分）により、産業用蒸気（1,200GJ）、電気（600 千 kWh）を A 社と B 社で按分する。具体的には、半

製品の割合に基づき A社：B社＝１：２で按分する。 

 

     連携前    連携後・按分前 

・産業用蒸気： Ａ社 1,000GJ＊１ →   500GJ＊２ （▲500GJ） 

  Ｂ社 2,000GJ＊３ → 2,200GJ＊４ （＋200GJ） 

・電気： Ａ社 500 千 kWh＊５  → 200千 kWh＊６ （▲300 千 kWh） 

  Ｂ社 600 千 kWh＊７  → 700千 kWh＊８ （＋100千 kWh） 

 

・連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の按分 

 産業用蒸気： 1,200GJ  → Ａ社に 400GJ、Ｂ社に 800GJ 

 電気： 600千 kWh → Ａ社に 200千 kWh、Ｂ社に 400千 kWh 

 

  

（Ａ社の定期報告書）連携措置勘案前

エネルギー使用量

数値 熱量

都市
ガス

２０千㎥ ９００GJ

連携分

産業用

蒸気

5００GJ＊２ ５１０GJ

連携分

電気

２００千kWh

＊６
１，９９４GJ

連携分

合計

３，４０４ＧＪ

連携分

小計 ３，４０４GJ

（Ａ社の定期報告書）連携措置勘案後

エネルギー使用量

数値 熱量

都市
ガス

（連携以外） ２０千㎥ ９００GJ

連携分 ― ―

産業用

蒸気

連携以外 ５００GJ ５１０GJ

連携分 ４００GJ ４０８GJ

電気
連携以外 ２００千kWh １，９９４GJ

連携分 ２００千kWh １，９９４GJ

合計

連携以外 ３，４０４GJ

連携分 ２，４０２GJ

小計 ５，８０６GJ

連携省エネルギー措置（実績報告）

エネルギー使用量

全体

数値 熱量

産業用
蒸気

１，２００GJ １，２２４GJ

電気 ６００千kWh ５，９８２GJ

合計 ７，２０６GJ

Ａ社に、「蒸気400GJ、電気200千kWh」を分配

（Ｂ社の定期報告書）連携措置勘案前

エネルギー使用量

数値 熱量

都市

ガス

４０千㎥ １，８００GJ

連携分

産業用
蒸気

２，２００GJ

＊４
２，２４４GJ

連携分

電気

７００千kWh

＊８
６，９７９GJ

連携分

合計

１１，０２３ＧＪ

連携分

小計 １１，０２３GJ

（Ｂ社の定期報告書）連携措置勘案後

エネルギー使用量

数値 熱量

都市

ガス

（連携以外） ４０千㎥ １，８００GJ

連携分 ― ―

産業用
蒸気

連携以外 １，０００GJ １，０２０GJ

連携分 ８００GJ ８１６GJ

電気
連携以外 １００千kWh ９９７GJ

連携分 ４００千kWh ３，９８８GJ

合計

連携以外 ３，８１７GJ

連携分 ４，８０４GJ

小計 ８，６２１GJ

連携省エネルギー措置（実績報告）

エネルギー使用量

Ａ社 Ｂ社

数値 熱量 数値 熱量

産業用
蒸気

４００GJ ４０８GJ ８００GJ ８１６GJ

電気 ２００千kWh １，９９４GJ ４００千kWh ３，９８８GJ

合計 ２，４０２GJ ４，８０４GJ

Ｂ社に、「蒸気800GJ、電気400千kWh」を分配

（半製品）Ａ社：Ｂ社＝６００個：１，２００個

→ エネルギー量を１：２で按分
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〔記入例〕 

１ エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等（抄） 

エネルギーの種類 単位 

  年度 

使用量 
販売した副生エネル

ギーの量 

購入した未利用熱の

量 
換算係数 

連携省エネルギー措

置を踏まえた使用量 

数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 単位 数値 熱量 GJ 

 

その他の 

燃料 

都市ガス 千ｍ３ 
２０ ９００     

  
２０ 

※１ 

９００ 

連携分 千ｍ３        GJ/千ｍ３   

（    ）  
          

連携分  
          

産業用蒸気 GJ 
５００ ５１０      

 
５００ 

※２ 

５１０ 

連携分 GJ 
      1.02 

（GJ/GJ） 
４００ 

※３ 

408 

電 

気 

電気 

事業

者 

昼間買電 千 kWh 
200 １，９９４     

  
200 

※２ 

１，９９４ 

連携分 千 kWh 
      

９．９７ GJ/千 kWh 
200 

※３ 

１，９９４ 

 

夏期・冬期における 

電気需要平準化時間

帯 

千 kWh （    ） （    ） 

   

 

 

 

  

 連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

夜間買電 千 kWh           

連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

小計 千 kWh 200 １，９９４       200 １，９９４ 

連携分 千 kWh         200 １，９９４ 

合 計 GJ 
3,404        5,806 

※４ 

うち連携分 
        2.402 

※４ 

 原油換算 kl  
Ⓢ-1 

87.82 

 Ⓣ  Ⓣ’    Ⓢ-2 

149.79 

うち連携分         61.97 

前年度原油換算 kl          

うち連携分          

対前年度比（％）          

うち連携分          

 

  

A 社部分のみ 
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１ エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等（抄） 

エネルギーの種類 単位 

  年度 

使用量 
販売した副生エネル

ギーの量 

購入した未利用熱の

量 
換算係数 

連携省エネルギー措

置を踏まえた使用量 

数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 単位 数値 熱量 GJ 

 

その他の 

燃料 

都市ガス 千ｍ３ 
４０ １，８００     

  
４０ 

※１ 

１，８００ 

連携分 千ｍ３        GJ/千ｍ３   

（    ）  
          

連携分  
          

産業用蒸気 GJ 
２，２００ ２，２４４      

 
１，０００ 

※２ 

１，０２０ 

連携分 GJ 
      1.02 

（GJ/GJ） 
８００ 

※３ 

８１６ 

電 

気 

電気 

事業

者 

昼間買電 千 kWh 
７００ ６，９７９     

  
１００ 

※２ 

９９７ 

連携分 千 kWh 
      

９．９７ GJ/千 kWh 
４００ 

※３ 

３，９８８ 

 

夏期・冬期における 

電気需要平準化時間

帯 

千 kWh （    ） （    ） 

   

 

 

 

  

 連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

夜間買電 千 kWh           

連携分 千 kWh        GJ/千 kWh   

小計 千 kWh ７００ ６，９７９       １００ ９９７ 

連携分 千 kWh         ４００ ３，９８８ 

合 計 GJ 
11,023        8,621 

※４ 

うち連携分 
        4,804 

※４ 

 原油換算 kl  
Ⓢ-1 

284.39 

 Ⓣ  Ⓣ’    Ⓢ-2 

222.42 

うち連携分         123.94 

前年度原油換算 kl          

うち連携分          

対前年度比（％）          

うち連携分          

 

※１ 「連携省エネルギー措置を踏まえた措置」欄のうち、連携省エネルギー措置の範囲外のエネルギー使用

量の記載方法 

 ・「使用量」欄の数字を転記してください。 

 

※２ 「連携省エネルギー措置を踏まえた措置」欄のうち、連携省エネルギー措置の範囲内のエネルギー使用

量の記載方法 

❶連携省エネルギー措置を除いたエネルギー使用量 

・連携省エネルギー措置分を除いたエネルギー使用量を記載してください。 

※連携省エネによる按分前の実際のエネルギー使用量－連携省エネルギー措置のエネルギー使用量（自社

で実際に使用したエネルギー量） となります。 

B 社部分のみ 
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 〔Ｂ社の例〕 

    ・産業用蒸気  

 按分前の使用量（2,200（GJ））－連携省エネルギー措置の使用量（1,200（GJ））＝1,000（GJ） 

・電気  

 按分前の使用量（700（千 kWh））－連携省エネルギー措置の使用量（600（千 kWh））＝100（千 kWh） 

 

※３ 「連携省エネルギー措置を踏まえた措置」欄の連携分の記載方法 

❷連携省エネルギー措置分を按分したエネルギー使用量 

・連携省エネルギー措置のエネルギー使用量（全社分）を連携省エネルギー計画に基づく按分方法で按分し

たエネルギー使用量を記載してください。 

〔記載例の場合〕 

 按分の方法：半製品の割合に基づき A社：B社＝１：２で按分する。 

 産業用蒸気： 1,200GJ  → Ａ社に 400GJ、Ｂ社に 800GJ 

 電気： 600千 kWh → Ａ社に 200千 kWh、Ｂ社に 400千 kWh 

 

※４ 「連携省エネルギー措置を踏まえた措置」欄の合計欄（合計 GJ、うち連携分）の記載方法 

 合計（上段）：連携省エネルギー措置を含んだ按分後のエネルギー使用量（合計）を記載 

 うち連携分（下段）：連携省エネルギー措置分のエネルギー使用量（上段の内数）を記載 
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２ 連携省エネルギー措置の実績 

（１）連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の合計と省エネ効果 

Ａ社の上工程を B社に集約することで連携省エネルギー措置を実施している。 

集約後の上工程でのエネルギー使用量は、産業用蒸気 1，200GJ、電気 600 千 kWh であった。※1 

連携省エネルギー措置実施前と比較し、両社で産業用蒸気 300GJ、電気 200 千 kWh となった。※２ 

 

 

 
 

 

（２）連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量の算出の方法 

上工程の集約による生産物（半製品）の下工程への供給比が、A社：B社＝600 個/日：1，200個/日

（１：２）となるため、エネルギー使用量を A社と B社で１：２に按分することとする。※３ 
 
 
 
 
 

 

（３） 連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量等 

 

 ※１ 連携省エネルギー措置におけるエネルギー使用量 

 ※２ 連携省エネルギー措置における省エネルギー量 

 ※３ エネルギー使用量の按分の具体的な根拠と、按分割合 

 ※４ 連携省エネルギー措置におけるエネルギー使用量 

 ※５ 連携省エネルギー措置分を按分したエネルギー使用量（※２と同値） 

エネルギーの種類 
換算係数 

連携省エネルギー

措置に係る実際の

エネルギー使用量 

※４ 

連携省エネルギー

措置に係る換算係

数 

連携省エネルギー

措置に関して使用

したこととされる

エネルギー使用量

※５ 

数値 単位 数値 熱量 GJ 数値 単位 数値 熱量 GJ 

（A 社） 

産業用蒸気 1.02 GJ/GJ 1，200 1,224 1.02 GJ/GJ 400 408 

電気 9.97 
GJ/千 k

Ｗh 
600 5,982 9.97 

GJ/千 k

Ｗh 
200 1,994 

（B 社） 

産業用蒸気 1.02 GJ/GJ 1，200 1,224 1.02 GJ/GJ 800 816 

電気 9.97 
GJ/千

kWh 
600 5,982 9.97 

GJ/千

kWh 
400 3,998 
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●特定-第２表（改正省エネ法） 

特定－第２表 事業者のエネルギーの使用量等 

１－１ エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等 

エネルギーの種類 単位 

年度 

使用量 

他者に供給する熱・

電気を発生させるた

めに使用した燃料の

使用量 

販売した副生エネル

ギーの量 

購入した未利用熱 

の量 

連携省エネルギー措置を踏まえた使用量 

連携分を除いた 

エネルギー使用量 

連携分の 

エネルギー使用量 

数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 

化 
 

石 
 

燃 
 

料 

原油（コンデンセー

トを除く。） 
kl     

   
 

 
   

原油のうちコンデン

セート（NGL） 
kl             

揮発油 kl             

ナフサ kl             

ジェット燃料油 kl             

灯油 kl             

軽油 kl             

Ａ重油 kl             

Ｂ・Ｃ重油 kl             

石油 

アスファルト 
ｔ             

石油コークス ｔ             

石

油

ガ

ス 

液化石油ガス 

（LPG） 
ｔ             

石油系炭化 

水素ガス 
千ｍ３             

可

燃

性

天

然

ガ

ス 

液化天然ガス 

（LNG） 
ｔ             

その他可燃性 

天然ガス 
千ｍ３             

石

炭 

輸入原料炭 ｔ             

コークス用 

原料炭 
ｔ             

吹込用 

原料炭 
ｔ             

輸入一般炭 ｔ             

国産一般炭 ｔ             

輸入無煙炭 ｔ             

石炭コークス ｔ             

コールタール ｔ             

② 

① 

⑫ 
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コークス炉ガス 
千ｍ３             

高炉ガス 千ｍ３             

発電用高炉ガス 千ｍ３             

転炉ガス 千ｍ３             

そ

の

他 

都市ガス 千ｍ３             

(    ) 千ｍ３ 

 

           

小計 GJ 
            

非 
 

化 
 

石 
 

燃 
 

料 

黒液 t          
 

 
  

木材 t             

木質廃材 t             

バイオ 

エタノール 
kl             

バイオ 

ディーゼル 
kl             

バイオガス 千ｍ３             

その他 

バイオマス 
t             

RDF t             

RPF t             

廃タイヤ t             

廃プラスチック t             

廃油 kl             

廃棄物ガス 千ｍ３             

混合廃材 t             

水素 t             

アンモニア t             

そ

の

他 

(    ) GJ             

(    ) GJ             

小計 GJ  
 

          

熱 

他

者

か

ら

購

入

し

た

熱 

産業用蒸気 GJ             

 
うち 

非化石 
GJ             

産業用以外の蒸

気 
GJ             

 
うち 

非化石 
GJ             

温水 GJ             

 
うち 

非化石 
GJ             

冷水 GJ             

③ 

④ 
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 うち 

非化石 
GJ 

 
           

そ

の

他 

(   ) GJ             

 うち 

非化石 
GJ       

 
     

そ

の

他

使

用

し

た

熱 

地熱 GJ             

温泉熱 GJ             

太陽熱 GJ             

雪氷熱 GJ             

そ

の

他 

(   ) GJ             

(   ) GJ             

小計 GJ             

 うち非化石 GJ 

 
           

電 
 

気 

 

電

気

事

業

者

か

ら

の

買

電 

電気事業者 
千

kWh 
  

 

         

 
うち非化石 

千

kWh 

 

           

上

記

以

外

の

買

電 

オフサイト型 PPA 

（重み付けなし） 

千

kWh 
  

 
         

オフサイト型 PPA 

（重み付けあり） 

千

kWh 
            

自己託送 

非燃料由来の 

非化石電気 

千

kWh 
  

 
         

上記以外の 

自己託送 

千

kWh 
            

 うち非化石 
千

kWh 
            

 
重み付け 

非化石 

千

kWh 
            

 (    ) 
千

kWh 
            

 うち非化石 
千

kWh 
            

 
重み付け 

非化石 

千

kWh 
            

自

家

発

電 

太陽光 

千

kWh 

 
 

 
         

kW             

風力 
千

kWh 
            

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

④ 
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kW             

地熱 

千

kWh 
            

kW             

水力 

千

kWh 
            

kW             

そ

の

他 

 

(   ) 

千

kWh 
            

kW             

(   ) 

千

kWh 
            

kW             

そ

の

他 

燃

料 

化石 
千

kWh 
 

※1 

       

※1 

 

※1 

非化石 
千

kWh 
 

※1  

      

※1 

 

※1 

そ

の

他 

熱 

化石 
千

kWh 
 

※1 

       

※1 

 

※1 

非化石 
千

kWh 
 

※1 

       

※1 

 

※1 

小計 
千

kWh 
            

 うち非化石 
千

kWh 
            

 重み付け 

非化石 

千

kWh 
 

 
          

合計 GJ         

 うち非化石 GJ         

原油換算 kl Ⓢ-1    Ⓣ   Ⓣ’  Ⓢ-2 

 うち非化石 kl         

前年度原油換算 kl         

対前年度比（％）         

備考 １ 他者に供給する熱・電気を発生させるために使用した燃料の使用量については、自ら使用する熱・

電気を発生させるために使用する化石燃料及び非化石燃料も含めた全体のエネルギー使用量の内数

とすること。 

   ２ ※1欄に記入する熱量換算値は、電気の量１千キロワット時を熱量 8.64ギガジュールとして換算し

た値を用いること。また、この熱量換算値は小計欄には含めないこと。 

 

  

非
燃
料
由
来
の
非
化
石 

⑩ 

⑬ 

⑪ 
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１－２ 電気需要最適化を踏まえた電力使用量の内訳 

時間帯 単位  

  年度 

使用量 
連携分を除いた 

エネルギー使用量 

連携省エネルギー分の 

エネルギー使用量 

数値 原油換算 kl 数値 原油換算 kl 数値 原油換算 kl 

月

別 

４月 千 kWh       

５月 千 kWh       

６月 千 kWh       

７月 千 kWh       

８月 千 kWh       

９月 千 kWh       

１０月 千 kWh       

１１月 千 kWh       

１２月 千 kWh       

１月 千 kWh       

２月 千 kWh       

３月 千 kWh       

時

間

帯

別                           

出力制御 

時間帯 千 kWh       

需給が厳しい 

時間帯 
千 kWh       

その他の時間帯 千 kWh       

合計       

備考 １ 事業者単位で月別・時間帯別のいずれか１つを選択して記入すること。なお、時間帯別による報告

の際は、30分単位又は 60分単位で計測した電気の使用量について、出力制御時間帯、需給が厳し

い時間帯又はその他の時間帯にそれぞれ集計したものを記入すること。 

   ２ 原油換算 kl欄には、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準で定める月別電気需要最適化係

数又は時間帯別電気需要最適化係数を考慮した値を記入すること。 

 

１－３ 電気の需要の最適化に資する措置を実施した日数 

電気の需要の最適化に資する措置を実施した日数 日   

備考 １ １日に数回ＤＲの対応を行った場合にも、「１日」として報告を行うこと。 

   ２ 設置する指定工場等のうち最も多い事業所の日数を記載すること。 

  

⑭ 

⑮ 

⑯ ⑰ 

⑲ ⑱ 

⑳

－ 
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１－４ 証書等による非化石エネルギーの使用量の算出に係る情報 

熱・電気の

別 
クレジット特定番号等 無効化及び償却日又は移転日 非化石エネルギー量 

□ 熱 

□ 電気 
  GJ・kWh 

□ 熱 

□ 電気 
  GJ・kWh 

□ 熱 

□ 電気 
  GJ・kWh 

備考 １ 本表は、証書等の種別ごとに記載すること。 

   ２ 算定に用いた証書等の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 

   ３ 証書等は、無効化及び償却日又は移転日ごとに記載すること。 

   ４ 熱・電気の別の欄では、非化石熱の使用量を証する証書等である場合には熱を、非化石電気の使用

量を証する証書等である場合には電気を選択すること。 

   ５ クレジット特定番号等の欄には、無効化及び償却又は移転した証書等を特定する番号を、クレジッ

トブロックのユニット開始番号とユニット終了番号を「～」でつなぐことにより記載し、非化石証

書を記入する際は、「非化石証書」と記載すること。 

   ６ 無効化及び償却日又は移転日の欄には、無効化及び償却を行った日付又は登録簿上に記載された移

転の日付を記載し、非化石証書を記入する際には空欄とすること。 

   ７ 非化石エネルギー量は正の値、移転量は負の値で記載すること。 

   ８ 本表に記載した全ての非化石エネルギー量について、事業者が無効化及び償却又は移転を行ったこ

とを確認できる資料を添付すること。 

 

１－５ 熱・電気供給事業者から購入した熱・電気の種別及び非化石割合に係る情報 

熱・電気の別 メニュー名 使 用 量 

熱・電気供給事業

者から購入した

熱・電気における

非化石割合 

□ 熱 

□ 電気 
１． GJ・kWh Kl % 

□ 熱 

□ 電気 
２． GJ・kWh Kl % 

□ 熱 

□ 電気 
３． GJ・kWh Kl % 

 

㉑

ⓑ

－ 

㉒

－ 

㉓

－ 

㉔ 

㉗ ㉖ ㉕ 

㉘ 
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①改正省エネ法に基づく報告の初年度にあたる 2024年度報告においては、５年度間平均原単位変化の評価の継

続性を担保するため、旧省エネ法に基づく数値と改正省エネ法に基づく数値の両方を報告する必要がありま

す（詳細は特定-第４表１の説明をご参照ください）。記入に当たっては、下記記入例のとおり、旧省エネ法

に基づく数値を（ ）書きで記入するようにお願いいたします。 

※ＥＥＧＳでは、使用量（数値）を入力すれば、旧法・改正法に基づく熱量ＧＪは自動計算されます。 

 

   （記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、電気需要平準化に資する措置が、電気需要最適化に資する措置に変更されたことを受けて、「昼間買

電」、「夏季・冬季における電気需要平準化時間帯の売電量」及び「夜間買電」に関する記載項目が第２表の１

－１（旧 省エネ法における第２表の１）から削除されています。ただし、評価の継続性を担保するため、2024

年度報告については、引き続き「昼間買電」、「夏季・冬季における電気需要平準化時間帯の売電量」及び「夜

間買電」をご報告頂く必要がございます。EEGSには「夜間買電」、「夏季・冬季における電気需要平準化時間帯

の売電量」及び「昼間買電」を入力する欄が設けられますので、こちらに記入をお願いします。 

 

②「他者に供給する熱・電気を発生させるために使用した燃料の使用量」の欄には、熱供給事業者（熱供給事

業法第２条第３項に規定する熱供給事業者）又は発電事業者（電気事業法第２条第１項第１５号に規定する発

電事業者）が、他者に供給する熱又は電気を発生させるために投じた燃料の使用量を、事業者全体のエネルギ

ー使用量の内数として計上します。なお、ここで記入した使用量は、特定-第４表３の非化石エネルギー使用状

況の算出に当たり、全体のエネルギー使用量から控除します。由来となっている発電方式ごとに分けて報告し

てください。どうしても区別できない場合は発電方式ごとの発電量で按分して計算し、報告してください。 

 

③改正省エネ法では、非化石エネルギーも報告の対象に追加されます。各燃料の標準発熱量及び計測方法等に

ついては下記を参照してください。 

 

③－１ 燃料の使用量を熱量換算する際は、表（燃料の換算係数）に従って熱量換算し、自らが使用した燃焼

及び燃料電池による発電に供した燃料の量を計上してください。 

また、工場等内で使用した原料から発生した副生物が燃料に該当する場合は、燃料の種類ごとに指定され

た単位で、１年度間の使用量及び販売量を記入し、表（燃料の換算係数）に従って熱量換算してください。

但し、エネルギーから発生した副生物については、記入する必要はありません。 

 

●絶乾による報告について 

黒液、木材、木質廃材について表（燃料の熱量換算）に従って熱量換算する場合は、次の計算方法に従っ

旧省エネ法に基づく数値 

を（ ）書きで記入 
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て絶乾換算した使用量等を記入してください。 

 

○絶乾換算の計算方法 

絶乾重量(t) ＝ 乾燥前燃料重量(t) × （ １ － ウェットベース含水率(%) ／ 100 ） 

 

※乾燥前燃料重量や含水量については、到着ベースの燃料の重量、含水量を用いるなど、計算にあたっ

て適切な数値を用いてください。 

なお、計算に使用する木材、木質廃材の含水率（ウェットベース）については、JIS Z 2101（木材の試験方

法）の「含水率の測定」を参考に、年間の燃料使用の実態に応じた測定試料の抽出と測定頻度により測定を

行ってください。自社、外部機関のどちらにより測定してもかまいません。また、使用した木質チップ、木

質ペレット等に品質表示、品質規格、仕様書等があり、含水率（ウェットベース）を求めることができると

きは、測定に代えて当該数値を用いることができます。 

 ※黒液、木材、木質廃材については、総合エネルギー統計の標準発熱量が絶乾状態における値であるこ

とから、この標準発熱量を参考とする黒液、木材、木質廃材の熱量換算係数（表（燃料の熱量換算）

によって熱量換算する場合は、燃料使用量を絶乾状態に換算する必要があります。 

 

 ●独自の熱量換算係数による報告について 

黒液、木材、木質廃材、その他バイオマス、廃タイヤ、廃プラスチック、廃油、混合廃材については、実

測等により、使用した燃料の発熱量を算定するうえで適切と認められる熱量換算係数を求めることができる

とき、必要に応じて、表（燃料の熱量換算）の換算係数に代えて、当該係数を用いることができます。その

場合は、「非化石燃料 その他」の（ ）の欄に、特定-第２表のエネルギーの種類の欄に掲げられている非

化石燃料のうち該当の燃料の種類を記入したうえで、一年間の使用量の合計を熱量換算して記入し、併せて

「非化石燃料の熱量換算係数の根拠となる資料」を定期報告書に添付し提出してください。「非化石燃料の熱

量換算係数の根拠となる資料」は、任意の様式で作成し、「燃料の種類」、「熱量換算係数」、「使用した測定方

法等」、「熱量換算係数の算出方法」を記載してください。 

添付できる資料数に上限がございますので、添付する資料は可能な範囲で１つにまとめて報告してくださ

い。なお、添付できるファイルの容量の上限は 10MBとなっております。 

   

使用する燃料の高位発熱量が一定ではない場合は、複数の試料を測定しその測定の結果得られた単位当た

りの高位発熱量の値を平均したり、使用する燃料の高位発熱量が調達先や時期等によって変化する場合は、

調達先や時期ごとに測定しその測定で得られた単位当たりの高位発熱量を燃料の使用量で加重平均したりす

るなど、燃料の使用の実態に応じた測定試料の抽出と測定頻度により燃料の高位発熱量を測定し、一年間の

使用量に対する燃料の単位当たりの換算係数を算出してください。また、独自の熱量換算係数による報告に

当たっては、使用する燃料の含水率を用いて計算を行うことも可能です。 

独自の熱量換算係数による報告に当たっては、利用した高位発熱量や含水率など、計算や報告に用いた数

値及びその計算方法について「非化石燃料の熱量換算係数の根拠となる資料」に記載して報告してください。 
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実測による熱量換算については、以下の測定方法に準拠した方法で測定を行ってください。 

○燃料の発熱量の測定方法 

JIS K 2279：2003（原油及び石油製品 発熱量試験方法及び計算による推定方法） 

JIS M 8814：2003（石炭類及びコ−クス類 ボンブ熱量計による総発熱量の測定方法及び真発熱量の計

算方法） 

JIS Z 7302-2:1999（廃棄物固形化燃料−第 2部：発熱量試験方法） 

その他の規格（ISO規格や DIN規格等） 

 

実測による熱量換算により報告する場合、「非化石燃料の熱量換算係数の根拠となる資料」に記載する内容

は以下のとおりとなります。 

「燃料の種類」： 

使用した燃料の名称 

「熱量換算係数」： 

表（燃料の熱量換算）の換算係数に代えて用いた換算係数の値 

「使用した測定方法等」： 

使用した測定方法が準拠している（JIS規格、ISO規格、DIN規格等） 

又は、使用した測定機器の名称、メーカー、型番 

「熱量換算係数の算出方法」： 

      測定結果から当該係数を算出して用いた場合、その計算式及びその計算に使用した値 

（計算に利用した燃料の各使用量や各測定結果等） 

※当該係数の根拠となる資料の作成例を、巻末の別添資料５に示しますので参考にしてください。 

 

 

また、使用した燃料に品質表示又は仕様書等があり、単位当たりの高位発熱量（換算係数）を求めること

ができるときは、その係数を用いることが可能です。 

品質表示又は仕様書等から求めた熱量換算により報告する場合、「非化石燃料の熱量換算係数の根拠となる

資料」に記載する内容は以下のとおりとなります。 

「燃料の種類」： 

使用した燃料の名称 

「熱量換算係数」： 

表（燃料の熱量換算）の換算係数に代えて用いた換算係数の値 

「使用した測定方法等」： 

品質表示又は仕様書の写しの添付 

（添付に代えて品質表示の内容を記載することができます。） 

「熱量換算係数の算出方法」： 

      品質表示、仕様書等から当該係数を算出して用いた場合、その計算式及びその計算に使用し

た値 

（計算に利用した燃料の各使用量や各測定結果等） 

※当該係数の根拠となる資料の作成例を、巻末の別添資料５に示しますので参考にしてください。 

 

※燃料の品質規格の高位発熱量を用いて熱量換算する場合に関しては後日追記する予定です。 

 

なお、熱量の値について必要な場合は、ＧＪ（ギガジュール）をＴＪ（テラジュール）、ＰＪ（ペタジュー

ル）に代えて記入することができますが、その際には用いた単位を明記してください。（ＴＪ、ＰＪを用いる

場合は、４桁以上の値で熱量を記入してください。） 
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表（燃料の熱量換算） 

種類 使用量の単位 熱量換算係数 

原油（コンデンセートを除く） １キロリットル ３８． ３ギガジュール 

原油のうちコンデンセート １キロリットル ３４． ８ギガジュール 

揮発油（ガソリン含） １キロリットル ３３． ４ギガジュール 

ナフサ １キロリットル ３３． ３ギガジュール 

ジェット燃料油 １キロリットル ３６． ３ギガジュール 

灯油 １キロリットル ３６． ５ギガジュール 

軽油 １キロリットル ３８． ０ギガジュール 

重油 

イ Ａ 重油 

ロ Ｂ ・Ｃ重油 

 

１キロリットル 

１キロリットル 

 

３８． ９ギガジュール 

４１． ８ギガジュール 

石油アスファルト １トン ４０． ０ギガジュール 

石油コークス １トン ３４． １ギガジュール 

石油ガス 

イ 液化石油ガス（ＬＰＧ） 

ロ 石油系炭化水素ガス 

 

１トン 

千立方メートル（SATP） 

 

５０． １ギガジュール 

４６． １ギガジュール 

可燃性天然ガス 

イ 液化天然ガス(窒素､ 水分その他の不

純物を分離して､液化したものをいう。) 

ロ その他可燃性天然ガス 

 

 

１トン 

千立方メートル（SATP） 

 

 

５４． ７ギガジュール 

３８． ４ギガジュール 

石炭 

イ 原料炭 

（１）輸入原料炭 

（２）コークス用原料炭 

（３）吹込用原料炭 

ロ 一般炭 

（１）輸入一般炭 

 （２）国産一般炭 

ハ 輸入無煙炭 

１トン  

 

２８． ７ギガジュール 

２８． ９ギガジュール 

２８． ３ギガジュール 

 

２６． １ギガジュール 

２４． ２ギガジュール 

２７． ８ギガジュール 

石炭コークス １トン ２９． ０ギガジュール 

コールタール １トン ３７． ３ギガジュール 

コークス炉ガス 千立方メートル（SATP） １８． ４ギガジュール 

高炉ガス 千立方メートル（SATP） ３． ２３ギガジュール 

発電用高炉ガス 千立方メートル（SATP） ３． ４５ギガジュール 

転炉ガス 千立方メートル（SATP） ７． ５３ギガジュール 

その他の化石燃料 千立方メートル（SATP） 実測値等 

黒液 １トン（絶乾） １３．６ギガジュール 

木材 １トン（絶乾） １３．２ギガジュール 

木質廃材 １トン（絶乾） １７．１ギガジュール 
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バイオエタノール １キロリットル ２３．４ギガジュール 

バイオディーゼル １キロリットル ３５．６ギガジュール 

バイオガス 千立方メートル（SATP） ２１．２ギガジュール 

その他バイオマス １トン １３．２ギガジュール 

RDF １トン １８．０ギガジュール 

RPF １トン ２６．９ギガジュール 

廃タイヤ １トン ３３．２ギガジュール 

廃プラスチック １トン ２９．３ギガジュール 

廃油 １キロリットル ４０．２ギガジュール 

廃棄物ガス 千立方メートル（SATP） ２１．２ギガジュール 

混合廃材 １トン １７．１ギガジュール 

水素 １トン １４２ギガジュール 

アンモニア １トン ２２．５ギガジュール 

その他の非化石燃料  実測値等 

※単位に SATPと記載されている気体燃料については、標準環境状態（25℃、1 bar）の状態の使用量を用いてく

ださい。 

※「バイオ燃料混合油（B5 軽油等）」の取扱いについて、植物油等を混合したバイオ燃料を使用した場合は、使

用量（kl）を化石燃料相当量（kl）とバイオマス燃料相当量（kl）に分けて記載してください。 

 

 

③－２「非化石燃料 その他」の（ ）欄には、特定-第２表のエネルギーの種類の欄に掲げられていない非化

石燃料を使用している場合に、その燃料の種類を記入したうえで、一年間の使用量の合計を熱量換算して記

入してください。また、「非化石燃料 その他」に複数の種類を記入するときは、新たに記入欄を追加してく

ださい。 

なお、特定-第２表については、燃料の単位当たりの発熱量（換算係数）を欄外に記入する必要はありませ

ん。 

 

例えば、一酸化炭素や二酸化炭素と水素を合成して製造される液体又は気体の燃料である合成燃料（e-

fuel）又は合成メタン（e-methane）は、その他の非化石燃料の欄に記入してください。工場等内のみで使用

する自動車用等の燃料、事業用発電、自家発電、産業用蒸気、ボイラー等に燃料として使用したものを計上

し、熱量換算に当たっては実測又は代替する燃料種の熱量換算係数を使用してください。 

 

また、③－１で示したように、特定-第２表のエネルギーの種類の欄に掲げられている非化石燃料のうち、

独自の換算係数の非化石燃料について実測等により熱量換算し報告する場合は、「非化石燃料 その他」の

（ ）の欄に、その燃料の種類を記入したうえで、一年間の使用量の合計を熱量換算して記入し、併せて当

該係数の根拠となる資料を添付してください。実測等により熱量換算する方法や、添付する根拠となる資料

については③－１に記載しています。 
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（参考）廃棄物の焼却について 

省エネ法における燃料とは、燃焼又は燃料電池の用に供するものに限るため、廃棄物を単に焼却した

場合には、当該廃棄物は燃料には該当しません。他方、廃棄物の焼却において助燃剤を使用している場

合には、助燃材は燃料に該当するため、当該助燃材の熱量を算出して報告する必要があります。 

また、助燃材の投入を伴う廃棄物発電を行って自家消費している場合には、投入した助燃材から得ら

れる熱量に発電効率を乗じて電気の使用量を算出する必要があります。なお、自社設備の発電効率が不

明である場合に限って、投入した助燃材から得られる熱量に廃棄物発電の平均発電効率 14.22%（環境省

一般廃棄物処理実態調査 令和３年度調査結果「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」より）を

乗じて求めることが可能です。 

 

 

④「うち非化石」の欄があるエネルギーについては、一番上の行に化石分と非化石分を合計した全体の使用量

を記入し、「うち非化石」の行にその内数として非化石分の使用量を記入してください。 

産業用蒸気、産業用以外の蒸気、温水、冷水の使用量については、それぞれ各工場等の外から受け入れ

て使用した量についてのみ記入してください（自らの工場等内において発生した分は含みません）。 

なお、非化石燃料のみで発生した熱で、そのことを特定できるもの（当該熱を発生させた者が自ら使用

する場合、又は当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用する場合）は報告の対象とな

りませんので算入しないでください。 

熱の使用量を熱量換算する際は、下表の換算係数を用いてください。 

また、当該熱を発生させるために使用した燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるもの（熱供給

事業者・供給区域ごとの換算係数等）を求めることができるときは、下表の換算係数に代えて、当該係数

を用いることができます。その場合は、当該係数の根拠となる資料を添付してください。 

 

種類 使用量の単位 熱量換算係数 

産業用蒸気 １ギガジュール １．１７ギガジュール 

産業用以外の蒸気 １ギガジュール １．１９ギガジュール 

温水 １ギガジュール １．１９ギガジュール 

冷水 １ギガジュール １．１９ギガジュール 

 

⑤太陽熱、地熱、温泉熱、雪氷熱については、改正省エネ法において非化石エネルギーに定義されるため、報

告の必要があります。計測方法等については別添資料６をご参照ください。 

 

⑥電気事業者からの購入した電気については、使用した電力量(千 kWh)に 8.64(GJ/千 kWh)を乗じて熱量換算し

てください。「うち非化石」欄には、電力メニューごとに非化石割合を算出し、内数として非化石電気の使用

量を記入してください。なお、電気事業者から購入した電気については、特定-第２表１－１に記載するとと

もに、特定-第２表１－５にも、購入した電力メニュー別に、使用量及び非化石割合を記入する必要がありま

す。非化石割合の算出方法等、詳細は特定-第２表１－５の説明（P61㉕～㉘）をご参照ください。 

  なお、蓄電に供した電気のうち、自ら使用した電気及び自己放電した電気は報告の対象となりますが、他

人に供給した電気は報告の対象となりませんので算入しないでください。 
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⑦オフサイト型 PPA のうち、下記２つの条件を満たすものについては、「オフサイト型 PPA（重み付けあり）」欄

にその使用量を記入してください。 

※特定-第４表３の非化石エネルギー使用状況の算出の際に重み付けして評価します。 

  ＜重み付けの条件＞ 

イ．FIT／FIP制度対象外の電源であること 

ロ．特定の需要家の電気の需要を満たすことを目的に設定されていること（※） 

（※）電源の運転開始時から、特定事業者等と小売電気事業者の間で、特定された電源の電気を供給する旨の契約が存在

すること。 

 なお、オフサイト型 PPA について熱量換算する際は、発電量(千 kWh)に 3.6(GJ／千 kWh)を乗じて算出してく

ださい。 

 

⑧「自己託送〔非燃料由来の非化石電気〕」とは、燃料を投じて発電された非化石電気（バイオマス発電等）を

除く非化石電気を意味します。熱量換算の際には、一次換算係数は 3.6(GJ/千 kWh)を用いてください。「上記

以外の買電」中の空欄には、例えばバーチャル PPAのような契約で電気の供給を受けている場合に記載してく

ださい。 

また、こうした契約のうち環境価値を非化石証書で取引する場合には非化石電気として計上した上で、「証

書等による非化石エネルギーの使用量の算出に係る情報」にも証書の情報を記載してください。なお、「証書

等による非化石エネルギーの使用量の算出に係る情報」の欄には、「「事業者のエネルギーの使用量等」の欄

おいて非化石電気として計上済」と記載し、「非化石電気の使用状況」の欄ではダブルカウントしないように

してください。「非化石電気の使用状況」の欄では、当該電気の非化石評価の重み付けは行いません。 

ここでいうバーチャル PPAとは、環境価値だけを発電事業者と需要家のあいだで取引する契約を指します。

電力は従来の契約のまま小売電気事業者から購入することとなるため、発電事業者と需要家のあいだで電力

の取引を伴わないことから、仮想の電力購入契約を意味するバーチャル PPAと呼びます。バーチャル PPAの電

気の一次換算係数は 8.64(GJ/千 kWh)を使用してください。 

 

⑨自家発自家消費する太陽光発電等による非化石電気の年間使用量は、メーターを設置し、電力量を測定した

数値を読み取って報告してください。なお、メーターの整備が困難である場合には、下記の式を用いて使用

量を算出し、報告してください。 

 

年間使用量（kWh）＝（太陽光発電設備の定格出力※１×365日×24時間）× 13.8％※２ ÷100 

※１ 太陽電池の合計出力とパワーコンディショナー（PCS）の出力のいずれか小さい方の出力と

し、PCS を複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の合計出力と PCS の出力の

いずれか小さい方の出力を合計した値を用いてください。 

※２ 年間設備利用率の平均値は、調達価格等算定委員会「令和５年度以降の調達価格等に関す

る意見」に基づき 13.8%とします。 

 

⑩燃料や熱を投じて発電する場合、その発電量を記入してください。熱量換算する際は必ず発電量(千 kWh)に

8.64(GJ／千 kWh)を乗じて算出してください。なお、投じた燃料・熱でエネルギーカウントしているため、こ

こで算出したエネルギーは小計には含めないでください。 

 ※非化石電気の使用状況の算出の際に使用します。詳細は特定－第４表３―１の説明をご参照ください。 
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（参考）電気の種類別 一次換算係数 

電気の種類 
一次換算係数 

（GJ/千 kWh） 

買
電 

系統電気 

自己託送 

以外 

電気事業者 

からの買電 

化石分 8.64 

非化石分 8.64 

オフサイト 

ＰＰＡ 

非化石（重み付けなし） 3.6 

非化石（重み付けあり） 3.6 

自己託送 

非燃料由来の非化石電気 3.6 

上記以外 
化石分 8.64 

非化石分 8.64 

自営線 

（他事業者からの供給） 

非燃料由来の非化石電気 3.6 

上記以外 
化石分 8.64 

非化石分 8.64 

自
家
発 

直接使用・自営線 

（自社内の供給含む） 

非燃料由来の非化石電気 

（オンサイト PPA含む） 
3.6 

上記以外 
※投入した燃料・熱 

でカウント 

※本表は、特定‐第２表のエネルギー使用量の算出における係数を示したものです。特定－第４表におけるエ

ネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換、電気の需要の最適化の評価における重み付け等の各

種係数については、特定－第４表及び別添資料７をご参照ください。 

 

 

⑪合計欄についても、旧省エネ法に基づく数値と改正省エネ法に基づく数値の両方を記入してください。 

 

⑫旧省エネ法様式ではエネルギー種毎に「連携分」を入力する行がありましたが、それらを削除し、最右列に

連携分の入力列を新設しました。記入する内容は従来から変更ありません。 

 

⑬「連携分を除いたエネルギー使用量」と「連携分のエネルギー使用量」の合計を記入してください。 

 

⑭特定-第２表１－２の上段の「年度」の欄には、該当する年度（報告の対象となる年度、すなわち報告日の前

年度を指す。以下同じ。）を記入してください。 

 

⑮事業者単位で月別又は時間帯別のいずれか１つを選択して記入してください。なお、工場 Aでは時間帯別、工

場 Bでは月別といったように分けることはできず、事業者単位でどちらかに統一する必要があります。 

（電気需要最適化係数の設定、広域予備率の確認方法等の詳細な説明については、別添資料８を参照してく

ださい。） 
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（月別を選択した場合） 

⑯「使用量」の「数値」欄は、電気事業者からの買電、オフサイト PPA（重み付けあり）、オフサイト PPA（重み

付けなし）、「上記以外の買電」においてバーチャル PPA等の系統電気の使用量を計上している場合はバーチャ

ル PPA等の系統電気の報告対象年度の使用量を月ごとに事業者で合算し、原則小数第１位を四捨五入して整数

値で記入してください。四捨五入の方法としては、工場等ごとの各エネルギー使用量を四捨五入し、その結

果を事業者全体で合算するのではなく、まず、工場等ごとの各エネルギー使用量を事業者全体で合算し、そ

の結果を四捨五入する方法が望まれます。 

⑰「使用量」の「原油換算 kl」欄は、電気事業者からの買電、オフサイト PPA（重み付けあり）、オフサイト

PPA（重み付けなし）、「上記以外の買電」においてバーチャル PPA 等の系統電気の使用量を計上している場合

はバーチャル PPA等の系統電気の報告対象年度の月ごとの使用量に月別電気需要最適化係数を用いて熱量換算

した値（GJ）に 0.0258 kl/GJ を乗じて算出した値（kl）を記入すること。なお、月別電気需要最適化係数は

一般送配電事業者の供給エリア（北海道、東北、東京、北陸、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄）ごと

に設定されるため、複数エリアに工場等がある場合は、同じエリアに存する工場等の系統電気の使用量を月

ごとに合計し、当該エリアの月別電気需要最適化係数を用いて熱量換算した値（GJ）を算出し、その後、エ

リアごとに算出された値（GJ）を月ごとに合算し 0.0258 kl/GJ を乗じて算出した値（kl）を記入すること。

（具体的な計算例は以下を参照） 
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（時間帯別を選択した場合） 

⑱「使用量」の「数値」欄は、電気事業者からの買電、オフサイト PPA（重み付けあり）、オフサイト PPA（重み

付けなし）、「上記以外の買電」においてバーチャル PPA等の系統電気の使用量を計上している場合はバーチャ

ル PPA 等の系統電気の報告対象年度の使用量を、「出力制御時間帯」「需給が厳しい時間帯」「その他の時間帯」

に分けて使用量を事業者で合算し、原則小数第１位を四捨五入して整数値で記入してください。 

 

⑲「使用量」の「原油換算 kl」欄は、電気事業者からの買電、オフサイト PPA（重み付けあり）、オフサイト

PPA（重み付けなし）、「上記以外の買電」においてバーチャル PPA 等の系統電気の使用量を計上している場合

はバーチャル PPA 等の系統電気の報告対象年度の時間帯の区分（「出力制御時間帯」、「需給が厳しい時間帯」

「その他の時間帯」）ごとの使用量に、時間帯の区分に応じた時間帯別電気需要最適化係数を用いて熱量換算

した値（GJ）に 0.0258 kl/GJ を乗じて算出した値（kl）を記入すること。なお、各時間帯における時間帯別

電気需要最適化係数は一般送配電事業者の供給エリア（北海道、東北、東京、北陸、中部、関西、中国、四

国、九州、沖縄）ごとに、30 分ごとの時間帯別電気需要最適化係数の広域エリアの予備率と出力制御の見通

しをもとに設定される。（具体的な計算例は以下を参照） 
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⑳特定-第２表１－３には、報告対象年度に電気の需要の最適化に資する措置（上げディマンドリスポンス

（DR）、下げ DR等）を実施した日数を記入すること。なお、複数の事業所を有する場合、事業所ごとに電気の

需要の最適化に資する措置を実施した日数をカウントし、設置する工場等のうち DR を実施した日数が最も多

い事業所の日数を記入すること。また、DR を実施していない場合は「0 日」と記入してください。（具体的な

カウント方法は以下を参照。カウントの対象及び対象外となる DR 等の詳細な説明については、別添資料８を

参照してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑特定-第２表１－４の熱・電気の別の欄では、非化石熱の使用量を証する証書等である場合には熱を、非化石

電気の使用量を証する証書等である場合には電気を選択し、該当する方に「■」印又は「☑」印を付してく

ださい。 

※ 証書等の報告に係る詳細については、別添資料９をご参照ください。 

 

[記入例] 

１－４ 証書等による非化石エネルギーの使用量の算出に係る情報 

熱・電気の

別 
クレジット特定番号等 無効化及び償却日又は移転日 非化石エネルギー量 

□ 熱 

☑ 電気 
KC-000-000-000-000-001～

000-000-000-000-100 

「事業者のエネルギーの使

用量等」の欄において非化

石電気として計上済み 

令和 5 年〇月〇日 
600 GJ・kWh 

☑ 熱 

□ 電気 
非化石証書 

KC-000-000-000-000-001～

000-000-000-000-100 

令和 5 年〇月〇日 -500 GJ・kWh 

□ 熱 

□ 電気 
  GJ・kWh 

 

 

㉒クレジット特定番号等の欄には、無効化及び償却又は移転した証書等を特定する番号を、クレジットブロッ

クのユニット開始番号とユニット終了番号を「～」でつなぐことにより記載し、非化石証書を記入する際は、

「非化石証書」と記載してください。「特定－第２表 事業者のエネルギーの使用量等 １－１」の欄におい

て非化石電気として計上している場合（例えば、特定第２表１－１「電気」のうち「上記以外の買電」にお

いて計上するバーチャル PPAによる非化石電気使用量）には、「「事業者のエネルギーの使用量等」の欄におい
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て非化石電気として計上済み」と記載してください。 

  （例）KC-000-000-000-000-001～000-000-000-000-100 

 

㉓無効化及び償却日又は移転日の欄には、無効化及び償却を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付

を記載し、非化石証書を記入する際には空欄としてください。 

 

㉔非化石エネルギー量の欄には、当該証書等の非化石エネルギー相当量について、無効化や償却を行った場合

は正の値、移転した場合は負の値で記載してください。また、熱証書等の場合は GJ、電力証書等の場合は kWh

で記入し、該当する単位を丸で囲ってください。なお、本表に記載した全ての非化石エネルギー量について、

無効化及び償却又は移転を行ったことを確認できる資料を定期報告書に添付してください。 

 

㉕特定-第２表１－５では、熱供給事業者又は電気供給事業者から熱又は電気を購入した場合に、そのメニュー

名等を記載してください。熱・電気の別のうち該当する方に「■」印又は「☑」印を付してください。 

 

㉖購入した熱又は電気のメニュー名を記載してください。 

（記入例） 

・「○○電力(株)(メニューJ(残差))」 

   ・「△△電力(株)(メニューA)」 

 

㉗使用量の欄には、メニューごとのエネルギー使用量を記入してください。左欄については、熱は GJ、電気は

kWh として記入し、該当する単位を丸で囲ってください。また、右欄には原油換算係数を 0.0258(kl/GJ)とし

て使用量の原油換算値を算出し、記入してください。 

 ※電気の場合は、電気の一次換算係数を 8.64(GJ/千 kWh)として熱量換算した上で、原油換算係数を乗じてく

ださい。 

 

㉘熱・電気供給事業者から購入した熱・電気における非化石割合の欄には、メニューごとの非化石割合を記入

します。なお、電力メニューごとの非化石割合の算出は以下のとおり行ってください。 
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 【電気事業者から購入した非化石電気の使用量の算出方法】 

 

 

 

 

 

なおＥＥＧＳでは、非化石証書の使用状況を入力すれば、当該電力メニューの非化石割合は自動計算します。

また一部主要な電力メニューに関しては、システム上で非化石割合を保持する想定です。 

   

 

この場合において、電気事業者の非化石証書の使用状況は、特定の電力メニュー契約等の場合には、当該メ

ニューの非化石証書の使用状況を元に算定し、通常の電力小売り契約の場合には、当該電気事業者の非化石

証書の使用状況を元に算定してください。非化石証書の使用状況については、小売電気事業者の HP で円グラ

フなどによってパーセンテージが示されています。 

 

 

【非燃料由来の自家発自家消費型非化石電気又はそれに準ずる非化石電気】 

 

 

非化石電気の使用量(GJ) = 電気の使用量(千 kWh)×8.64(GJ/千 kWh)×電気事業者の非化石証書の使用状況(%)/100 

    ＋（電気の使用量(千 kWh)－電気の使用量(千 kWh)×電気事業者の非化石証書の使用状況(%)）×8.64(GJ/千 kWh)×

13(%)※/100 

※13%：FIT 売れ残り分 

 

 

非化石電気の使用量(GJ) = 電気の使用量(千 kWh)×8.64(GJ/千 kWh)×当該電気の非化石比率(%)/100×1.2 
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(4)特定-第３表 

特定-第３表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位等 

１－１ エネルギーの使用に係る原単位等 

備考  １ エネルギー管理指定工場等及びエネルギー管理指定工場等以外の工場等を事業分類ごとに合計した値をそれぞれ記入する。 

２ 工場等に係る事業の名称及び細分類番号は、原則として日本標準産業分類とする。事業分類が４分類以上になる場合には、項の追加を行うこと。 

３ 事業者全体の「エネルギーの使用に係る原単位Ⓦ」の算出が難しい場合は、「エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度の合計値Ⓩ」を事業者全体のエネルギーの 

使用に係る原単位の対前年度比としてもよい。その際、ⓋⓌⓍⓎは記入不要。 

４ 事業者全体の「エネルギーの使用に係る原単位Ⓦ」が算出できる場合は、事業分類ごとのⒶⒷⒷ’Ⓒ及び事業者全体のⓈからⓎまで記入すること 

 

 

番 
 
  

号 

事業分類 

事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等の計算 

エネルギー

の使用量 

（原油換算

kl） 

 

 

Ⓐ 

販売した副

生エネルギ

ーの量 

（原油換算

kl） 

 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量 

（原油換算

kl） 

 

 

Ⓑ’ 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ 

-Ⓑ’ 

Ⓒの構成

割合 

（％） 

 

 

 

Ⓓ=Ⓒ/Ⓤ   

×100 

生産数量又は建

物延床面積その

他のエネルギー

の使用量と密接

な関係をもつ値 

Ⓔ 

エネルギー 

の使用に係

る原単位 

 

 

 

Ⓕ=Ⓒ/Ⓔ 

エネルギー

の使用に係

る前年度の

原単位 

 

 

Ⓖ 

エネルギーの

使用に係る原

単位の対前年

度比 

（％） 

 

Ⓗ=Ⓕ/Ⓖ 

×100 

エネルギーの

使用に係る原

単位の対前年

度比の寄与度 

（％） 

 

Ⓘ=Ⓓ×Ⓗ

/100 

1 

工場等に
係る事業
の名称 

       
 
 

   ① 

細分類 
番号 

       （名称：  ） 
（単位：  ） 

    

2 

工場等に
係る事業
の名称 

       
 
 

   ② 

細分類 
番号 

       （名称：  ） 
（単位：  ） 

    

3 

工場等に
係る事業
の名称 

       
 
 

   ③ 

細分類 
番号 

       （名称：  ） 
（単位：  ） 

    

事業者全体  

Ⓢ  （ 合

計） 

Ⓣ  （ 合

計）  

Ⓣ ’ （ 合

計） 

Ⓤ  （ 合

計） 

100% 

Ⓥ 

（名称：  ） 

（単位：  ） 

Ⓦ 

 

Ⓧ Ⓨ=Ⓦ/Ⓧ× 

100 

 

   Ⓩ＝ 

①+②+③+… 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 
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１－２ 連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用に係る原単位等 

備考 １ エネルギー管理指定工場等及びエネルギー管理指定工場等以外の工場等を事業分類ごとに合計した値をそれぞれ記入する。 

２ 工場等に係る事業の名称及び細分類番号は、日本標準産業分類とする。事業分類が４分類以上になる場合には、項の追加を行うこと。 

３ 事業者全体の「エネルギーの使用に係る原単位（Ⓦ-2）」の算出が難しい場合は、「エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度の合計値（Ⓩ-2）」を事業者全体のエネ 

ルギーの使用に係る原単位の対前年度比としてもよい。その際、Ⓥ（Ⓦ-2）（Ⓧ-2）（Ⓨ-2）は記入不要。 

４ 事業者全体の「エネルギーの使用に係る原単位（Ⓦ-2）」が算出できる場合は、事業分類ごとの（Ⓐ-2）ⒷⒷ’（Ⓒ-2）及び事業者全体の（Ⓢ-2）から（Ⓨ-2）まで記入すること。 

番 
 
  

号 

事業分類 

事業分類ごとの連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用に係る原単位等の計算 

連携省エネ

ルギー措置

を踏まえた

エネルギー

の使用量 

（原油換算

kl） 

（Ⓐ-2） 

販売した副

生エネルギ

ーの量 

（原油換算

kl） 

 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量 

（原油換算

kl） 

 

 

Ⓑ’ 

 

 

 

 

 

 

（Ⓒ-2）=

（Ⓐ-2）-

Ⓑ-Ⓑ’ 

（Ⓒ-2）の

構成割合 

（％） 

 

 

（Ⓓ-2）=

（Ⓒ-2）/

（Ⓤ-2）

×100 

生産数量又は建

物延床面積その

他のエネルギー

の使用量と密接

な関係をもつ値 

Ⓔ 

エネルギー 

の使用に係

る原単位 

 

 

（Ⓕ-2）=

（Ⓒ-2）/Ⓔ 

エネルギー

の使用に係

る前年度の

原単位 

 

（Ⓖ-2） 

エネルギーの

使用に係る原

単位の対前年

度比 

（％） 

 

（ Ⓗ -2 ） =

（ Ⓕ -2 ） /

（Ⓖ-2） 

×100 

エネルギーの

使用に係る原

単位の対前年

度比の寄与度 

（％） 

 

（Ⓘ-2）=

（Ⓓ-2）×

（Ⓗ-2）/100 

1 

工場等に係

る事業の名

称 

       
 
 

   （①-2） 

細分類 

番号 

       （名称：  ） 
（単位：  ） 

    

2 

工場等に係

る事業の名

称 

       
 
 

   （②-2） 

細分類 

番号 

       （名称：  ） 
（単位：  ） 

    

3 

工場等に係

る事業の名

称 

       
 
 

   （③-2） 

細分類 

番号 

       （名称：  ） 
（単位：  ） 

    

事業者全体  

（Ⓢ-2）

（合計） 

Ⓣ（合計）  Ⓣ ’ （ 合

計） 

（Ⓤ-2）

（合計） 

100% 

Ⓥ 

（名称：  ） 

（単位：  ） 

（Ⓦ-2） 

 

（Ⓧ-2） （ Ⓨ -2 ） =

（ Ⓦ -2 ） /

（ Ⓧ -2 ）

×100 

 

   （Ⓩ-2）＝ 

（ ① -2 ） +

（ ② -2 ） +

（③-2）+… 

① 

③ 

② 

④ ⑤ 
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２－１ 電気需要平準化評価原単位等 

備考 １ エネルギー管理指定工場等及びエネルギー管理指定工場等以外の向上津緒を事業分類ごとに合計した値をそれぞれ記入する。なお、工場等の事業分類は「特定－第３表 １ エ

ネルギーの使用に係る原単位等」と同じでなければならない。 

２ 事業者全体の「電気需要平準化評価原単位Ⓦ’」の算出が難しい場合は、「エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度の合計値Ⓩ’」を事業者全体のエネルギーの使 

用に係る原単位の対前年度比としてもよい。その際、ⓋⓌ’Ⓧ’Ⓨ’は記入不要。 

３ 事業者全体の「電気需要平準化評価原単位Ⓦ’」が算出できる場合は、事業分類ごとのⒶⒶ’ⒷⒷ’Ⓒ’及び事業者全体のⓈからⓎ’まで記入すること。 

４ Ⓒ’の評価係数は 1.3 とすること。 

番 
 
  

号 

事業分類 

事業分類ごとの電気需要平準化評価原単位等の計算 

エネルギー

の使用量 

（原油換算

kl） 

 

 

Ⓐ 

電気需要平

準化時間帯

の買電量 

（原油換算

kl） 

 

Ⓐ’ 

販売した副

生エネルギ

ーの量（原

油換算 kl） 

 

 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量 

（原油換算

kl） 

 

 

Ⓑ’ 

 

 

 

Ⓒ’= 

Ⓐ+Ⓐ’×

(評価係数-

1)-Ⓑ-Ⓑ’ 

Ⓒの構成

割 合

（％） 

Ⓓ 

（特定第

3表1のⒹ

と 同 じ

値） 

生産数量又は

建物延床面積

その他のエネ

ルギーの使用

量と密接な関

係をもつ値 

Ⓔ 

電気需要平

準化評価原

単位 

 

 

Ⓕ’= 

Ⓒ’/Ⓔ 

前年度の電

気需要平準

化評価原単

位 

 

 

Ⓖ’ 

電気需要平

準化評価原

単位の対前

年 度 比

（％） 

 

Ⓗ’= 

Ⓕ’/Ⓖ’×

100 

電気需要平準

化評価原単位

の対前年度比

の寄与度

（％） 

Ⓘ’= 

Ⓓ×Ⓗ’/100 

1 

工場等に係

る事業の名

称 

        
 

   ①’ 

細分類 

番号 

    （名称： ） 

（単位： ） 
    

2 

工場等に係

る事業の名

称 

        
 

   ②’ 

細分類 

番号 

    （名称： ） 

（単位： ） 
    

3 

工場等に係

る事業の名

称 

        
 

   ③’ 

細分類 

番号 

    （名称： ） 

（単位： ） 
    

事業者全体 

Ⓢ（合計） （合計） Ⓣ（合計）  Ⓣ ’ （ 合

計） 

Ⓤ ’ （ 合

計） 

100% 

Ⓥ 

（名称： ） 

（単位： ） 

Ⓦ’ 

 

Ⓧ’ Ⓨ’=Ⓦ’/

Ⓧ’×100 

 

   Ⓩ’＝①’

+②’+③’+… 

① 

②’ 
③’ 
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２－２ 連携省エネルギー措置を踏まえた電気需要平準化評価原単位等 

備考 １ エネルギー管理指定工場等及びエネルギー管理指定工場等以外の工場等を事業分類ごとに合計した値をそれぞれ記入する。なお、工場等の事業分類は、「特定-第３表 １－１
エネルギーの使用に係る原単位等」と同じでなければならない。 

２ 事業者全体の「電気需要平準化評価原単位（Ⓦ’-2）」の算出が難しい場合は、「電気需要平準化評価原単位の対前年度比の寄与度の合計値（Ⓩ’-2）」を事業者全体の電気需要
平準化評価原単位の対前年度比としてもよい。その際、Ⓥ （Ⓦ’-2）（Ⓧ’-2）（Ⓨ’-2）は記入不要。 

３ 事業者全体の「電気需要平準化評価原単位（Ⓦ’-2）」が算出できる場合は、事業分類ごとの（Ⓐ-2）（Ⓐ’-2）Ⓑ Ⓑ’（Ⓒ’-2）及び事業者全体の（Ⓢ-2）から（Ⓨ’-2）まで記入する
こと。 

４ （Ⓒ’-2）の評価係数は 1.3 とすること。 

番 
 
  

号 

 
 

事業分類 
  

事業分類ごとの連携省エネルギー措置を踏まえた電気需要平準化評価原単位等の計算 

連携省エネ

ルギー措置

を踏まえた

エネルギー

の使用量 

（原油換算

kl） 

（Ⓐ-2） 

電気需要平

準化時間帯

の買電量 

（原油換算

kl） 

 

 

（Ⓐ’-2） 

販売した副

生エネルギ

ーの量（原

油 換 算

kl） 

 

 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量 

（原油換算

kl） 

 

 

Ⓑ’ 

 

 

 

 

（Ⓒ’-2）= 

（Ⓐ-2）+

（Ⓐ’-2）×

(評価係数-

1) -Ⓑ-Ⓑ’ 

（Ⓒ -2）の

構 成 割 合

（％） 

 

 

（Ⓓ-2） 

（特定第３

表１－２の

（Ⓓ -2）と

同じ値） 

生産数量又は

建物延床面積

その他のエネ

ルギーの使用

量と密接な関

係をもつ値 

 

Ⓔ 

電気需要平

準化評価原

単位 

 

 

 

（Ⓕ’-2）= 

（Ⓒ’-2）/

Ⓔ 

前年度の電

気需要平準

化評価原単

位 

 

 

（Ⓖ’-2） 

電気需要平準化

評価原単位の対

前年度比（％） 

 

 

（Ⓗ’-2）= 

（Ⓕ’-2）/（Ⓖ’-

2）×100 

電気需要平準化

評価原単位の対

前年度比の寄与

度（％） 

 

 

（Ⓘ’-2）= 

（Ⓓ-2）×

（Ⓗ’-2）/100 

1 

工場等に係る事

業の名称 

        
 

   （①’-2） 

細分類 

番号 

    （名称： ） 

（単位： ） 
    

2 

工場等に係る事

業の名称 

        
 

   （②’-2） 

細分類 

番号 

    （名称： ） 

（単位： ） 
    

3 

工場等に係る事

業の名称 

        
 

   （③’-2） 

細分類 

番号 

    （名称： ） 

（単位： ） 
    

事業者全体 

（Ⓢ-2）（合

計） 

（合計） Ⓣ（合計）  Ⓣ ’ （ 合

計） 

（ Ⓤ ’ -2 ）

（合計） 

100% 

Ⓥ 

（名称： ） 

（単位： ） 

（Ⓦ’-2） 

 

（Ⓧ’-2） （Ⓨ’-2）=

（Ⓦ’-2）/

（Ⓧ’-2）×

100 

 

   （Ⓩ’-2）＝（①’

-2）+（②’-2）+

（③’-2）+… 

④  

①  

⑤  

②’ 

③’ 
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①“特定事業者が設置する全ての工場等”、“特定連鎖化事業者が設置する全ての工場等及び加盟者が設置する

当該連鎖化事業に係る全ての工場等”又は“認定管理統括事業者が設置する全ての工場等及び管理関係事業

者が設置する全ての工場等”を、日本標準産業分類の細分類番号（４桁）（以後、「事業分類」という。）ごと

に分類し、分類の名称、番号及び分類毎に合計した値をそれぞれ記入してください。日本標準産業分類につ

いては、【関係 URL】を参照してください。 

ひとつの工場等を複数の事業分類で整理することはできません。ひとつの工場や事業場で業種分類の異な

る複数の事業を行っている場合には、主たる事業を選んで記入してください。この場合の主たる事業とは、

生産高、販売額等、適切な指標によって決定（日本標準産業分類の決定方法に準拠）してください。以下に

決定方法のイメージを示します。 

なお、各工場等の主たる事業を判断するに当たって、事業が分類できる場合には、工場等の規模に関わら

ず、原則として、当該事業分類ごとにエネルギー使用量を集計することになりますが、地方公共団体のうち

知事部局等が特定事業者となっている場合であって、当該事業者が設置する事業所のエネルギー使用量が年

間 1,500kl未満の事業所について、当該事業所の主たる事業を判断することが困難である場合は、当該事業所

の事業分類を「都道府県機関（日本標準産業分類細分類番号 9811）」又は「市町村機関（同 9821）」とするこ

とも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、複数の工場等にかかる事業分類が同一であっても、事業の内容（密接な関係を持つ値Ⓔ等）が異な

る場合には、事業の内容ごとに整理し、２段以上の欄に分けて記入することができます。 

事業分類が４つ以上となる場合は、新たに記入欄を設けて記入してください。 

 

事業分類ごとの「生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（Ⓔ）」に

ついて検討してください。Ⓔがそれぞれの事業で同じ単位、若しくは共通のⒺに換算可能であり、事業者全

体の原単位Ⓦが算出可能な場合は、②の方法により事業者全体としてのエネルギーの使用に係る原単位を算

出し、対前年度比Ⓨを算出します。Ⓔが事業分類ごとに異なり、事業者全体の原単位Ⓦが算出困難な場合は、

③の方法により事業分類ごとのエネルギー使用に係る原単位を算出し、事業者全体としての対前年度比Ⓩを

算出します。 

 

② 事業者全体としてのエネルギーの使用に係る原単位Ⓦが算出可能な場合 

事業分類ごとに、以下の数値を記入することにより、事業者全体のエネルギーの使用に係る原単位Ⓦを求

めるとともに、対前年度比Ⓨを記入してください。Ⓦについては、原則、その変化率が「％（パーセンテー

ジ）」で小数点第１位まで把握するために必要な桁数（有効数字）４桁の値（例：0.1848、26.10）をもって

記入してください。なお、ⒹⒺⒻⒼⒽⓛⓏ欄は記入不要です。 

（ア）エネルギーの使用量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとのエネルギー使

用量の合計値を記入・・・Ⓐ 

（イ）販売した副生エネルギーの量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの販売

した副生エネルギーの合計値を記入・・・ Ⓑ 

A事業 

D事業 

E事業 

工場等ごとに細分

類番号を決定 

A事業 

B事業 

C事業 

D事業 

E事業 

F事業 

D事業 

E事業 

F事業 

工場等で実際に 

行っている事業 

細分類番号毎に集計し

特定－第３表に記載 

イ
事
業
場 

 

ロ
工
場 

 

ハ
工
場 

 

A事業 

D事業 
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（ウ）購入した未利用熱の量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの購入した未

利用熱の合計値を記入・・・Ⓑ’ 

（エ）工場等内で使用したエネルギー量の事業分類ごとの合計値・・・Ⓒ＝Ⓐ－Ⓑ－Ⓑ’ 

（オ）Ⓐ、Ⓑ、Ⓑ’、Ⓒのそれぞれの合計値・・・Ⓢ、Ⓣ、Ⓣ’、Ⓤ 

※なお、Ⓢ、Ⓣ、Ⓣ’の値は、（特定第２表）の値と整合していることを確認してください。 

（カ）事業者全体の生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（記入

に際しては、④を参照）・・・Ⓥ 

（キ）事業者全体のエネルギーの使用に係る原単位・・・Ⓦ＝Ⓤ÷Ⓥ 

（ク）事業者全体のエネルギーの使用に係る前年度の原単位・・・Ⓧ 

事業者全体のエネルギーの使用に係る原単位の対前年度比（%）・・・Ⓨ＝Ⓦ÷Ⓧ×100 

 

②’事業者全体としての電気需要平準化評価原単位Ⓦ’が算出可能な場合 

事業分類ごとに、以下の数値を記入することにより、事業者全体の電気需要平準化評価原単位Ⓦ’を求め

るとともに、対前年度比Ⓨ’を記入してください。Ⓦ’については、原則、その変化率が「％（パーセンテ

ージ）」で小数点第１位まで把握するために必要な桁数（有効数字）４桁の値（例：0.1848、26.10）をもっ

て記入してください。なお、ⒹⒺⒻ’Ⓖ’Ⓗ’ⓛ’Ⓩ’欄は記入不要です。 

（ア）エネルギーの使用量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとのエネルギー使

用量の合計値を記入（特定第３表１のⒶと同じ値を記入）・・・Ⓐ 

（イ）電気需要平準化時間帯の買電量（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの電気需要

平準化時間帯の買電量の合計値を記入・・・Ⓐ’ 

（ウ）販売した副生エネルギーの量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの販売

した副生エネルギーの合計値を記入（特定第３表１のⒷと同じ値を記入）・・・ Ⓑ 

（エ）購入した未利用熱の量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの購入した未

利用熱の合計値を記入（特定第３表１のⒷ’と同じ値を記入）・・・Ⓑ’ 

（オ）工場等内で使用したエネルギー量の事業分類ごとの合計値・・・Ⓒ’＝Ⓐ+Ⓐ’×(評価係数－1)－Ⓑ

－Ⓑ’ 

   ※Ⓒ’の評価係数は 1.3です。 

（カ）Ⓐ、Ⓑ、Ⓑ’、Ⓒ’のそれぞれの合計値・・・Ⓢ、Ⓣ、Ⓣ’、Ⓤ’ 

（キ）事業者全体の生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（特定

第３表１のⓋと同じ値を記入）・・・Ⓥ 

（ク）事業者全体のエネルギーの使用に係る原単位・・・Ⓦ’＝Ⓤ’÷Ⓥ 

（ケ）事業者全体のエネルギーの使用に係る前年度の原単位・・・Ⓧ’ 

（コ）事業者全体のエネルギーの使用に係る原単位の対前年度比（%）・・・Ⓨ’＝Ⓦ’÷Ⓧ’×100 

※Ⓐ’の合計値は、特定-第２表の「夏期・冬期における電気需要平準化時間帯での昼間買電の熱量（GJ）」

×原油換算係数 0.0258（kl）の計算値と合っていることを確認してください。 

 

③Ⓔが事業ごとに異なり、事業者全体の原単位Ⓦが算出困難な場合 

事業分類ごとに、以下の数値を記入していくことにより、事業者全体の原単位の対前年度比Ⓩを求めます。

なお、この場合ⓋⓌⓍⓎの記入は不要です。 

（ア）エネルギーの使用量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとのエネルギー使

用量の合計値を記入・・・Ⓐ 

（イ）販売した副生エネルギーの量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの販売

した副生エネルギーの合計値を記入・・・ Ⓑ 

（ウ）購入した未利用熱の量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの購入した未

利用熱の合計値を記入・・・Ⓑ’ 

（エ）工場等内で使用したエネルギー量の事業分類ごとの合計値・・・Ⓒ＝Ⓐ－Ⓑ－Ⓑ’ 

（オ）Ⓐ、Ⓑ、Ⓑ’、Ⓒのそれぞれの合計値・・・Ⓢ、Ⓣ、Ⓣ’ 、Ⓤ 

（カ）事業分類ごとのⒸの値の、事業者全体の合計値Ⓤに対する構成割合（%）・・・Ⓓ＝Ⓒ÷Ⓤ×100 

※Ⓓの合計が 100%にならない場合は、Ⓒのうち構成割合が一番大きい値で調整することが望ましい。

ただし、新たに事業分類を追加した場合は、その事業については構成割合には含めないで「-（ハイフ

ン）」と記入してください。下記（サ）におけるⓛについても同様です。 

（キ）事業分類ごとの生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（記

入に際しては、④を参照）・・・Ⓔ 
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（ク）事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位・・・Ⓕ＝Ⓒ÷Ⓔ 

（ケ）事業分類ごとのエネルギーの使用に係る前年度の原単位・・・Ⓖ 

（コ）事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位の対前年度比（%）・・・Ⓗ 

（サ）ⒽをⒹによって重みづけした、原単位の対前年度比の変化率（寄与度）（%）・・・ⓛ＝Ⓓ×Ⓗ÷100

（①②③・・・） 

（シ）①②③・・・を足し上げた、エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度の合計値

（%）・・・Ⓩ 

※②及び③について、指定後の最初に提出する定期報告書は、ⓍⓎ又はⒼⒽⓛⓏについては記入可能な場

合に限り記入してください。 

 

③’Ⓔが事業ごとに異なり、事業者全体の電気需要平準化評価原単位Ⓦ’が算出困難な場合 

事業分類ごとに、以下の数値を記入していくことにより、事業者全体の電気需要平準化評価原単位の対前

年度比Ⓩ’を求めます。なお、この場合ⓋⓌ’Ⓧ’Ⓨ’の記入は不要です。 

（ア）エネルギーの使用量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとのエネルギー使

用量の合計値を記入（特定第３表１のⒶと同じ値を記入）・・・Ⓐ 

（イ）電気需要平準化時間帯の買電量（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの電気需要

平準化時間帯の買電量の合計値を記入・・・Ⓐ’ 

（ウ）販売した副生エネルギーの量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの販売

した副生エネルギーの合計値を記入（特定第３表１のⒷと同じ値を記入）・・・ Ⓑ 

（エ）購入した未利用熱の量の合計（原油換算 kl）：全ての工場等を事業分類し、事業分類ごとの購入した未

利用熱の合計値を記入（特定第３表１のⒷ’と同じ値を記入）・・・Ⓑ’ 

（オ）工場等内で使用したエネルギー量の事業分類ごとの合計値・・・Ⓒ’＝Ⓐ+Ⓐ’×(評価係数－1)－Ⓑ

－Ⓑ’ 

   ※Ⓒ’の評価係数は 1.3です。 

（カ）Ⓐ、Ⓑ、Ⓑ’、Ⓒ’のそれぞれの合計値・・・Ⓢ、Ⓣ、Ⓣ’、Ⓤ’ 

（キ）事業分類ごとのⒸの値の、事業者全体の合計値Ⓤに対する構成割合（%）・・・（特定第３表１のⒹと同

じ値を記入） 

（ク）事業分類ごとの生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（特

定第３表１のⒺと同じ値を記入）・・・Ⓔ 

（ケ）事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位・・・Ⓕ’＝Ⓒ’÷Ⓔ 

（コ）事業分類ごとのエネルギーの使用に係る前年度の原単位・・・Ⓖ’ 

（サ）事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位の対前年度比（%）・・・Ⓗ’ 

（シ）Ⓗ’をⒹによって重みづけした、原単位の対前年度比の変化率（寄与度）（%）・・・ⓛ’＝Ⓓ×Ⓗ’÷

100（①②③・・・） 

（ス）①②③・・・を足し上げた、エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄与度の合計値

（%）・・・Ⓩ’ 

※②’及び③’について、指定後の最初に提出する定期報告書は、Ⓧ’Ⓨ’又はⒼ’Ⓗ’ⓛ’Ⓩ’につい

ては記入可能な場合に限り記入してください。 

 

④生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値Ⓔ又はⓋ（以下「生産数量等」

という。）は、生産量、生産額、当該業務に供した施設の規模等のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ

値を記入し、（ ）内の名称の欄にその値の種類（例：延床面積、生産数量等）、単位の欄にその単位（㎡、

トン等）を記入してください。単位を数式とする場合（例：㎡×時間）は、式を構成する内容（例：延床面

積×営業時間）を値の種類として記入してください。ある期間については生産量、その他の期間については

生産額といった選択ではなく、１年間を通じて同一のものを選択してください。 

なお、前年度以前に本報告をした場合には、原則として、その際に用いた単位を用いて記入してください。

やむを得ない事情により単位を変更する場合には、その理由と、原則当該年度を含む過去５年度分の新旧単

位による生産数量等の対比表を欄外又は別紙に記入してください。 

 

生産数量等の記入に当たっては、巻末の別添資料１０に掲げる業種ごと又は別添資料１１に掲げる事業用

ビルの用途ごとの生産数量等の単位（補助単位として千又は百万等を使用）、換算方法等を参考に生産数量等

を記入してください。その数値については、原則、最下位を四捨五入して、エネルギーの使用に係る原単位

の変化率が「％（パーセンテージ）」で小数点第１位まで把握するために必要な桁数（有効数字）４桁をもっ
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た数字（例、102,500トン、33,740㎡）で記入してください。 

なお、原単位の計算結果が小さな数値（例、0.001234 等）になる場合は、密接な関係を持つ値を適宜桁

上げ（例、㎡→千㎡ 等）してください。 

また、ひとつの工場等において複数の製品を生産している場合等においては、当該工場等における主たる

製品を定め、主たる製品の生産量と、その他の製品を生産するのに要したエネルギー量で主たる製品を生産

したとした場合の主たる製品の生産量を合計した値を工場等全体の生産数量等として記入することができま

す。 

なお、生産数量等の換算を行った場合（別添資料１０に規定する換算を行った場合を除く。）には、その換

算の考え方を余白又は別紙に記入してください。 

生産数量の代わりに、生産額（付加価値生産額［例：生産額－原料額］）を用いる場合は、単位として円

（補助単位として千円又は百万円を使用）を記入してください。 

 

上記の方法で記入を行うことが不適当又は困難と考えられる場合には、当該工場等の生産数量等を表す適

当な方法で生産数量又は生産額（補助単位として千又は百万を使用）を記入してください。 

 

製造業等については生産数量又は生産額を記入する場合が多いと考えられますが、その他の業種について

は、生産数量又は生産額が適当ではない場合も多いため、生産数量又は生産額の代わりに、エネルギーの使

用量と密接な関係を持つ値、例えば、建物延床面積等のように、その業種・事業場に適したものを選択して

ください。例として、事業用ビルの用途ごとに別添資料１１に掲げる単位を参考にしてください。また、よ

り実態に即したものとするため、これらの項目を積の形や回帰式の形で使用しても構いません。 

 

⑤「対前年度比」の欄は、小数点以下第２位を四捨五入し百分率（％）で表記してください。
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●特定-第３表（改正省エネ法） 

特定－第３表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギー消費原単位等及び電気需要最適化評価原単位等 

１－１ エネルギー消費原単位等 

番 
 

号 

事業分類 

事業分類ごとのエネルギー消費原単位等の計算 

エネルギー

の使用量 

（原油換算

kl） 

 

（Ⓐ-1） 

非化石燃料の

補正を踏まえ

たエネルギー

の使用量（原

油換算 kl） 

 

（Ⓐ-1’）   

販売した副

生エネルギ

ーの量（原

油換算 kl） 

 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量 

（原油換算

kl） 

 

Ⓑ’ 

（Ⓒ-1）=

（Ⓐ-

1’）-Ⓑ-

Ⓑ’ 

（Ⓒ-1）の構

成割合（％） 

 

（Ⓓ-1）=（Ⓒ

-1）/（Ⓤ-1）

×100 

生産数量又は建

物延床面積その

他のエネルギー

の使用量と密接

な関係をもつ値 

 

Ⓔ 

エネルギー消

費原単位 

 

（Ⓕ-1）=（Ⓒ

-1）/Ⓔ 

前年度のエネ

ルギー消費原

単位 

 

（Ⓖ-1） 

エネルギー消費

原単位の対前年

度比（％） 

 

（Ⓗ-1）=（Ⓕ-

1）/（Ⓖ-1） 

×100 

エネルギー消

費原単位の対

前年度比の寄

与度（％） 

 

（Ⓘ-1）=（Ⓓ

-1）×（Ⓗ-

1）/100 

1 

工場等に係る

事業の名称 

           （①-1） 

 
細分類 

番号 

    (名称：   ) 

(単位：   ) 

2 

工場等に係る

事業の名称 

           （②-1） 

 細分類 

番号 

    (名称：   )  

(単位：   ) 

3 

工場等に係る

事業の名称 

           （③-1） 

 細分類 

番号 

    (名称：   )  

(単位：   ) 

事業者全体 

（Ⓢ-1） 

（合計） 

（Ⓢ-1’） 

（合計） 

Ⓣ 

（合計） 

Ⓣ’ 

（合計） 

（Ⓤ-1）

（合計） 

100% 

Ⓥ （Ⓦ-1） （Ⓧ-1） 
（Ⓨ-1）=（Ⓦ-

1）/（Ⓧ-1）×

100 

 

        

 (名称：   ) 

(単位：   ) 

   

（Ⓩ-1）= 

（①-1）+（②-

1）+（③-1）+… 

 

① 

② 
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１－２ 連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギー消費原単位等 

 

番 
 

号 

事業分類 

事業分類ごとのエネルギー消費原単位等の計算 

エネルギー

の使用量

（原油換算

kl） 

 

（Ⓐ-2） 

非化石燃料の補

正及び連携省エ

ネルギー措置を

踏まえたエネル

ギーの使用量

（原油換算 kl） 

 

（Ⓐ-2’）  

販売した副

生エネルギ

ーの量（原

油換算 kl） 

 

Ⓑ 

購入した未利

用熱の量（原

油換算 kl） 

 

Ⓑ’ 

（Ⓒ-2）=

（Ⓐ-2’）-

Ⓑ-Ⓑ’ 

（Ⓒ-2）の

構成割合

（％） 

 

（Ⓓ-2）=

（Ⓒ-2）/

（Ⓤ-2）×

100 

生産数量又は建

物延床面積その

他のエネルギー

の使用量と密接

な関係をもつ値 

 

Ⓔ 

エネルギー

消費原単位 

 

（Ⓕ-2）=

（Ⓒ-2）/Ⓔ 

前年度のエ

ネルギー消

費原単位 

 

（Ⓖ-2） 

エネルギー消

費原単位の対

前年度比

（％） 

 

（Ⓗ-2）=（Ⓕ

-2）/（Ⓖ-2） 

×100 

エネルギー消費

原単位の対前年

度比の寄与度

（％） 

 

（Ⓘ-2）=（Ⓓ-

2）×（Ⓗ-2）

/100 

1 

工場等に係る

事業の名称 

           （①-2） 

 細分類 

番号 

    (名称：   ) 

(単位：   ) 

2 

工場等に係る

事業の名称 

           （②-2） 

 細分類 

番号 

    (名称：   )  

(単位：   ) 

3 

工場等に係る

事業の名称 

           （③-2） 

 

細分類 

番号 

    (名称：   )  

(単位：   ) 

事業者全体  

（Ⓢ-2） 

（合計） 

（Ⓢ-2’） 

（合計） 

Ⓣ 

（合計） 

Ⓣ’ 

（合計） 

（Ⓤ-2） 

（合計） 

100% 

Ⓥ （Ⓦ-2） （Ⓧ-2） 
（Ⓨ-2）=（Ⓦ

-2）/（Ⓧ-2）

×100 

 

        

 

(名称：   ) 

(単位：   ) 

   （Ⓩ-2）= 

（①-2）+（②

-2）+（③-2）

+… 

 

② 
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２－１ 電気需要最適化評価原単位等 

番 
 

号 

事業分類 

事業分類ごとの電気需要最適化評価原単位等の計算 

エネルギー

の使用量

（原油換算

kl） 

 

（Ⓐ-1） 

電気需要最適

化及び非化石

燃料の補正を

踏まえたエネ

ルギーの使用

量（原油換算

kl） 

 

（Ⓐ’-1’） 

販売した副

生エネルギ

ーの量（原

油換算 kl） 

 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量

（原油換算

kl） 

 

Ⓑ’ 

（Ⓒ’-1）=

（Ⓐ’-1’）-

Ⓑ-Ⓑ’ 

（Ⓒ’-1）の

構成割合

（％） 

 

（Ⓓ’-1）=

（Ⓒ’-1）/

（Ⓤ’-1）×

100 

生産数量又は建

物延床面積その

他のエネルギー

の使用量と密接

な関係をもつ値 

 

Ⓔ 

電気需要最適

化評価原単位 

 

（Ⓕ’-1）= 

（Ⓒ’-1）/Ⓔ 

前年度の電気

需要最適化評

価原単位 

 

（Ⓖ’-1） 

電気需要最適化

評価原単位の対

前年度比（％） 

 

（Ⓗ’-1）= 

（Ⓕ’-1）/（Ⓖ’-

1）×100 

電気需要最適

化評価原単位

の対前年度比

の寄与度

（％） 

 

（Ⓘ’-1）= 

（Ⓓ’-1）×

（Ⓗ’-1）/100 

1 

工場等に係る

事業の名称 
 

      

 

   （①’-2） 

 
細分類 

番号 
    

(名称：   ) 

(単位：   ) 

2 

工場等に係る

事業の名称 
 

      
 

   （②’-2） 

 細分類 

番号 
    

(名称：   )  

(単位：   ) 

3 

工場等に係る

事業の名称 
 

      
 

   （③’-2） 

 細分類 

番号 
    

(名称：   )  

(単位：   ) 

事業者全体 

（Ⓢ-1） 

（合計） 

(Ⓢ’-1’) 

（合計） 

Ⓣ 

（合計） 

Ⓣ’ 

（合計） 

（Ⓤ’-1）

（合計） 

100% 

Ⓥ （Ⓦ’-1） （Ⓧ’-1） 
（Ⓨ’-1）=

（Ⓦ’-1）/

（Ⓧ’-1）×100 

 

        

 

(名称：   ) 

(単位：   ) 

   （Ⓩ’-1）＝

（①’-1）+（②’

-1）+（③’-1）+

… 

 

② 



74 

 

２－２ 連携省エネルギー措置を踏まえた電気需要最適化評価原単位

番 
 
 

号 

事業分類 

事業分類ごとの連携省エネルギー措置を踏まえた電気需要最適化評価原単位等の計算 

エネルギーの

使用量（原油

換算 kl） 

 

（Ⓐ-2） 

電気需要最適

化、非化石燃料

の補正及び連携

省エネルギー措

置を踏まえたエ

ネルギーの使用

量（原油換算

kl） 

 

（Ⓐ’-2’） 

販売した副

生エネルギ

ーの量（原

油換算 kl） 

 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量 

（原油換算

kl） 

 

Ⓑ’ 

（Ⓒ’-2）=

（Ⓐ’-2’）

×-Ⓑ-Ⓑ’ 

（Ⓒ’-2）

の構成割合

（％） 

 

（Ⓓ’-2）=

（Ⓒ’-2）/

（Ⓤ’-2）

×100 

生産数量又は建物

延床面積その他の

エネルギーの使用

量と密接な関係を

もつ値 

 

Ⓔ 

電気需要最

適化評価原

単位 

 

（Ⓕ’-2）= 

（Ⓒ’-2）/Ⓔ 

前年度の電気需

要最適化評価原

単位 

 

（Ⓖ’-2） 

電気需要最適化

評価原単位の対

前年度比（％） 

 

（Ⓗ’-2）= 

（Ⓕ’-2）/（Ⓖ’

-2）×100 

電気需要最適化

評価原単位の対

前年度比の寄与

度（％） 

 

（Ⓘ’-2）= 

（Ⓓ’-2）×

（Ⓗ’-2）/100 

1 

工場等に係る事

業の名称  

      

 

   （①’-2） 

 
細分類 

番号 
    

(名称：   ) 

(単位：   ) 

2 

工場等に係る事

業の名称 
 

      
 

   （②’-2） 

 細分類 

番号 
    

(名称：   )  

(単位：   ) 

3 

工場等に係る事

業の名称 
 

      
 

   （③’-2） 

 細分類 

番号 
    

(名称：   ) 

(単位：   ) 

事業者全体 

（Ⓢ-2） 

（合計） 

(Ⓢ’-2’) 

（合計） 

Ⓣ 

（合計） 

Ⓣ’ 

（合計） 

（Ⓤ’-2）

（合計） 

100% 

Ⓥ （Ⓦ’-2） （Ⓧ’-2） 
（Ⓨ’-2）=

（Ⓦ’-2）/

（Ⓧ’-2）×

100 

 

        

 

(名称：   ) 

(単位：   ) 

   （Ⓩ’-2）＝

（①’-2）+

（②’-2）+

（③’-2）+… 

 

② 
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①特定-第２表と同様に、特定-第３表についても、2024 年度報告に当たっては旧省エネ法に基づく数値と改正

省エネ法に基づく数値の両方を記入してください。記入に当たっては、下記の記入例のとおり、旧省エネ法

に基づく数値を（ ）書きで記入してください。 

 ※前年度のエネルギー消費原単位以降の記入欄は旧省エネ法に基づく数値のみの記入となります。 

 

 （記入例） 

 
 

 

②原単位の算出に当たっては、非化石燃料使用量に対して 0.8 を乗じて再計算したエネルギー使用量を用いま

す。１－１、１－２、２－１、２－２それぞれについて以下のとおり補正を行った数値を記入してください。 

 ※１－２、２－２については連携省エネルギー措置を実施している事業者のみ記入してください。 

 

 １－１：非化石エネルギーの補正を考慮 

 １－２：非化石エネルギーの補正、連携省エネルギー措置を考慮 

 ２－１：非化石エネルギーの補正、電気需要最適化係数を考慮 

 ２－２：非化石エネルギーの補正、電気需要最適化係数、連携省エネルギー措置を考慮 
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(5)特定-第４表  

事業者の過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況 

１ エネルギーの使用に係る原単位 

 年度 

 

年度 年度 年度 年度 ５年度間平均原

単位変化 

エネルギーの使用に係る原単位       

 対前年度比（％）  Ⓙ-1 Ⓚ-1 Ⓛ-1 Ⓜ-1  

連携省エネルギー措置を踏まえ

たエネルギーの使用に係る原単

位 

      

 対前年度比（％）  Ⓙ-2 Ⓚ-2 Ⓛ-2 Ⓜ-2  

備考 特定－第３表１－１、１－２において事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位の対前年度比の寄

与度から「事業者全体のエネルギーの使用に係る原単位の対前年度比（％）（Ⓩ-1）、（Ⓩ-2）」を求めた

場合は、対前年度比(％）のみ記入する。 

 

２ 電気需要平準化評価原単位 

 年度 

 

年度 年度 年度 年度 ５年度間平均原

単位変化 

電気需要平準化評価原単位       

 対前年度比（％）  Ⓙ’-1 Ⓚ’-1 Ⓛ’-1 Ⓜ’-1  

連携省エネルギー措置を踏まえ

た電気需要平準化評価原単位 

      

 対前年度比（％）  Ⓙ’-2 Ⓚ’-2 Ⓛ’-2 Ⓜ’-2  

備考  特定－第３表２－１、２－２において事業分類ごとの電気需要平準化評価原単位の対前年度比の寄与度

から「事業者全体の電気需要平準化評価原単位の対前年度比（％）（Ⓩ’-1）、（Ⓩ’-2）」を求めた場合は、

対前年度比(％）のみ記入する。 

 

①上段の「年度」には、当該年度を含む直近５年度間の年度を、当該年度が一番右の欄となるよう順に記入し

てください。原単位を５年度間把握していない場合には、把握している年度から順に右詰めで記入してくだ

さい。 

 

②「エネルギーの使用に係る原単位」、「電気需要平準化評価原単位」及び「対前年度比」の欄には、特定-第３

表の方法により算定した直近５年度間の数値を記入してください。ただし、特定-第３表において、「特定事

業者全体のエネルギーの使用に係る原単位の対前年度比(%)Ⓩ」、「特定事業者全体の電気需要平準化評価原単

位の対前年度比(%)Ⓩ’」を求めた場合は、対前年度比（％）のみ記入してください。「事業者全体としての

エネルギーの使用に係る原単位Ⓦ」「事業者全体としての電気需要平準化評価原単位Ⓦ’」を求めた場合、そ

の原単位については、原則、その変化率が「％（パーセンテージ）」で小数点第１位まで把握するために必要

な桁数（有効数字）４桁の値（例：0.1848、26.10）をもって記入してください。 

 

③「５年度間平均原単位変化」の欄には、過去５年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値を４乗根し、小数点

以下第２位を四捨五入し百分率(％) で表示してください。算出方法は以下のとおりです。 

＜エネルギーの使用に係る原単位＞ 

５年度間平均原単位変化（％）＝（Ⓙ×Ⓚ×Ⓛ×Ⓜ）１／４ 

（電子式卓上計算機で算出する場合、Ⓙ×Ⓚ×Ⓛ×Ⓜを行い、「√」キーを２回押せば算出できます。） 

＜電気需要平準化評価原単位＞ 

５年度間平均原単位変化（％）＝（Ⓙ’×Ⓚ’×Ⓛ’×Ⓜ’）１／４ 

① 

② 
③ 

① ② 
③ 

② 

 

③ 

 

② 

 
③ 
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（電子式卓上計算機で算出する場合、Ⓙ’×Ⓚ’×Ⓛ’×Ⓜ’を行い、「√」キーを２回押せば算出できま

す。） 

 

なお、直近５年度間の対前年度比の欄が満たされていない場合は、「５年度間平均原単位変化」の欄は記入

する必要はありません。 

※①、②及び③について、指定後の最初に提出する定期報告書では、指定以前の年度の値は記入可能な場

合に限り記入してください。 
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●特定-第４表（改正省エネ法） 

 

特定－第４表 事業者の過去５年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エ 

ネルギーの使用状況 

１ エネルギー消費原単位 

 

年度 年度 年度 年度 年度 

５年度間平均 

原単位変化 

エネルギー消費原単位       

 対前年度比（％）  Ⓙ-1 

 

 

Ⓚ-1 

 

 

Ⓛ-1 

 

 

Ⓜ-1 

 

 

 

連携省エネルギー措置を踏まえたエネ

ルギー消費原単位 

      

 対前年度比（％）  Ⓙ-2 

 

 

Ⓚ-2 

 

 

Ⓛ-2 

 

 

Ⓜ-2 

 

 

 

備考 特定－第３表１－１、１－２において事業分類ごとのエネルギー消費原単位の対前年度比の寄与度から

「事業者全体のエネルギー消費原単位の対前年度比（％）（Ⓩ-1）、（Ⓩ-2）」を求めた場合は、対前年度

比(％）のみ記入すること。 

 

２ 電気需要最適化評価原単位 

電気の使用量の集計区分 □ 月別     □ 時間帯別 

 年度 

 

年度 年度 年度 年度 ５年度間平均 

原単位変化 

電気需要最適化評価原単位       

 対前年度比（％）  Ⓙ’-1 

 

 

Ⓚ’-1 

 

 

Ⓛ’-1 

 

 

Ⓜ’-1 

 

 

 

連携省エネルギー措置を踏ま

えた電気需要最適化評価原単

位 

      

 対前年度比（％）  Ⓙ’-2 

 

 

Ⓚ’-2 

 

 

Ⓛ’-2 

 

 

Ⓜ’-2 

 

 

 

備考 特定－第３表２－１、２－２において事業分類ごとの電気需要最適化評価原単位の対前年度比の寄与度

から「事業者全体の電気需要最適化評価原単位の対前年度比（％）（Ⓩ’-1）、（Ⓩ’-2）」を求めた場合は、

対前年度比(％）のみ記入すること。 

 

 

 

 

  

① 

② 
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①特定-第４表１、２についても、旧省エネ法に基づく数値と改正省エネ法に基づく数値の両方を記載してくだ

さい。記入例は下記をご参照ください。 

 

   （記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、原単位の算出に当たり旧省エネ法に基づく数値と改正省エネ法に基づく数値の両方を記入いただく

のは、法改正前後における評価の継続性を担保するため、経過措置として実施することとしております。経

過措置については下記の図をご参照ください。 

 

      【経過措置のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②電気の使用量の集計区分（月別又は時間帯別）について、該当するものに「■」印又は「☑」印を付してく

ださい。 
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●特定-第４表（改正省エネ法）※続き 

 

３ 非化石エネルギーの使用状況 

３－１ 非化石電気の使用状況 

指標 

指標の範囲における 

全体のエネルギー使用量 

（原油換算 kl） 

非化石電気の使用状況 目標 

年度 年度 年度 年度 年度 
年度 

使用電気全体に占める 

非化石電気の比率 

 
％ ％ ％ ％ ％ ％ 

 

３－２ 定量目標の目安に関する指標の状況 

区

分 

対象 

となる 

事業 

指標 

指標の範囲における 

全体のエネルギー使用量 

（原油換算 kl） 

指標の状況 
定量目標

の目安 

目標 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

    
  

 

    

 

３－３ その他の指標の状況 

指標 

指標の範囲における 

全体のエネルギー使用量 

（原油換算 kl） 

指標の状況 
目標 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 

   
  

 
  

 

３－４ 非化石エネルギーの使用状況の算出に当たり、根拠となる情報 

 

 

 

 

 

備考 １ ３－１、３－２及び３－３では、中長期計画書に記載した目標に関する報告を行うこと。 

   ２ ３－１、３－２及び３－３の報告においては、以下に示すエネルギー種等について勘案した数値を

記載すること。 

① 他者に供給する熱・電気を発生させるために使用した化石燃料及び非化石燃料を分母分子から控

除。 

② 「重み付け非化石」に該当する電気については、非化石エネルギーへの転換に関する判断基準で定

める方法により補正した使用量を算入する。 

③ 特定第２表１－４に記載した証書等の原油換算エネルギー相当分を分子に加算すること。 

   ３ ３－１、３－２及び３－３の「指標の範囲における全体のエネルギー使用量（原油換算 kl）」には、

各指標の範囲で使用するエネルギーの使用量全体について、直近年度の値を記載する。 

   ４ ３－２及び３－３において、複数の指標に関する報告を行う場合は、必要な行を追加して行うこと。 

 

 

  

① 

⓪ 

② 
③ ④ 

⑤ 

⑥ 
③ ⑦ ⑧ 

⑨ 

⑩ 

② 

② ③ ④ 

⑪ 
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⓪特定-第４表では、非化石エネルギーの使用状況について実績等を報告いただきます。①非化石電気の使用状

況（３－１）、②定量目標の目安に関する指標の状況（３－２）、その他の指標の状況（３－３）及び①～③

の計算式等を記入する欄（３－４）で構成されており、下図のとおり業種によって報告時に記載が必要とな

る項目が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※）目安設定業種（５業種８分野） 

 鉄鋼業（高炉による製鉄業、電炉による製鉄業） 

 セメント製造業 

 製紙業（洋紙製造業、板紙製造業） 

 石油化学業（石油化学系基礎製品製造業、ソーダ工業） 

 自動車製造業 

 

また、非化石エネルギーの使用状況の算出に当たっては、下記３点に留意する必要があります。 

 

 Ⅰ 「重み付け非化石」に該当する電気の使用量を 1.2 倍する 

 自家発太陽光や重み付けの条件を満たしたオフサイト型 PPA 等、「重み付け非化石」に該当する電気につい

ては、別添資料７の（b）に示すとおり、非化石エネルギーの使用状況を算出する際、その使用量に 1.2 を

乗じて計算を行ってください。 

  ※ただし、燃料を投じるものを除く再エネ自家発電（太陽光発電、風力発電、地熱発電等）については、

下式のとおり熱量換算係数を 8.64（全電源平均係数）として再計算した上で、1.2を乗じてください。 

 

                                               

 

 

 Ⅱ 証書等の非化石エネルギーみなし量を化石エネルギー使用量と置き換え 

  非化石エネルギー使用状況の算出の際、証書等の非化石エネルギーみなし使用量を化石エネルギー使用量

と置き換えて計算してください。省エネ法で評価できる証書の種類等については別添資料９をご参照くだ

さい。 

 

 Ⅲ 他社に供給する熱・電気を発生させるために使用した燃料の使用量を分母・分子から控除 

  非化石エネルギー使用状況の算出の際、熱・電気供給の用に供するエネルギーを発生させるために使用し

た燃料の使用量は差し引いて計算をしてください。 

 

 上記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを踏まえ、非化石エネルギーの使用状況は下式のとおりとなります。 

 

   非化石エネルギーの使用状況 ＝ 
非化石エネルギーの使用量(重み付け非化石 1.2 倍)＋Ⅱ−Ⅲ

全エネルギー使用量(重み付け非化石 1.2 倍)−Ⅲ
 

  

非化石エネルギー使用状況の算出時に

おける再エネ自家発電気(※)の使用量 
＝発電量(千 kWh)×3.6(GJ/千 kWh) ×8.64/3.6 ×1.2 

通常のエネルギー使用量 全電源平均係数 

で再計算 

全事業者報告必須 

目安設定業種（※） 

のみ報告必須 

報告は任意 

（３－１） 

（３－２） 

（３－３） ⇒詳細は別冊を参照 



82 

 

①特定-第４表３－１には、事業者全体の使用電気（自家発含む）に占める非化石電気の比率について実績等を

記入してください。事業者全体で使用した電気には、電気事業者から購入した電気や、燃料を投じて発電し

た自家発電気の使用量（※）も含みます。また、本表において電気の使用量をエネルギー換算する際には、

いずれの電気の種類についても、使用量(千 kWh)に対して一次換算係数 8.64(GJ/千 kWh)を乗じて算出してく

ださい。また、「重み付け非化石」に該当する電気については、その使用量に 1.2 を乗じて算出してください

（別添資料７参照）。なお、本表は全ての事業者が記入必須です。 

 ※燃料を投じて発電した自家発電気の使用量は通常、投入燃料でエネルギーカウントするため、発電量は熱

量換算しませんが、非化石電気の使用状況の算出においてはこれも熱量換算して計算をしてください。 

 

②指標の範囲における全体エネルギー使用量の欄には、各指標に関する非化石エネルギー使用状況を算出する

にあたり計算の対象となるエネルギー使用量を記入してください。３－１では、事業者全体の電気の使用量

を記入してください。販売した電気は含みません。 

 

③各指標に関する非化石エネルギー使用状況の実績値について、年度ごとに右詰めで記入してください。 

 

④各指標について、目標とする数値と目標年度を記入してください。３－３においては、必ずしも目標年度を

2030 年度とする必要はありませんが、３－１及び３－２は必ず 2030 年度に設定してください。また、直近に

提出した中長期計画書に記入した内容と必ず一致させてください。 

 

⑤特定-第４表３－２では、業種ごとに国が設定する定量目標の目安に関して、実績等を記入してください。本

表は目安の設定がある５業種（⑥参照）のみ記入必須です。※その他の事業者は記入しないでください。 

 

⑥下表を参考に、区分、対象となる事業、指標を記入してください。該当する事業が複数ある場合は、記入欄

を増やして記入してください。なお、各指標の詳細な説明については別冊１をご参照ください。 

 

【定量目標の目安】 

区分 対象となる事業 指標 目安となる水準 

１Ａ 高炉による製鉄業 2013年度比石炭の使用量に係る原単位削減割合 ２％以上 

１Ｂ 電炉による製鉄業 
外部調達電気及び自家発電における非化石エネ

ルギー割合 
５９％以上 

２ セメント製造業 焼成工程における非化石燃料の使用割合 ２８％以上 

３Ａ 洋紙製造業 

①主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

②主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

③ ５９％以上 

 

３Ｂ 板紙製造業 

①主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

②主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

④ ５９％以上 

 

４Ａ 石油化学系基礎製品製造業 

①主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

②主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

⑤ ５９％以上 

 

４Ｂ ソーダ工業 

①主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

②主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

⑥ ５９％以上 

 

５ 自動車製造業 
外部調達電気及び自家発電における非化石エネ

ルギー割合 
５９％以上 

 

⑦定量目標の目安の欄には、上表に記載されている「目安となる水準」をそのまま記載してください。また、

目標年度は 2030年度としてください。 
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⑧目標の欄には、目安となる水準に対する 2030年度の目標値を記載してください。目標年度は 2030年度として

ください。また、直近に提出した中長期計画書に記入した内容と必ず一致させてください。 

⑨特定-第４表３－３では、任意に設定した指標に関する実績等を記入してください。ただし、本表の記入は任

意です。 

 

⑩指標の設定に当たっては、事業者全体の非化石比率を向上するために特に有効と考えられる指標としてくだ

さい。 

 

 ※任意指標の例 

 事業者全体のエネルギー使用に占める非化石エネルギー割合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

 ○○製造工程における非化石エネルギー使用割合 

 給湯用の熱エネルギー使用に占める非化石エネルギー割合 

 

 ⑪特定-第４表３－４には、３－１、３－２、３－３の計算式等、非化石エネルギーの使用状況の算出にあたり

根拠となる情報を記入してください。 
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(6)特定-第５表  

特定-第５表 エネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位が改善できなかった場合の理由 

１ 事業者の過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位（連携省エネルギー計画の認定を受けた場合は連

携省エネルギー措置を踏まえた原単位。以下この表及び２において同じ。）が年平均１％以上改善できなかっ

た場合（イ）又は事業者のエネルギーの使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ロ）の理

由 

（イ）の理由 

 

 

 

 

（ロ）の理由 

 

 

 

 

備考 （イ）及び（ロ）共に該当する場合、双方記載すること。 

 

２ 事業者の過去５年度間の電気需要平準化評価原単位が年平均１％以上改善できなかった場合（ハ）又は事

業者の電気需要平準化評価原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ニ）の理由 

（ハ）の理由 

 

 

 

 

（ニ）の理由 

 

 

 

 

備考 （ハ）及び（ニ）共に該当する場合、双方記載すること。 

 

①特定-第５表を記入するに当たって、「事業者の過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均１％

以上改善できなかった場合（イ）」及び「事業者の過去５年度間の電気需要平準化評価原単位が年平均１％以

上改善できなかった場合（ハ）」とは、特定-第４表の５年度間平均原単位変化が 99.0(％) を超えた場合が該

当します。 

②「事業者のエネルギーの使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ロ）」及び「事業者の電気

需要平準化評価原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ニ）」とは、特定-第４表の対前年度比Ⓜ又は

Ⓜ’が 100.0％以上の場合が該当します。 

 

５年度間平均原単位変化又は対前年度比が改善できなかった場合の理由として、下記を参考に改善できなか

った原因を出来るだけ定量的に分析し、簡潔にまとめて記入してください。その際、原因となった工場等が

あればその名称も記入してください。 

［改善できなかった理由等の事例］ 

・製品価格の低下、付加価値生産額の減少、出荷・販売金額の減少 

① 

② 

① 

② 
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・生産抑制、減産対策（生産重量、生産個数等の減少） 

・生産設備の故障、トラブル 

・生産設備の劣化、効率の低下 

・生産構成の変動（工場間の生産品目移転、分社化、外注化、海外移転、自社製造化等） 

・原材料等の構成の変動 

・市場ニーズ対応（小ロット多品種化、高級化、高付加価値化等） 

・環境対策（公害防止、地域環境対策、作業環境対策等） 

・生産性向上対策（自動化、ロボット化、生産能率向上対策化等） 

・資源保護対策（原材料の再使用、再利用等） 

・生産空調（クリーンルーム、恒温室等）の増強 

・気候異変（猛暑、厳寒、渇水等） 

・試運転、試作品等の増加 

・燃料等の構成の変動（燃料転換、廃棄物燃料等の割合の増減等） 

    ・運転時間の変動 

    ・蓄電池システムの導入など 

    ・エネルギー種転換（熱⇔電気） 
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●特定-第５表（改正省エネ法） 

特定－第５表 エネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況が改善できな

かった場合の理由 

１ （略） 

 

２ （略） 

 

３ 非化石エネルギーの使用状況が向上しなかった場合の理由 

 

 

 

 

 

 

 

①特定-第４表３－１、３－２、３－３において、前年度から非化石エネルギー使用状況が向上しなかった場合、

その理由を記入してください。 

 

 

  

① 



 

87 

 

(7)特定-第６表 

特定‐第６表 ベンチマーク指標の状況（該当する事業者のみ記入） 

区分 
 

対象とな
る事業の
名称 

(セクター) 

対象事業の 
エネルギー 
使用量 

（原油換算
kl） 

ベンチマーク指標の状況（単位） 
ベンチマ
ーク指標
の見込み 

達成
率 

目標年
度におけ
る目標値 
（単位） 

年度 年度 年度 年度 年度 

           

           

           

 

備考 １ 「区分」の欄には、判断基準の別表第５に規定する区分のいずれかを記入すること。 

   ２ 「ベンチマーク指標の見込み」の欄には、昨年度以前で直近に提出した中長期計画書に記載した、

当該ベンチマーク指標の見込みを記載すること。 

   ３ 「達成率」の欄には、以下の計算式で計算される値を記入すること。 

      達成率 ＝ （① － ②）／（① － ③） 

ただし、①は本報告の報告対象年度の前年度のベンチマーク指標の値、②は本報告の報告対象年度

のベンチマーク指標の値、③は昨年度以前で直近に提出した中長期計画書に記載した、本報告の報

告対象年度のベンチマーク指標の見込みとする。 

 

※重要※ 改正省エネ法におけるベンチマーク指標の計算について 
改正省エネ法におけるベンチマーク指標の計算に当たっては、引き続き［旧省エネ法］におけるエネルギー

の定義、熱量換算に基づき計算する必要がございます。令和５年度に提出する中長期計画書、令和６年度に提

出する定期報告書のベンチマーク指標の計算に当たっては［旧省エネ法］におけるエネルギーの定義、熱量換

算に基づき計算してください。 

旧省エネ法におけるエネルギーの定義、熱量換算に基づき計算し、報告する数値は、「各年度のベンチマーク

指標の値」、「ベンチマーク指標の算出に当たり、参考となる値」、「ベンチマーク指標の状況に関し、参考とな

る情報」、「電力供給業のベンチマーク指標の算出に関し、参考となる情報」、「各年度のベンチマーク指標の見

込み」、「目標年度における目標値」等となります。  

 

ベンチマーク指標の詳細な説明については、別冊２をご参照ください。 

 

① 特定-第６表は、 判断基準の別表第５（以下「別表第５」という。）に示すベンチマーク指標に掲げられた

事業のみでエネルギーの年度（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう）の使用量が原油換算エネルギー使

用量の数値で 1,500 キロリットル以上である事業者のみ記入してください。これに該当しない事業者は、

欄全体に斜線を引いてください。 

 

② 区分の欄は、別表第５の番号から選択して記入してください。 

 

③ 対象となる事業の名称には、当該のセクターごとに実施している事業の名称を記入してください。事業の

名称は別表第５に示される事業の名称を記入してください（特定-第３表における事業名とは異なる場合が

あります）。複数の事業を行う事業者は該当する事業の名称を全て記入してください。 

 

④ 該当する事業者は、当該のセクターごとにエネルギー使用量を原油換算 klの単位で記入してください。 

 

⑤ ベンチマーク指標の状況には、報告対象年度を含む過去５年度間の事業において、別表第５に示すベンチマ

ーク指標の算定方法に従って算定した指標の数値と単位を記入してください。ベンチマーク指標が複数指定

されている場合は、指定されている指標の数値と単位を全て記入してください。左側から年度順に記入して

ください（一番右側は、本定期報告書の報告対象年度の実績の数値となります）。 

※2017 年度以降にベンチマーク制度対象となった事業及びベンチマーク指標の算定方法に変更のあった事

業については、その報告が開始された年度以降の実績値を記載してください。 

① 

④ ⑤ ③ ② ⑥ ⑦ ⑧ 
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⑥ ベンチマーク指標の見込みは、昨年度（提出免除の事業者は直近）に提出した中長期計画書に記載した報告

対象年度のベンチマーク指標の見込みの数値を記入してください。当該中長期計画書で見込みの数値を記載

していない場合は、（－）を記入してください。（「３．中長期計画書（様式第８）について」の「ベンチマ

ーク指標の見込み」記載方法を参照） 

 

⑦ 達成率は、報告対象年度のベンチマーク指標の見込みに対する報告対象年度の実績の割合です。中長期計画

書に記載した報告対象年度の計画値に対する、実績値の達成度合を示します。⑥でベンチマーク指標の見込

みに（－）を記入している等により達成率が算出できない場合は、（－）を記入してください。 

（報告対象前年度のベンチマーク指標の値－報告対象年度のベンチマーク指標の値）÷（報告対象前年度の

ベンチマーク指標の値－昨年度（提出免除の事業者は直近）に提出した中長期計画書に記載した報告対象年

度のベンチマーク指標の見込み）×100 

 

⑧ 目標年度（2030 年度）における目標値は、中長期計画書と同様に、目標年度におけるベンチマーク指標の

見込みを記入してください。目標年度におけるベンチマーク指標の見込みが未定の場合は、（－）を記入し

てください。 

 

【記入例】 

特定－第６表 ベンチマーク指標の状況（該当する事業者のみ記入） 

区
分 
 

対象とな
る事業の
名称 

(セクター) 

対象事業の 
エネルギー 
使用量 

（原油換算
kl） 

ベンチマーク指標の状況（単位） 
ベンチマ
ーク指標
の見込み 

達成
率 

目標年度
における
目標値 
（単位） 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 

3 セメント 

製造業 

500,000 4,100 

MJ/t 

4,100 

MJ/t 

4,080 

MJ/t 

4,050 

MJ/t 

4,000 

MJ/t 

3,950 

MJ/t 

50％ 3,739 

MJ/t 

6

A 

石油化学系基礎 

製品製造業 

200,000 12.1 

GJ/t 

12.0 

GJ/t 

12.0 

GJ/t 

11.8 

GJ/t 

11.8 

GJ/t 

11.7 

GJ/t 

0％ 11.9 

GJ/t 

           

2022年度の定期報告における達成率（％）の算出方法 

＝（2021年度実績－2022年度実績）÷（2021年度実績－ベンチマーク指標の見込み）×100 

＝（4,050-4,000）÷（4,050-3,950）×100 ＝50÷100×100 ＝50%  
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【ベンチマーク指標】（別表第５） 

区分 事業 ベンチマーク指標 目指すべき水準 

１Ａ 高炉による製鉄業 粗鋼量当たりのエネルギー使用量 0.531kl/t以下 

 

 

１Ｂ 電炉による 

普通鋼製造業 

炉外精錬工程通過の有無を補正した上工程の原単位 

（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と 

製造品種の違いを補正した下工程の原単位 

（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和 

0.150kl/t以下 

 

 

１Ｃ 電炉による 

特殊鋼製造業 

炉容量の違いを補正した上工程の原単位 

（粗鋼量当たりのエネルギー使用量）と 

一部工程のエネルギー使用量を控除した下工程の原単位 

（出荷量当たりのエネルギー使用量）の和 

 

0.360kl/t以下 

 

 

２Ａ 電力供給業 火力発電効率Ａ指標 

火力発電効率Ｂ指標 

Ａ指標：1.00以上 

Ｂ指標：44.3％以

上 

 

２Ｂ 石炭火力電力供給

業 

当該事業を行っている工場の石炭火力発電の効率 43.00%以上 

 

 

３ セメント製造業 原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれ

の工程における生産量（出荷量）当たりのエネルギー使

用量の和 

3739MJ/ｔ以下 

４Ａ 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量 再エネ使用率 

72％以上： 

6626MJ/t 以下 

再エネ使用率 

72％未満： 

(－23664× 

(再エネ使用率) 

＋23664) MJ/t以下 

４Ｂ 板紙製造業 製造品種の違いを補正した板紙製造工程の板紙生産量あ

たりのエネルギー使用量 

 

4944MJ/t 以下 

５ 石油精製業 石油精製工程の標準エネルギー使用量（当該工程に含ま

れる装置ごとの通油量に適切であると認められる係数を

乗じた値の和）当たりのエネルギー使用量 

0.876 以下 

６Ａ 石油化学系 

基礎製品製造業 

エチレン等製造設備におけるエチレン等生産量当たりの

エネルギー使用量 

11.9 GJ/t 以下 

６Ｂ ソーダ工業 電解工程の電解槽払出苛性ソーダ重量当たりのエネルギ

ー使用量と 

濃縮工程の液体苛性ソーダ重量当たりの蒸気使用量の和 

3.00 GJ/t 以下 

７Ａ 通常コンビニエン

スストア 

 

当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量

を当該店舗の売上高の合計量にて除した値 

707kＷ h/百万円以

下 

７Ｂ 小型コンビニエン

スストア 

308kＷ h/百万円以

下 

８ ホテル業 当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を 

当該ホテルと同じ規模、サービス、稼働状況のホテルの 

平均的なエネルギー使用量で除した値。 

0.723以下 

９ 百貨店業 当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を 

当該百貨店と同じ規模、売上高の百貨店の 

0.792以下 
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平均的なエネルギー使用量で除した値。 

10 食料品スーパー業 

 

当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を 

当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状況の店舗の 

平均的なエネルギー使用量で除した値。 

0.799以下 

11 ショッピング 

センター業 

当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を 

延床面積にて除した値 

 

0.0305kl/㎡以下 

12 貸事務所業 当該事業を行う事業所における延床面積当たりの 

エネルギー使用量を面積区分ごとに定める基準値で 

除した値 

1.00以下 

13 大学 当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業の 

エネルギー使用量を①と②の合計量にて除した値を、 

キャンパスごとの当該事業のエネルギー使用量により 

加重平均した値 

① 文系学部とその他学部の面積の合計に0.022を乗じた

値 

② 理系学部と医系学部の面積の合計に0.047を乗じた値 

0.555以下 

14 パチンコホール業 当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を 

①から③の合計量にて除した値を、 

店舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値 

① 延床面積に0.061を乗じた値 

② ぱちんこ遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じ

た値に0.061を乗じた値 

③ 回胴式遊技機台数に年間営業時間1/1000を乗じた値

に0.076を乗じた値 

0.695以下 

15 国家公務 当該事業を行っている事業所における当該事業のエネル

ギー使用量を①から③までの合計量にて除した値を、 

事業所ごとの当該事業のエネルギー使用量により 

加重平均した値 

① 電算室部分の面積に0.2744を乗じ、96.743を加えた

値 

② 電算室部分以外の面積に0.023を乗じた値 

③ 職員数に0.191を乗じた値 

0.700以下 

16 データセンター業 当該事業を行っている事業所におけるエネルギー使用量 

（データセンター業の用に供する施設に係るものに限

る。単位 kWh）を 

当該事業を行っている事業所におけるＩＴ機器の 

エネルギー使用量（データセンター業の用に供する 

施設に係るものに限る。単位 kWh）にて除した値 

1.4以下 

17 圧縮ガス・液化ガ

ス製造業 

製造品種の違いを補正した深冷分離法による圧縮ガス・

液化ガス生産量当たりのエネルギー使用量 

 

LNG 冷熱利用事業

者： 

0.077kl/千 N㎥以下 

その他の事業者： 

0.157kl/千 N㎥以下 
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(8)特定-第７表 

特定‐第７表 判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報 

１－１ 判断基準のベンチマーク指標の算出に当たり、根拠となる情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 判断基準のベンチマーク指標の算出に当たり補正係数を用いる場合には、補正前のベンチマーク指標、

補正の根拠となる値及び補正算定式を記入すること。 

２ 洋紙製造業（４Ａ）のベンチマーク指標報告事業者は、当該事業における再生可能エネルギーの使用

率及びその種類を記入し、再生可能エネルギー使用率が 72％未満の者は、当該使用率に応じたベンチ

マーク目標値及びその算定式を記入すること。 

３ 貸事務所業（12）のベンチマーク指標報告事業者は、ベンチマーク指標の算出に当たり用いた面積区

分（判断基準の別表第５ 備考６に規定する面積区分をいう。）ごとのエネルギー使用量及び延床面積

を記入すること。また、ベンチマーク指標の算出に当たり特殊なエネルギー使用量及び特殊なエネル

ギー使用面積（判断基準の別表第５ 備考７に規定する「特殊なエネルギー使用量」及び「特殊なエ

ネルギー使用面積」をいう。）を控除した場合には、当該エネルギー使用量及び使用面積を記入するこ

と。 

 

１－２ 判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特定-第７表 １－１及び特定-第７表 １－２は、別表第５に示される事業を実施している事業者のみ記入

することができます。対象事業を行っていない場合には、斜線を引いてください。 

②電炉による普通鋼製造業、電炉による特殊鋼製造業、洋紙製造業、板紙製造業、貸事務所業及び圧縮ガス・

液化ガス製造業のいずれかに該当する事業者は、ベンチマーク指標等の算出に当たり根拠となる情報を特定-

第７表 １－１に記入してください。 

③特定-第７表 １－２には、ベンチマーク指標の状況に関し、ベンチマーク指標の当該年度の状況を別表第５

に示されている目指すべき水準と比較する等の分析を行い、対象となる事業所名、未達の理由及び当該事業

者が抱えている事情等、参考となる情報を記入してください。 
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特定‐第７表 

２ 電力供給業のベンチマーク指標の算出に関し、参考となる情報 

発電方式 発電効率 

（％） 

火力発電量に占める発電量比率 

（％） 

石炭による火力発電   

可燃性天然ガス及び

都市ガスによる火力

発電 

  

石油その他の燃料に

よる火力発電 
  

備考 電力供給業のベンチマーク指標の算出に関して用いた発電方式ごとの「発電効率」と「火力発電量に占

める発電量比率」を記入すること。 

 

設備の名称  

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、③熱量構成比（％）、④原料原産

国（バイオマスのみ記入）） 

 

設備から得られた電気のエネルギー量（千 kWh）  

設備から得られた熱のエネルギーのうち熱として活用された量

（GJ） 

 

設備に投入したエネルギー量（GJ）  

 設備に投入した副生物のエネルギー量（GJ）  

設備に投入したバイオマスのエネルギー量（GJ）  

設備に投入した水素のエネルギー量（GJ）  

設備に投入したアンモニアのエネルギー量（GJ）  

備考 電力供給業のベンチマーク指標の算出に関して用いた発電設備のうち、副生物、バイオマス、水素又は

アンモニアを投入した発電設備については投入した副生物、バイオマス、水素又はアンモニアのエネルギ

ー量等、熱電併給型動力発生装置については熱として活用した量等を記入すること。 

 

改正省エネ法における特定-第７表 ２の「電力供給業のベンチマーク指標の算出に関し、参考となる情報」

の記載に当たっては、引き続き［旧省エネ法］におけるエネルギーの定義、熱量換算に基づき計算してくださ

い。  

 

① 特定-第７表 ２は、電力供給業又は石炭火力電力供給業に該当する事業者のみ記入ください。 

② １つ目の表において、電力供給業に該当する事業者は、燃料種別の火力発電方式ごとに「発電効率」と「火

力発電量に占める発電量比率」を記入してください。 

③ ２つ目の表において、電力供給業又は石炭火力電力供給業に該当する事業者は、副生物若しくはバイオマス、

水素、アンモニアを投入した発電設備又は熱電併給型動力発生装置について記入してください。 

※別添資料１２記載例参照 

 

特定‐第７表 

３ 電力供給業のベンチマーク指標の向上に関して共同で実施した措置に関し、参考となる情報 
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① 電力供給業又は石炭火力供給業のベンチマーク制度の対象事業者同士で、ベンチマーク指標の向上に向けた

共同取組を実施している場合は記入してください。 

② 共同取組を行った事業者は共同取組の内容、共同する相手などを記入してください。 

 

(9)特定-第８表 

特定－第８表 事業者のエネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵守状況 

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準 

Ⅰ－１ 全ての事業者が取り組むべき事項 

（１）取組方針の策定 
□ 策定している 

□ 策定していない 

 

設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針（中長期的な計

画を含む。以下「取組方針」という。）を定めること。 

取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、当該目標を達成するための設備の運

用、新設及び更新に対する方針を含めること。 

□ 全て含めている 

□ 大半含めている 

□ 一部含めている 

□ 含めていない 

（２）管理体制の整備 

設置している全ての工場等について、全体として効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化

を図るための管理体制を整備すること。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（整備完了予定年    年度） 

（３）責任者等の配置等 □ 配置済み 

□ 一部配置している 

□ 配置していない  
(2)で整備された管理体制に「エネルギー管理統括者」、「エネルギー管理企画推進者」並びに

「エネルギー管理者」及び「エネルギー管理員」を配置すること。 

①エネルギー管理統括者の責務 □ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

 

ア．設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する業務（エネルギーを

消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持、新設、改造及び撤去並び

にエネルギーの使用の方法の改善及び監視）の実施状況等を把握すること。 

イ．取組方針に従い、エネルギー管理者及びエネルギー管理員に対し取り組むべき業務を指示す

るなど、当該取組方針に掲げるエネルギーの使用の合理化に関する目標の達成に係る監督を

行うこと。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

ウ．取組方針の遵守状況やエネルギー管理者及びエネルギー管理員からの報告等を踏まえ、次期

の取組方針の案を取りまとめ、取締役会等の業務執行を決定する機関への報告を行うこと。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

エ．エネルギーの使用の合理化に資する人材（エネルギー管理者及びエネルギー管理員等）を育

成すること。 

□ 実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

②エネルギー管理企画推進者の責務 □ 実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない  
エネルギー管理統括者とエネルギー管理者及びエネルギー管理員の間の意思疎通の円滑化を図る

こと等によりエネルギー管理統括者の業務を補佐すること。 

③現場実務を管理する者の責務 □ 全ての工場等で実施している 

□ 大半の工場等で実施している 

□ 一部の工場等で実施している 

□ 実施していない 

 

ア．設置している工場等ごとにおけるエネルギーの使用の合理化に関する業務（エネルギーを消

費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方

法の改善及び監視）の実施状況等を把握すること。 

イ．取組方針やエネルギー管理統括者からの指示等を踏まえ、エネルギーの使用の合理化に関す

る業務を確実に実施すること。 

□ 全ての工場等で実施している 

□ 大半の工場等で実施している 

□ 一部の工場等で実施している 

□ 実施していない 

ウ．ア．のエネルギー管理を踏まえた工場等のエネルギーの使用の合理化の状況に係る分析結果

についてエネルギー管理統括者に対する報告を行うこと。 

□ 全ての工場等で実施している 

□ 大半の工場等で実施している 

□ 一部の工場等で実施している 

□ 実施していない 

（４）資金・人材の確保 

エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を確保すること。 

□ 実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（５）従業員への周知・教育 

設置している全ての工場等における従業員に取組方針の周知を図るとともに、工場等におけるエ

ネルギーの使用の合理化に関する教育を行うこと。 

□ 実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 
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（６）取組方針の遵守状況の確認等 

客観性を高めるため内部監査等の手法を活用することの必要性を検討し、その設置している工

場等における取組方針の遵守状況を確認するとともに、その評価を行うこと。なお、その評価

結果が不十分である場合には改善を行うこと。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（７）取組方針の精査等 

取組方針及び遵守状況の評価方法を定期的に精査し、必要に応じ変更すること。 

□ 実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（８）文書管理による状況把握 

(1)取組方針の策定、(2)管理体制の整備、(3)責任者等の配置等、(6)取組方針の遵守状況の確認

等及び(7)取組方針の精査等の結果を記載した書面を作成、更新及び保管することにより、状況

を把握すること。 

□ 実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 
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Ⅰ－２ 

１ 工場等単位、設備単位での基本的実施事項 

（１）設備の運転効率化や生産プロセスの合理化等による生産性の向上を通じ、エネルギーの使用の

合理化を図ること。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（２）エネルギー管理に係る計量器等の整備を行うこと。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（整備予定年    年度） 

（３）エネルギー消費量の大きい設備の廃熱等の発生状況を、優先順位等をつけて把握・分析し課題

を抽出すること。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（４）既存の設備に関し、エネルギー効率や老朽化の状況等を把握・分析し、エネルギーの使用の合

理化の観点から更新、改造等の優先順位を整理すること。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（５）エネルギーを消費する設備の選定、導入においては、エネルギー効率の高い機器を優先すると

ともに、その能力・容量に係る余裕度の最適化に努めること。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

（６）休日や非操業時等においては、操業の開始及び停止に伴うエネルギー損失等を考慮した上でエ

ネルギー使用の最小化に努めること。 

□ 実施している 

□ 大半で実施している 

□ 一部実施している 

□ 実施していない 

Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 

ISO50001 の活用状況 

□ 認証取得している 

□ 認証取得を検討している 

（取得予定年    年度） 

□ 検討していない 
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①Ⅰ及びⅡの各項目について、該当するものに「■」印又は「☑」印を付して、年度を記載する項目につい

ては、整備完了・整備する予定年度を記入してください。選択肢の中に、「大半含めている/大半で実施し

ている/大半の工場等で実施している」と「一部含めている/一部実施している/一部の工場等で実施してい

る」については、それぞれの事項について全てが定量的に判断できるものではなく、例えば定量的に判断

する場合は、対応が過半数に達して場合は「大半で実施している等」を、そうでない場合は「一部実施し

ている等」を選択し、定量的に判断が困難な場合は、事業者の取組状況等を総合的に勘案して判断してく

ださい。 

 

②各項目については、以下に従って記入してください。 

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準 

Ⅰ-１ 全ての事業者が取り組むべき事項 

・1-1⑴取組方針の策定 

 「エネルギーの使用の合理化の取組方針(中長期的な計画を含む。)」については、省エネの目標、省エネ

設備の新設・更新等に関する事項を明確にしている場合には「整備している」の項目に「■」印又は「☑」

印を付してください。例えば、取組方針はエネルギーの使用に係る原単位、電気需要平準化評価原単位や

中長期計画書の内容をベースに設定する方法もあります。 

 取組方針を「策定していない」を選択した場合、１－１⑶①ｲ､ｳ、③ｲ、⑸から⑻は「実施していない」を

選択してください。 

 

・1-1⑵管理体制の整備 

全体として効率的かつ効果的な管理体制とは、例えば、本社事務所にエネルギー管理統括者を中心とした

体制（委員会など）を整え、省エネのためのＰＤＣＡを回すための体制が整備されていることなどがあげ

られます。 

 

・1-1⑶責任者等の配置等 

 「エネルギー管理企画推進者」、「エネルギー管理者」又は「エネルギー管理員」が「選任中」（選任すべき

事由が生じた日から六月以内）の場合には、定期報告書の作成実務者（作成実務者）を当該「エネルギー

管理企画推進者」、「エネルギー管理者」又は「エネルギー管理員」が「配置済み」とみなしてください。 

 ①～③についても、「選任中」の場合に作成実務者等が実務をこなしている場合は、「配置済み」とみなし

てください。 

 ③現場実務を管理する者の責務は、指定工場等を持たない工場・事業場も対象となり、全ての事業者が報

告する必要があります。 

 

・1-1⑷資金・人材の確保 

エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金及び人材を確保している場合には、「実施している」の

項目に「■」印又は「☑」印を付してください。例えば、省エネ設備投資のための予算確保等、省エネに

関する資格取得を推進すること等があります。 

 

・1-1⑸従業員への周知・教育 

設置している工場等又は加盟している工場等における従業員への取組方針の周知の実施状況及びエネルギ

ーの使用の合理化に関する教育を実施している場合は「実施している」の項目に「■」印又は「☑」印を

付してください。例えば、取組方針を社内掲示板やイントラネットを活用して周知を図ること、社内研修

や講習会等を通じて省エネに関する教育を図ること等があります。 

 

・1-1⑹取組方針の遵守状況の確認等 

取組方針の遵守状況の確認・評価、改善指示を実施している場合には、「実施している」の項目に「■」印

又は「☑」印を付してください。省エネのためのＰＤＣＡサイクルを回すための重要な項目で取組方針の

実施状況として、その達成度や問題点を把握し、改善していくことを求めているものです。 

 

・1-1⑺取組方針の精査等 

策定された取組方針とその評価方法の定期的なチェックがなされ、（必要に応じ）改正がなされている場合

には、「実施している」の項目に「■」印又は「☑」印を付してください。 

 



97 

 

・1-1⑻文書管理による状況把握 

書面を電子化した場合には、必ずしも書面で保管しておく必要はありません。作成・更新・保管をしてい

る場合は「実施している」の項目に「■」印又は「☑」印を付してください。例えば、社内規程や報告書

として保存していることなどがあります。 

 

・Ⅰ-2  

・１ 工場等単位、設備単位での基本的実施事項 

 ⑴から⑹の基本的実施事項を行うにあたり、取組方針や工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関す

る事業者の判断の基準（平成 21年経済産業省告示第 66号）などを参考に実施状況について該当する項目に

「■」印又は「☑」印を付してください。 

 

・Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 

ISO50001 を認証取得している場合は「実施している」の項目に「■」印又は「☑」印を付してください

（事業所単位で認証取得している場合も含む）。 

 

●特定-第８表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 
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(10)特定-第９表 

特定-第９表 その他事業者が実施した措置 

１ エネルギーの使用の合理化に関する事項 

 

                                措 置 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

２ 電気の需要の平準化に資する措置に関する事項 

 

                                措 置 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

① 当該年度において、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し実施した省エネルギー活動、

体制整備等の措置について記入してください。なお、特定の工場等のみで実施した措置である場合には、該

当する工場等の名称も付記してください。 

［記入例］ 

・省エネルギー推進組織の新設又は整備若しくは活動 

・エネルギー診断担当業務組織の新設又は整備若しくは活動 

・省エネルギー活動計画の策定及び実施の状況 

・エネルギー効率向上のための基準の策定、改廃の状況 

・エネルギー効率向上のための設備等の整備 

・共同省エネルギー事業の実施 

  

① 

① 
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３ 中長期計画書記載事項の実施状況 

内容 
中長期計画
作成指針 

該当する工場等 
中長期計画書
記載の有無 

実施状況 

     

     

     

備考 「内容」の欄、「中長期計画作成指針」の欄及び「該当する工場等」の欄には、昨年度以前で直近に提出

した中長期計画書のⅡの３に記載した、本報告の報告対象年度に実施する予定の計画を記載すること。 

 

① 昨年度（提出免除の事業者は直近）に提出した中長期計画書において、報告対象年度に実施することとさ

れている内容を転記してください。なお、中長期計画書に記載がないものについてもここに記載することは可

能です。その場合、「中長期計画書記載の有無」は「無」、それ以外の場合は「有」と記載してください。 

 

② 記載した各計画内容の実施状況を記載してください。なお、複数年度にわたって実施する事項について

は、報告対象年度に実施予定であった部分の実施状況を記載してください。 

 

○：予定通り実施 

△：計画より小規模の投資、実施の遅延があったが実施 

×：未実施 

―：中長期計画書に記載なし 

  

① ② 
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４ 新設した発電専用設備に関する事項（該当する事業者のみ記入） 

設備の名称  

設備を設置した工場等の名称  

設備を設置した工場等の所在地 〒 

運転開始年月日  

設備容量（kW）  

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、③熱

量構成比（％）、④原料原産国（バイ

オマス燃料のみ記入）） 

 

 

 

 

 

設計効率(発電端・HHV)(％)  

設備から得られる電気のエネルギ

ー量(千 kWh) 

 

設備から得られる熱のエネルギー

のうち熱として活用された量(GJ) 

 

設備に投入するエネルギー量(GJ)  

 設備に投入する副生物のエネ

ルギー量(GJ) 

 

設備に投入するバイオマス燃

料のエネルギー量(GJ) 

 

発電専用設備の新設に当たっての

措置の適用に関する配慮事項 

 

備考 １ 電気事業法第 2 条第 1 項第 14 号に定める発電事業の用に供する発電専用設備であって、当該年度に

運転開始したもののみ記入すること。ただし、離島に設置したものは除く。 

２ 「燃料種ごとの基本情報」の欄には、新設時に想定する項目を記入すること。 

３ 「設計効率」の欄には、新設時に想定する定格時の発電効率を記入すること。 

４ バイオマス燃料若しくは副生物を石炭と混焼する場合又はバイオマス燃料を石炭以外の化石燃料と

混焼する場合のみ、｢設計効率｣の欄にはバイオマス燃料又は副生物の代わりに石炭等の化石燃料を

使用することを想定した設計効率を記入し、括弧内にバイオマス燃料又は副生物を使用する場合の

設計効率を記入すること。バイオマス燃料及び副生物を石炭と混焼する場合のみ、「設計効率｣の欄

にはバイオマス燃料及び副生物の代わりに石炭を使用することを想定した設計効率を記入し、括弧

内にバイオマス燃料及び副生物を使用する場合の設計効率を記入すること。 

５ 「設備から得られる電気のエネルギー量」「設備から得られる熱のエネルギーのうち熱として活用さ

れた量」「設備に投入するエネルギー量」「設備に投入する副生物のエネルギー量」「設備に投入する

バイオマス燃料のエネルギー量」の欄には、「設計効率」の欄に記入する発電効率の算出に関して用

いた新設時に想定する年間の量を記入すること。 

 

① 当該年度において、運転を開始した発電専用設備（電気事業法第２条第１項第１４号に定める発電事業の

用に供するもの）について記入してください。（ただし、離島に設置したものは除く） 

 ※別添資料１３の記載例参照 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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② 「燃料種ごとの基本情報」欄には、新設時に想定する項目を下記の通り記入してください。 

 ［記載例］ 

 ・①石炭、②200,000t、③92％、④－ 

・①木材チップ、②40,000t、③5％、④日本 

・①パーム椰子殼、②10,000t、③3％、④マレーシア 

 

③ 「設計効率（発電端・HHV）」欄には、新設時に想定する定格の発電効率を下記の例に従って記入してくだ

さい。 

 下記⑤に掲げる配慮事項に該当せず、かつ、バイオマス燃料・副生物を石炭と混焼する場合は、バイオマ

ス燃料等の代わりに石炭の化石燃料を使用することを想定した設計効率を判断基準別表第２の２に掲げる基

準発電効率と照らして評価します。 

 

 ［記載例］ 

  48.4％ 

【バイオマス燃料を混焼する場合又はバイオマス燃料・副生物を石炭と混焼する場合】 

  バイオマス燃料等の代わりに石炭等の化石燃料を使用することを想定した設計効率を記入し、括弧内にバ

イオマス燃料等を使用する場合の設計効率を記入してください。 

  37.9％（41.3％） 

  

④ 発電効率の算出に用いた、新設時に想定する年間のエネルギー量を記入してください。 

 

⑤ 「発電専用設備の新設に当たっての措置の適用に関する配慮事項」の欄には、判断基準別表２の２に掲げ

る基準発電効率を満たさない設備容量が 20 万 kW 未満の可燃性天然ガス及び都市ガスによる火力発電設備の場

合、判断基準別表第２の２備考３に掲げる条件を満たしていることを記載してください。その他、配慮事項と

して勘案すべき事例である場合、下記の事例等に照らし妥当な事項を、配慮の対象となる新設基準の施行時点

（平成 28年 4月 1日又は平成 31年 4月 1日）を明らかにした上で記入してください。 

 

［配慮事項として勘案すべきと考えられる主な事例］ 

Ⅰ．火力電源入札応札に伴い新設する発電専用設備 

火力電源入札（電気事業者が、電事法第 29 条に基づいて安定供給の確保等に向けた供給計画を作成した上で、

その供給計画に含まれる電源の調達のために、中立的機関の確認を経た入札要綱に基づいて実施する入札）の

応札に伴って新設する発電専用設備については、新設基準の施行時点（平成 28年 4月 1 日又は平成 31年 4 月 1

日）より前に、当該入札の募集が開始されていた場合。 

 

Ⅱ．環境影響調査（環境アセスメント）の実施を伴う発電専用設備 

環境アセスメントの実施を伴う発電専用設備については、新設基準の施行時点（平成 28 年４月１日又は平成 31

年４月１日）より前に、環境アセスメント手続が開始されていた場合。 
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Ⅲ．その他の発電専用設備 

改正後の新設基準の施行時点（平成 28年４月１日又は平成 31年４月１日）より前に、発電専用設備の主要部分

（ボイラ、タービン、エンジン等）の発注を含む契約が行われていた場合（契約書等により客観的に証明する

ことができる場合に限る）。 

  
 

 

【別表第２の２】基準発電効率（Ⅰ Ⅰ－２ ２－２ （４－１）④イ．関係）（判断基準より抜粋） 

発電方式 
基準発電効率 

(単位：％) 

石炭による火力発電 42.0 

可燃性天然ガス及び都市ガスによる火力発

電 50.5 

石油その他の燃料による火力発電 39.0 

 

（備考） 

１ この表に掲げる基準発電効率の値は、定格時の高位発熱量基準による発電端効率について定めたもの

である。 

２ この表に掲げる基準発電効率の値は、離島（電気事業法第２条第１項第８号イに規定する離島をい

う。別表第６において同じ。）に設置するものについては適用しない。 

３ この表に掲げる基準発電効率の値は、次に掲げる条件を全て満たす、設備容量が20万kW未満の可燃性

天然ガス及び都市ガスによる火力発電設備の発電効率については適用しない。 

(1) 発電の開始から最大出力状態までに、平均で毎分 15％以上の出力変化が可能であること。 

(2) 定格時の高位発熱量基準による発電端効率が 44.5％以上であること。 
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５ バイオマス混焼等を行う発電専用設備に関する事項（該当する事業者のみ記入） 

報告対象年度  

設備の名称  

設備を設置した工場等の

名称 

 

設備を設置した工場等の

所在地 

〒 

運転開始年月日  

設備容量（kW）  

設計効率(発電端・

HHV)(％)  

 

  

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使

用 量 、 ③ 熱 量 構 成 比

（％）、④原料原産国（バ

イオマス燃料のみ記入）） 

 

 

 

 

 

設備から得られた電気の

エネルギー量(千 kWh) 

 

設備から得られた熱のエ

ネルギーのうち熱として

活用された量(GJ) 

 

設備に投入したエネルギ

ー量(GJ) 

 

 設備に投入した副生物

のエネルギー量(GJ) 

 

設備に投入したバイオ

マス燃料のエネルギー

量(GJ) 

 

月別バイオマス燃料又は

副 生 物 の 熱 量 構 成 比

（％） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
年間

実績 

             

月別実績効率（発電端・

HHV）（％） 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
年間

実績 

             

発電専用設備の新設に当

たっての措置の適用に関

する配慮事項 

 

備考 １ 電気事業法第２条第１項第 14 号に定める発電事業の用に供する発電専用設備であって、次に掲げる

ものについては本様式に毎年度記入すること。ただし、離島に設置したものは除く。 

     （１）バイオマス燃料を混焼し、平成 28年度以降に運転開始したもの（次に掲げるものを除く。） 

     （２）バイオマス燃料又は副生物を石炭と混焼し、平成 31 年度以降に発電専用設備の新設に当たっ

ての措置の適用をうけるもの。 

２ ｢設計効率｣の欄には、当該設備の新設時に報告した様式第９の特定－第９表３の｢設計効率｣の欄又は

様式第 21の特定－第９表３の｢設計効率｣の欄 に記入した数値を記入すること。 

３ ｢設備から得られた電気のエネルギー量｣｢設備から得られた熱のエネルギーのうち熱として活用された

量｣｢設備に投入したエネルギー量｣｢設備に投入した副生物のエネルギー量｣｢設備に投入したバイオマ

ス燃料のエネルギー量｣の欄には、新設時に想定する年間の量を記入すること。 

４ 「月別バイオマス燃料又は副生物の熱量構成比｣｢月別実績効率｣の欄のうち｢４月｣から｢３月｣の欄は、

電気事業法第２条第１項第 14号に定める発電事業の用に供する発電専用設備であって、バイオマス燃

料を混焼し、平成 28 年度以降に運転開始したもの（１（２）に掲げるものを除く。）についてのみ記

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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入すること。 

５ ｢月別実績効率」の欄には、バイオマス燃料又は副生物を使用する場合の実績効率を記入すること。 
 

① バイオマス混焼を行う発電専用設備であって、平成 28 年度以降に運転開始したもの及びバイオマス燃料又

は副生物を石炭と混焼し、平成 31 年度以降に発電専用設備の新設に当たっての措置をうけるものについては、

本様式にて毎年度記入してください。（ただし、離島に設置したものは除く） 

 ※別添資料１４記載例参照 

 

② 当該設備の新設時に報告した特定－第９表３の「設計効率」の欄に記入した数値を記入してください。 

 

③ 発電効率の算出に用いた新設時に想定する年間のエネルギー量（新設時に報告した特定－第９表３の値）

を記入してください。 

 

④ 報告年度における、バイオマス燃料又は副生物の熱量構成比と実績効率を記入してください。ただし、備

考１（２）に掲げるものについては、｢４月｣から｢３月｣の欄の記載は不要です。また、副生物を混焼する場

合、備考１（２）に掲げるもの以外の記載は不要です。バイオマス燃料及び副生物を混燃している場合、年

間実績欄の上部にバイオマス燃料について、下部に副生物について記載してください。 

 

⑤ 当該設備の新設時に報告した特定－第９表３の「発電専用設備の新設に当たっての措置の適用に関する配

慮事項」の欄に記入した内容を記入してください。また、配慮の対象となる新設基準の施行時点（平成 28 年

4月 1日又は平成 31年 4月 1日）についても記入してください。 
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●特定-第９表（改正省エネ法） 

特定－第９表 その他事業者が実施した措置 

１ （略） 

２ （略） 

３ 非化石エネルギーへの転換に関する事項 

措 置 の 概 要 

 

 

 

 

 

①非化石エネルギーへの転換に関して、取り組んだ事項について、定性的な取組も含めて記載をしてください。

なお、非化石エネルギーへの転換に関して国が定める目安がある５業種８分野に該当する場合は、以下の

「定性目標の目安となる水準」も参考にしてください。 

 

【定性目標の目安となる水準】 

区分 事業 目安となる水準 

１Ａ 
高炉による製鉄

業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 高炉を用いた水素還元製鉄設備の導入を目指し、研究開発及び実証実験を進

めること。 

⑵ 水素による直接還元製鉄設備の導入を目指し、研究開発及び実証実験を進め

ること。 

⑶ 製造工程において発生する二酸化炭素を活用した合成燃料等の非化石燃料の

使用割合を向上すること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 高級鋼材の製造に対応した大型電炉の実用化を進めるとともに、非化石電気

の使用割合を向上すること。 

１Ｂ 
電炉による製鉄

業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 電気炉において、バイオコークス等の非化石燃料の使用割合を向上するこ

と。 

⑵ 電気炉において、通常燃料としての利用が困難である廃タイヤ、廃プラスチ

ック及びアルミドロス等の非化石燃料の使用割合を向上すること。 

⑶ 加熱炉等において、水素バーナー及びアンモニアバーナー等の非化石燃料を

使用するバーナーの導入を進めること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 加熱炉等において、電気により加熱を行う設備の導入を進めるとともに、非

化石電気の使用割合を向上すること。 

２ セメント製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 焼成工程において、バイオマス、廃棄物、水素及びアンモニア等の非化石燃

料の使用割合を向上すること。 

⑵ 燃焼残渣も原料の一部として活用できる特徴を生かし、通常燃料としての利

用が困難である廃棄物等の非化石燃料の使用を目指し、利用技術の研究開発

及び実証実験を進め、非化石燃料の使用割合を向上すること。 

⑶ 製造工程において発生する二酸化炭素を活用した合成メタンの使用を目指

し、研究開発及び実証実験を進めること。 
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３Ａ 洋紙製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 所有森林の活用等による供給網の確保により、バイオマス燃料の使用割合を

向上すること。 

⑵ ホワイトペレット及びブラックペレット等の木質ペレットの製造や混焼に関

する技術開発及び実証実験を進めること。 

⑶ 黒液の燃焼を行うボイラーで発生する蒸気を高温高圧化することにより、製

造工程で発生する黒液を最大限に利用すること。 

３Ｂ 板紙製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 所有森林の活用等による供給網の確保により、バイオマス燃料の使用割合を

向上すること。 

⑵ ホワイトペレット及びブラックペレット等の木質ペレットの製造や混焼に関

する技術開発及び実証実験を進めること。 

４Ａ 
石油化学系基礎 

製品製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ ナフサ分解によるエチレン等の製造設備において、アンモニア等の非化石燃

料の使用割合を向上すること。 

⑵ 燃料により加熱を行うエチレン等の製造設備（ナフサ分解によるエチレン等

の製造設備を除く。）の導入を進めるとともに、非化石燃料の使用割合を向上

すること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 電気により加熱を行うエチレン等の製造設備の導入を進めるとともに、非化

石電気の使用割合を向上すること。 

４Ｂ ソーダ工業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 苛性ソーダ製造過程で生じる水素の活用を進め、非化石燃料の使用割合を向

上すること。 

⑵ 発電設備におけるバイオマスの混焼率を向上させる研究開発及び実証実験を

進めること。 

５ 自動車製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 製造工程において、水素バーナーの導入を目指し、他の事業者と連携して実

証実験を進めること。 

⑵ 固体酸化物形燃料電池及びバイオマス発電設備等の発電設備の導入により、

非化石燃料の使用割合を向上すること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 太陽光発電設備及び風力発電設備等の発電設備の導入にあわせて、自動車に

搭載されていた蓄電池等を導入することで、発電する非化石電気を最大限に使

用すること。 

 

(11)特定-第１０表 

特定‐第１０表 事業者の設置する工場等のうちエネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、

管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の一覧 

現在の指定区分 

（指定区分に変更がある場合には、

□を■とする） 

エネルギー

管理指定工

場等番号 

工場等の名称 工場等の所在地 

日本標準産業分

類における細分

類番号 

工場等に係る

事業の名称 

第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□）   

〒 

 
     

① 

② 

③ 

④ 
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第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□） 
  

〒 

 
     

第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□） 
  

〒 

 
     

第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□） 

  〒 

 

     

第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□） 

  〒 

 

     

第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□） 

  〒 

 

     

第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□） 

  〒 

 

     

第  種 

（指定区分の変更手続きが必要□） 

  〒 

 

     

 

①事業者の設置する工場等のうちエネルギー管理指定工場等に指定されている工場等を全て記入してください。 

 

②現在の指定区分（第１種・第２種）について記入してください。記入欄が不足する場合は、新たに欄を設け

て記入してください。 

 

③エネルギー使用量の変化等により、前年度の指定区分から変更手続が必要な場合（第１種から第２種、又は

第２種から第１種）は、該当する工場等の（指定区分の変更手続が必要□）に「■」印又は「☑」印を付し

てください。 

なお、エネルギー管理指定工場等の指定を取消す必要がある場合は、変更手続が必要にチェックするので

はなく、別途、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第１６条又は第３４条に基づき、様式第

５によるエネルギー管理指定工場等指定取消申出書を提出してください。 

 

※特定‐第１０表に記入した工場等は、工場等ごとに指定表の作成（指定-第１表～第１０表に記入）が必要

です。例えば、工場等が５つあれば、指定表も５つ作成することになります。 
 

④工場等の名称に変更があった場合は、当該表の「工場等の名称」欄に、変更前と後の名称をそれぞれ記入す

るとともに、指定-第１表の「エネルギー管理指定工場等の名称」欄にも同じく変更前と後の名称をそれぞれ

記入してください。 

 

 

●特定-第１０表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 
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(12)特定-第１１表 

特定‐第１１表 現在エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管

理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であって、エネルギーの

使用量がエネルギーの使用の合理化及び非化石転換等に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条に定

める数値以上の工場等の一覧 

工場等の名称 工場等の所在地 
日本標準産業分類に

おける細分類番号 

工場等に係る

事業の名称 

エネルギーの使

用量（原油換算

kl） 

 
〒 

 

      

 〒 

 

      

 〒 

 

      

 〒 

 

      

 〒 

 

      

 〒 

 

      

 〒 

 

      

 〒 

 

      

 〒 

 

      

備考 １ 本表に記載した工場等については、当該工場等ごとに指定－第１表から第１０表までに定められた

事項を報告すること。 

２ 備考１の報告の際には、指定－第１表から第１０表までの「エネルギー管理指定工場等」を「現在

エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であって、エネルギーの使用量が令第６条

に定める数値以上の工場等」とみなす。 

３ 備考１の報告の際には、指定－第１表の「エネルギー管理指定工場等番号」及び「エネルギー管理

者（員）の職名・氏名・連絡先」の欄は記入不要。 

 

① 定期報告書の提出時点でエネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であって、前年度のエネル

ギーの使用量が原油換算１，５００ｋｌ／年以上の工場等があれば記入してください。 

 

②特定‐第１１表に記入した工場等は、定期報告書の指定-第１表～第１０表にも記入してください。 

 

③定期報告書の提出後、特定‐第１１表に記入した工場等に対し、エネルギー管理指定工場等への指定手続が

行われます。なお、エネルギー管理指定工場等への指定後に提出する定期報告書では、当該事業所を特定１

１表に記入する必要はありません。 

 

(13)特定-第１２表の１ 

※エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定等、その他特定-第１２表の記入については、

温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のホームページ上に掲載中の「温室効果ガス

排出量算定・報告マニュアル」を参照してください。 

 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル  【参考３】関係 URL参照 

 

●特定-第１１表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 
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特定－第１２表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果

ガス算定排出量等 

排出年度：    年度 

 

１ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 

番

号 
事 業 分 類 

エネルギーの使用に伴って 

発生する二酸化炭素 

事業者 

全体 

主たる事業  

 

 

 

 

 t-CO2 

 

細分類番号     

当該事業を 

所管する大

臣 

 

商標又は 

商号等 
 

１ 

工場等に係る 

事 業 の 名 称 

 

 

 

t-CO2 

 

細 分 類 番 号     

当 該 事 業 を 

所 管 す る 大 臣 
 

２ 

工場等に係る 

事 業 の 名 称 
 

 

 

 

t-CO2 

 

細 分 類 番 号     

当 該 事 業 を 

所 管 す る 大 臣 
 

３ 

工場等に係る 

事 業 の 名 称 
 

 

 

t-CO2 

 

細 分 類 番 号     

当 該 事 業 を 

所 管 す る 大 臣 
 

 

①排出年度の欄には、報告対象となる年度を記入してください。 

 

②日本標準産業分類に基づき、事業者全体の主たる事業について、事業の名称と細分類番号、当該事業の所管

大臣を記入してください。 

 

③主たる事業については、生産高、販売額等、適切な指標によって決定してください。“特定事業者が設置す

る全ての工場等”、“特定連鎖化事業者が設置する全ての工場等及び加盟者が設置する当該連鎖化事業に係る

全ての工場等”又は“認定管理統括事業者が設置する全ての工場等及び管理関係事業者が設置する全ての工

場等”を、日本標準産業分類の細分類番号である４桁の事業分類ごとに分類するとともに、細分類番号ごと

に集計し、事業者としての細分類番号を決定します。以下にイメージを示します。 

  

① 

② 

⑤ 

④ 

③ 
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④“特定事業者が設置する全ての工場等”、“特定連鎖化事業者が設置する全ての工場等及び加盟者が設置する

当該連鎖化事業に係る全ての工場等”又は“認定管理統括事業者が設置する全ての工場等及び管理関係事業

者が設置する全ての工場等”を、日本標準産業分類の細分類番号である４桁の事業分類ごとに分類し、事業

の名称、細分類番号、当該事業の所管大臣を記入してください。また、事業分類が４分類以上になる場合に

は、記入欄の追加を行ってください。 

 

⑤エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の欄には、次に掲げるア．からウ．の排出量（他人への電気

又は熱の供給に係るものを除く。）について、事業者全体の合計量と事業分類ごとの合計量を記入してくだ

さい。なお、イ．に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて特定-第１２表の４の１及び４の２にも必要事

項を記入してください。 

ア．燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 

イ．他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 

ウ．他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 

 

温対法に基づく命令に定める算定方法あるいは実測等により算定した排出量を記入してください。排出量

については、原則、小数点以下を切り捨てて記載してください。小数点以下の切り捨ては事業者全体の量と

事業分類ごとの量、それぞれ別々に行ってください。なお、排出量が大きく、数値を丸めたい場合には、こ

れまでどおり有効数字３桁で記入することも可能といたします。 

 

⑥電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等が含まれる場

合は、本表に加えて特定-第１２表の２に必要事項を記入してください。 

 

 

  

A事業 

D事業 

D事業 

工場等ごとに細分

類番号を決定 

A 事業 

B 事業 

C 事業 

D 事業 

E 事業 

F 事業 

D 事業 

E 事業 

F 事業 

工場等で実際に 

行っている事業 

細分類番号毎に

集計 

イ
事
業
場 

 

ロ
工
場 

 

ハ
工
場 

 

A事業 

D事業 

事業者全体で細分類

番号を決定 

D事業 
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(14)特定-第１２表の２ 

２ 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している特定排出者に係る

燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 

番

号 
事 業 分 類 

エネルギーの使用に伴って 

発生する二酸化炭素 

 

事業者 

全体 

主たる事業  
 

 

 

t-CO2 

細分類番号     

当該事業を所

管する大臣 
 

１ 

工場等に係る 

事 業 の 名 称 

 

 

t-CO2 
細 分 類 番 号     

当 該 事 業 を 

所 管 す る 大 臣 
 

２ 

工場等に係る 

事 業 の 名 称 

 

 

t-CO2 細 分 類 番 号     

当 該 事 業 を 

所 管 す る 大 臣 
 

３ 

工場等に係る 

事 業 の 名 称 

 

 

t-CO2 細 分 類 番 号     

当 該 事 業 を 

所 管 す る 大 臣 

 

 

①電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等が含まれる場

合は、特定-第１２表１に加えて本表にも必要事項を記入してください。 

 

②日本標準産業分類に基づき、事業者全体の主たる事業について、事業の名称と細分類番号、当該事業の所管

大臣を記入してください。（特定-１２表１と同じ内容を記入。） 

 

③①に該当する事業者の全ての工場等を、日本標準産業分類の細分類番号（４桁）ごとに分類し、事業の名称、

細分類番号、当該事業の所管大臣を記入してください。なお、事業分類は、原則として日本標準産業分類

（細分類）ごととします。また、事業分類が４分類以上になる場合には、記入欄の追加を行ってください。

（特定-１２表１と同じ内容を記入。） 

 

④エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の欄には、燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量（他

人への電気又は熱の供給に係るものを含む。）について、事業者全体の合計量と事業分類ごとの合計量を記

入してください。なお、排出量については温対法に基づく命令に定める算定方法あるいは実測等により算定

したものを記入してください。 

 

  

③ 

② 
④ 
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(15)特定-第１２表の３ 

３ 事業者の調整後温室効果ガス排出量 

調整後温室効果ガス排出量 
 t-CO2 

 

① 本定期報告書を提出する全ての事業者は、調整後温室効果ガス排出量を記入してください。調整後温室効果

ガス排出量の算定に関し、他人から供給された電気の使用に伴う CO2 排出量を算定した際に用いた排出係数

を特定-第１２表の４の２に、算定に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸

化炭素削減相当量に係る情報を特定-第１２表の６の１、６の２、６の３及び６の４において説明してくだ

さい。 

 

② 調整後温室効果ガス排出量は、ア＋イ＋ウ－エ＋オ－カで調整します。（調整の結果、調整後排出量が０を

下回った場合には、０とします。） 

 

ア＝エネルギー起源ＣＯ２排出量（他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。） 

・電気の使用に伴うもの（他人から供給された電気の使用量×調整後排出係数） 

・燃料及び熱の使用に伴うもの 

イ＝非エネルギー起源ＣＯ２排出量（廃棄物原燃料使用に伴うものを除く。） 

ウ＝メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン

（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）及び三ふっ化窒素（ＮＦ３）の基礎排出量 

エ＝無効化された国内認証排出削減量（国内クレジット、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）、Ｊ－クレ

ジット及びグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量）及び無効化された海外認証排出削減量（ＪＣＭクレジ

ット） 

オ＝自らが創出した国内認証排出削減量のうち他者へ移転した量（森林の整備及び保全により吸収された温

室効果ガスの吸収量として認証されたもの並びにバイオ炭の農地施用により土壌に貯留された温室効果

ガスの貯留量として認証をされたものを除く。） 

カ＝非化石電源二酸化炭素削減相当量（所有する算定対象年度の発電に係る非化石証書の量×全国平均係数

×補正率の量。ただし、エネルギー起源ＣＯ２排出量のうち、電気事業者から小売供給された電気の使

用に伴う排出量を上限とする。） 

 

※上記の「エ」「オ」「カ」について関わりがない事業者であっても、調整後温室効果ガス排出量を記入す

る必要があります。 

 

 

※調整対象となる温室効果ガスは、温対法の報告対象となったもののみです。（上記の「イ」及び「ウ」に

ついては、それぞれ報告義務対象者のみ算定に含めることが必要） 

※電気事業者が調整後排出係数の算出に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源

二酸化炭素削減相当量は、調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることはできません。 

※他の者が無効化した国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量については、当該他の者が自らの代わ

りに無効化したことに合意している場合は、自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることがで

きます。 
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(16)特定-第１２表の４の１ 

４の１ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二

酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 

t-CO2/kWh 
  

   

   

   

  
 

  
 

  
 

  
 

 

① 算定排出量の算定において、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数

（基礎排出係数）について、当該係数の値を記入してください。 

 

② 係数の根拠には、どの電気事業者の基礎排出係数を使用したかを記入してください。 

 

③ 係数の適用範囲には、当該係数を適用した工場等の範囲を記入してください。 

 具体的には、「○○電力管内の工場等」もしくは該当する工場等の名称を記入してください。なお、該当す

る工場等が多数ある場合は、まとめて記入しても構いません。 

（参考）電気事業者別排出係数一覧 【参考２】関係 URL 参照 

 

  

① 
② ③ 
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(17)特定-第１２表の４の２ 

４の２ 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の調整後温

室効果ガス排出量の算定に用いた係数 

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 

t-CO2/kWh 

   

   

   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

① 調整後排出量の算定において、他人から供給された電気の使用に伴う排出量の算定に用いた係数（調整後排

出係数）について、当該係数の値を記入してください。 

 

② 係数の根拠には、どの電気事業者の調整後排出係数を使用したかを記入してください。なお、メニュー別排

出係数を公表している電気事業者については、当該電気事業者のメニューのうち該当するメニュー名まで記

入してください。電気事業者のメニュー別排出係数は、７月中旬に公表される予定です。 

 

③係数の適用範囲には、当該係数を適用した工場等の範囲を記入して下さい。 

 具体的には、「○○電力管内の工場等」もしくは該当する工場等の名称を記入して下さい。なお、該当する

工場等が多数ある場合は、まとめて記入しても構いません。 

 

（参考）電気事業者別排出係数一覧 【参考３】関係 URL 参照 

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc 
 
(18)特定-第１２表の５ 

５ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数

の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
② 

③ 

① 

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
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①温対法に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合は、その内容を記入

してください。他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、

特定第１２表の４の１及び４の２に記載するため、この欄に記入する必要はありません。 

また、都市ガスについては、定期報告書で記入した都市ガスのガスグループと使用量の算定に  

用いた熱量換算係数を用いてＣＯ２排出量を算定した場合、算定省令にて定める熱量換算係数と異なる係数を

用いても、この欄に記入する必要はありません。 

 

(19)特定-第１２表の６の１ 

６の１ 調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量の量及び非

化石電源二酸化炭素削減相当量 

種  類 合 計 量 

１．（国内認証排出削減量の名称を記入）  
t-CO2 

２．（海外認証排出削減量の名称を記入）  
t-CO2 

３．(非化石電源二酸化炭素削減相当量と記入) 
t-CO2 

４． 
t-CO2 

 
 

備考 本表の各欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量の種別ごとの合計量、環境大臣及び

経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の種別ごとの合計量並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める非化

石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量を記載すること。併せて、特定－第１２表の６の２に、本欄

に記載した国内認証排出削減量に係る情報を、特定－第１２表の６の３に、本欄に記載した海外認証排出削減

量に係る情報を、特定－第１２表の６の４に、本欄に記載した非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報を

記載すること。 

 

① 環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素

削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を調整した場合に、当該国内認証排出削減量、当該海外認

証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種類並びにその合計量を記入してください。併せて、

特定-第１２表の６の２、６の３及び６の４に、本表に記入した国内認証排出削減量、海外認証排出削減量

及び非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報を、その種類ごとに記入してください。 

② 国内認証排出削減量の種類は、現時点では、国内クレジット、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）、Ｊ

－クレジット及びグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の４種類です。 

③ 海外認証排出削減量の種類は、現時点では、ＪＣＭクレジットの１種類です。 

④ 非化石証書の種類は FIT 非化石証書、非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）、非 FIT 非化石証書（再エネ指

定なし）の３種類です。 
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(20)特定-第１２表の６の２ 

６の２ 国内認証排出削減量に係る情報 

削減量の種類 
（国内認証排出削減量の名称を記入） 

クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 

～  
  t-CO2 

～  
t-CO2 

～  
t-CO2 

～ 
 

t-CO2 

合  計  量 
  t-CO2 

備考 １ 本表は、国内認証排出削減量の種別ごとに記載すること。 

２ 算定に用いた国内認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 

３ 国内認証排出削減量は、無効化日又は移転日ごとに記載すること。 

４ クレジット特定番号等の欄には、無効化又は移転した国内認証排出削減量を特定する番号を、クレ

ジットブロックのユニット開始番号とユニット終了番号を「～」でつなぐことにより記載すること。 

５ 無効化日又は移転日の欄には、排出量調整無効化を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付

を記載すること。 

６ 無効化量は正の値、移転量は負の値で記載すること。７ 本表に記載した全ての国内認証排出削減量

について、特定排出者が無効化又は移転を行ったことを確認できる資料を添付すること。 

 

①国内認証排出削減量について、削減量の種類ごとに、特定番号等（※）、無効化日又は移転日、無効化量又は

移転量を記入してください。 

 

②算定に用いた国内認証排出削減量の種類が２以上になる場合には、表の追加を行ってください。 

 

③無効化日又は移転日ごとに記載をしてください。 

 

④無効化日又は移転日の欄には、排出量調整無効化を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付を記入

してください。 

 

⑤無効化量は正の値、移転量は負の値で記載してください。 

 

⑥本表に記入した全ての国内認証排出削減量について、無効化又は移転を行ったことを確認できる資料を添付

してください。 

 

⑦国内認証排出削減量の種類は、現時点では、国内クレジット、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）、Ｊ－

クレジット及びグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の４種類です。 

 

⑧他の者が自らの代わりに無効化したことに同意している場合は、通知の写しに無効化を行った者の代表者印

又は社印を押印したものを添付してください。（Ｊ－クレジット制度については、「無効化申請書の押印に係

る包括申請書」を提出されている場合は、押印の省略が可能です。） 

 

●国内クレジット制度、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度、Ｊ－クレジット制度 

●グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度 

【参考３】関係 URL参照 

  

① 

② 

③、④ ⑤ 
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(21)特定-第１２表の６の３ 

６の３ 海外認証排出削減量に係る情報 

削減量の種類 （海外認証排出削減量の名称を記入） 

識別番号 無効化日 無効化量 

 
 

  t-CO2 

  
t-CO2 

  
t-CO2 

  
t-CO2 

合  計  量 
  t-CO2 

備考１ 本表は、海外認証排出削減量の種別ごとに記載すること。 

  ２ 算定に用いた海外認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 

  ３ 識別番号の欄には、無効化した海外認証排出削減量を識別する番号の全て（制度記号、ホスト国名コード、

クレジット発行国名コード、クレジットブロックのユニット開始番号、クレジットブロックのユニット終了

番号、プロジェクト番号、クレジット発行回数、クレジット発行年、排出削減年を示す、アルファベット、

記号及び数字）を記載すること。 

４ 無効化日の欄には、排出量調整無効化を行った日付を記載すること。 

５ 本表に記載した全ての海外認証排出削減量について、特定排出者が無効化を行ったことを確認できる資料を

添付すること。 

 

①海外認証排出削減量について、削減量の種類ごとに、識別番号、無効化日、無効化量を記入して下さい。 

 

① 無効化日の欄には、排出量調整無効化を行った日付を記入して下さい。 

 

② 海外認証排出削減量の種類は、現時点では、ＪＣＭクレジットの１種類です。 

 

④海外認証排出削減量の種類は、現時点では、ＪＣＭクレジットの１種類です。 

 

⑤他の者が自らの代わりに無効化したことに同意している場合は、通知の写しに無効化を行った者の代表者印

又は社印を押印したものを添付して下さい。 

 

 ●ＪＣＭクレジット制度 【参考３】関係 URL参照 

  

②  

③  

①  



118 

 

(22)特定-第１２表の６の４ 

６の４ 非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報 

種   別 非化石証書の量 全国平均係数 補 正 率 

電気事業者から小

売供給された電気

の使用に伴って発

生する二酸化炭素

の排出量 

  

kWh 

 

t－CO2/kWh 

  

t－CO2 

備考 １ 本表は非化石証書の種別ごとに記載すること。 

   ２ 全国平均係数及び補正率の欄には、毎年度環境省及び経済産業省が公表する値を記載すること。 

   ３ 電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の欄には、他人か

ら供給された電気のうち電気事業者から小売供給された電気に係るものの量を記載すること。 

   ４ 算定に用いた非化石証書の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 

   ５ 本表に記載した全ての非化石証書の量について、特定排出者が所有することを確認できる資料を添

付すること。 

 

① 非化石電源二酸化炭素削減相当量について、算定に用いた非化石証書の種別ごとに、非化石証書の量、全国

平均係数、補正率、電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を記入

してください。（算定に用いた非化石証書の種別が二以上になる場合、全国平均係数及び電気事業者から小

売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量（調整後排出係数を用いて算出）は同じ値を

記入することになります。） 

 

② 全国平均係数及び補正率は、電気事業者別排出係数と一緒に公表されます。 

 

③ 電気事業者が調整後排出係数の算出に用いた非化石証書については、本表には記入しません。 

 

④ 本表に記載した全ての非化石証書の量について、特定排出者が所有することを確認できる資料を添付してく

ださい。（６月の口座凍結後に、日本卸電力取引所から発行される非化石証書の口座残高証明書が利用可能

です。仲介事業者より証書を購入した事業者については、日本卸電力取引所の口座残高証明書の代わりに、

購入した仲介事業者が発行する、報告年度対象分の購入証書量の証明書が使用可能です。） 

 

(23)特定-第１２表の７ 

７ 権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無 

権利利益の保護に係る請求の有無 
（該当するものに○をすること） 

１．有 
 
２．無 

その他の関連情報の提供の有無 
（該当するものに○をすること） 

１．有 
 
２．無 

 

① 報告する排出量の情報が温対法第 27 条第１項の請求に係るものである場合は左欄「１．有」に、ない場合

は左欄「２．無」に○をつけてください。「１．有」に該当する場合は、温対法に基づく命令に定める書類

「権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）」を事業所管大臣宛てに必ず同封してください。ただし、

「権利利益の保護に係る請求書（様式第１の２）」を提出しても、請求が認められない場合があります。 

（参考）地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条の 3 における権利利益が害されるおそれの有無の判断に係

る審査基準について 【参考２】関係 URL参照 

 

② 同法第 32 条第１項の規定による情報の提供がある場合は右欄「１．有」に、ない場合は右欄「２．無」に

○をつけてください。「１．有」に該当する場合は、温対法に基づく命令に定める書類「温室効果ガス算定

排出量の増減の状況に関する情報その他の情報」（様式第２）を事業所管大臣宛てに必ず同封してください。 

 

●特定-第１２表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 

  

①  
②  

③  
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(23)その他 

定期報告書の様式上には現れないエネルギーの使用の合理化に関する努力等（例；共同省エネルギー事業）

について特段の記入をする場合には、特定-第９表又は別紙に記入してください。 
 

(24)共同省エネルギー事業 

①共同省エネルギー事業（他の者のエネルギー使用の合理化の促進に寄与し、かつ、我が国全体のエネルギー

の使用の合理化に資する取組み）を実施した事業者は、その取組みについて特定-第９表又は定期報告書別紙

として報告することができます。また、当該事業が実施されなかった場合のエネルギー使用量と、当該事業

が実際に実施された場合のエネルギー使用量の差を合理的な手法により算出し、省エネルギー量の実績確認

に係る知識及び経験を有した中立的な第三者の認証を受けた場合には、共同省エネルギー量として報告でき

ます。以下に別紙にて報告する際の様式を示します。 
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特定事業者番号、特
定連鎖化事業者番号
又は認定管理統括事
業者番号

第２表

備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　11　共同省エネルギー量の認証は、エネルギー使用量の実績、共同省エネルギー量の算定の適切性等を確認して行うものとする。

　　　６　「共同省エネルギー量」とは、共同省エネルギー事業が実施されなかった場合に推計される当該年度におけるエネルギー使用量と、当
　　　　　該事業が実施された後の実際の当該年度におけるエネルギー使用量の差をいう。

　　　３　エネルギー小売事業者による一般消費者に対する情報提供の取組に係る報告を除き、既に経済産業大臣に報告した共同省エネルギー事
　　　　　業について、重ねて報告することはできない。

　　　５　特定排出者番号の欄には、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づく特定排出者コード、都道府県コード及び事
　　　　　業コードの欄に番号を記載する方法を定める件（平成１９年経済産業省・環境省告示第１号）に基づき、特定排出者に付された番号を
　　　　　記入すること。

　　　９　国内クレジットを償却した量又はＪ－クレジットを無効化した量以外の共同省エネルギー量を報告する場合は、（上記共同省エネル
　　　　　ギー量について認証を行った公正な第三者）の欄にその認証を行った第三者の所属及び氏名を記入すること。

　　　７　共同省エネルギー量及びその算出方法については、これらを報告することができない場合は記入しないことができる。なお、記入する
　　　　　場合の単位は、原油換算キロリットルとする。

　　　４　必要に応じて、共同省エネルギー事業について証明する書類を添付することができる。

　　　８　「償却」とは、運営規則に基づき国内クレジットを保有口座から償却口座に移転することをいい、「無効化」とは、実施要綱に基づき
　　　　　Ｊ－クレジットを保有口座から無効化口座に移転することをいう。

　　　10　「公正な第三者」とは、共同省エネルギー量の確認に係る知識及び経験を有した第三者であって、本報告書に係る事業者等と特別の利
　　　　　害関係を有さないものをいう。

事業者の名称

特定排出者番号

第１表

共同省エネルギー事業の報告

　エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第３８条の規定に基づき、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために自主的に
行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組（以下「共同省エネルギー事業」とい
う。）について次のように報告します。

      ２　本表における用語の定義は、国内クレジット制度（国内排出削減量認証制度）運営規則（経済産業省・環境省・農林水産省）（以下
          「運営規則」という。）、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（Ｊ－クレジット制度）実施要綱（以下
　　　　　「実施要綱」という。）及び国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（Ｊ－クレジット制度）方法論策定規程
　　　　　（排出削減プロジェクト用）に定めるものに従うものとする。

（上記共同省エネルギー量について認証を行った公正な第三者）
　　　　　　　　（所属）
　　　　　　　　（氏名）

（共同省エネルギー事業によりエネルギーの使用の合理化を促進する他の者に関する情報（事業者の名称、住所等）、共同省エネルギー事業の
具体的な内容、期間及び体制並びに共同省エネルギー量［kl］及びその算出方法）
※国内クレジット（省エネルギー等分野の方法論に基づき実施されるプロジェクトに限る。以下同じ。）を償却した又はＪ－クレジット（省エ
ネルギー等分野の方法論に基づき実施されるプロジェクトに限る。以下同じ。）を無効化した量の報告を行う場合は、本欄に「国内クレジット
の償却」又は「Ｊ－クレジットの無効化」と記載し、別紙の「（１）国内クレジット償却量及びＪ－クレジット無効化量の報告」に、当該量に
関する事項を記入すること。
※小売電気事業者、ガス小売事業者及び液化石油ガス販売事業者が一般消費者に対する情報提供の取組について報告を行う場合は、本欄に「エ
ネルギー小売事業者による一般消費者に対する情報提供の取組」と記載し、別紙の「（２）一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う
者が講ずべき措置に関する指針に基づく情報提供の状況」に、当該取組に関する事項を記入すること。

① 
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（１）国内クレジット償却量及びＪ－クレジット無効化量の報告

第１表

保有口座番号

国内クレジット償却量及びＪ
－クレジット無効化量の合計

（原油換算kl）

第２表

国内クレジット又は
Ｊ－クレジット

識別番号
排出削減方法論

償却日
又は

無効化日

国内クレジット償却量
又は

Ｊ－クレジット無効化量
（原油換算kl）

～

～

～

～

～

～

～

～

　　　10　排出削減方法論の欄には、運営規則又は実施要綱に基づく方法論番号を記載すること（適用
　　　　　されている方法論番号が複数ある場合は、すべて記載すること）。

国内クレジット償却量及びＪ－クレジット無効化
量の内訳を下表に記入すること

備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　本表における用語の定義は、運営規則及び実施要綱に定めるものに従うものとする。

　　　３　本表に記載した全ての国内クレジット（省エネルギー等分野の方法論に基づき実施されるプ
　　　　　ロジェクトに限る。以下同じ。）又はＪ－クレジット（省エネルギー等分野の方法論に基
　　　　　づき実施されるプロジェクトに限る。以下同じ。）について、償却又は無効化の事実を示す
　　　　　書類並びに償却した国内クレジットに係る排出削減実績報告書又は無効化したＪ－クレジッ
　　　　　トに係る認証申請書及びモニタリング報告書を添付すること。

　　　４　保有口座番号の欄には、国内クレジット認証委員会から運営規則に基づき付与された一意の
　　　　　口座番号又はＪ－クレジット制度管理者から実施要綱に基づき付与された一意の口座番号を
　　　　　記入すること。

　　　５　国内クレジット償却量とは、国内クレジットを償却した量をいい、Ｊ－クレジット無効化量
　　　　　とは、Ｊ－クレジットを無効化した量をいう。

　　　８　国内クレジット償却量又はＪ－クレジット無効化量の欄には、国内クレジット償却量又はＪ
　　　　　－クレジット無効化量のうち共同省エネルギー量を記載すること。なお、その単位は原油換
　　　　　算キロリットルとする。

　　　６　償却とは、運営規則に基づき国内クレジットを保有口座から償却口座に移転することをいい、
　　　　　無効化とは、実施要綱に基づきＪ－クレジットを保有口座から無効化口座に移転するこ
　　　　　とをいう。

　　　７　国内クレジット償却量及びＪ－クレジット無効化量の合計の欄には、国内クレジット償却量
　　　　　及びＪ－クレジット無効化量のうち共同省エネルギー量の合計量を記載すること。なお、そ
　　　　　の単位は原油換算キロリットルとする。

　　　９　国内クレジット又はＪ－クレジット識別番号の欄には、運営規則に基づく償却した国内クレ
　　　　　ジット又は実施要綱に基づく無効化したＪ－クレジットに対する識別番号を記載すること。

② 
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①共同省エネルギー事業として報告する内容が国内クレジット制度で認証を受けた事業であれば、再生可能エ 

ネルギーの導入に関するものを除き、以下様式を定期報告書別紙として報告できます。本様式で報告され

た、国内クレジット制度で認証を受けた事業については、知識及び経験を有した中立的な第三者の認証を受

けたものとみなされます。 

 

② 小売電気事業者、ガス小売事業者及び液化石油ガス販売事業であって、事業ごとの小売契約件数が３０万件

を超える事業者は、一般消費者に対する省エネ情報提供の実施状況を公表するように努めなければならない

こととされています。 

そこで、公表努力義務の対象事業者であって、特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に

ついては、以下様式を定期報告書別紙として報告できます。記入に当たっては、資源エネルギー庁のホーム

ページ上に掲載されている「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」を参照してください。なお、本

様式で報告された事項は資源エネルギー庁のホームページにて公開されます（省エネコミュニケーション・

ランキング制度）。 

 

 

第１表

事業者の名称

報告の対象となる事業
1. 小売電気事業
2. ガス小売事業
3. 液化石油ガス販売事業

当該事業の小売供給契約の件数
1. 30万件超
2. 30万件以下

小売供給契約の件数が30万件以下の場合、本様式の記入内容に基づく評価結果
の資源エネルギー庁ウェブページにおける公表意向の有無

1. 公表意向あり
2. 公表意向なし

情報提供の実施状況をまとめたウェブページのURL等

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　４　「ガス小売事業者」とは、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第三項
　　　　に規定するガス小売事業者をいう。

　　５　「液化石油ガス販売事業者」とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関
　　　　する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第六条に規定する液化石油ガス販売事業
　　　　者

（２）一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が
　　　講ずべき措置に関する指針等に基づく情報提供の状況

　　３　「小売電気事業者」とは、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項
　　　　第三号に規定する小売電気事業者をいう。

　　２　小売電気事業、ガス小売事業、液化石油ガス販売事業のうち、複数の事業について
　　　　報告をする場合は、事業ごとに各表を作成すること。
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第２表　基礎項目の情報提供の状況
項目 記入欄 備考欄

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容

①にて「1. 提供している」を選択した場
合、提供している情報の具体的な内容及び
情報提供の内容が分かるウェブページの
URLを記入。

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容

①にて「1. 提供している」を選択した場
合、提供している情報の具体的な内容及び
情報提供の内容が分かるウェブページの
URLを記入。

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容

①にて「1. 提供している」を選択した場
合、提供している情報の具体的な内容及び
情報提供の内容が分かるウェブページの
URLを記入。

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容

①にて「1. 提供している」を選択した場
合、提供している情報の具体的な内容及び
情報提供の内容が分かるウェブページの
URLを記入。

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容

①にて「1. 提供している」を選択した場
合、提供している情報の具体的な内容及び
情報提供の内容が分かるウェブページの
URLを記入。

①提供状況
1. 全て集約している
2. 全ては集約していない

該当する選択肢を選んでください。

②提供内容

①にて「１．全て集約している」を選択し
た場合、集約している情報の項目、具体的
な集約の内容及び内容が分かるウェブペー
ジのURLを記入。

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

指針1.(1)
一般消費者の毎月のエネルギー
の使用量の前年同月値に関する
情報

指針3.
指針１.（1）～（4）及び２.に
掲げる情報を集約した上での一
般消費者への提供

指針1.(2)
一般消費者の過去一年間の月別
のエネルギーの使用量及び使用
料金に関する情報

指針1.(3)
エネルギーを消費する機械器具
の使用方法の工夫によるエネル
ギーの使用量の削減量及び使用
料金の削減額の目安等

指針1.(4)
エネルギーの使用の合理化に資
する機械器具につき、エネル
ギーの消費量との対比における
当該機械器具の性能、当該機械
器具の普及促進のための助成制
度等に関する情報

指針2.
他の家庭とのエネルギー使用量
の比較等に関する情報
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第３表　追加項目の情報提供の状況（情報提供の内容）
項目 記入欄 備考欄

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容
①にて「1. 提供している」を選択した場合、提
供している情報の具体的な内容及び情報提供の
内容が分かるウェブページのURLを記入。

③情報の集約状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

④実施内容
③にて「１．実施している」を選択した場合、
具体的な集約の内容及び内容が分かるウェブ
ページのURLを記入。。

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容
①にて「1. 提供している」を選択した場合、提
供している情報の具体的な内容及び情報提供の
内容が分かるウェブページのURLを記入。

③情報の集約状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

④実施内容
③にて「１．実施している」を選択した場合、
具体的な集約の内容及び内容が分かるウェブ
ページのURLを記入。

①提供状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供内容
①にて「1. 提供している」を選択した場合、提
供している情報の具体的な内容及び情報提供の
内容が分かるウェブページのURLを記入。

③情報の集約状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

④実施内容
③にて「１．実施している」を選択した場合、
具体的な集約の内容及び内容が分かるウェブ
ページのURLを記入。

①状況
1. 提供している
2. 提供していない

該当する選択肢を選択。

②提供取組

1. エネルギー料金・使用量の予測サービス
2. 省エネ・環境に関する教育機会の提供や、イベントの開
催
3. CO2排出量の見える化
4. 家庭ごとの省エネの目標の設定
5. その他

該当する選択肢を選択。

③提供内容
①にて「1. 提供している」を選択した場合、提
供している情報の具体的な内容及び情報提供の
内容が分かるウェブページのURLを記入。

④提供取組

1. エネルギー料金・使用量の予測サービス
2. 省エネ・環境に関する教育機会の提供や、イベントの開
催
3. CO2排出量の見える化
4. 家庭者ごとの省エネの目標の設定
5. その他

・複数の取組を提供している場合に記入。
・該当する選択肢を選択。

⑤提供内容

・複数の取組を提供している場合に記入。
④にて提供している取組を選択した場合、提供
している情報の具体的な内容及び情報提供の内
容が分かるウェブページのURLを記入。

⑥提供取組

1. エネルギー料金・使用量の予測サービス
2. 省エネ・環境に関する教育機会の提供や、イベントの開
催
3. CO2排出量の見える化
4. 家庭ごとの省エネの目標の設定
5. その他

・複数の取組を提供している場合に記入。
・該当する選択肢を選択。

⑦提供内容

・複数の取組を提供している場合に記入。
⑥にて提供している取組を選択した場合、提供
している情報の具体的な内容及び情報提供の内
容が分かるウェブページのURLを記入。

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

指針1.(5)
その他、エネルギー供給事業者
の創意により実施する一般消費
者が行うエネルギーの使用の合
理化に資する情報の提供

追加項目1.
時間毎にきめ細やかにエネル
ギー消費量を見える化した情報

追加項目2.
電力需給状況に応じたエネル
ギー消費（デマンドレスポンス
等）を促す情報
※小売電気事業者のみ回答する
こと。

追加項目3.
供給する電気の電源構成に関す
る情報
※小売電気事業者のみ回答する
こと。
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第４表　追加項目の情報提供の状況（情報提供の方法）
項目 記入欄 備考欄

①実施状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

②実施内容
①にて「1. 実施している」を選択した場合、提
供方法の具体的な内容及び情報提供の方法が分
かるウェブページのURLを記入。

①実施状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

②実施内容
①にて「1. 実施している」を選択した場合、提
供方法の具体的な内容及び情報提供の方法が分
かるウェブページのURLを記入。

①実施状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

②実施内容
①にて「1. 実施している」を選択した場合、提
供方法の具体的な内容及び情報提供の方法が分
かるウェブページのURLを記入。

①実施状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

②実施内容
①にて「1. 実施している」を選択した場合、提
供方法の具体的な内容及び情報提供の方法が分
かるウェブページのURLを記入。

①実施状況
1. 実施している
2. 実施していない

該当する選択肢を選択。

②実施取組

1. 多様な情報発信ツールの活用
2. 情報の見せ方の工夫
3. 顧客ニーズの集計・反映
4. 経済的インセンティブ付与
5. その他

該当する選択肢を選択。

③実施内容
①にて「1. 実施している」を選択した場合、提
供方法の具体的な内容及び情報提供の方法が分
かるウェブページのURLを記入。

④実施取組

1. 多様な情報発信ツールの活用
2. 情報の見せ方の工夫
3. 顧客ニーズの集計・反映
4. 経済的インセンティブ付与
5. その他

・複数の取組を実施している場合に記入。
・該当する選択肢を選択。

⑤実施内容

・複数の取組を実施している場合に記入。
④にて実施している取組を選択した場合、提供
している情報の具体的な内容及び情報提供の内
容が分かるウェブページのURLを記入。

⑥実施取組

1. 多様な情報発信ツールの活用
2. 情報の見せ方の工夫
3. 顧客ニーズの集計・反映
4. 経済的インセンティブ付与
5. その他

・複数の取組を実施している場合に記入。
・該当する選択肢を選択。

⑦実施内容

・複数の取組を実施している場合に記入。
⑥にて実施している取組を選択した場合、提供
している情報の具体的な内容及び情報提供の内
容が分かるウェブページのURLを記入。

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

追加項目1.
省エネ意識の高まるタイミング
でのプッシュ型の情報提供

追加項目2.
顧客属性を基にした情報提供方
法の工夫

追加項目3.
提供する情報の閲覧率を高める
工夫

追加項目4.
提供する情報の閲覧率の測定

追加項目5.
その他提供方法に関する創意工
夫
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Ⅱ．指定表         

[エネルギー管理指定工場等単位の報告] 
 

指定-第１表～第１０表は、事業者の設置する工場等のうちエネルギー管理指定工場等に指定されている工場

等及び特定-第１１表に記載した工場等を全て記入し、指定工場等ごとに提出してください。 

 

(1)指定-第１表 

指定-第１表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理

指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の名称等 

エネルギー管理指定工場等番号  

 

エネルギー管理指定工場等の名称  

エネルギー管理指定工場等の 

所在地 

〒 

主たる事業 

 

 

細分類番号 
     

エネルギー管理者（員）の 

職名・氏名・連絡先等 

職名  

氏名  

エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号 

 

電話（   －    －     ） 

FAX （   －    －     ） 

メールアドレス 

 

① 「エネルギー管理指定工場等番号」の欄には、工場等の所在地を管轄する経済産業局から通知された指定番

号を記入してください。なお、特定-第１１表に記入した工場等の場合は空欄としてください。 

 

②「エネルギー管理指定工場等の名称」の欄には、企業名の他、○○工場、△△事業場等を記入し、本社に併

設している等で特に工場名を用いてない場合は企業名を記入してください。また、業務用ビルの場合は、ビ

ルの名称も記入してください。 

なお、当該工場等の名称に変更があった場合は、当該表の「エネルギー管理指定工場等の名称」欄に変更

前後の名称をそれぞれ記入するとともに、特定-第１０表の「工場等の名称」欄にも同じく変更前後の名称を

それぞれ記入してください。 

 

③「エネルギー管理指定工場等の所在地」の欄には、郵便番号、住所（都道府県名から記入）を記入してくだ

さい。 

 

④「主たる事業」は、工場等で行っている主な事業を記載してください。ただし、ひとつの工場等において業

種分類の異なる複数の事業を行っている場合には、主たる事業を選んで記入して下さい。この場合の主たる

事業とは、生産高、販売額等、適切な指標によって決定（日本標準産業分類の決定方法に準拠）して下さい。 

  

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 



127 

 

 

⑤「エネルギー管理者(員)の職名・氏名・連絡先」の欄には、当該工場等が選任しているエネルギー管理者又

は管理員の職名・氏名及びエネルギー管理士免状番号又は講習修了番号を記入してください。「電話・FAX」

の欄には、定期報告書に関して問合せが可能な担当部署の電話番号、FAX 番号及びメールアドレスを記入して

ください。 

なお、定期報告書の提出時点でエネルギー管理者(員)が未選任の場合には、「エネルギー管理士免状番号又

は講習修了番号」欄に「選任中」と記入し、当該定期報告書の作成実務者の職名・氏名・連絡先を記入して

ください。この場合、氏名の後ろに“（作成実務者）”と付記してください。 

特定-第１１表に記入した工場等の場合は空欄としてください。 

 

●指定-第１表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 
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(2)指定-第２表 

指定‐第２表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工

場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等のエネルギーの使用量及び販売した副生エネルギーの量 

エネルギーの種類 単位 

年度 

使用量 販売した副生エネルギーの量 購入した未利用熱の量 

数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 

燃 
 

料 
 

及 
 

び 
 

熱 

原油（コンデンセートを除く。） ｋｌ       

原油のうちコンデンセート（NGL） ｋｌ       

揮発油 ｋｌ       

ナフサ ｋｌ       

灯油 ｋｌ       

軽油 ｋｌ       

Ａ重油 ｋｌ       

Ｂ・Ｃ重油 ｋｌ       

石油アスファルト ｔ       

石油コークス ｔ       

石油ガス 
液化石油ガス 

（ＬＰＧ） 

ｔ       

石油系炭化 

水素ガス 

千ｍ３       

可燃性天然ガス 
液化天然ガス 

（ＬＮＧ） 

ｔ       

その他可燃性 

天然ガス 
千ｍ３       

石炭 

原料炭 ｔ       

一般炭 ｔ       

無煙炭 ｔ       

石炭コークス ｔ       

コールタール ｔ       

コークス炉ガス 千ｍ３       

高炉ガス 千ｍ３       

転炉ガス 千ｍ３       

その他の 

燃料 

都市ガス 千ｍ３       

（    ）        

産業用蒸気 ＧJ       

産業用以外の蒸気 ＧJ       

温水 ＧJ       

冷水 ＧJ       

小計 ＧJ       

電 

気 

電気 

事業者 

昼間買電 千 kWh       

 
夏期・冬期における電

気需要平準化時間帯 千 kWh （     ） （ⓗ  ）     

夜間買電 千 kWh       

その他 
上記以外の買電 千 kWh       

自家発電 千 kWh       

小計 千 kWh       

合 計 GJ      

原油換算 kl ⓐ  ⓑ  ⓑ’ 

前年度原油換算 kl      

対前年度比（％）      

備考 「夏期・冬期における電気需要平準化時間帯」については、昼間買電の内数であるため「（ ）」としてい

る。「電気」の「小計」で重複計上しないこと。 
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① 指定-第２表の記入方法については、(3)特定-第２表の記入方法を参照ください。なお、以下３点について

は特定-第２表と記入方法が違うため、注意してください。※下線部以外は特定-第２表と同様です。 

 

・「その他の燃料」の（ ）欄には、指定-第２表の様式に掲げられていない燃料を使用している場合に、その

燃料の種類を記入した上で、１年間の使用量の合計を熱量換算して記入してください。「その他の燃料」に複

数の種類を記入するときは、新たに記入欄を追加してください。   

また、燃料の単位当たりの発熱量（換算係数）を欄外に記入してください。欄外に書ききれない場合は、

当該内容を記入した資料を添付してください。 

なお、テナントビル等で合理的な推計手法によって推計値を算出した場合は、エネルギー種別が特定でき

れば該当するエネルギーの欄に記入し、特定できなければ「その他の燃料」の（ ）欄に記入（名称例：空

調エネルギー）してください。「その他の燃料」に記入する場合、「使用量」及び「熱量ＧＪ」の欄には、熱

量ＧＪの値をそれぞれ記入してください。 

 

・都市ガスの使用量は「その他の燃料」の欄にガスグループ（例:１３Ａ）及び単位あたりの発熱量を記入して

ください。供給事業者及び供給地域によって発熱量が異なるため、実際に供給を受けているガス会社に熱量

への換算係数を確認し、欄外に記入してください。欄外に書ききれない場合は、当該内容を記入した資料を

添付してください。 

なお、都市ガス供給事業者ごとの単位当たりの発熱量（換算係数）を巻末の別添資料２に示しますので、

都市ガス供給事業者に確認できない場合は、当該資料に掲載されている各事業者の「標準熱量(MJ/㎥)（換算

係数）」を換算係数として使用することもできます。その際、小数第２位を四捨五入する（例；15.06978→

15.1）ことも可能です。 

 

・連携省エネルギー計画は、省エネ量を事業者間で分配して報告することができる制度です。連携省エネルギ

ー措置を踏まえたエネルギーの使用量の報告は、指定表では求めていませんが、任意の別紙により特定表を

補足説明する指定工場等における連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量を報告することが可

能です。 
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●指定-第２表（改正省エネ法） 

 

指定－第２表 事業者のエネルギーの使用量等 

１－１ エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等

又は管理関係エネルギー管理指定工場等のエネルギーの使用量等 

エネルギーの種類 単位 

年度 

使用量 

他者に供給する熱・電気を発

生させるために使用した燃料

の使用量 

販売した副生エネルギーの量 購入した未利用熱の量 

数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 数値 熱量 GJ 

化 
 

石 
 

燃 
 

料 

原油（コンデンセー

トを除く。） 
kl         

原油のうちコンデン

セート（NGL） 
kl         

揮発油 kl         

ナフサ kl         

ジェット燃料油 kl         

灯油 kl         

軽油 kl         

Ａ重油 kl         

Ｂ・Ｃ重油 kl         

石油 

アスファルト 
ｔ         

石油コークス ｔ         

石

油

ガ

ス 

液化石油ガス 

（LPG） 
ｔ         

石油系炭化 

水素ガス 
千ｍ３ 

        

可

燃

性

天

然

ガ

ス 

液化天然ガス 

（LNG） 
ｔ         

その他可燃性 

天然ガス 
千ｍ３         

石

炭 

輸入原料炭 ｔ         

コークス用 

原料炭 
ｔ         

吹込用原料炭 ｔ         

輸入一般炭 ｔ         

国産一般炭 ｔ         

輸入無煙炭 ｔ         

石炭コークス ｔ         

コールタール ｔ         

① 



131 

 

コークス炉ガス 
千ｍ３         

高炉ガス 千ｍ３         

発電用高炉ガス 千ｍ３         

転炉ガス 千ｍ３         

そ

の

他 

都市ガス 千ｍ３         

(    ) 千ｍ３ 
        

小計 GJ 
        

非 
 

化 
 

石 
 

燃 
 

料 

黒液 t         

木材 t         

木質廃材 t         

バイオ 

エタノール 
kl         

バイオ 

ディーゼル 
kl         

バイオガス 千ｍ３         

その他バイオマス t         

RDF t         

RPF t         

廃タイヤ t         

廃プラスチック t         

廃油 kl         

廃棄物ガス 千ｍ３         

混合廃材 t         

水素 t         

アンモニア t         

そ

の

他 

(    ) GJ         

(    ) GJ         

小計 GJ         

熱  

他

者

か

ら

購

入

し

た

熱 

産業用蒸気 GJ         

 
うち 

非化石 
GJ         

産業用以外の蒸

気 
GJ         

 
うち 

非化石 
GJ         

温水 GJ         

 
うち 

非化石 
GJ         
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冷水 
GJ         

 
うち 

非化石 
GJ         

そ

の

他 

(   ) GJ         

 
うち 

非化石 
GJ         

そ

の

他

使

用

し

た

熱 

地熱 GJ         

温泉熱 GJ         

太陽熱 GJ         

雪氷熱 GJ         

そ

の

他 

(   ) GJ         

(   ) GJ         

小計 GJ         

 うち非化石 GJ         

電  
気 

電

気

事

業

者

か

ら

の

買

電 

電気事業者 千 kWh         

 
うち非化石 千 kWh         

上

記

以

外

の

買

電 

オフサイト型 PPA 

（重み付けなし） 
千 kWh         

オフサイト型 PPA 

（重み付けあり） 
千 kWh         

自己託送 

非燃料由来の 

非化石電気 

千 kWh         

上記以外の 

自己託送 
千 kWh         

 うち非化石 千 kWh         

 
重み付け 

非化石 
千 kWh         

（    ） 千 kWh         

 うち非化石 千 kWh         

 
重み付け 

非化石 
千 kWh         
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他事業所からの

供給 
千 kWh         

 うち非化石 千 kWh         

 
重み付け 

非化石 
千 kWh         

自

家

発

電 

太陽光 
千 kWh         

kW         

風力 
千 kWh         

kW         

地熱 
千 kWh         

kW         

水力 
千 kWh         

kW         

そ

の

他 

(   ) 

千 kWh         

kW         

(   ) 
千 kWh         

kW         

そ

の

他 

燃

料 

化石 千 kWh  

※1 

      

非化石 千 kWh  

※1 

      

そ

の

他 

熱 

化石 千 kWh  

※1 

      

非化石 千 kWh  

※1 

      

小計 千 kWh         

 うち非化石 千 kWh         

 
重み付け 

非化石 
千 kWh         

合計 GJ        

 うち非化石 GJ        

原油換算 kl ⓐ    ⓑ  ⓑ’ 

 うち非化石 kl        

前年度原油換算 kl        

対前年度比（％）        

備考 １ 他者に供給する熱・電気を発生させるために使用した燃料の使用量については、自ら使用する熱・

電気を発生ために使用する化石燃料及び非化石燃料も含めた全体のエネルギー使用量の内数とする

こと。 

   ２ ※1欄に記入する熱量換算値は、電気の量１千キロワット時を熱量 8.64ギガジュールとして換算し

た値を用いること。また、この熱量換算値は小計欄には含めないこと。 

非
燃
料
由
来
の
非
化
石 

② 
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１－２ 電気需要最適化を踏まえた電力使用量の内訳 

時間帯 単位 

   年度 

使用量 

数値 原油換算 kl 

月

別 

４月 千 kWh   

５月 千 kWh   

６月 千 kWh   

７月 千 kWh   

８月 千 kWh   

９月 千 kWh   

１０月 千 kWh   

１１月 千 kWh   

１２月 千 kWh   

１月 千 kWh   

２月 千 kWh   

３月 千 kWh   

時

間

帯

別                             

出力制御時間帯 千 kWh 
  

需給が厳しい時間帯 千 kWh   

その他の時間帯 千 kWh   

合計 千 kWh   

備考 １ 事業者単位で月別・時間帯別のいずれか１つを選択して記入すること。なお、時間帯別による報告

の際は、30分単位又は 60分単位で計測した電気の使用量について、出力制御時間帯、需給が厳し

い時間帯又はその他の時間帯にそれぞれ集計したものを記入すること。 

   ２ 原油換算 kl欄には、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準で定める月別電気需要最適化係数

又は時間帯別電気需要最適化係数を考慮した値を記入すること。 

 

１－３ 電気の需要の最適化に資する措置を実施した日数       

電気の需要の最適化に資する措置を実施した日数 日   

備考 １日に数回ＤＲの対応を行った場合にも、「１日」として報告を行うこと。 
 

１－４ 熱・電気供給事業者から購入した熱・電気の種別及び非化石割合に係る情報 

熱・電気の別 メニュー名 使 用 量 

熱・電気供給事業者から

購入した熱・電気におけ

る非化石割合 

□ 熱 

□ 電気 １． GJ・kWh kl % 

□ 熱 

□ 電気 ２． GJ・kWh kl % 

□ 熱 

□ 電気 ３． GJ・kWh kl % 

 

 

  

③ 



135 

 

 

①指定-第２表の改正箇所は、(3)特定-第２表の改正箇所の説明をご参照ください。下記、指定表特有の変更点

について説明します。 

 

②当該事業所における外部調達電気の量を特定するため、他事業所から供給を受け

た電気の使用量を記入してください。記入に当たっては、供給元の発電方法に応

じて、「うち非化石」「重み付け非化石」欄にその使用量を全体の内数として記入

してください。 

 

  右図イメージのうち、②の電気が該当します。電気事業者等から購入する電気

（①）の他、他事業所から供給を受けた電気（②）についても、A 工場のバウ

ンダリーでは外部調達電気として扱います。 

 

 

 

③当該事業所における実施日数を記入してください。各指定表の指定-第２表１－３で記入された日数のうち最

も多い日数が特定-第２表１－３に記入されます。 
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(3)指定-第３表 

指定-第３表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工

場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備及びエネルギ

ーを消費する主要な設備の概要、稼働状況及び新設、改造又は撤去の状況 

 
設 備 の 名 称 設 備  の  概  要 稼 働 状 況 

新設、改造又は 

撤去の状況 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
設
備 

    

    

    

    

    

    

    

上
記
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
主
要
な
設
備 

 
  

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

 
 

    

    

    

 

①指定-第３表は、エネルギーの使用の合理化に関する設備と、それ以外のエネルギーを消費する主要な設備に

分けて記入してください。同一設備を重複して記入する必要はありません。「エネルギーの使用の合理化に

関する設備」とは概ね以下のような設備のことを指します。 

・判断基準のⅠの中で、「新設に当たっての措置」に記入されている設備、又はⅡ（目標部分）   

に記入されている設備。 

・「特定事業者のうち製造業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の

作成のための指針」等に記入されている設備。 

・その他省エネルギーを意図して設置又は改善した設備。 

・工場等の新設時に採用された省エネ対策設備。 等 

 

  

② 

④ ⑤ ⑥ 

③ 

① 
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また、原則として各設備の年間のエネルギーの消費量の合計量が、当該工場等の総エネルギー使用量の８

割を網羅するよう記入してください。ただし、この基準に該当する設備の数がそれぞれ３０を超える場合に

は、以下の考え方を基本とし、例示する設備名又は設備群名（以下「設備等」という。）を参考にして、記

入する数をそれぞれ３０以内としてください。記入欄は、設備数に応じて増減させてください。 

［考え方］ 

ア．当該工場等のエネルギー管理区分ごとにまとめる。 

イ．特定の工程を構成する設備を群としてまとめる。 

ウ．同一設備を群としてまとめる（ボイラー設備・送風機等）。 

 

②「エネルギーの使用の合理化に関する設備」の欄は、設備の設置又は改善によって工場等のエネルギーの使

用の合理化が図られている場合に、その設備について記入してください。 

「設備の名称」の欄には、下記の例を参考にして設備名を記入してください。 

 

［使用の合理化に関する設備、設備群例］ 

（食品製造業） 

・高効率温水ボイラー ・遠赤外線式フライヤー ・ヒートポンプ式熱源装置 ・かきとり式熱交換機  

・ジュール加熱器 ・自動ミキサー ・自動生地成型装置 ・自動ろ過圧搾機 ・自動焼成機  

・全自動ミートスライサー ・連続処理冷凍機 ・高速自動無菌充填機 ・自動造粒装置 ・真空凍結乾燥

機  

・万能製菓機 

（セメント製造業） 

・原料予備粉砕機 ・仕上げ予備粉砕機 

（鉄道車両製造業等） 

・ボイラー廃熱回収装置 ・力率改善コンデンサ 

（ガス業） 

・廃熱回収装置 ・自動回転数制御装置 ・自動台数制御装置 ・自動力率調整装置 

（業務用ビル） 

・ヒートポンプシステム（蓄熱式含む） ・コージェネレーション 

（造船業） 

・マイコン制御インバータ式溶接機 

その他エネルギー需給構造改革投資促進税制の対象設備及びこれらに準ずる省エネルギー効果のある設備等。 

 

③「上記以外のエネルギーを消費する主要な設備」の欄には、エネルギーの使用の合理化に関する設備に該当

する設備以外のエネルギーを消費する主要な設備を記入するものとし、「設備の名称」の欄には、下記の例

を参考にして記入してください。 
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［指定-第３表 エネルギーを消費する設備、設備群例］ 

（食料品製造業） 

・ボイラー ・オーブン（フライヤー） ・自家発電機 ・殺菌機 ・ホモジナイザー ・噴霧乾燥装置  

・結晶装置 ・仕込 ・発酵装置 ・冷却包装装置 ・蒸煮装置 ・製麺装置 ・精米機 ・充填密封機  

・煎機・冷蔵装置・スモークハウス・ロール機・送風機（ニューマ） ・自動洗瓶機 ・造粒機 

（塩製造業） 

・ボイラー ・海水取水ポンプ ・電気透析設備 ・蒸発缶循環ポンプ 

（たばこ製造業） 

・ボイラー ・乾燥機 ・冷凍機 ・空気圧縮機 

（染色整理業） 

・ボイラー ・自家発電設備 ・ヒートセッター ・糊抜 ・精錬設備 ・捺染装置・廃水処理設備 

（紙・パルプ製造業） 

・石灰焼成キルン ・製紙粕等廃棄物焼却設備 ・ボイラー ・熱風乾燥設備・ディーゼル機関  

・赤外線乾燥装置 ・ガスタービン ・クラフトパルプ製造 ・サーモメカニカルパルプ製造  

・古紙パルプ製造 ・抄紙 ・塗工 

（化学工業） 

・エチレン製造装置 ・ポリプロピレン製造装置 ・ポリエチレン製造装置・スチレンモノマー製造装置  

・ポリスチレン製造装置・アクリロニトリル製造装置 ・アンモニア製造装置 ・硫安製造装置 

・尿素製造装置 ・食塩電解装置 ・化成品製造装置 ・染料製造装置・農薬(中間体)製造装置  

・医薬(中間体)製造装置 ・発電設備・塩ビモノマー製造装置 ・ポリ塩化ビニル製造装置 ・ボイラー 

・焼却炉・ガス化炉 ・転化炉 ・乾燥機 ・高圧分解塔 ・晶析設備 ・加熱器 

（石油製造業） 

・加熱炉 ・ボイラー 

（セメント・同製品製造業） 

・セメント焼成炉 ・ボイラー ・乾燥炉 ・ディーゼル機関 ・原料ミル ・仕上げミル ・焼成炉 

（窯業） 

・乾燥機 ・焼成炉 ・溶解炉 ・電炉 ・黒鉛化炉 ・オートクレーブ 

（鉄鋼業） 

・コークス ・焼結 ・転炉 ・高炉 ・熱延 ・厚板 ・形鋼 ・化成 ・冷延・電炉 ・連鋳  

・電気めっき ・送風機 ・圧延機 

（銑鉄鋳物製造業） 

・溶解設備 ・熱処理設備 ・加工設備 ・環境設備 

（家電製造業） 

・冷温水発生機 ・熱処理 ・工作 ・成形 ・基板加工 ・めっき ・組立・冷凍機 ・コンプレッサー  

・塗装 ・基板加工 ・試験 

（重電製造業） 

・塗装 ・乾燥 ・熱処理炉 ・製缶加工 ・溶接 ・絶縁処理 ・めっき・工作機械 ・試験 ・ボイラ

ー  

・機械加工 ・熱処理炉 ・組立 ・冷凍機・コンプレッサー 

（鉄道車両製造業） 

・ボイラー ・空気圧縮設備 ・給排気設備 ・赤外線乾燥炉 

（造船業） 

・重量物運搬車 ・溶接機 ・クレーン ・鋼材切断機 ・排水ポンプ 

（ガス業） 

・ガス発生器 ・加熱炉 ・ボイラー ・発電設備 ・ガス圧縮機 ・空気圧縮機・送風機 ・圧送機  

・排送機 

（業務用ビル） 

・空気調和設備 ・熱源設備（吸収式冷凍機、冷温水発生器等）・換気設備 ・ボイラー ・給湯設備  

・照明設備 ・昇降機・動力設備 ・受変電設備 ・ＢＥＭＳ ・発電専用設備 ・事務用機器  

・民生用機器 ・業務用機器 
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④「設備の概要」の欄には、型式、能力（エネルギー使用量、生産能力等）等の設備等に関する説明を簡潔に

記入してください。また、エネルギーの使用の合理化に関する設備の「設備の概要」については、その説明

を簡潔に記入し、補助金や税制、財政投融資等の支援策を受けて導入した設備であれば、その旨を記入して

ください。 

 

⑤「稼働状況」の欄には年間稼働日数及び１日の平均稼働時間を記入してください。 

 

⑥「新設、改造又は撤去の状況」の欄は、記入した設備等の内、当該年度に設備等の新設、改造又 は撤去が

行われた場合にその旨と年月を、さらに改造にあっては改造の内容を記入してください。エネルギーの使用

量の変化が３％未満の軽微な改造である場合、改造の状況についての記入は不要です。 

 

 

●指定-第３表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 
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(4)指定-第４表 

指定‐第４表 エネルギーの使用量と密接な関係をもつ値 

 年度 対 前 年 度 比

（％） 

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接

な関係をもつ値（名称：    ）（単位：      ） 

ⓒ  

 

 

①「年度」の欄には、当該年度を記入してください。 

 

②「生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値」（以下「生産数量等」と

いう。）の欄には、生産量、生産額等又は当該業務に供した施設の規模等エネルギーの使用量と密接な関係

をもつ値を記入し、（ ）内の名称の欄にその値の名称（例：延床面積、生産数量等）、単位の欄にその単位

（㎡、トン等）を記入してください。単位を数式とする場合（例：㎡×時間）は、式を構成する内容（例：

延床面積×営業時間）を値の種類として記入してください。いずれを選択するかについては、１年間の中で、

ある期間については生産量、その他の期間については生産額といった選択ではなく、年間を通じて同一のも

のを記入してください。 

なお、前年度以前に本報告をした場合には、原則として、その際に用いた単位を記入してください。やむ

を得ない事情により単位を変更する場合には、その理由と、原則当該年度を含む過去５年度分の新旧単位に

よる生産数量等の対比表を欄外又は別紙に記入してください。 

 

② 生産数量等の記入に当たっては、別添資料１０に掲げる業種及び別添資料１１に掲げる事業用ビルの用途

ごとの生産数量等の単位（補助単位として千又は百万を使用）、換算方法等を参考に生産数量等を記入して

ください。その数値については、原則、最下位を四捨五入して、エネルギーの使用に係る原単位の変化率が

「％（パーセンテージ）」で小数点第１位まで把握するために必要な桁数４桁（有効数字）をもった数字

（例、102,500トン、33,740㎡）で記入してください。 

 

生産数量等の記入に当たっては、ひとつの工場等において複数の製品を生産している場合等においては、

当該工場等における主たる製品を定め、主たる製品の生産量と、その他の製品を生産するのに要したエネル

ギー使用量で主たる製品を生産したとした場合の主たる製品の生産量を合計した値を工場等全体の生産数量

等として記入することができます。 

なお、生産数量等の換算を行った場合（別添資料１０に規定する換算を行った場合を除く。）には、その

換算の考え方を余白又は別紙に記入してください。 

 

生産数量のかわりに、生産額（付加価値生産額［例：生産額－原料額］）を用いる場合は、単位として円

（補助単位として千円又は百万円を使用）を記入してください。 

 

上記の方法で記入を行うことが不適当又は困難と考えられる場合には、当該工場等の生産数量等を表す適

当な方法で生産数量又は生産額（補助単位として千又は百万を使用）を記入してください。 

 

製造業等については生産数量又は生産額を記入する場合が多いと想定されますが、その他の業種について

は、生産数量又は生産額が適当ではない場合も多いため、生産数量又は生産額のかわりに、エネルギーの使

用量と密接な関係を持つ値、例えば、建物延床面積等、その業種・事業場に適したものを選択してください。

例として、事業用ビルの用途ごとに別添資料１１に掲げる単位を参考にしてください。また、より実態に即

したものとするため、これらの項目を積の形や回帰式の形で使用しても構いません。 

 

④「対前年度比」の欄は、当該年度値の算定に使用した計算式により算定した「前年度値」（計算式に変更が

ない場合は、前年度に提出した定期報告書において記載した値）と「当該年度値」から算出したものを、小

数点以下第２位を四捨五入し百分率（％）で表示してください。算出方法は以下のとおりです。 

  （％）
前年度値

当該年度値
対前年度比（％）＝ 100  

したがって、前年度に提出した定期報告書に記入した生産数量等の単位を変更する場合は、その理由を欄

外又は別紙に記入し、前年度に報告した生産数量等を本年度に使用する単位の生産数量等に置き換えて算出

してください。 

① 

② ③ ④ 
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ただし、前年度において報告義務がなく報告していなかった場合は、「対前年度比」の欄は記入しなくて

も差し支えありませんが、前年度のデータを把握している場合は可能な限り記入に努めてください。 

 

 

●指定-第４表（改正省エネ法） 

 変更点はありません。 
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(5)指定-第５表 

指定‐第５表 エネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位 

１ エネルギーの使用に係る原単位 

 年度 対前年度比（％） 

 

原単位= 
エネルギー使用量（原油換算 kl）（指定-第２表ⓐ－ⓑ－ⓑ’） 

 

     

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの

使用量と密接な関係をもつ値（指定-第４表ⓒ） 

 

２ 電気需要平準化評価原単位 

 年度 対前年度比（％） 

 

= 

電気需要平準化時間帯買電量評価後の 

エネルギー使用量（原油換算 kl） 
 

  

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの

使用量と密接な関係をもつ値（指定-第４表ⓒ） 

備考 電気需要平準化時間帯買電量評価後のエネルギー使用量（原油換算 kl）は、以下の算定式により計算する。 

    下式中の記号は、指定-第２表中の記号を指す。また、評価係数は 1.3 とする。 

 

   電気需要平準化時間帯買電量 

   評価後のエネルギー使用量  ＝ ⓐ + ⓗ × (評価係数 - 1)×0.0258 - ⓑ - ⓑ’ 

       （原油換算 kl） 

 

①「年度」の欄には、当該年度を記入してください。 

 

②「原単位」とは、単位生産数量等当たりのエネルギー消費量をいいます。 

 

③指定-第５表を記入するに当たり、まず、指定-第２表から原油換算した「エネルギー使用量（ⓐ）」及び

「販売した副生エネルギーの量（ⓑ）」、「購入した未利用熱の量（ⓑ’）」を確定してください。 

※①、②及び③について、指定後の最初に提出する定期報告書では、指定以前の年度の値は記入可能な場

合に限り記入してください。 

 

④エネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の計算は、上記③において確定した値を用い

て算出してください。算出方法は以下のとおりです。 

 

＜エネルギーの使用に係る原単位の算出方法＞ 

 

原単位= 
エネルギー使用量（原油換算 kl）（指定-第２表ⓐ－ⓑ－ⓑ’） 

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使

用量と密接な関係をもつ値（指定-第４表ⓒ） 

 

  

① 

④ ⑤ 

電気需要平準化 

評価原単位 

② 
③ 

④ ⑤ 
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＜電気需要平準化評価原単位の算出方法＞ 

 

原単位= 
電気需要平準化時間帯買電量評価後のエネルギー使用量（原油換算 kl） 

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な

関係をもつ値（指定-第４表ⓒ） 

 
※電気需要平準化時間帯買電量評価後のエネルギー使用量（原油換算 kl）は、以下の算定式により計算する。 

    下式中の記号は、指定-第２表中の記号を指す。また、評価係数は 1.3 とする。 

    電気需要平準化時間帯買電量 

     評価後のエネルギー使用量  ＝ ⓐ + ⓗ × (評価係数 - 1)×0.0258 - ⓑ－ⓑ’  

         （原油換算 kl） 

 

なお、この際、工場等内において指定-第２表のエネルギーから発生した副生エネルギー（熱、電気、石油

製品、石炭製品等）を他者に販売している場合（指定-第２表ⓑ欄）は、指定-第２表のエネルギー使用量

（ⓐ欄）から、これらの「販売した副生エネルギーの量」（ⓑ欄）と「購入した未利用熱の量」（ⓑ’欄）

を差し引いて得た値を用いることができます。 

また、原単位については、原則、その変化率が「％（パーセンテージ）」で小数点第一位まで把握するため

に必要な桁数（有効数字）４桁の値（例：0.1848、26.10）をもって記入してください。 

  

⑤「対前年度比」の欄は、当該年度値の算定に使用した計算方式に基づき「前年度値」を確定し、その値と

「当該年度値」から算出したものを、小数点以下第２位を四捨五入し百分率（％）で表示（例：98.6%、

101.5%）してください。算出方法は以下のとおりです。 

  （％）
前年度値

当該年度値
対前年度比（％）＝ 100  

ただし、当該年度において指定-第４表の生産数量等の単位を変更する場合には、前年度の原単位を当該年

度の原単位の算定に使用する生産数量等の単位により再計算して算定した原単位をもとに算出してください。 

 

 

  

1.3 
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●指定-第５表（改正省エネ法） 

 

指定－第５表 エネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況 

１ エネルギー消費原単位 

 年度 対前年度比（％） 

 

原単位= 
エネルギー使用量（原油換算 kl）（指定-第２表ⓐ’－ⓑ－ⓑ’） 

 

  

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使

用量と密接な関係をもつ値（指定-第４表ⓒ） 

備考 ⓐ’はⓐの非化石燃料に対して、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準で定める補正係数を乗じ

たエネルギー使用量を記入すること。 

 

２ 電気需要最適化評価原単位 

 年度 対前年度比（％） 

電気需要最適化 

評価原単位 
= 

電気需要最適化時間帯買電量評価後のエネルギー使用量(原油換算 kl)

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの

使用量と密接な関係をもつ値(指定 − 第４表©)

  

 

 

３ 非化石エネルギーの使用状況 

 年度 

非化石電気 

の使用状況 
＝ 

補正後の非化石電気 合計原油換算 kl

補正後の電気 合計原油換算 kl
 % 

備考 以下に示すエネルギー種等について勘案して算出すること。 

   ①他者に供給する熱・電気を発生させるために使用した化石燃料及び非化石燃料を分母分子から控除。 

   ②「重み付け非化石」に該当する電気については、非化石エネルギーへの転換に関する判断基準で定め

る方法により補正した使用量を算入すること。 

 

 

 

①下記記入例のとおり、旧省エネ法に基づく数値と改正省エネ法に基づく数値を両方記入してください。 

 

 （記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②当該事業所で使用した電気のうち、非化石電気の使用割合の実績を記入してください。 

 

 

  

① ① 

② 

２０２３年度報告で

は改正省エネ法に基

づく前年度実績値が

ないため、旧省エネ

法に基づく対前年度

比のみ記載します。 
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(6)指定-第６表 

指定‐第６表 過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況 

１ エネルギーの使用に係る原単位 

 

年度 年度 年度 年度 年度 

５年度間 

平均原単位 

変化 

エネルギーの使用

に係る原単位 
     

 

 対前年度比

（％） 

 ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ 

 

 

 

２ 電気需要平準化評価原単位 

 

年度 年度 年度 年度 年度 

５年度間 

平均原単位 

変化 

電気需要平準化評

価原単位 
     

 

 対前年度比

（％） 

 ⓓ’ ⓔ’ ⓕ’ ⓖ’ 

 

 

 

 

①上段の「年度」には、当該年度を含む直近５年間の年度を、当該年度が一番右の欄となるよう順に記入して

ください。原単位を５年度間把握していない場合には、把握している年度から順に右詰で記入してください。 

 

②「エネルギーの使用に係る原単位」及び「対前年度比」の欄には、当該年度の原単位の算定に使用した計算

式（指定-第５表１のエネルギーの使用に係る原単位の計算式）により算定した直近５年度間の数値を記入し

てください。 

 

②’「電気需要平準化評価原単位」及び「対前年度比」の欄には、当該年度の原単位の算定に使用した計算式

（指定-第５表２の電気需要平準化評価原単位の計算式）により算定した直近５年度間の数値を記入して下さ

い。 

 

③ 「５年度間平均原単位変化」の欄には、過去５年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値を４乗根し、小数点

以下第２位を四捨五入し百分率(％) で表示してください。算出方法は以下のとおりです。 

＜エネルギーの使用に係る原単位＞５年度間平均原単位変化（％）＝（ⓓ×ⓔ×ⓕ×ⓖ）１／４ 

（電子式卓上計算機で算出する場合、ⓓ×ⓔ×ⓕ×ⓖを行い、「√」キーを２回押せば算出できます。） 

＜電気需要平準化評価原単位＞５年度間平均原単位変化（％）＝（ⓓ’×ⓔ’×ⓕ’×ⓖ’）１／４ 

（電子式卓上計算機で算出する場合、ⓓ’×ⓔ’×ⓕ’×ⓖ’を行い、「√」キーを２回押せば算出できま

す。） 

 

なお、直近５年度間の対前年度比の欄が満たされていない場合は、「５年度間平均原単位変化」の欄は記入

する必要はありません。 

※①、②及び③について、指定後の最初に提出する定期報告書では、指定以前の年度の値は記入可能な場合

に限り記入してください。 

 

  

① 

② 

③ 

③ 

②’ 



146 

 

●指定-第６表（改正省エネ法） 

 

指定－第６表 過去５年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使

用状況の変化状況 

１ エネルギー消費原単位 

 

年度 年度 年度 年度 年度 
５年度間平均 
原単位変化 

エネルギー消費原単位 
      

 対前年度比（％） 
 ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ  

 

２ 電気需要最適化評価原単位 

電気の使用量の集計区分 □ 月別    □ 時間帯別 

 

年度 年度 年度 年度 年度 
５年度間平均 
原単位変化 

電気需要最適化評価原単位 
      

 対前年度比（％） 
 ⓓ’ ⓔ’ ⓕ’ ⓖ’  

 

３ 非化石エネルギーの使用状況 

 
年度 年度 年度 年度 年度 

目標 

年度 

非化石電気の使用状況 % % % % % % 

 

 

①指定-第６表１、２の記入に当たっては、特定-第４表１、２の改正箇所の説明をご参照ください。 

 

②指定-第６表３の記入に当たっては、特定-第４表３－１の説明をご参照ください。 

 

 

  

① 

① 

② 



147 

 

(7)指定-第７表 

指定‐第７表 エネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位が改善できなかった場合の理由 

１ 過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均１％以上改善できなかった場合（イ）又はエネル

ギーの使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ロ）の理由 

（イ）の理由 

 

 

 

 

 

（ロ）の理由 

 

 

 

 

 

 

２ 過去５年度間の電気需要平準化評価原単位が年平均１％以上改善できなかった場合（ハ）又は電気需要平

準化評価原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ニ）の理由 

（ハ）の理由 

 

 

 

 

 

（ニ）の理由 

 

 

 

 

 

 

①「過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均１％以上改善できなかった場合（イ）」及び「過

去５年度間の電気需要平準化評価原単位が年平均１％以上改善できなかった場合（ハ）」とは、指定-第６表

の５年度間平均原単位変化が 99.0％を超えた場合が該当します。 

 

②「エネルギーの使用に係る原単位が前年度に比べて改善できなかった場合（ロ）」及び電気需要平準化評価

原単位が前年度に比べ改善できなかった場合（ニ）とは、指定-第５表の対前年度比が 100.0％以上の場合が

該当します。 

 

① 

② 

① 

② 
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③５年度間平均原単位変化又は対前年度比が改善できなかった場合の理由として、下記を参考に改善できなか

った原因を分析して、簡潔にまとめて記入してください。 

［改善できなかった理由等の事例］ 

・製品価格の低下、付加価値生産額の減少、出荷・販売金額の減少 

・生産抑制、減産対策（生産重量、生産個数等の減少） 

・生産設備の故障、トラブル 

・生産設備の劣化、効率の低下 

・生産構成の変動（工場間の生産品目移転、分社化、外注化、海外移転、自社製造化等） 

・原材料等の構成の変動 

・市場ニーズ対応（小ロット多品種化、高級化、高付加価値化等） 

・環境対策（公害防止、地域環境対策、作業環境対策等） 

・生産性向上対策（自動化、ロボット化、生産能率向上対策化等） 

・資源保護対策（原材料の再使用、再利用等） 

・生産空調（クリーンルーム、恒温室等）の増強 

・気候異変（猛暑、厳寒、渇水等） 

・試運転、試作品等の増加 

・燃料等の構成の変動（燃料転換、廃棄物燃料等の割合の増減等） 

 

指定-第７表の記入に当たって、２以上の工場等がある事業者においては、事業者の経営判断により他の工場等

の原単位が改善し、当該工場等の原単位が悪化した場合等、結果として事業者全体の原単位が改善している場

合はその旨記入しても構いません。算出根拠として個々の工場等の生産数量等、エネルギー使用量等を示して

ください。 

 

 

●指定-第７表（改正省エネ法） 

 

指定－第７表 エネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況が改善できな

かった場合の理由 

１ （略） 

２ （略） 

３ 非化石エネルギーの使用状況が向上しなかった場合の理由 

 

 

 

 

 

 

 

①指定-第７表３の記入に当たっては、特定-第５表３の説明をご参照ください。 

 

  

① 
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(8)指定-第８表 

指定－第８表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定

工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵

守状況（１又は２のいずれかに記入すること。） 

 

１ 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等における判断の基準の遵守状況（法第

５条第１項第１号関係） 
対象項目 
〈設備〉 

運転の管理 計測及び記録 保守及び点検 新設・更新に当たっての措置 

（１） 空気調和設備、換
気設備 

空気調和設備、換気設備の管理 空気調和設備、換気設備に関す
る計測及び記録 

空気調和設備、換気設備の保守
及び点検 

空気調和設備、換気設備の新
設・更新に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・更
新していない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（２） ボイラー設備、給
湯設備 

ボイラー設備、給湯設備の管理 ボイラー設備、給湯設備に関す
る計測及び記録 

ボイラー設備、給湯設備の保守
及び点検 

ボイラー設備、給湯設備の新
設・更新に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・更
新していない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（３） 照明設備、昇降
機、動力設備 

照明設備、昇降機の管理 照明設備に関する計測及び記録 照明設備、昇降機、動力設備の
保守及び点検 

照明設備、昇降機の新設・更新
に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・更
新していない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（４） 受変電設備 受変電設備の管理 受変電設備に関する計測及び記
録 

受変電設備の保守及び点検 受変電設備の新設・更新に当た
っての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・更
新していない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

 ＢＥＭＳ    ＢＥＭＳの新設・更新に当たっ
ての措置 
□ ＢＥＭＳを採用した 
□ ＢＥＭＳを採用していない 

 

  

① 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 
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（５） ガスタービン、蒸
気タービン、ガスエンジン
等専ら発電のみに供される
設備（発電専用設備）、コ
ージェネレーション設備 

発電専用設備、コージェネレー
ション設備の管理 

発電専用設備、コージェネレー
ション設備に関する計測及び記
録 

発電専用設備、コージェネレー
ション設備の保守及び点検 

発電専用設備、コージェネレー
ション設備の新設・更新に当た
っての措置 

管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基準ど
おり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基準ど
おり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・更新
していない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（６） 事務用機器、民生
用機器 

事務用機器の管理   事務用機器、民生用機器の新
設・更新に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

  □ 新設・更新の際、判断基準ど
おり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基準ど
おり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・更新
していない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

  
 
 

（７） 業務用機器 業務用機器の管理 業務用機器に関する計測及び記
録 

業務用機器の保守及び点検 業務用機器の新設・更新に当た
っての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基準
どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・更
新していない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（８） 事業場の居室等を賃貸している事業者は、事業場の居室等を賃借している事業者（以
下「賃借事業者」という。）に対するエネルギー使用量についての情報提供 

□ 情報提供している 
□ 一部の賃借事業者に情報提供している 
□ 情報提供していない 

 

２－１ 工場等（専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く。）における判断の基準の遵守状況

（法第５条第１項第２号関係） 
対象項目〈設備〉 運転の管理等 計測及び記録 保守及び点検 新設・更新に当たっての措

置 
（１） 燃料の燃焼
の合理化 

燃料の燃焼の管理 燃料の燃焼に関する計測及び記
録 

燃焼設備の保守及び点検 燃焼設備の新設・更新に当
たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

 

 

 

 

 

 

 

① 

⑨ 

⑧ 
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（２） 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 
（２－１） 加熱設
備等 

加熱及び冷却並びに伝熱の管理 加熱等に関する計測及び記録 加熱等を行う設備の保守及
び点検 

加熱等を行う設備の新設・
更新に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（２－２） 空気調
和設備、給湯設備 

空気調和設備、給湯設備の管理 空気調和設備、給湯設備に関す
る計測及び記録 

空気調和設備、給湯設備の
保守及び点検 

空気調和設備、給湯設備の
新設・更新に当たっての措
置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（３） 廃熱の回収
利用 

廃熱の回収利用の基準 廃熱に関する計測及び記録 廃熱回収設備の保守及び点
検 

廃熱回収設備の新設・更新
に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（４） 熱の動力等への変換の合理化 
（４－１） 蒸気駆
動の動力設備 

蒸気駆動の動力設備の管理 蒸気駆動の動力設備に関する計
測及び記録 

蒸気駆動の動力設備の保守
及び点検 

蒸気駆動の動力設備の新
設・更新に当たっての措置 

 管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

 管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

 

  

⑨ 
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（４－２） 発電専
用設備 

発電専用設備の管理・高効率化に向けた取組 発電専用設備に関する計測及び
記録 

発電専用設備の保守及び点
検 

発電専用設備の新設に当た
っての措置 

  管理標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

熱利用 
□ 実施している 
□ 実施していない 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設の際、判断基準どお
り措置した 

□ 新設の際、判断基準どお
り措置していない 

□ 当該年度に設備を新設し
ていない 

  管理標準に定めている
管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

バイオマス・水素・ア
ンモニア混焼 
□ 実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

副生物混焼 
□ 実施している 
□ 実施していない 

（４－３） コージ
ェネレーション設備 

コージェネレーション設備の管理・高効率化
に向けた取組 

コージェネレーション設備に関
する計測及び記録 

コージェネレーション設備
の保守及び点検 

コージェネレーション設備の
新設・更新に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

熱利用 
□ 実施している 
□ 実施していない 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている
管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

バイオマス・水素・ア
ンモニア混焼 
□ 実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

副生物混焼 
□ 実施している 
□ 実施していない 

（５） 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 
（５－１） 放射、
伝導等による熱の損
失の防止 

 熱の損失に関する計測及び記録 熱利用設備の保守及び点検 熱利用設備の新設・更新に当
たっての措置 

   計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

   管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（５－２） 抵抗等
による電気の損失の
防止 

受変電設備及び配電設備の管理 受変電設備及び配電設備に関す
る計測及び記録 

受変電設備及び配電設備の
保守及び点検 

受変電設備及び配電設備の新
設・更新に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 
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（６） 電気の動力、熱等への変換の合理化 
（６－１） 電動力
応用設備、電気加熱
設備等 

電動力応用設備、電気加熱設備等の管理 電動力応用設備、電気加熱設備
等に関する計測及び記録 

電動力応用設備、電気加熱
設備等の保守及び点検 

電動力応用設備の新設・更新
に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

（６－２） 照明設
備、昇降機、事務用
機器、民生用機器 

照明設備、昇降機、事務用機器の管理 照明設備に関する計測及び記録 照明設備、昇降機、事務用
機器の保守及び点検 

照明設備、昇降機、事務用機
器、民生用機器の新設・更新
に当たっての措置 

  管理標準の設定の状況 
 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済
（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置した 

□ 新設・更新の際、判断基
準どおり措置していない 

□ 当該年度に設備を新設・
更新していない 

  管理標準に定めている管理の状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 



154 

 

２－２ 工場等（専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く。）に設置する発電専用設備又はコ

ージェネレーション設備の発電効率等の状況に関し、参考となる情報（出力が 1,000kW以上の発電専用

設備又はコージェネレーション設備のみ記入） 

発電所の名称 日本発電所 

施設番号（設備の名称） （コージェネレーション１号機、ガスエンジン

発電機 1号機、排熱回収ボイラ 1号機等） 

型式 （Sub-C、SC、USC、GTCC、IGCC、その他等） 

出力（kW） 1500 

設備の用途 （電気事業用 / 自家消費用） 

実績効率（％） 43.5 

設計効率（％） 43.8 

燃料種ごとの基本情報  

 燃料種 都市ガス     

年間使用量（GJ） 63,434     

熱量構成比（％） 100%     

設備に投入する排熱エネルギーの有無 （有 / 無） 

設備から得られた電気のエネルギー量（千 kWh） 7,665,000 

高効率化に向けた取組  

 

設備から得られた熱のエネルギーのうち熱として活

用された量（GJ） 

 

設備に投入したバイオマスのエネルギー量（GJ）  
 

バイオマスの種類 （間伐材、建築廃材、ホワイトペレット等） 

設備に投入した水素のエネルギー量（GJ）  

設備に投入したアンモニアのエネルギー量（GJ）  

設備に投入した副生物・廃棄物のエネルギー量

（GJ） 

 

 副生物・廃棄物の種類 （副生ガス、黒液等） 

その他設備の高効率化に向けた取組 （高効率化の取組内容を自由に記入） 

調整力稼働による補正値（％） （石炭火力において、発電効率に補正値を加算

する場合のみ記入） 

備考 １ 本表には、工場等に設置する発電専用設備又はコージェネレーション設備単位の情報を記入するこ

と。 

２ 「施設番号」欄には、複数のボイラ、タービンが蒸気配管等を通じて一体的な構成となっている場

合は、一体での効率計算を行うユニット番号を全て記入すること。 

３ 「設備の用途」欄には、「電気事業用」又は「自家消費用」を記入すること。 

   ４ 「実績効率」及び「設計効率」欄には、複数のユニットがある場合は、それぞれのユニットの加重

平均値を記入すること。 

   ５ 「調整力稼働による補正値」欄には、石炭火力電力供給業であって、判断基準別表第５ 備考２に

規定する補正値を加算する場合に、当該補正値及びその算定式を記入すること。 
 

 

  

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑲ 

⑰ 

⑱ 
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①エネルギー管理指定工場等が「専ら事務所」である場合は１．のみに、「工場（専ら事務所その他これに類

する用途に供する工場等を除く工場等）」の場合は２．のみに記入してください。記載は１．又は２．のい

ずれか一方のみで、他方は記載の必要はありません。 

「専ら事務所」か「工場」かを判断する際には、日本標準産業分類を確認するとともに、以下（ア）、（イ）

の原則に従って分類してください。 

 

＜日本標準産業分類（総務省）ＨＰ＞ 【関係 URL参照】 

（ア）専ら事務所（１．に記入） 

エネルギー管理指定工場等が、日本標準産業分類における大分類のうち「Ｇ情報通信業、Ｈ運輸 

業・郵便業、Ｉ卸売業・小売業、Ｊ金融業・保険業、Ｋ不動産業，物品賃貸業、Ｌ学術研究・専門・

技術サービス業、Ｍ宿泊業・飲食サービス業、Ｎ生活関連サービス業・娯楽業、Ｏ教育・学習支援業、

Ｐ医療・福祉、Ｑ複合サービス事業、Ｒサービス業（他に分類されないもの）、Ｓ公務（他に分類され

るものを除く）、Ｔ分類不能の産業」に該当する場合。 

（イ）工場（２．に記入） 

エネルギー管理指定工場等が、日本標準産業分類における大分類のうち「Ａ農業・林業、Ｂ漁業、Ｃ

鉱業・採石業・砂利採取業、Ｄ建設業、Ｅ製造業、 Ｆ電気・ガス・熱供給・水道業」に該当する場合。

ただし、日本標準産業分類のＡ～Ｆにおける「主として管理業務を行う本社」及び「その他の管理、

補助的に経済活動を行う事業所」に該当する場合は、「専ら事務所」としてください。 

 

なお、上記原則に当てはめると「専ら事務所」に該当するものの、エネルギーの使用実態に鑑み、２．「工

場」の判断基準を遵守することが適当である場合（例：廃棄物処理業に該当する工場、製造ラインを有して

いる研究所等）には、２．「工場等」の判断基準の遵守状況を記入してください。 

 

②この表で管理標準とは、「判断基準」で定める管理標準のことであり、事業者が燃焼設備、加熱設備等の管

理、計測・記録、保守・点検等を行うに当たり、自ら定めるマニュアルのことです。 

 

③対象項目となっている設備で、該当するものに「■」印又は「☑」印を付し、工場等に設置されていない設

備等については、当該設備の欄を全て斜線で削除してください。 

 

④「管理標準の設定状況」の欄には、設備ごとに設定状況を選択回答し、設定中の場合は概ね何％の進捗状況

かを記入してください。 

 

⑤「管理標準に定めている管理の状況」、「管理標準に定めている計測及び記録の実施状況」及び「管理標準

に定めている保守及び点検の実施状況」については、自ら定めた管理標準をどの程度遵守しているか、その

実施状況を記入してください。 

 

⑥「新設に当たっての措置の状況」については、設備の新設だけでなく、更新した場合も該当します。 

なお、中長期計画書に設置を予定した場合でも、当該年度に新設・更新がなければ、該当なしに「「■」印

又は「☑」印を付してください。 

 

⑦１．(4)BEMS の欄については、当該年度に BEMS を新設したか否かに関わらず、BEMS を採用している場合、

「BEMS を採用した」の欄に「■」印又は「☑」印を付してください。BEMS を採用していない場合は、当該項

目の欄を斜線で削除するのではなく、「BEMS を採用していない」の欄に「■」印又は「☑」印を付してくださ

い。 

 

⑧１．(8)「事業場の居室等を賃貸している事業者は、事業場の居室等を賃借している事業者に対するエネルギ

ー使用量についての情報提供」の欄については、事業場の居室等を賃貸していない場合は斜線で削除してく

ださい。 
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⑨２． (1)燃料の燃焼の合理化に印を付けた場合、原則として※、(3)廃熱の回収利用の欄にも印を付ける必要

があります。 

排ガスを排出する設備がある工場等であって廃熱の回収利用を行っていない場合は、 

・ 廃熱温度等のデータをもとに費用対効果がないこと等を確認した上で廃熱回収を実施していない場合に

は、下図のように「■」印又は「☑」印を付けてください。なお、費用対効果のないこと等を確認した記

録が残っていることが原則です。 
（３） 廃熱の回収利用 廃熱の回収利用の基準 廃熱に関する計測及び記録 廃熱回収設備の保守及び点検 廃熱回収設備の新設に当たって

の措置 
  管理標準の設定の状況 

 
■ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
■ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設の際、判断基準どおり措
置した 

□ 新設の際、判断基準どおり措
置していない 

□ 当該年度に設備を新設してい
ない   管理標準に定めている管理の状

況 
■ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
■ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

 

 

・ 廃熱温度等のデータをもとにした費用対効果等の検討をせずに廃熱回収を実施していない場合には、下図

のように「■」印又は「☑」印を付けてください。 
（３） 廃熱の回収利用 廃熱の回収利用の基準 廃熱に関する計測及び記録 廃熱回収設備の保守及び点検 廃熱回収設備の新設に当たって

の措置 
  管理標準の設定の状況 

 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
■ 未設定 

計測及び記録に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
■ 未設定 

保守及び点検に関する管理標準
の設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

□ 新設の際、判断基準どおり措
置した 

□ 新設の際、判断基準どおり措
置していない 

□ 当該年度に設備を新設してい
ない   管理標準に定めている管理の状

況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
■ 実施していない 

管理標準に定めている計測及び
記録の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
■ 実施していない 

管理標準に定めている保守及び
点検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

※大気解放型の設備（食品工場におけるフライヤーやパン焼等）の場合あるいは廃熱温度が構造的に測れない

燃焼設備の場合は除く。 

 

⑩「発電所名称」欄には、電気事業法上の届出名称を記入してください。 

 

⑪「施設番号」欄には、ユニットを構成しているボイラ、タービンそれぞれの番号（自社呼称可）を記入し

てください。複数のボイラ、タービンが蒸気配管等を通じて一体構成となっている場合には、一体での効

率計算を行うユニット番号を全て記入してください。 

 

⑫「型式」欄には、GT、ST、GTCC、SC、その他等、型式を表す表示を記入してください。 

 

⑬「出力」欄には、電気事業法上の届出出力を記入してください。複数ユニットで構成されている場合は、

ユニットの合計出力のみを記入してください。 

 

⑭「実績効率」欄には、発電効率の実績値（発電端・高位発熱量）を記載してください。複数ユニットで構

成されている場合は、それぞれのユニットの発電電力量を基準とした加重平均値を記入してください。ま

た、石炭火力発電については、調整力稼働補正値を加算することが可能です。 

 

⑮「設計効率」欄には、発電効率の設計値を気乳してください。複数ユニットで構成されている場合は、そ

れぞれのユニットの発電電力量を基準とした加重平均値を記入してください。 

 

⑯「燃料種」欄は、燃料種が複数ある場合は、左側から使用量が多い順に記入してください。製造プロセス

等で発生した排熱のみを利用して発電する場合は、「－」を記入してください。 
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⑰「設備に投入する排熱エネルギーの有無」欄には、製造プロセス等で発生した廃熱を利用して発電する場

合には「有」を記入してください。 

 

⑱「設備から得られた熱のエネルギーのうち熱として活用された量」欄には、例えば、発電専用設備の排気

からの熱回収（蒸気、温水等）など、発電専用設備又はコージェネレーション設備から得られる熱のう

ち、熱として活用されるものを加えることが可能です。（ボイラの排ガス回収によるボイラ効率の改善等

は、加算対象となりません） 

 

⑲「調整力稼働による補正値」欄は、石炭火力電力供給業である場合、石炭火力発電の効率に、次の算定式

により算出する補正値を加算することが出来ます（なお、電力供給業の場合には記入しません）。 

 

-0.037×石炭火力発電の年間設備利用率（％）＋3.69 

 

上記の補正値及び算定式を記入してください。上記算定式における「石炭火力の年間設備利用率」は、次の

算定式により算出してください。 

 

年間発電量（kWh）÷発電設備の出力（kW） 

×（8,760（時間）－発電設備のトラブル又はメンテナンス等による休止時間（時間）） 

 
※該当する設備を複数設置している場合は、設備ごとに表を作成頂く必要がございます。定期報告書の作成
方法によって対応が異なりますので、以下ご確認の上ご対応をお願いします。 

・EEGS（推奨）：システム上で表の複製が可能ですので、設置している設備の数だけ表を複製のうえ報告くだ
さい。 

・定期報告書作成支援ツール（アプリ、エクセル）：支援ツール上では表の複製ができませんので、１台目に
ついては支援ツールに入力頂き、それ以外の設備については定期報告書の Word ファイルに記入頂き、定期
報告書の別添としてご提出をお願いします。 
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/ 

 

  

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/


158 

 

●指定第８表（改正省エネ法） 

指定－第８表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定

工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵

守状況（１又は２のいずれかに記入すること。） 

１ 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等における判断の基準の遵守状況 

（法第５条第１項第１号関係） 
対象項目〈設備〉 運転の管理 計測及び記録 保守及び点検 新設・更新に当たっての措置 

（２）－２ 太陽熱利用機
器等 

  太陽熱利用機器等の保守及び点検  

    保守及び点検に関する管理標準の
設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

 

    管理標準に定めている保守及び点
検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

 

（略） 
（５）－２ 太陽光発電設
備等 

  太陽光発電設備等の保守及び点検  

    保守及び点検に関する管理標準の
設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

 

    管理標準に定めている保守及び点
検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

 

 

２－１ 工場等（専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く。）における判断の基準の遵守状況

（法第５条第１項第２号関係） 

（略） 

 

  

対象項目〈設備〉 運転の管理等 計測及び記録 保守及び点検 新設・更新に当たっての措置 
（２－２）－２  
太陽熱利用機器等   

太陽熱利用機器等の保守及び点検 
 

    保守及び点検に関する管理標準の
設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

 

    管理標準に定めている保守及び点
検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 

 

(４－２）－２  
太陽光発電設備等 

  太陽光発電設備等の保守及び点検  

    保守及び点検に関する管理標準の
設定の状況 
□ 設定済 
□ 一部設定済（    ％） 
□ 未設定 

 

    管理標準に定めている保守及び点
検の実施状況 
□ 実施している 
□ 一部実施している 
□ 実施していない 
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(9)指定-第９表 

 指定-第９表 その他実施した措置 

 １ エネルギーの使用の合理化に関する事項 

措 置 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 電気の需要の平準化に資する措置に関する事項 

措 置 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

①当該年度において、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し実施した省エネルギー活動、

体制整備等の措置について記入して下さい。 

 

 

●指定-第９表（改正省エネ法） 

指定－第９表 その他実施した措置  

１ （略） 

２ （略） 

３ 非化石エネルギーへの転換に関する事項 

措 置 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

①指定-第９表３の記入に当たっては、特定-第９表３の説明をご参照ください。 

① 

① 
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(10)指定-第１０表 １ 

※エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定等、その他指定-第１０表の記入については、

温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のホームページ上に掲載されている「温室効

果ガス排出量算定・報告マニュアル」【関係 URL参照】を参考にしてください。 

 

指定-第１０表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定

工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温

室効果ガス算定排出量 

１ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素  t-CO2 

 

①次に掲げる量（他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。）の合計量を記入してください。なお、イ．

に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて指定-第１０表の３にも必要事項を記入する必要があります。 

ア．燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 

イ．電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 

ウ．熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 

 

二酸化炭素の排出量の算定は、温対法に基づく命令に定める算定方法あるいは実測等により算定した排出

量を記入してください。 

 

②主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として行う熱供給事業の用に供する熱供

給施設が設置されている工場等である場合は、指定-第１０表の２の欄にも必要事項を記入してください。 

 

  



161 

 

(11)指定-第１０表 ２ 

２ 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等において燃

料の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 t-CO2 

 

① 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等である場合

は、指定-第１０表 １に加えて本表に当該工場等について必要事項を記入してください。 

 

② 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等について、

燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量（他人への電気又は熱の供給に係るものを含む。）を記入

してください。他人から供給された電気及び熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量は含めません。

排出量については、温対法に基づく命令に定める算定方法あるいは実測等により算定したものを記入してく

ださい。 

 

(12)指定-第１０表 ３ 

３ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素

の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 

 
t-

CO2/kWh 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

① 算定排出量の算定において、電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数（基礎排出係数）に

ついて、当該係数の根拠及び係数の値を記入してください。 

② 係数の根拠には、どの電気事業者の基礎排出係数を使用したかを記入してください。 

③ 係数の適用範囲には、当該係数を適用した範囲を記入して下さい。 

具体的には、「○○電力からの買電分」と記入して下さい。 

 
●電気事業者別排出係数一覧 （関係 URL参照） 

 

① ② ③ 
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(13)指定-第１０表 ４ 

４ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数の内

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 指定-第１０表 ４「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる

算定方法又は係数の内容」の欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又

は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について記入してください。

他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、指定-第１０表 

３に記載するため、この欄に記入する必要はありません。 

また、都市ガスについては、定期報告書で記入した都市ガスのガスグループと使用量の算定に用いた熱量

換算係数を用いてＣＯ２排出量を算定した場合、算定省令にて定める熱量換算係数と異なる係数を用いても、

この欄に記入する必要はありません。 

 

(14)指定-第１０表 ５ 

５ 権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無 

権利利益の保護に係る請求の有無 
（該当するものに○をすること） 

１．有 
 
２．無 

その他の関連情報の提供の有無 
（該当するものに○をすること） 

１．有 
 
２．無 

 

①当該工場等に係る定期報告書が温対法第 27 条第１項の請求に係るものである場合は、左欄「１．有」に○を

つけてください。「１．有」に該当する場合は、温対法に基づく命令に定める書類「権利利益の保護に係る

請求書（様式第１の２）」を事業所管大臣宛てに必ず同封してください。ただし、「権利利益の保護に係る

請求書（様式第１の２）」を提出しても、必ずしも希望通りにならない場合があります。 

 

②当該工場等に関して同法第 32 条第１項の規定による情報の提供がある場合は右欄「１．有」に○をつけてく

ださい。「１．有」に該当する場合は、温対法に基づく命令に定める書類（様式第２）を事業所管大臣宛て

に必ず同封してください。 
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Ⅲ．認定表（記載は認定管理統括事業者のみが該当）        [認定管理統括事業者等の報告] 

※認定表は認定管理統括事業者制度を活用する場合のみが該当します。 

 一般の特定事業者等は記載不要です。 

 
(1)概要 

認定管理統括事業者は、他の特定事業者と異なり、認定表を作成する必要があります。特定表がグループ

全体､認定表が事業者ごと､指定表が指定工場ごとの報告となります。 

 

 特定表：グループ全体（認定統括事業者＋管理関係事業者） 

 認定表：認定統括事業者、管理関係事業者 ごとにそれぞれ作成 

 指定表：認定統括事業者、管理関係事業者の指定工場ごとにそれぞれ作成 

 
〔例示〕 

 認定統括事業者(親会社)、管理関係事業者(子会社Ａ、子会社Ｂ)で認定管理統括事業者制度を活用し

た場合 

 
  

特定表
（事業者単位）

認定表
（グループ単位）

指定表
（指定工場単位）

特定事業者・特定連鎖
化事業者

○ × ○

・本書（記入要領）
2.[事業者単位の報告]

ー ・本書
2.[エネルギー管理指定工場等単位の報告]

認定管理統括事業者 ○（グループ全体） ○（事業者単位） ○

・本書
2.[事業者単位の報告]
・記入例

・記入例 ・本書
2.[エネルギー管理指定工場等単位の報告]
・記入例

連携省エネ計画の認
定を受けた

特定事業者・特定連鎖
化事業者

○ × ○

・本書
2.[事業者単位の報告]
・記入例

ー ・本書
2.[エネルギー管理指定工場等単位の報告]
・記入例

連携省エネ計画の認
定を受けた
認定管理統括事業者

○ ○ ○

・本書
2.[事業者単位の報告]
・記入例

・記入例 ・本書
2.[エネルギー管理指定工場等単位の報告]
・記入例

：エネルギー管理統括者 ：エネルギー管理企画推進者 ：定期報告及び中長期計画

親会社

1,700kl
（特定事業者）

子会社B

2,500kl
（特定事業者）

子会社A

親会社

2,500kl

子会社A

認定管理統括
事業者

1,700kl

子会社B

管 理 関 係 事 業 者

省エネ法の
義務

省エネ法の
義務

不要に

（工場・事業場規制の場合）

不要に

省エネ法の
義務

2,500kl
（特定事業者）

現行 認定制度活用後
認定管理統括事業者が

一体的に担う
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(2)総括表 

認定－総括表 認定管理統括事業者及び管理関係事業者において、エネルギーの使用量が令第２条第１

項に定める数値以上の事業者の一覧 

１ 認定管理統括事業者 

認定管理統括事業者番号 認定管理統括事業者の名称 

 
 

  

 

２ 管理関係事業者 

管理関係事業者番号 管理関係事業者の名称 

  

  

  

  

  

 

 

① 「認定管理統括事業者番号」の欄には、経済産業局から通知された７桁の指定番号を記入してください。 

 

② 「管理関係事業者番号」の欄には、経済産業局から通知された７桁の指定番号を記入してください。 

 

  

①  

②  
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●認定-総括表（改正省エネ法） 

 

認定－総括表 認定管理統括事業者及び管理関係事業者において、エネルギーの使用量が令第２条第１ 

項に定める数値以上の事業者の一覧 

 

１ 認定管理統括事業者 

認定管理統括事業

者番号 

認定管理統括 

事業者の名称 
法人名 法人名(英語表記) 法人番号 銘柄コード 

  
    

 

２ 管理関係事業者 

管理関係事業者 

番号 

管理関係事業者 

の名称 
法人名 法人名(英語表記) 法人番号 銘柄コード 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

 

 

①法人名、法人名（英語表記）、法人番号、銘柄コードの記入欄が追加されております。各項目の説明について

は定期報告書表紙の説明をご参照ください。 

 

  

① 

① 
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(3)認定-第１表〜第５表 

 認定-第１表から第５表の記載の仕方は、それぞれ対応する特定表の記載の仕方と同一です。以下において

青字で示している箇所の記載を参照してください。 

 

認定－第１表 事業者の名称等 

 → 特定-第１表参照 

 

認定－第２表 事業者のエネルギーの使用量等 

１ エネルギーの使用量及び連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等 

 → 特定-第２表１－１～１－５参照 

 

２ 連携省エネルギー措置の実績 

（１） 連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の合計と省エネ効果 

（２）連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量の算出の方法 

（３） 連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量等 

→ 特定-第２表２－１～２－３参照 

 

認定－第３表 事業者の設置する工場等のうちエネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、

管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の一覧 

 → 特定-第１０表参照 

 

認定－第４表 現在エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理

指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であって、エ

ネルギーの使用量が令第６条に定める数値以上の工場等の一覧 

 → 特定-第１１表参照 

 

  



 

167 

 

認定－第５表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガ

ス算定排出量等 

１ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 

２ 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している特定排出者に係る燃

料の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 

３ 事業者の調整後温室効果ガス排出量 

４の１ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸

化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 

４の２ 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の調整後温室

効果ガス排出量の算定に用いた係数 

５ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数

の内容 

６の１ 調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量の量及び非化石

電源二酸化炭素削減相当量 

６の２ 国内認証排出削減量に係る情報 

６の３ 海外認証排出削減量に係る情報 

６の４ 非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報 

７ 権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無 

 → 「特定-第１２表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の

温室効果ガス算定排出量等」参照 
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３．中長期計画書（様式第８）について 
 

中長期計画書については、２０２３年度提出分から改正省エネ法様式が適用されます。以下の説明では、法改

正により変更となった箇所を橙色にしております。 

 

表紙 
様式第８（第 35条関係） 

※受理年月日  

※処理年月日  

 

 

中 長 期 計 画 書 
 

             殿      

 

                                                 年    月    日 

 

住 所 

法人名 

法人名（英語表記） 

法人番号 

銘柄コード 

代表者の役職名 

代表者の氏名              

 

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第１５条第１項及び第２項、第２

７条第１項及び第２項又は第３９条第１項及び第２項の規定に基づき、次のとおり提出します。 

 

 
①冒頭にある右上の欄の※印を付した「受理年月日」及び「処理年月日」欄は記入しないでください。 

②左上の欄には「提出先」を記入してください。経済産業大臣への提出に当たっては、事業者の主たる事務所

（通常は本社）の所在地を管轄する経済産業局長としてください。 

また、当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁（特定-第３表及び特定-第１２表の

産業分類毎に確認してください。）にも必ず提出してください。提出先については、別添資料１を参照してく

ださい。なお、経済産業局は１つのみ記入することとし、複数経済産業局の併記はしないでください。 

③「年月日」の欄には提出年月日を記入してください。提出期限は７月末日までとなります。 

④「住所」の欄には主たる事務所（通常は本社）の所在地、「法人名」及び「法人名（英語表記）」の欄には企

業名とその英語表記（例：～～Corporation）、「法人番号」の欄には１３桁の法人番号

（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）、「銘柄コード」の欄には、株式銘柄に個別付与された４桁の数

字コード（上場企業のみ記入）、「代表者の役職名」の欄には企業代表者の役職名（代表取締役等）、「代表者

の氏名」の欄には企業代表者氏名を記入してください。 

⑤省エネ法に係る諸手続のための権限について、事業者の代表者（代表取締役等）以外の者が、事業者を代表

する者から委任を受けている場合は、委任状を定期報告書に添付（様式は任意。既に委任状を提出している

場合は、その写しを添付。）し、「住所」欄には委任を受けた者が所属する工場等の所在地を記入し、「氏名」

欄には企業名並びに代表者及び委任された者の役職名及び氏名を記入して下さい。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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Ⅰ 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の名称等 

特定事業者番号、特定連鎖化事

業者番号又は認定管理統括事業

者番号 

 

事業者の名称  

主たる事務所の所在地 〒 

主たる事業  

細分類番号      

エネルギー管理統括者の 

職名・氏名 

職名 

氏名 

エネルギー管理企画推進者の 

職名・氏名・勤務地・連絡先 

職名 

氏名 

エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号 

勤務地 〒 

電話（     －    －       ） 

FAX （     －    －       ） 

メールアドレス              

中長期計画書の 

提出免除の希望 

中長期計画書の提出頻度の軽減の条件に該当しており、当該条件を満たす限

り、翌年度以降は下記の計画期間中の中長期計画書の提出免除を 

□ 希望する 

計画書(合理化)の計画期間 （    ）年度 ～（    ）年度 

計画書(非化石転換)の計画期間 （    ）年度 ～（    ）年度 □ 計画内容に変更なし 

 

 

①「特定事業者番号、特定連鎖化事業者番号又は認定管理統括事業者番号」の欄には、経済産業局から通知さ

れた７桁の指定番号を記入してください。 

 

②「事業者の名称」の欄には、登記簿等に基づく正式名称を略さずに記入してください。 

 

③「主たる事務所の所在地」の欄には、本社又は本社機能を有する事務所の郵便番号、住所（都道府県名から

記入）を記入してください。本社機能を有する事務所とは、必ずしも登記簿上の本社ではなく、実際に本社

として機能している事務所のことを指します。 

  なお、本社機能が分散（例：東京本社と大阪本社）している場合は、「主たる事務所」は一箇所に限定して

ください。 

 

④「主たる事業」は、特定事業者等が設置する工場等で行っている主な事業を記載してください。ただし、特

定事業者等において複数の事業を行っている場合には、主たる事業を特定事業者等の事業とします。特定事

業者等で業種分類の異なる複数の事業を行っている場合には、主たる事業を選んで記入してください。この

場合の主たる事業とは、生産高、販売額等、適切な指標によって決定（日本標準産業分類の決定方法に準拠）

してください。 

なお、各工場等の主たる事業を判断するに当たって、事業が分類できる場合には、工場等の規模に関わら

ず、原則として、当該事業分類ごとにエネルギー使用量を集計することになりますが、地方公共団体のうち

知事部局等が特定事業者となっている場合であって、当該事業者が設置する事業所のエネルギー使用量が年

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ ⑪ 
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間 1,500kl未満の事業所について、当該事業所の主たる事業を判断することが困難である場合は、当該事業所

の事業分類を「都道府県機関（日本標準産業分類細分類番号 9811）」又は「市町村機関（同 9821）」とするこ

とも可能です。 

なお、教育委員会が特定事業者となっている場合は、当該事業者が設置する事業所の「事業分類」に関わ

らず「都道府県機関（日本標準産業分類細分類番号 9811）」又は「市町村機関（同 9821）」としてください。 

 

⑤「細分類番号」は、④主たる事業の日本標準産業分類とします。 

 

⑥「エネルギー管理統括者の職名・氏名」の欄には、該当する職名・氏名を記入してください。エネルギー管

理統括者は、特定事業者等の指定を受けた後に遅滞なく選任し、省エネ法第８条の規定に基づく届出が必要

となります。 

また、選任をしなかった場合は 100万円以下の、届出を怠った場合、又は虚偽の報告をした場合は、５０万

円以下の罰金の対象となります。 
 
⑦「エネルギー管理企画推進者の職名・氏名・勤務地・連絡先」の欄には、該当する項目及びエネルギー管理

士免状番号又は講習修了番号を記入してください。「連絡先」は、勤務する事務所の代表電話番号ではなく、

定期報告書の内容に関する問合せ先を記入してください。 

エネルギー管理企画推進者は、特定事業者等に指定後６ヶ月以内に選任し、省エネ法第９条の規定に基づ

き、次の７月末までに届出が必要となります。 

また、選任をしなかった場合は 100万円以下の、届出を怠った場合、又は虚偽の報告をした場合は、５０万

円以下の罰金の対象となります。 

なお、中長期計画書提出時点でエネルギー管理企画推進者が未選任の場合には、当該中長期計画書の作成

実務者の職名・氏名・勤務地・連絡先を記入してください。この場合、氏名の後ろに“（作成実務者）”と付

記してください。また、「エネルギー管理士免状番号又は講習修了者番号」欄には「選任中」と記入してくだ

さい。（エネルギー管理講習の受講予定がある場合はその旨もあわせて記載することが望ましい。） 
 
⑧「中長期計画書の提出免除の希望」の欄には、中長期計画書の提出頻度の軽減の条件（事業者クラス分け評

価制度において、２年度以上連続でＳ評価である場合）に該当し、かつ提出頻度の軽減を希望する場合にチ

ェックしてください（□を■とする）。別添資料１５参照。 

 

⑨「計画書（合理化）の計画期間」の欄には、エネルギーの使用の合理化に関する中長期計画書の計画期間を、

提出年度または提出年度の翌年度を始期として、３～５年間を目安に記入してください。なお、ベンチマー

ク制度対象業種の場合は、計画提出年度を始期としてください。また、３～５年間に限らず、５年間を超え

て計画を記載することも可能です。ただし、５年度間以上の計画期間である中長期計画について提出免除を

受けたとしても、５年に一度は必ず中長期計画を提出する必要があります。別添資料１５参照。 

 

⑩「計画書（非化石転換）の計画期間」の欄には、非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画書の計画期

間を、提出年度又は提出年度の翌年度を始期として記入してください。 

 

⑪直近年度に提出した非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画書の内容に変更がない場合は「計画内容

に変更なし」欄にチェックしてください（□を■とする）。また、本欄にチェックをした場合は、「Ⅳ 非化

石エネルギーへの転換に関する計画」表は空欄としてください。 

 ※２０２３年度提出分ではチェックを入れない項目です。Ⅳ表についても必ず記入いただきますようお願い

いたします。 
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Ⅱ エネルギー使用量 

１．エネルギー使用量 

エネルギー使用量 
（原油換算 kl） 

 

 

① エネルギー使用量（原油換算 kl） 

・昨年度の事業者全体で使用したエネルギーの使用量を原油換算値で記入してください。なお、本項目は、

これまでの定期報告では対象外であった非化石エネルギー等の使用量や異なる換算係数によるエネルギーの

使用量の報告を求めることから、正確な使用量を把握できていない場合が想定されます。そうした事業者に

ついては、把握できている範囲でのエネルギーの使用量（例えば、今年度の定期報告（昨年度の実績）にお

けるエネルギーの使用量（定期報告書 特定-第２表）の合計の数値（Ⓢ－１）等）の報告を行うこととし、

また、その旨をⅢ ４．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項及び参考情報に記載すること。なお、

そうした事業者については、来年度改めて、正確なエネルギー使用量を記載した中長期計画書を提出してく

ださい。 

 

Ⅲ エネルギーの使用の合理化に関する計画 

１．ベンチマーク対象業種におけるエネルギー使用量等 

区分 
対象となる事業の名称 

（セクター） 

ベンチマーク指標の状況 
（単位） 

対象事業のエネルギー 
使用量（原油換算 kl） 

    

 

２．ベンチマーク指標の見込み 

区分 

ベンチマーク指標の見込み（単位） 

年度 年度 年度 年度 年度 
目標年度 

年度 

       

 

３．エネルギーの使用の合理化に関する計画内容及び期待効果 

内容 
中長期計画 
作成指針 

該当する 
工場等 

着手時期 
完了時期 

エネルギー使用 
合理化期待効果 

（原油換算 kl/年） 

ベンチ
マーク
対象 

新規 
追加 

       

       

       

       

       

合計    kl  

 
ベンチマーク指標対象範囲の

期待効果 
 kl  

原単位削減期待効果   ％  

 
ベンチマーク指標対象範囲の

期待効果 
 ％  

① 

① ② ③ ④ 

⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑰ 
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 ※下記の①～⑤、⑪、⑭、⑯、⑰は、ベンチマーク対象業種である場合のみ記入してください。 

①区分 

・判断基準の別表第５に規定する区分のいずれかを記入してください。 

・電力供給業は、ベンチマーク指標のうちＡ指標とＢ指標を別の行に記載してください。 

・複数のベンチマーク対象業種を記載する場合は、行を追加してそれぞれ記載してください。 

②対象となる事業の名称（セクター） 

・当該のセクターごとに実施している事業の名称を記入してください。 

・事業の名称は別表第５に示される事業の名称を記入してください（定期報告書 特定-第３表における事業

名とは異なる場合があります）。 

・複数の事業を行う事業者は該当する事業の名称を全て記入してください。 

③ベンチマーク指標の状況（単位） 

・報告対象年度の事業において、別表第５に示すベンチマーク指標の算定方法に従って算定した指標の数値

と単位を記入してください。 

・提出年度においてベンチマーク指標が改定された業種は、改定前の指標の状況を記入してください。なお、

ベンチマーク指標改定後の新指標の状況について、報告対象年度分についても算出できる場合には、改定

後の新指標の状況を記入することができます。 

・ベンチマーク指標が複数指定されている場合は、指定されている指標の数値と単位を全て記入してくださ

い。 

④対象事業のエネルギー使用量（原油換算 kl） 

・当該のセクターごとにエネルギー使用量を原油換算 klの単位で記入してください。 

・電力供給業は、Ａ指標の行にまとめて記入してください。 

⑤ベンチマーク指標の見込み（単位） 

・本計画書の計画期間中の各提出年度と、ベンチマーク指標の見込みを、左側から年度順に記入してくださ

い。一番左側の欄は、本中長期計画書の提出年度の見込みの数値となります。 

・計画期間が５年未満の場合、空欄には（－）を記入してください。 

・目標年度の欄には、目標年度（2030 年度）を記入し、目標年度におけるベンチマーク指標の見込みを記入

してください。目標年度におけるベンチマーク指標の見込みが未定の場合は、（－）を記入してください。 

・提出年度からベンチマーク指標又は目指すべき水準が改定されている業種は、改定後の指標又は目指すべ

き水準を用いて、中長期計画を策定してください。提出年度からエネルギー管理の一環として新指標によ

る計画策定が必要となります。 

※ベンチマーク対象業種ごとの目指すべき水準等の詳細は、別冊２「ベンチマーク制度に関する報告につい

て」をご参照ください。 

 

⑥内容 

・エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の最適化に関して計画した省エネルギー活動等の措置について、

可能な範囲で記入してください。 

⑦中長期計画作成指針 

・中長期計画作成指針は、特定事業者等が工場等判断基準に定められた目標の達成に向けた中長期的な計画

の策定を行えるよう定めています（専ら事務所／製造業／鉱業・電気供給業・ガス供給業及び熱供給業／

上水道業・下水道業及び廃棄物処理業）。 

・計画する措置が、中長期計画作成指針に記載がある場合、該当する項番を記載してください。記載がない

場合は、「－」を記入してください。 

・中長期計画作成指針の詳細は、巻末の URLを参照してください。 

⑧該当する工場等 

・計画する措置の対象となる工場等の名称を記入してください。 

⑨着手時期、完了時期 

・計画する措置（設備等）の新設・改造に着工した（又は着工予定の）年月を上段に、新設・改造を完了し

て稼働を開始した（又は稼働開始予定の）年月を下段に記入してください（○年○月単位）。 

・合計および原単位削減効果の欄には、計画する措置の効果が全て発現する年度を記入してください。 
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⑩エネルギー使用合理化期待効果（原油換算 kl/年） 

・計画する措置による省エネ効果を記入してください。 

・計画内容が複数の業種に共通的な改善に資する場合は、期待効果を合算して表記するか、ベンチマーク対

象とそうでないものに分けて（行を分けて）表記してください。 

⑪ベンチマーク対象 

・計画する措置が、ベンチマーク指標の状況の改善に資する場合に、「区分」を記入してください。該当しな

い場合は斜線を記入してください。 

・複数の業種に共通的な改善に資する場合は、対象となる「区分」を全て記載してください。 

⑫新規追加 

・前年度の中長期計画書における計画内容に記載していない項目に、○を記入してください。 

⑬合計 

・計画する措置による省エネ効果の合計を記入してください。 

⑭うちベンチマーク指標対象範囲の期待効果 

・省エネ効果の合計のうち、ベンチマーク指標の対象となるものの合計を記入してください。 

・計画内容が複数の業種に共通的な改善に資する場合は、期待効果を案分して合計してください。 

・複数の業種がある場合には、行を追加してそれぞれ記載してください。 

⑮原単位削減期待効果 

・計画する措置による原単位削減効果の合計を記入してください。 

（⑬合計の期待効果÷（Ⅱ１．①エネルギー使用量）×100） 

⑯うちベンチマーク指標対象範囲の期待効果 

・原単位削減期待効果の合計のうち、ベンチマーク指標の対象となるものの合計を記入してください。 

（⑭うちベンチマーク指標対象範囲の期待効果÷④対象事業のエネルギー使用量×100） 

・複数の業種がある場合には、行を追加してそれぞれ記載してください。 

⑰ベンチマーク指標対象範囲の期待効果（対象業種区分） 

・ベンチマーク対象業種が複数業種ある場合は、「うちベンチマーク指標対象範囲の期待効果」の欄横に区分

の番号を記入し､区分ごとに行の追加を行ってください。 

・ベンチマーク対象業種が一業種である場合は､「うちベンチマーク指標対象範囲の期待効果」の欄横に記載

は不要です。 
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４．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項及び参考情報 

 

 

５．前年度計画書との比較 

削除した計画 該当する工場等 理由 

   

   

   

 

 

①その他エネルギーの使用の合理化に関する事項及び参考情報 

・エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の最適化に関し実施した省エネルギー活動、体制整備等の措置

について記入して下さい。 

・ベンチマーク制度対象業種の場合は、目標達成に向けた計画を立てるに当たっての補足的な説明（Ⅱの３

に記載した内容により、ベンチマーク目標を達成することができる点の説明）や、生産量や稼働率が一定

である等の合理的な前提条件があれば記入してください。 

・洋紙製造業（４Ａ）のベンチマーク指標報告事業者は、当該事業の目標年度における再生可能エネルギー

の使用率を記入してください。また、再生可能エネルギー使用率が７２％未満の者は、当該使用率に応じ

たベンチマーク目標値及びその算定式（※）を記入してください。 

※－23,664×（再生可能エネルギー使用率）＋23,664（MJ/t） 

・Ⅱ １の「のエネルギー使用量」に昨年度の事業者全体で使用したエネルギーの使用量ではなく、把握でき

ている範囲でのエネルギーの使用量の報告を行う場合は、その旨を記載してください。 

②削除した計画 

・前年度の中長期計画書に記載した項目のうち、今年度の中長期計画書の内容からは削除した項目を記入し

てください。 

③該当する工場等 

・削除した計画が該当する工場等を記入してください。 

④理由 

・削除した理由を記載してください。 

  

① 

② ③ ④ 
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Ⅳ 非化石エネルギーへの転換に関する計画 

１．非化石エネルギーへの転換に関する目標 

１－１ 非化石電気の使用状況 

指標 

指標の範囲全体の 

エネルギー使用量 

（原油換算 kl） 

目標 

年度 

使用電気全体に占める 

非化石電気の比率 
 ％ 

 

１－２ 定量目標の目安に関する指標の状況 

区
分 

対象となる 
事業 

指標 
指標の範囲全体の 

エネルギー使用量 
（原油換算 kl） 

定量目標の目安 目標 

年度 年度 

      

 

１－３ その他の指標の状況 

指標 
指標の範囲全体の 

エネルギー使用量 
（原油換算 kl） 

目標 

年度 

   

 

 

 

①Ⅳ １－１表では、事業者全体で使用する電気の非化石比率について、目標を設定します。事業者全体で使用

した電気には、電気事業者から購入した電気や、燃料を投じて発電した自家発電気の使用量（※）も含みま

す。また、本表において電気の使用量をエネルギー換算する際には、いずれの電気の種類についても、使用

量(千 kWh)に対して一次換算係数 8.64(GJ/千 kWh)を乗じて算出してください。 

 ※燃料を投じて発電した自家発電気の使用量は通常、投入燃料でエネルギーカウントするため、発電量は熱

量換算しませんが、非化石電気の使用状況の算出においてはこれも熱量換算して計算をしてください。 

②Ⅳ １－１表の「指標の範囲全体のエネルギー使用量」には、昨年度の事業者全体で使用した電気の使用量を

原油換算値で記入してください。その際、①のとおり、一次換算係数はいずれの電気の種類についても

8.64(GJ/千 kWh)を使用してください。なお、本項目は、これまでの定期報告では対象外であった電気の使用

量（燃料や自然エネルギーによる自家発電量など）の報告を求めることから、正確な使用量を把握できてい

ない場合が想定されます。そうした事業者については、把握できている範囲での電気の使用量の報告を行う

こととし、また、その旨をⅣ ３．その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報に記載するこ

と。 

③Ⅳ １－１表の「目標」欄では、事業者全体で使用する電気の非化石比率に関する 2030年度の目標値を記

入してください。目標値の設定に当たっては、事業者で検討した非化石エネルギーへの転換の措置に関する

計画や、第６次エネルギー基本計画で掲げられた 2030年度における非化石電源比率の値（59%）等を参考

に、系統電気の非化石証書の使用状況（※）を加味した足元の非化石電気の使用量を踏まえて、目標値を設

定してください。 

 

 

 

 

① 

② ③ 

④ 

⑤ ⑥ ⑦ 
⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

⑤ 
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 【計画に基づく取組の例】 

・オンサイト PPAなどによる再生可能エネルギー由来の電気の活用 

・契約している電力メニューの特殊な電力メニュー（再生可能エネルギー100%等）への更新、非化石証書等

の活用 

・化石燃料による自家発電におけるバイオマスや水素等の混焼 

 

 

      ※（参考）旧一般電気事業者の一般的な電力メニューにおける非化石比率 

（2023年 7月時点） 

 

〇北海道電力 

  非化石比率 28.66％ （非化石証書の使用状況 18％） 

https://www.hepco.co.jp/corporate/company/ele_power.html 

〇東北電力 

非化石比率 32.14％ （非化石証書の使用状況 22％） 

https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/energy/ 

〇東京電力 

非化石比率 17.35％ （非化石証書の使用状況 5％） 

https://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/2021.html 

〇北陸電力 

非化石比率 29.53％ （非化石証書の使用状況 19％） 

https://www.rikuden.co.jp/ryokinshikumi/dengen.html 

〇中部電力 

非化石比率 33.01％ （非化石証書の使用状況 23％） 

https://miraiz.chuden.co.jp/company/supply/configuration/ 

〇関西電力 

非化石比率 44.41％ （非化石証書の使用状況 36.1％） 

https://kepco.jp/ryokin/power_supply/ 

〇中国電力 

非化石比率 21.7％ （非化石証書の使用状況 10％） 

https://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html 

〇四国電力 

非化石比率 28.66％ （非化石証書の使用状況 18％） 

https://www.yonden.co.jp/customer/composition_and_co2/index.html 

〇九州電力 

非化石比率 39.1％ （非化石証書の使用状況 30％） 

https://www.kyuden.co.jp/rate_adj_power_composition_co2.html 

〇沖縄電力 

非化石比率 13.87％ （非化石証書の使用状況 1％） 

https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/corporate/profile/s_and_d.pdf 

 

   

④Ⅳ １－２表は、工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準（令和５年３月３１

日経済産業省告示第２８号）の別表第１に掲げる目安の設定がある５業種８分野に該当する事業者のみ記入

してください。記入に当たっては、別冊１をご参照ください。 

⑤Ⅳ １－２表の「区分」「対象となる事業」「指標」「定量目標の目安」欄には、下表を参考に該当する事業に

ついて記入してください。 

  

https://www.hepco.co.jp/corporate/company/ele_power.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/energy/
https://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/2021.html
https://www.rikuden.co.jp/ryokinshikumi/dengen.html
https://miraiz.chuden.co.jp/company/supply/configuration/
https://kepco.jp/ryokin/power_supply/
https://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html
https://www.yonden.co.jp/customer/composition_and_co2/index.html
https://www.kyuden.co.jp/rate_adj_power_composition_co2.html
https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/corporate/profile/s_and_d.pdf
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【定量目標の目安】 

区分 対象となる事業 指標 目安となる水準 

１Ａ 高炉による製鉄業 2013年度比石炭の使用量に係る原単位削減割合 ２％以上 

１Ｂ 電炉による製鉄業 
外部調達電気及び自家発電における非化石エネ

ルギー割合 
５９％以上 

２ セメント製造業 焼成工程における非化石燃料の使用割合 ２８％以上 

３Ａ 洋紙製造業 

① 主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

② 主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

②５９％以上 

 

３Ｂ 板紙製造業 

① 主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

③ 主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

②５９％以上 

 

４Ａ 石油化学系基礎製品製造業 

①主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

③ 主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

②５９％以上 

 

４Ｂ ソーダ工業 

①主燃料を石炭とするボイラーがある場合 

 2013年度比石炭の使用量削減割合 

② 主燃料を石炭とするボイラーがない場合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

①３０％以上 

 

②５９％以上 

 

５ 自動車製造業 
外部調達電気及び自家発電における非化石エネ

ルギー割合 
５９％以上 

 

⑥Ⅳ １－２表の「指標の範囲全体のエネルギー使用量」欄には、各指標のバウンダリーにおいて対象となるエ

ネルギーの使用量を原油換算値で記入してください。なお、本項目は、これまでの定期報告では対象外であ

ったエネルギー（非化石エネルギーや自家発電量など）の報告を求める場合もあることから、正確な使用量

を把握できていない場合が想定されます。そうした事業者については、把握できている範囲でのエネルギー

の使用量の報告を行うこととし、また、その旨をⅣ ３．その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び

参考情報に記載すること。 

⑦Ⅳ １－２表の「目標」欄には、2030年度における各指標に関する目標値を記入してください。 

⑧Ⅳ １－３表では、Ⅳ １－１、１－２以外に、任意に設定した指標に関して、目標値を設定します。 

※本表の記入は任意です。 

⑨Ⅳ １－３表の「指標」欄には、事業者全体の非化石比率を向上するために特に有効と考えられる指標を記入

してください。 

 

 ※任意指標の例 

 事業者全体のエネルギー使用に占める非化石エネルギー割合 

 外部調達電気における非化石エネルギー割合 

 ○○製造工程における非化石エネルギー使用割合 

 給湯用の熱エネルギー使用に占める非化石エネルギー割合 

 

⑩Ⅳ １－３表の「指標の範囲全体のエネルギー使用量」欄には、⑨で設定した指標のバウンダリーにおいて対

象となるエネルギーの使用量を原油換算値で記入してください。なお、これまでの定期報告では対象外であ

ったエネルギーを含み、正確な使用量が把握できていない場合は、把握できている範囲でのエネルギーの使

用量の報告を行うこととし、その旨をⅣ ３．その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報に

記載すること。 

⑪Ⅳ １－３表の「目標」欄では、目標年度における目標値を記入してください。なお、目標年度は 2030年度

以外の年度に設定することも可能です。 
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２．非化石エネルギーへの転換に関する計画内容及び期待効果 

内容 
該当する 
工場等 

着手時期 
完了時期 

非化石エネルギー 
転換期待効果 

目安設定 

業種 

新規 
追加 

    

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

３．その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報 

 

 

４．前年度計画書との比較 

削除した計画 該当する工場等 理由 

   

   

   

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ ⑩ 
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備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 文字は、かい書で、インキ、タイプによる印字等により明確に記入すること。 

   ３ 計画書冒頭の※印を付した「受理年月日」欄及び「処理年月日」欄には記入しないこと。 

   ４ Ⅰの「主たる事業」及び「細分類番号」の欄には、行っている事業について、日本標準産業分類の

細分類に従い、分類の名称及び番号を記入すること。 

   ５ Ⅲの１・２及びⅣの１－２の「区分」欄には、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準の別表

第５又は非化石エネルギーへの転換に関する法第５条第２項に規定する判断の基準（以下「非化石

エネルギーへの転換に関する判断基準」という。）の別表第１に規定する区分をそれぞれ記入するこ

と。 

   ６ Ⅲの３の「中長期計画作成指針」の欄には、エネルギーの使用の合理化に関する中長期計画作成指

針に記載されている計画の番号のうち、該当するものを記載すること。 

 ７ Ⅲの３及びⅣの２の「該当する工場等」の欄には、複数工場等が該当する場合はそれぞれの工場等

の名称を記載し、全工場等が該当する場合は全工場等と記入すること。 

   ８ Ⅲの３の「エネルギー使用合理化期待効果」の欄には、基準年度を報告年度とし、計画完了年度に

おける年間エネルギー消費量の削減効果を記入すること。 

   ９ Ⅳの２の「非化石エネルギー転換期待効果」の欄には、基準年度を報告年度とし、計画完了年度に

おける非化石エネルギーへの転換に関する効果を記入すること。 

  １０ Ⅲの４及びⅣの３には、Ⅲの３及びⅣの２で定量的に記載できないエネルギーの使用の合理化及び

非化石エネルギーへの転換に向けた計画等について記入すること。この欄のみでは記入が困難な場

合は、CSR報告書等の関係資料を添付すること。 

     また、Ⅲの４において洋紙製造業（４Ａ）のベンチマーク指標報告事業者は、当該事業における再

生可能エネルギーの使用率を記入し、再生可能エネルギー使用率が 72％未満の者は、当該使用率に

応じたベンチマーク目標値及びその算定式を記入すること。 

  １１ Ⅲの５及びⅣの４には、Ⅲ及びⅣについて前年度と比較して記入すること。 

 

 

Ⅳ ２表には、Ⅳ １－１、１－２、１－３表に記載した目標の達成に向けた計画について記載してください。 

 

①内容 

・非化石エネルギーへの転換に関して計画した設備投資等の措置について、可能な範囲で記入してくださ

い。 

②該当する工場等 

・計画する措置の対象となる工場等の名称を記入してください。 

③着手時期、完了時期 

・計画する措置（設備等）の新設・改造に着工した（又は着工予定の）年月を上段に、新設・改造を完了し

て稼働を開始した（又は稼働開始予定の）年月を下段に記入してください（○年○月単位）。 

・非化石エネルギー転換期待効果の欄にて記入する措置の効果が全て発現する年度を記入してください。 

④非化石エネルギー転換期待効果 

・計画する措置による非化石エネルギー転換期待効果を、増加する非化石エネルギー量（kl）等により記載

する。 

 ・また上記の他、石炭の使用量削減原単位の向上期待効果（％）を記載することも可能です。 

⑤目安設定業種 

・計画する措置が、目安設定業種における措置である場合、「区分」を記入してください。該当しない場合は

「－」を記入してください。 

・複数の業種に共通的な改善に資する場合は、対象となる「区分」を全て記載してください。 

⑥新規追加 

・前年度の中長期計画書における計画内容に記載していない項目に、○を記入してください。 
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⑦ その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報 

 ・必要に応じ、目標値に係る考え方を記入してください。 

・非化石エネルギーへの転換に関して実施した設備投資等のうち、④の期待効果に表れない定性的な取組等

について記入して下さい。目安の設定がある５業種８分野に該当する事業者については下表も参考として

ください。 

・Ⅳ １－１表の「指標の範囲全体のエネルギー使用量」に昨年度の事業者全体で使用した電気の使用量では

なく把握できている範囲での電気の使用量の報告を行う場合や、１－２、１－３表の「指標の範囲全体の

エネルギー使用量」に各指標のバウンダリーにおいて対象となるエネルギー使用量ではなく、把握できて

いる範囲でのエネルギーの使用量を報告する場合は、その旨を記載してください。 

 

【定性目標の目安となる水準】 

区分 事業 目安となる水準 

１Ａ 
高炉による製鉄

業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 高炉を用いた水素還元製鉄設備の導入を目指し、研究開発及び実証実験を進

めること。 

⑵ 水素による直接還元製鉄設備の導入を目指し、研究開発及び実証実験を進め

ること。 

⑶ 製造工程において発生する二酸化炭素を活用した合成燃料等の非化石燃料の

使用割合を向上すること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 高級鋼材の製造に対応した大型電炉の実用化を進めるとともに、非化石電気

の使用割合を向上すること。 

１Ｂ 
電炉による製鉄

業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 電気炉において、バイオコークス等の非化石燃料の使用割合を向上するこ

と。 

⑵ 電気炉において、通常燃料としての利用が困難である廃タイヤ、廃プラスチ

ック及びアルミドロス等の非化石燃料の使用割合を向上すること。 

⑶ 加熱炉等において、水素バーナー及びアンモニアバーナー等の非化石燃料を

使用するバーナーの導入を進めること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 加熱炉等において、電気により加熱を行う設備の導入を進めるとともに、非

化石電気の使用割合を向上すること。 

２ セメント製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 焼成工程において、バイオマス、廃棄物、水素及びアンモニア等の非化石燃

料の使用割合を向上すること。 

⑵ 燃焼残渣も原料の一部として活用できる特徴を生かし、通常燃料としての利

用が困難である廃棄物等の非化石燃料の使用を目指し、利用技術の研究開発

及び実証実験を進め、非化石燃料の使用割合を向上すること。 

⑶ 製造工程において発生する二酸化炭素を活用した合成メタンの使用を目指

し、研究開発及び実証実験を進めること。 

３Ａ 洋紙製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 所有森林の活用等による供給網の確保により、バイオマス燃料の使用割合を

向上すること。 

⑵ ホワイトペレット及びブラックペレット等の木質ペレットの製造や混焼に関

する技術開発及び実証実験を進めること。 

⑶ 黒液の燃焼を行うボイラーで発生する蒸気を高温高圧化することにより、製

造工程で発生する黒液を最大限に利用すること。 



 

181 

 

３Ｂ 板紙製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 所有森林の活用等による供給網の確保により、バイオマス燃料の使用割合を

向上すること。 

⑵ ホワイトペレット及びブラックペレット等の木質ペレットの製造や混焼に関

する技術開発及び実証実験を進めること。 

４Ａ 
石油化学系基礎 

製品製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ ナフサ分解によるエチレン等の製造設備において、アンモニア等の非化石燃

料の使用割合を向上すること。 

⑵ 燃料により加熱を行うエチレン等の製造設備（ナフサ分解によるエチレン等

の製造設備を除く。）の導入を進めるとともに、非化石燃料の使用割合を向上

すること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 電気により加熱を行うエチレン等の製造設備の導入を進めるとともに、非化

石電気の使用割合を向上すること。 

４Ｂ ソーダ工業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 苛性ソーダ製造過程で生じる水素の活用を進め、非化石燃料の使用割合を向

上すること。 

⑵ 発電設備におけるバイオマスの混焼率を向上させる研究開発及び実証実験を

進めること。 

５ 自動車製造業 

１ 燃料に関する事項 

⑴ 製造工程において、水素バーナーの導入を目指し、他の事業者と連携して実

証実験を進めること。 

⑵ 固体酸化物形燃料電池及びバイオマス発電設備等の発電設備の導入により、

非化石燃料の使用割合を向上すること。 

２ 電気に関する事項 

⑴ 太陽光発電設備及び風力発電設備等の発電設備の導入にあわせて、自動車に

搭載されていた蓄電池等を導入することで、発電する非化石電気を最大限に使

用すること。 

 

⑧削除した計画 

・前年度の中長期計画書に記載した項目のうち、今年度の中長期計画書の内容からは削除した項目を記入し

てください。 

⑨該当する工場等 

・削除した計画が該当する工場等を記入してください。 

⑩理由 

・削除した理由を記載してください。 
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【記入例】 
Ⅱ エネルギー使用量 

１．エネルギー使用量 

エネルギー使用量 
（原油換算 kl） 

1,000,000 

 

Ⅲ エネルギーの使用の合理化に関する計画 

１．ベンチマーク対象業種におけるエネルギー使用量等 

区分 
対象となる事業の名称 

（セクター） 
ベンチマーク指標の状況 

（単位） 
対象事業のエネルギー 
使用量（原油換算 kl） 

３ セメント製造業 4,000 MJ/t 800,000 

 

２．ベンチマーク指標の見込み 

区分 

ベンチマーク指標の見込み（単位） 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 
目標年度 

2030 年度 

３ 3,920 MJ/t 3,840 MJ/t 3,820 MJ/t 3,790 MJ/t 3,750 MJ/t 3,739 MJ/t 

 

３．エネルギーの使用の合理化に関する計画内容及び期待効果 

内容 
中長期計画 
作成指針 

該当する 
工場等 

着手時期 
完了時期 

エネルギー使用 
合理化期待効果 

（原油換算 kl/年） 

ベンチ
マーク
対象 

新規 
追加 

プレヒータ 

断熱強化 
製造業 2(3) 

Ａ工場 

Ｂ工場 

22年 4月 

25年 5月 
12,000 ３  

リーク低減 － 
Ａ工場 

Ｂ工場 

23年 6月 

26年 5月 
9,000 ３  

ファン 

インバーター化 
製造業 1(6) Ａ工場 

22年 9月 

27年 1月 
1,000 －  

廃プラ処理設備 

能力増強 
製造業 2(3) Ｂ工場 

23年 4月 

25年 5月 
800 ３ ○ 

合計    22,800 kl  

 
ベンチマーク指標対象範囲の

期待効果（区分３） 
 21,800 kl  

原単位削減期待効果   2.3 ％  

 
ベンチマーク指標対象範囲の

期待効果（区分３） 
 2.2 ％  

 

４．（略） 

５．（略） 

 

 

  



 

183 

 

Ⅳ 非化石エネルギーへの転換に関する計画 

１．非化石エネルギーへの転換に関する目標 

１－１ 非化石電気の使用状況 

指標 

指標の範囲全体の 

エネルギー使用量 

（原油換算 kl） 

目標 

2030 年度 

使用電気全体に占める 

非化石電気の比率 
100,000 40 ％ 

 

１－２ 定量目標の目安に関する指標の状況 

区
分 

対象となる 
事業 

指標 
指標の範囲全体の 

エネルギー使用量 
（原油換算 kl） 

定量目標の目安 目標 

2030 年度 2030 年度 

２ セメント製造業 
焼成工程における 

非化石燃料の使用割合 
800,000 28 ％ 30 ％ 

 

１－３ その他の指標の状況 

指標 
指標の範囲全体の 

エネルギー使用量 
（原油換算 kl） 

目標 

2030 年度 

事業者全体の全エネルギー使用量に占め

る非化石エネルギー比率 
1,000,000 20 ％ 

 

 

２．非化石エネルギーへの転換に関する計画内容及び期待効果 

内容 
該当する 
工場等 

着手時期 
完了時期 

非化石エネルギー 
転換期待効果 

目安設定 

業種 

新規 
追加 

焼成工程における 

廃棄物等の利用拡大 

Ａ工場 

Ｂ工場 

22年 4 月 

25年 5 月 
100,000 kl ２  

非化石比率の高い電力メニュー

への転換 

Ａ工場 

Ｂ工場 

23年 6 月 

26年 5 月 
4,500 kl － ○ 

自家発電に投入するバイオマス

燃料の割合増加 
Ａ工場 

22年 9 月 

27年 1 月 
2,000 kl －  

 

４．（略） 

５．（略） 
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別添資料１ 

 

定期報告書の提出先について       

 

１．定期報告書の提出先一覧（経済産業局） 

 
 

 

  

窓口電話番号
（FAX番号）

北海道経済産業局 〒060-0808 札幌市北区北８条西２－１－１ 011-709-1753
エネルギー対策課 札幌第一合同庁舎 (011-726-7474) 
東北経済産業局 青森県､岩手県 〒980-8403 仙台市青葉区本町３－３－１ 022-221-4932
エネルギー対策課 宮城県､秋田県 仙台合同庁舎 (022-213-0757) 

山形県､福島県
関東経済産業局 茨城県､栃木県 〒330-9715 さいたま市中央区新都心１番地１ 048-600-0443
省エネルギー対策課 群馬県､埼玉県 さいたま新都心合同庁舎一号館 048-600-0362

千葉県､東京都 (048-601-1302)
神奈川県､
新潟県､山梨県
長野県､静岡県

中部経済産業局 富山県､石川県 〒460-8510 名古屋市中区三の丸２－５－２ 052-951-2775
エネルギー対策課 岐阜県､愛知県 (052-951-2568) 

三重県
近畿経済産業局 福井県､滋賀県 〒540-8535 大阪市中央区大手前１－５－４４ 06-6966-6051 
エネルギー対策課 京都府､大阪府 大阪合同庁舎一号館 (06-6966-6089)

兵庫県､奈良県
和歌山県

中国経済産業局 鳥取県､島根県 〒730-8531 広島市中区上八丁堀６－３０ 082-224-5741 
エネルギー対策課 岡山県､広島県 広島合同庁舎二号館 (082-224-5647)

山口県
四国経済産業局 徳島県､香川県 〒760-8512 高松市サンポート３－３３ 087-811-8535
エネルギー対策課 愛媛県､高知県 高松サンポート合同庁舎 (087-811-8560)
九州経済産業局 福岡県､佐賀県 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東２－11－１ 092-482-5474 
エネルギー対策課 長崎県､熊本県 福岡合同庁舎本館 (092-482-5962)

大分県､宮崎県
鹿児島県

内閣府沖縄総合事務局 〒900-0006那覇市おもろまち２－１－１ 098-866-1759 
経済産業部エネルギー対策課 那覇第２地方合同庁舎２号館 (098-860-3710)

北海道

郵便番号　所在地管轄区域経済産業局の窓口

沖縄県
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２．事業所管大臣の一覧（表中で※印があるものは経済産業大臣と共管になります。） 

事業所

管大臣 

 

所 管 す る 事 業 

内 

閣 

総 

理 

大 

臣 

警

察

庁 

●自動車運転教習所           ●警備保障 

●風俗営業（事業内容により経済産業大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣と共管） 

●質屋                 ●中古品の売買 

金

融

庁 

●特定目的会社（SPC） 

●銀行、信託、証券、保険、貸金その他の金融業 

→労働金庫、労働金庫連合会は厚生労働大臣と共管 

●投資コンサルタント※ 

→投資顧問業は内閣総理大臣（金融庁）専管 

●クレジットカード（キャッシング・サービスを含むものに限る。）※ 

→キャッシング・サービスを含まない場合は経済産業大臣専管 

総務 

大臣 

●信書送達業（郵便法第５条に定める信書の引受、収集区分及び配達を業として行うこと） 

●放送業      ●電気通信に関する事業（電信電話回線を利用する事業を含む。） 

●通信工事（国土交通大臣と共管）    ●宝くじの販売 

財務 

大臣 

●酒類の製造、販売又は輸出入※     ●たばこ又は塩の製造、販売又は輸出入※  

●通関業※ 

文部 

科学 

大臣 

●出版業※ 

→印刷物の企画、製作は出版に該当しない。 

●著作権に関する事業          ●出版物の製造、製作 

●学校、英会話教室、料理教室等（教材販売を行うものは経済産業大臣と共管） 

→文化センター、カルチャーセンター等広く個人を対象とする教育を行うのは文部科学大臣

所管、企業内教育の研究、開発、企画、実施、企業内セミナー、社員研修講座の企画、実

施は文部科学大臣は不要 

●宗教団体、宗教団体事務所       ●学術・文化団体 

●スポーツ振興投票券（スポーツくじ）の販売 

●廃棄物処理業（事業内容により経済産業大臣、環境大臣と共管） 
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事業所

管大臣 

 

所 管 す る 事 業 

厚生 

労働 

大臣 

●次に掲げるものの製造、売買、リース※、輸出入※ 

・医薬品（動、植物用を除く。） 

・医薬品の原材料、薬草（栽培等は農林水産大臣と共管） 

・医薬部外品             ・食品添加物（農林水産大臣と共管） 

・化粧品（研究開発に限る。）※    ・食肉加工製品（農林水産大臣と共管） 

・栄養食品（農林水産大臣と共管）   ・健康食品（農林水産大臣と共管） 

・医療・衛生用ゴム製品（製造についても※） 

・医療用機器（動物用を除く。製造、売買、リースとも※） 

・眼鏡、コンタクトレンズ       ・健康維持用品※ 

●飲食店（農林水産大臣と共管、風俗営業は内閣総理大臣（警察庁）とも共管） 

●旅館、ホテル（国際観光旅館、ホテル（国際観光ホテル整備法に基づく登録を受けているも

の）を除く。） 

●洗濯       ●理容       ●美容       ●公衆、特殊浴場 

●映画館※     ●劇場       ●興行場 

●臨床検査      

●社会保険、社会福祉事業 

（母子健康相談施設、保育所、その他の児童福祉事業及び更生保護事業を含まない） 

●上水道業     ●情報・調査その他保健、医療、衛生に関する事業（病院等） 

●労働金庫、労働金庫連合会（内閣総理大臣（金融庁）と共管） 

●職業紹介事業 

→船員については国土交通大臣専管 

●労働者派遣事業 

→船員については国土交通大臣専管 
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事業所

管大臣 

 

所 管 す る 事 業 

農林 

水産 

大臣 

●農林水産（畜産を含む。） 

●農林水産物（畜産物を含む。）の売買、輸出入※ 

●次に掲げるものの製造（機器、加工真珠、木材チップ又は、たる・おけ材は※）、売買（機

器、加工真珠又は木材チップは※）、又は輸出入※、リース※ 

・食料品、飲料（酒類は含まない。）（飲食店は厚生労働大臣と共管、風俗営業は内閣総理

大臣（警察庁）とも共管） 

→飲食料品を主に販売するスーパー、小売業は農林水産大臣所管。百貨店・総合スーパー

は経済産業大臣専管 

・食用アミノ酸   ・グルタミン酸ソーダ ・イースト又は酵母剤 

・動植物油脂    ・飼料        ・氷         ・肥料※ 

・農薬（厚生労働大臣と共管）       ・動、植物用医薬品 

・動植物用医療機器 ・農機具※      ・温室        ・園芸用品 

・生糸       ・麻のねん糸     ・木材 

・木製品（木材チップ、たる・おけ材を含み、塗装した単板・合板を含まない。） 

→塗装した単板・合板は経済産業大臣専管 

・真珠（養殖・加工剤を含む。） 

・装身具（真珠を含む場合に限る。）※ 

→装身具（真珠を含まない場合）は経済産業大臣専管 

・栄養食品（厚生労働大臣と共管）     ・健康食品（厚生労働大臣と共管） 

・なめし前の皮※ 

→なめし皮は経済産業大臣専管 

・精洗前の羽毛※ 

→精洗後の羽毛は経済産業大臣専管。羽毛の製造は「農林水産業」には含まれないが、農

林水産大臣所管となる。 

・食品添加物（厚生労働大臣と共管）    ・食肉加工製品（厚生労働大臣と共管） 

●農林園芸用施設の資材の製造販売    ●木材薬品処理業※ 

●造園業                ●給食販売取次ぎ（厚生労働大臣は不要） 

●動物血清・血液の輸出入、精製、加工（厚生労働大臣、経済産業大臣と共管） 

●競馬場 
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事業所

管大臣 

 

所 管 す る 事 業 

経済 

産業 

大臣 

 

●輸出入、売買、リースその他貨物の流通、生産、エネルギーの生産、流通、役務、工業所有

権等に関する事業で、他の大臣の専管又は他の大臣間の共管の事業以外の事業 

このうち経済産業大臣と他の大臣との共管となる事業については、基本的に他の大臣の所管

事業の項に掲げてありますので、そちらを参照してください。 

経済産業大臣の専管となる事業は、例えば以下の事業です（以下に掲げるものが経済産業大

臣の専管となる事業の全てではありません。） 

・航空機（製造、卸売、輸出入）   ・自動車（製造、卸売、輸出入） 

・武器（製造、売買、輸出入）    ・塗装した単板、合板（製造、売買、輸出入） 

・フィルム（製造、売買、輸出入）  ・貴金属（アクセサリー）の加工 

・新聞業     ・印刷業     ・総合リース業 

・クレジットカード業 

→キャッシング・サービスが含まれる場合は内閣総理大臣（金融庁）と共管 

・娯楽場、遊戯場 

→風俗営業は内閣総理大臣（警察庁）と共管、飲食店併設のものは厚生労働大臣、農林水

産大臣とも共管、競技場の運営は厚生労働大臣不要 

・運動場、ゴルフ場、ゴルフ練習場、テニスクラブ、アスレチック・クラブ、プール、ボー

リング場、競輪場又はオートレース場 

→飲食店併設のものは厚生労働大臣、農林水産大臣と共管 

・健康開発事業 

→健康開発に必要な施設の経営は厚生労働大臣不要 

・スポーツ・プロモーション     ・興信所      ・広告、宣伝 

・経営コンサルタント業       ・コンピューター要員の研修（経済産業大臣専管） 

・集金代行 

 

－原油、石油の販売、輸出入業は石油業に該当しますが、販売、輸出入の取次ぎ、仲介は石油

業に含まれません。 

－原油、石油の貯蔵、同貯蔵施設の貸与は経済産業大臣専管 

－油脂は石油に含まれません。 

－加工は製造に含まれます。 
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事業所

管大臣 

 

所 管 す る 事 業 

国土 

交通 

大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●運送（自己の貨物の運搬のみ（白ナンバー）であっても、定款に運搬を掲げていれば国土交

通大臣所管） 

●梱包※      ●鉄道業      ●港湾運送関連事業 

●船舶仲立（貸渡・売買・運航委託の斡旋） 

●廃油処理（船舶廃油、海上廃油のみ。スラッジ廃油の処理（加工）、それから得られるもの

の販売には重油も含まれる。） 

●サルベージ    ●海事業務（検数・検量・鑑定等） 

●船舶の製造及び修繕（ヨット、ボート等を含む。）、舶用機器の製造（船舶専用でないもの

は※）、売買※、輸出入※又はリース※ 

●鉄道車両、同部品、レールその他の陸運機器（コンテナーを含み、自動車又は原動機付自転

車を除く。）の製造、売買※又はリース※ 

●自動車の小売※、リース※       ●自動車の整備 

●自動車ターミナル 

→自動車用部品の製造、売買等は経済産業大臣専管。海上航路標識の製造、売買等は経済産

業大臣専管、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険の代理業は内閣総理

大臣（金融庁）専管 

●航空機の整備   ●旅行業 

●国際観光旅館、ホテル（国際観光ホテル整備法に基づく登録を受けているもの） 

●倉庫業      ●モーターボート競走場         ●遊園地 

●気象観測・予報等 ●自動車道事業   ●建設業      ●測量業  

●不動産業（貸事務所業含む） 

→Ｊ－ＲＥＩＴ（日本版不動産投資信託）は内閣総理大臣（金融庁）所管 

●下水道業     ●建築士 

環境 

大臣 

●廃棄物処理業（事業内容により経済産業大臣、文部科学大臣と共管） 

●温泉供給業 

●ペット・ペット用品小売業※ 

→ペット小売業は環境大臣・経済産業大臣の共管、ペット用品小売業は経済産業大臣の専管 

（注１）ひとつの工場等において複数の事業を行っている場合には、主たる事業を当該工場等の事業としてく

ださい。この場合、当該工場等の事業所管大臣はひとつになります。 

（注２）複数の大臣が共管する事業を主たる事業として行う場合には、複数の事業所管大臣の全てに提出して

ください。 

（注３）学術・開発研究機関については、事業所管大臣は、主たる研究対象に最も近い事業を所管する大臣と

なります。 
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（注４）国、地方公共団体、独立行政法人等の公的主体にかかる事業所の事業については、原則として工場等

の事業の内容によって判断します。ただし、教育委員会及び都道府県警察本部については、下表の右欄

に掲げる大臣を主たる事業を所管する大臣とします。 

教育委員会 文部科学大臣 

都道府県警察本部 内閣総理大臣（警察庁） 

 

また、事業内容の判断が困難である場合には、以下のとおりとなります。 

国の機関 

（官庁のオフィス等のエネルギー使用量） 

当該機関の属する府省の長たる大臣 

独立行政法人等 当該独立行政法人等を所管する大臣 

地方公共団体 

 
●別添資料１６「改正省エネ法における地方公

共団体のエネルギー管理の範囲について」に

従い、地方公共団体における知事部局等とは

独立した別事業者については、当該事業者の

事業を所管する大臣 

●知事部局等については、該当する事業を所管

する大臣（なお、該当する事業が、日本標準

産業分類の細分類番号９８１１（都道府県機

関）又は９８２１（市町村機関）の場合は経

済産業大臣及び環境大臣） 

 

（注５）以下の事業所管大臣が所管する事業を行っている場合には、以下の地方支分部局の長に提出するよう

にしてください。 

省 庁 名 担 当 課 

財務大臣 
財務局長（本社機能を有する事務所の所在地が福岡財務支局の 

管轄区域内にある場合には福岡財務支局長）又は国税局長 

厚生労働大臣 
地方厚生局長（本社機能を有する事務所の所在地が四国厚生支

局の管轄区域内にある場合には四国厚生支局長） 

農林水産大臣 地方農政局長又は北海道農政事務所長 

経済産業大臣 経済産業局長 

国土交通大臣 
地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長 

（運輸監理部長を含む。）又は地方航空局長 

環境大臣 地方環境事務所長 

金融庁 
財務局長（本社機能を有する事務所の所在地が福岡財務支局の 

管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長） 

・財務大臣（国税局長）が所管する事業を行っており、本社機能を有する事務所の所在地が沖縄県の場合には、

沖縄国税事務所長が提出先となります。 

・財務大臣（財務局長）、農林水産大臣（地方農政局長）、経済産業大臣（経済産業局長）、国土交通大臣

（地方整備局長・地方運輸局長）が所管する事業を行っており、本社機能を有する事務所の所在地が沖縄県

の場合には、内閣府沖縄総合事務局長に１通提出することとなります。 
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定期報告書の提出先について 

 

３．定期報告書の提出先一覧（各省庁） 

省庁名 担当局部課 郵便番

号 

所在地 窓口電話番号（FAX番号） 

警察庁 長官官房  総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒100-

8974 

東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-3581-0141

（内線 2147） 

（03-3581-

0559） 

金融庁 総務企画局 政策課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒100-

8967 

東京都千代田区霞が関 3-2-1 03-3506-6000

（内線 3161） 

（03-3506-

6267） 

総務省  大臣官房企画課 〒100-

8926 

東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-5253-5111

（内線 5158） 

（03-5253-

5160） 

法務省 大臣官房秘書課 〒100-

8977 

東京都千代田区霞が関 1-1-1 03-3580-4111

（内線 2086） 

（03-5511-

7200） 

外務省 国際協力局 気候変

動課  

〒100-

8919 

東京都千代田区霞が関 2-2-1 03-5501-8000

（内線 4361） 

（03-5501-

8244） 

財務省  

（酒類

の製

造、販

売又は

輸入は

国税

局、た

ばこ又

は塩の

製造又

は販売

は財務

局） 

北海道財務局 

総務部 総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒060-

8579 

札幌市北区北 8 西 2札幌第 1 合同庁

舎 

011-709-2311

（内線 4242） 

（011-709-

2196） 

東北財務局 

総務部 総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒980-

8436 

仙台市青葉区本町 3-3-1仙台合同庁舎 022-263-1111

（内線 3013） 

（022-217-

4093） 

関東財務局 

総務部 総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒330-

9716 

さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま

新都心合同庁舎１号館 

048-600-1111

（内線 3013） 

（048-600-

1247） 

北陸財務局総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒921-

8508 

金沢市新神田 4-3-10金沢新神田合同

庁舎 

076-292-7860 （076-291-

6226） 

東海財務局 

総務部 総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒460-

8521 

名古屋市中区三の丸 3-3-1 052-951-1772 （052-951-

0194） 

近畿財務局 

総務部 総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒540-

8550 

大阪市中央区大手前 4-1-76大阪合同

庁舎 4号館 

06-6949-6390

（内線 3034） 

（06-6941-

2893） 

中国財務局 

総務部 総務課

（照会先） 

〒730-

8520 

広島市中区上八丁堀 6-30広島合同庁

舎 4 号館 

082-221-9221

（内線 3313） 

（082-502-

3688） 
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※提出先は各監督

担当課まで 

四国財務局  

総務部 総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒760- 

8550 

高松市中野町 26-1 087-831-2131

（内線 213） 

（087-862-

8780） 

九州財務局 

総務部 総務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒860-

8585 

熊本市西区春日 2-10-1熊本地方合同

庁舎 

096-353-6351

（内線 3014） 

（096-324-

0926） 

福岡財務支局 

総務課（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒812-

0013 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1福岡合

同庁舎 

092-411-7281

（内線 3305） 

（092-477-

2255） 

沖縄総合事務局 

財務部 財務課

（照会先） 

※提出先は各監督

担当課まで 

〒900-

8530 

那覇市おもろまち 2-1-1那覇第 2 地

方合同庁舎 2 号館 10階 

098-866-0091 （098-860-

1152） 

札幌国税局 

課税第二部酒類業

調整官 

〒060-

0042 

札幌市中央区大通西 10札幌第 2 合同

庁舎 

011-231-5011

（内線 4502） 

  

仙台国税局 

課税第二部酒類業

調整官 

〒980-

8430 

仙台市青葉区本町 3-3-1仙台合同庁舎 022-263-1111

（内線 3411） 

  

関東信越国税局 

課税第二部酒税課 

団体企業係  

〒330-

9719 

さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま

新都心合同庁舎 1 号館 

048-600-3111

（内線 2489） 

  

東京国税局  

課税第二部酒税課 

団体企業係 

〒100-

8102 

千代田区大手町 1-3-3大手町合同庁舎

3 号館 

03-3216-6811

（内線 2752） 

  

金沢国税局 

課税部酒税課 

団体企業係 

〒920-

8586 

金沢市広坂 2-2-60金沢広坂合同庁舎 076-231-2131

（内線 2515） 

  

名古屋国税局 

課税第二部酒税課 

団体企業係 

〒460-

8520 

名古屋市中区三の丸 3-3-2名古屋国税

総合庁舎 

052-951-3511

（内線 5550） 

  

大阪国税局  

課税第二部酒税課 

団体企業係 

〒540-

8541 

大阪市中央区大手前 1-5-63大阪合同

庁舎第 3 号館 

06-6941-5331

（内線 2332） 

  

広島国税局  

課税第二部酒税課 

団体企業係 

〒730-

8521 

広島市中区上八丁堀 6-30広島合同庁

舎 1 号館 

082-221-9211

（内線 3932） 

  

高松国税局  

課税部酒税課 

団体企業係 

〒760-

0018 

高松市天神前 2-10高松国税総合庁舎 087-831-3111

（内線 456） 
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福岡国税局 

課税第二部 

酒類業調整官 

〒812-

8547 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1福岡合

同庁舎 

092-411-0031

（内線 2217） 

  

熊本国税局  

課税部酒類業調整

官 

〒860-

8603 

熊本市西区春日２丁目 10番１号熊本

地方合同庁舎 B棟 

096-354-6171

（内線 6199） 

  

沖縄国税事務所 

酒類業務調整官 

〒900-

8554 

那覇市旭町 9沖縄国税総合庁舎 098-867-3601

（内線 425） 

  

文部科

学省 

大臣官房 

文教施設企画・防

災部 

施設企画課 

〒100-

8959 

東京都千代田区霞が関 3-2-2 03-5253-4111

（内線 3696） 

(03-6734-

3690) 

厚生労

働省 

北海道厚生局 

健康福祉課 

〒060-

0808 

札幌市北区北 8 西 2 -1-1 

札幌第 1 合同庁舎 

011-709-2303

（健康福祉課） 

（011-709-

2705） 

東北厚生局 

健康福祉課 

〒980-

8426 

仙台市青葉区花京院 1-1-20 花京院ｽ

ｸｴｱ 13階 

022-726-9261

（健康福祉課） 

（022-380-

6022） 

関東信越厚生局 

健康福祉課健康係 

〒330-

9713 

さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま

新都心合同庁舎 1 号館７階 

048-740-0734

（健康福祉課健

康係） 

（048-601-

1332） 

東海北陸厚生局 

健康福祉課 

〒461-

0011 

名古屋市東区白壁 1-15-1名古屋合同

庁舎第 3 号館 

052-959-2061

（健康福祉課） 

（052-971-

8841） 

近畿厚生局 

健康福祉課 

〒540-

0011 

大阪市中央区農人橋 1-1-22大江ビル

７階 

06-4791-7311

（健康福祉課 

（06-4791-

7352） 

中国四国厚生局 

総務課 

〒730-

0017 

広島市中区鉄砲町７－１８東芝フコク

生命ビル２F 

082-223-8264

（健康福祉課） 

（082-223-

6489） 

四国厚生支局総務

課 

〒760-

0019 

高松市サンポート 3-33高松サンポー

ト合同庁舎 

087-851-9565

（総務課） 

（087-822-

6299） 

九州厚生局 

健康福祉課 

〒812-

0013 

福岡市博多区博多駅東 2-10-7 092-432-6781

（健康福祉課） 

（092-474-

2244） 

農林水

産省 

北海道農政事務所 

生産経営産業部事

業支援課 

〒064-

8518 

札幌市中央区南 22条西 6丁目 2-22 

エムズ南 22条ビル 

011-330-8810

（直通） 

（011-520-

3063） 

東北農政局 

経営・事業支援部

食品企業課 

〒980-

0014 

仙台市青葉区本町 3-3-1仙台合同庁舎 022-263-1111

（内線 4097） 

（022-722-

7378） 

関東農政局 

経営・事業支援部

食品企業課 

〒330-

9722 

さいたま市中央区新都心 2-1 さいたま

新都心合同庁舎 2 号館 

048-600-0600

（内線 3881） 

（048-740-

0081） 

北陸農政局 

経営・事業支援部

食品企業課 

〒920-

8566 

金沢市広坂 2-2-60金沢広坂合同庁舎 076-263-2161

（内線 3988） 

（076-232-

4178） 

東海農政局 

経営・事業支援部

食品企業課 

〒460-

8516 

名古屋市中区三の丸 1-2-2 052-746-6430

（直通） 

（052-201-

1703） 

近畿農政局 

経営・事業支援部

食品企業課 

〒602-

8054 

京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁

子風呂町京都農林水産総合庁舎 

075-451-9161

（内線 2745） 

（075-414-

7345） 

中国四国農政局 

経営・事業支援部

食品企業課 

〒700-

8532 

岡山市北区下石井 1-4-1岡山第 2 合

同庁舎 

086-224-4511

（内線 2691） 

（086-224-

7713） 
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九州農政局 

経営・事業支援部

食品企業課 

〒860-

8527 

熊本市西区春日 2-10-1熊本地方合同

庁舎 

096-211-9111

（内線 4363） 

（096-211-

9825） 

内閣府沖縄総合事

務局 

農林水産部食品産

業課 

〒900-

0006 

那覇市おもろまち 2-1-1那覇第 2 地

方合同庁舎 2 号館 

098-866-1673

（直通） 

（098-860-

1179） 

国土交

通省 

総合政策局 環境政

策課（本省）  

〒100-

8918 

千代田区霞が関 2-1-3 03-5253-8111

（内線 24412） 

  

東北地方整備局  〒980-

8602 

仙台市青葉区本町 3-3-1仙台合同庁舎

B棟 

022-225-2171

（大代表） 

  

関東地方整備局  〒330-

9724 

さいたま市中央区新都心 2-1 さいたま

新都心合同庁舎 2 号館 

048-601-3151 

建設業：建設産

業第一課 

(内線 6156） 

(048-600-

1921) 

不動産業：建設

産業第二課 

(内線 6670) 

(048-600-

1921) 

下水道：都市整

備課 

(内線 6177） 

(048-600-

1922) 

北陸地方整備局 〒950-

8801 

新潟市中央区美咲町 1-1-1 025-280-8880   

下水道：都市住

宅整備課下水道

係 

025-280-8755 

建設業・不動産

業：計画建設産

業課 

025-280-8755 

中部地方整備局  〒460-

8514 

名古屋市中区三の丸 2-5-1名古屋合同

庁舎第 2 号館 

052-953-8119

（代表） 

  

近畿地方整備局  〒540-

8586 

大阪市中央区大手前 1-5-44大阪合同

庁舎 1号館 

06-6942-1141（代表） 

建設業：建設産

業課 

(内線 6145） 

(06-6942-

3913) 

不動産業：建設

産業課 

(内線 6148） 

(06-6942-

3913) 

下水道：都市整

備課 

(内線 6177） 

(06-4790-

6936) 

中国地方整備局  〒730-

8530 

広島市中区上八丁堀 6-30広島合同庁

舎 2号館 

082-221-9231

（代表） 

  

四国地方整備局 〒760－

8554 

高松市サンポート 3-33 087-851-8061

（代表） 

  

九州地方整備局  〒812-

0013 

福岡市博多区博多駅東 2-10-7福岡第

2合同庁舎 

092-471-6331

（代表） 

  

内閣府沖縄総合事

務局 

〒900-

0006 

那覇市おもろまち 2-1-1那覇第 2 地

方合同庁舎 2 号館 

098-866-1901

（管理課） 
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開発建設部 

北海道開発局 〒060-

8511 

札幌市北区北 8 西 2第 1合同庁舎 011-709-2311

（代表） 

  

北海道運輸局 〒060-

0042 

札幌市中央区大通西 10札幌第 2合同

庁舎 

011-290-2724   

東北運輸局 〒983-

8537 

仙台市宮城野区鉄砲町 1 022-791-7509   

関東運輸局 〒231-

8433 

横浜市中区北仲通 5-57横浜第 2合同

庁舎 

045-211-7267

（環境課） 

（045-211-

7270） 

北陸信越運輸局 〒950-

8537 

新潟市中央区美咲町 1-2-1 025-244-6116

（環境課） 

（025-244-

6132） 

中部運輸局 〒460-

8528 

名古屋市中区三の丸 2-2-1名古屋同庁

舎第 1号館 

052-952-8045   

近畿運輸局 〒540-

8558 

大阪市中央区大手前 4-1-76大阪合庁

舎第 4号館 

06-6949-6466

（環境課） 

（06-6949-

6169） 

神戸運輸管理部 〒650-

0042 

神戸市中央区波止場町 1-1神戸第 2 

地方合同庁舎 

078-321-3145   

中国運輸局 〒730-

8544 

広島市中区上八丁堀 6-30広島合同庁

舎 4 号館 

082-228-3495   

四国運輸局 〒760-

0019 

高松市サンポート 3番 33号 サンポ

ート合同庁舎南館 

087-802-6726   

九州運輸局 〒812-

0013 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 092-472-2330   

内閣府沖縄総合事

務局 

運輸部 

〒900-

0006 

那覇市おもろまち 2-1-1 098-866-1812   

東京航空局 〒102-

0074 

千代田区九段南 1-1-15九段第 2合同

庁舎 

03-5275-9292   

大阪航空局 〒540-

8559 

大阪市中央区大手前 4-1-76大阪合同

庁舎第 4号館 

06-6949-6211   

環境省  ○地方公共団体(日本標準産業分類 細分類番号 9811（都道府県機関）又は 9821（市町村機関）） 

北海道地方環境事

務所 

環境対策課 

〒060-

0808 

札幌市北区北 8 西 2札幌第 1 合同庁

舎 

011-299-1952

（直通） 

  

東北地方環境事務

所 

環境対策課 

〒980－

0014 

仙台市青葉区本町 3-2-23 

仙台第 2合同庁舎 

022-722-2873

（直通） 

  

関東地方環境事務

所 

環境対策課 

〒330-

9720 

さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま

新都心合同庁舎 6 階 

048-600-0815

（直通） 

  

関東地方環境事務

所 

新潟事務所 

〒950-

0954 

新潟市中央区美咲町 1-2-1新潟美咲合

同庁舎 2号館 7階 

025-280-9560

（代表） 

  

中部地方環境事務

所 

環境対策課 

〒460-

0001 

名古屋市中区三の丸 2-5-2 052-955-2134

（直通） 

  

近畿地方環境事務

所 

環境対策課 

〒540-

6591 

大阪市中央区大手前 1-7-31 06-4792-0703

（直通） 
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中国四国地方環境

事務所 

環境対策課 

〒700-

0907 

岡山市北区下石井 1-4-1 086-223-1581

（直通） 

  

中国四国地方環境

事務所 

広島事務所 

〒730-

0012 

広島市中区上八丁堀 6-30広島合同庁

舎 3号館 

082-511-0006

（代表） 

  

中国四国地方環境

事務所四国事務所 

〒760-

0019 

高松市サンポート 3-33高松サンポー

ト合同庁舎南館 2 階 

087-811-7240

（代表） 

  

九州地方環境事務

所 

環境対策課 

〒860-

0047 

熊本市西区春日 2-10-1熊本地方合同

庁舎 B棟 4 階 

096-322-2411

（直通） 

  

○その他 

北海道地方環境事

務所資源循環課 

〒060-

0808 

札幌市北区北 8 西 2札幌第 1 合同庁

舎 

011-299-3738

（直通） 

  

東北地方環境事務

所資源循環課 

〒980－

0014 

仙台市青葉区本町 3-2-23仙台第 2合

同庁舎 

022-722-2871

（直通） 

  

関東地方環境事務

所資源循環課 

〒330-

9720 

さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま

新都心合同庁舎 6階 

048-600-0814

（直通） 

  

関東地方環境事務

所新潟事務所 

〒950-

0954 

新潟市中央区美咲町 1-2-1新潟美咲合

同庁舎 2号館 7階 

025-280-9560

（代表） 

  

中部地方環境事務

所資源循環課  

〒460-

0001 

名古屋市中区三の丸 2-5-2 052-955-2132

（直通） 

  

近畿地方環境事務

所 

資源循環課 

〒540-

6591 

大阪市中央区大手前 1-7-31 06-4792-0702

（直通） 

  

中国四国地方環境

事務所 

資源循環課 

〒700-

0907 

岡山市北区下石井 1-4-1 086-223-1584

（直通） 

  

中国四国地方環境

事務所 

広島事務所 

〒730-

0012 

広島市中区上八丁堀 6-30広島合同庁

舎 3号館 

082-511-0006

（代表） 

  

中国四国地方環境

事務所 

四国事務所 

〒760-

0019 

高松市サンポート 3-33高松サンポー

ト合同庁舎南館 2 階 

087-811-7240

（代表） 

  

九州地方環境事務

所 

資源循環課  

〒860-

0047 

熊本市西区春日 2-10-1熊本地方合同

庁舎 B棟 4 階 

096-322-2410

（直通） 

  

防衛省 大臣官房 文書課 

環境対策室  

〒162-

8801 

新宿区市谷本村町 5-1 03-3268-3111

（内線 20904） 

（03-5229-

2134） 
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別添資料２ 

都市ガス供給事業者（旧一般ガス事業者）の供給熱量一覧    

（２０２２年３月３１日時点） 

 

事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

釧路ガス株式会社   釧路市、釧路郡釧路町 45 13A 

旭川ガス株式会社   旭川市、江別市、上川郡東神楽町 45 13A 

滝川ガス株式会社   滝川市 100.4652 LPG 

美唄ガス株式会社   美唄市 100.4652 LPG 

岩見沢ガス株式会社   岩見沢市 44 13A 

帯広ガス株式会社   帯広市 45 13A 

  音更町、幕別町の簡易ガス供給区域 100.4652 LPG 

苫小牧ガス株式会社   苫小牧市 45 13A 

室蘭ガス株式会社   室蘭市、登別市 45 13A 

  風香団地、桜木団地 100.4652 LPG 

北海道ガス株式会社   札幌市、千歳市、小樽市、函館市、北

見市、石狩市、北広島市、恵庭市、北斗

市 

45 13A 

長万部町水道ガス課   山越郡長万部町 62 13A 

青森ガス株式会社   青森市 45 13A 

五所川原ガス株式会社   五所川原市 62.79075 13A 

弘前ガス株式会社   弘前市 45 13A 

十和田ガス株式会社   十和田市 45 13A 

八戸ガス株式会社   八戸市 45 13A 

黒石ガス株式会社   黒石市 100.4652 LPG 

盛岡ガス株式会社   盛岡市、滝沢市、紫波郡矢巾町 45 13A 

花巻ガス株式会社   花巻市 45 13A 

水沢ガス株式会社   奥州市 45 13A 

一関ガス株式会社   一関市 62.8 13A 

釜石ガス株式会社   釜石市 45 13A 

東部ガス株式会社   秋田市 46.04655 13A 

  郡山市、本宮市、いわき市 

  水戸市、笠間市、土浦市、かすみがう

ら市、石岡市、小美玉市、守谷市、つく

ばみらい市、常総市、東茨城郡茨城町、

稲敷郡阿見町 

45 13A 

のしろエネルギーサービス株式会 

社 

  能代市 50  

13A 

男鹿市企業局   男鹿市、南秋田郡大潟村 50.2326 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

にかほ市ガス水道局   にかほ市 46 13A 

由利本荘市ガス水道局   由利本荘市 46.04655 13A 

酒田天然ガス株式会社   酒田市 46 13A 

鶴岡ガス株式会社   鶴岡市 46 13A 

新庄都市ガス株式会社   新庄市 62.7 13A 

寒河江ガス株式会社   寒河江市 62.7 13A 

山形ガス株式会社   山形市、上山市 46 13A 

庄内中部ガス株式会社   鶴岡市、東田川郡三川町 41.8605 12A 

庄内町企業課   酒田市、東田川郡庄内町、東田川郡

三川町 

41.8605 12A 

気仙沼市ガス水道部   気仙沼市 46 13A 

古川ガス株式会社   大崎市 45 13A 

石巻ガス株式会社   石巻市 45 13A 

仙台市ガス局   仙台市、多賀城市、名取市、富谷市、

黒川郡大和町、宮城郡利府町、黒川郡

大衡村 

45 13A 

塩釜ガス株式会社   塩竈市、多賀城市、宮城郡七ヶ浜町、

宮城郡利府町 

45 13A 

福島ガス株式会社   福島市、伊達市 46 13A 

若松ガス株式会社   会津若松市 46 13A 

相馬ガス株式会社   南相馬市 62.7 13A 

東北ガス株式会社   白河市、西白河郡西郷村 45 13A 

常磐都市ガス株式会社   いわき市 38 12A 

常磐共同ガス株式会社   いわき市 

※平成 27 年 6 月にいわきガスを統合 

45 13A 

仙南ガス株式会社   名取市 44.37213 13A 

新発田ガス株式会社   新発田市、胎内市、阿賀野市、村上

市、新潟市、北蒲原郡聖籠町 

41.8605、42 13A 

13A 

越後天然ガス株式会社   新潟市、五泉市 42 13A 

北陸ガス株式会社   新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、小

千谷市、加茂市、見附市、燕市、南蒲原

郡田上町、刈羽郡刈羽村 

45、43、42、

41.8605、43.9535、

43.1 

13A 

蒲原ガス株式会社   新潟市、燕市、西蒲原郡弥彦村 43.12 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

小千谷市ガス水道局   小千谷市 43.9535 13A 

魚沼市ガス水道局   魚沼市 43.9535、44.10 13A 

上越市ガス水道局   上越市 45 13A 

妙高市ガス上下水道局   妙高市 

※2022年4月1日、妙高グリーンエナジ

ー株式会社へ譲渡 

45 13A 

糸魚川市ガス水道局   糸魚川市 45 13A 

白根ガス株式会社   新潟市、燕市 42、41.8605 12A 、13A 

栄ガス消費生活協同組合   三条市 41.8605 13A 

佐渡ガス株式会社   佐渡市 62 13A 

栃木ガス株式会社   栃木市 45 13A 

鬼怒川ガス株式会社   日光市 100.4652 LPG 

北日本ガス株式会社   小山市、下野市、鹿沼市 45 13A 

足利ガス株式会社   足利市 

  太田市 

45 13A 

佐野ガス株式会社   佐野市 45 13A 

東部液化石油株式会社   佐野市 45 13A 

東日本ガス株式会社   我孫子市、柏市、印西市、印旛郡栄町 45、62.8 13A 

  取手市、守谷市、つくばみらい市 45 13A 

沼田ガス株式会社   沼田市 45 13A 

渋川ガス株式会社   渋川市 46 13A 

桐生ガス株式会社   桐生市、みどり市、太田市 45 13A 

館林ガス株式会社   館林市 45 13A 

伊勢崎ガス株式会社   伊勢崎市 45 13A 

太田都市ガス株式会社   太田市、邑楽郡大泉町 45 13A 

本庄ガス株式会社   本庄市、深谷市、児玉郡上里町、児玉

郡美里町 

45 13A 

幸手都市ガス株式会社   幸手市、久喜市、北葛飾郡杉戸町 45 13A 

坂戸ガス株式会社   坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、比企郡鳩

山町 

45 13A 

入間ガス株式会社   入間市、飯能市、狭山市 45 13A 

東彩ガス株式会社   春日部市、越谷市、さいたま市、吉川

市、蓮田市、久喜市、加須市、三郷市、

草加市、北本市、桶川市、鴻巣市、白岡

市、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡松伏

町、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈

町、猿島郡五霞町 

45 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

武州ガス株式会社   川越市、所沢市、狭山市、ふじみ野

市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、東松山

市、熊谷市、深谷市、比企郡川島町、比

企郡吉見町、入間郡毛呂山町、比企郡

小川町、比企郡嵐山町、比企郡ときが

わ町、大里郡寄居町 

45 13A 

鷲宮ガス株式会社   久喜市、加須市 45 13A 

日高都市ガス株式会社   日高市 45 13A 

武蔵野ガス株式会社   入間郡毛呂山町 45 13A 

秩父ガス株式会社   秩父市 46 13A 

埼玉ガス株式会社   深谷市 45 13A 

西武ガス株式会社   飯能市、日高市 45、44.5 13A 

松栄ガス株式会社   東松山市、比企郡滑川町 45 13A 

伊奈都市ガス株式会社   北足立郡伊奈町 45 13A 

大東ガス株式会社   朝霞市、志木市、富士見市、新座市、

所沢市、川口市、入間市、入間郡三芳

町 

  日野市 

  座間市 

45 13A 

角栄ガス株式会社   川越市、坂戸市 

  佐倉市 

45 13A 

堀川産業株式会社   白岡市、蓮田市 

  富岡市、邑楽郡板倉町 

  宇都宮市 

45 13A 

大多喜ガス株式会社   茂原市、山武市、市原市、千葉市、八

千代市、長生郡一宮町、長生郡睦沢

町、長生郡長生村、夷隅郡大多喜町 

39、45 12A 、13A 

野田ガス株式会社   野田市、流山市 45 13A 

銚子ガス株式会社   銚子市 62.79075 13A 

総武ガス株式会社   旭市 41.8605 12A 

日本ガス株式会社 

（本社：東京都渋谷区） 

  我孫子市、富里市、成田市 

  真岡市 

  蓮田市、白岡市 

  相模原市、川崎市 

45 
 

13A 

東金市経済環境部ガス課   東金市 38.51166 12A 

九十九里町ガス課   山武郡九十九里町 38.51166 12A 

大網白里市ガス事業課   大網白里市 38.51166 12A 

房州ガス株式会社   館山市 62.79075 13A 

白子町ガス事業所   長生郡白子町 38.51166 12A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

習志野市企業局   習志野市、船橋市 45 13A 

京葉ガス株式会社   市川市、松戸市、鎌ケ谷市、浦安市、

船橋市、柏市、流山市、白井市、習志野

市、我孫子市 

45 13A 

京和ガス株式会社   流山市、柏市 45 13A 

長南町ガス課   長生郡長南町、長生郡睦沢町 38.51166 12A 

東京ガス株式会社   東京23区、八王子市、立川市、武蔵野

市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、

町田市、小金井市、小平市、日野市、東

村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東

大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、

稲城市、西東京市、武蔵村山市 

  横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、

鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、相

模原市、三浦市、大和市、海老名市、座

間市、綾瀬市、南足柄市、三浦郡葉山

町、高座郡寒川町、中郡大磯町、足柄

上郡中井町、足柄上郡開成町 

  千葉市、木更津市、八千代市、君津

市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街

市、佐倉市、印西市、白井市、成田市、

富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄

町、山武郡芝山町、香取郡多古町 

  さいたま市、川口市、所沢市、上尾市、

草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光

市、新座市、久喜市、八潮市、三郷市、

蓮田市、白岡市、熊谷市、行田市、深谷

市、鴻巣市、羽生市、北足立郡伊奈町 

  前橋市、高崎市、藤岡市、渋川市、邑

楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町、邑楽郡

明和町 

  宇都宮市、真岡市、河内郡上三川町、

芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、下都

賀郡壬生町 

  日立市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、

取手市、つくばみらい市、稲敷市、北相

馬郡利根町、稲敷郡阿見町、稲敷郡美

浦村 

45 13A 

昭島ガス株式会社   昭島市、立川市、福生市 45 13A 

青梅ガス株式会社   青梅市 45 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

武陽ガス株式会社   福生市、羽村市、あきる野市、武蔵村

山市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の

出町 

45 13A 

長野都市ガス株式会社   中野市、須坂市、長野市、千曲市、上

田市、東御市、小諸市、佐久市、下高井

郡山ノ内町、上高井郡小布施町、北佐

久郡御代田町 

45 13A 

株式会社エナキス   塩尻市 45 13A 

大町ガス株式会社   大町市 62 13A 

上田ガス株式会社   上田市、東御市 45 13A 

松本ガス株式会社   松本市、塩尻市 45 13A 

諏訪ガス株式会社   諏訪市、岡谷市、茅野市、諏訪郡下諏

訪町 

45 13A 

信州ガス株式会社   飯田市 62 13A 

厚木ガス株式会社   厚木市、伊勢原市、平塚市、愛甲郡愛

川町 

45 13A 

秦野ガス株式会社   秦野市、伊勢原市、平塚市 45 13A 

小田原ガス株式会社   小田原市、南足柄市、足柄下郡箱根

町、足柄上郡大井町、足柄上郡開成

町、中郡二宮町 

45 13A 

湯河原ガス株式会社   足柄下郡湯河原町 

  熱海市 

45 13A 

東京ガス山梨株式会社   甲府市、中央市、甲斐市、中巨摩郡昭

和町 

45 13A 

吉田ガス株式会社   富士吉田市、南都留郡富士河口湖

町、南都留郡忍野村、南都留郡山中湖

村 

45 13A 

熱海ガス株式会社   熱海市 45 13A 

伊東ガス株式会社   伊東市 46 13A 

下田ガス株式会社   下田市 62 13A 

御殿場ガス株式会社   御殿場市 45 13A 

静岡ガス株式会社   静岡市、沼津市、三島市、裾野市、富

士市、富士宮市、袋井市、御殿場市、駿

東郡清水町、駿東郡長泉町、田方郡函

南町 

45 13A 

島田ガス株式会社   島田市 45 13A 

中遠ガス株式会社   掛川市 45 13A 

袋井ガス株式会社   袋井市 45 13A 

東海ガス株式会社   焼津市、藤枝市、島田市 

  甘楽郡下仁田町 

45 13A 

フジオックス株式会社   越谷市 45 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

サーラエナジー株式会社   豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

  浜松市、湖西市、磐田市 

45 13A 

東邦ガス株式会社   名古屋市、日進市、長久手市、豊明

市、岡崎市、蒲郡市、豊川市、豊田市、

みよし市、東海市、知多市、大府市、半

田市、高浜市、常滑市、刈谷市、知立

市、碧南市、安城市、西尾市、小牧市、

犬山市、江南市、春日井市、瀬戸市、尾

張旭市、一宮市、岩倉市、稲沢市、北名

古屋市、清須市、愛西市、津島市、あま

市、弥富市、西春日井郡豊山町、愛知

郡東郷町、額田郡幸田町、知多郡武豊

町、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、

知多郡美浜町、丹羽郡大口町、丹羽郡

扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江

町、海部郡飛島村 

  可児市､多治見市､土岐市､岐阜市､瑞

穂市､大垣市､羽島市､本巣市､山県市､

各務原市､美濃加茂市､羽島郡笠松町､

羽島郡岐南町､本巣郡北方町､揖斐郡

大野町､可児郡御嵩町､安八郡安八町 

  四日市市、桑名市、いなべ市、亀山

市、鈴鹿市、津市、伊勢市、松阪市、桑

名郡木曽岬町、三重郡川越町、三重郡

朝日町、員弁郡東員町 

45 13A 

犬山ガス株式会社   犬山市、丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口

町 

45 13A 

津島ガス株式会社   津島市、愛西市 45 13A 

上野都市ガス株式会社   伊賀市 46.04655 13A 

名張近鉄ガス株式会社   名張市 45 13A 

大垣ガス株式会社   大垣市 45 13A 

日本海ガス株式会社   富山市、射水市、高岡市 45 13A 

高岡ガス株式会社   高岡市 45 13A 

金沢市企業局   金沢市 

※2022年4月1日、金沢エナジー株式会

社へ譲渡 

46 13A 

小松ガス株式会社   小松市 46 13A 

福井都市ガス株式会社   福井市 46 13A 

越前エネライン株式会社   越前市 45 13A 

敦賀ガス株式会社   敦賀市 45 13A 

丹後ガス株式会社   舞鶴市 45 13A 

福知山都市ガス株式会社   福知山市 45 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

株式会社長田野ガスセンター   福知山市 45 13A 

大津市企業局   大津市 45 13A 

大和ガス株式会社   大和高田市、橿原市、葛城市、御所

市、桜井市、香芝市、北葛城郡広陵町、

高市郡明日香村 

45 13A 

五条ガス株式会社   五條市 45 13A 

桜井ガス株式会社   桜井市 45 13A 

新宮ガス株式会社   新宮市 46 13A 

大阪ガス株式会社   大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池

田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚

市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、

泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内

長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面

市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津

市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南

市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪

南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、

豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡

熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、

南河内郡太子町、南河内郡河南町 

  京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向

日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木

津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御

山町、相楽郡精華町、綴喜郡井手町、

綴喜郡宇治田原町 

  神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西

宮市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川

市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、

三田市、加西市、加東市、たつの市、小

野市、赤穂市、川辺郡猪名川町、加古

郡稲美町、加古郡播磨町、揖保郡太子

町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町 

  奈良市、大和高田市、大和郡山市、天

理市、生駒市、香芝市、生駒郡平群町、

生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡

安堵町、磯城郡川西町、磯城郡田原本

町、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺

町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町 

  大津市、近江八幡市、彦根市、長浜

市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、

野洲市、湖南市、東近江市、米原市、蒲

生郡竜王町、蒲生郡日野町、愛知郡愛

荘町、犬上郡多賀町、犬上郡甲良町 

  和歌山市、海南市、岩出市 

  備前市 

45 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

河内長野ガス株式会社   河内長野市、大阪狭山市 45 13A 

篠山都市ガス株式会社   丹波篠山市 45 13A 

伊丹産業株式会社   西脇市、神戸市 45 13A 

洲本ガス株式会社   洲本市 45 13A 

豊岡エネルギー株式会社   豊岡市 45 13A 

甲賀協同ガス株式会社   甲賀市 45 13A 

株式会社大武   香芝市 45 13A 

津山ガス株式会社   津山市 46 13A 

岡山ガス株式会社   岡山市、倉敷市、赤磐市、玉野市、総

社市、都窪郡早島町 

45、46 13A 

水島ガス株式会社   倉敷市 46 13A 

福山ガス株式会社   福山市 

  笠岡市、浅口郡里庄町 

45 13A 

因の島ガス株式会社   尾道市 46 13A 

広島ガス株式会社   熊野・可部 100.4652 LPG 

  広島市、廿日市市、呉市、尾道市、三

原市、東広島市、福山市、安芸郡府中

町、安芸郡海田町、安芸郡坂町 

45 13A 

鳥取ガス株式会社   鳥取市 46.04655 13A 

米子ガス株式会社   米子市 46.04655 13A 

松江市ガス局   松江市 46 13A 

出雲ガス株式会社   出雲市 46 13A 

浜田ガス株式会社   浜田市 46 13A 

山口合同ガス株式会社   下関市、山陽小野田市、宇部市、山口

市、防府市、周南市、下松市、光市 

46 13A 

四国ガス株式会社   今治市、松山市、宇和島市、伊予郡松

前町 

  高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、

綾歌郡宇多津町、仲多度郡多度津町、

仲多度郡琴平町 

  高知市 

  徳島市 

46 13A 
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事業者名 

 

地域 
標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 

ガスグループ 

西部ガス株式会社   福岡市、春日市、大野城市、那珂川

市、宮若市、糸島市、古賀市、北九州

市、福津市、宗像市、中間市、糟屋郡新

宮町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡志免町、

京都郡苅田町、遠賀郡水巻町、遠賀郡

遠賀町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡岡垣町 

45 13A 

  熊本市、合志市、菊池郡菊陽町、菊池

郡大津町、上益城郡益城町、上益城郡

嘉島町、上益城郡御船町 

  長崎市、佐世保市、島原市、西彼杵郡

時津町、西彼杵郡長与町 

46 13A 

西日本ガス株式会社   柳川市、八女市 62.8 13A 

大牟田ガス株式会社   大牟田市 

  荒尾市 

46 13A 

直方ガス株式会社   直方市 44.79 13A 

飯塚ガス株式会社   飯塚市 46 13A 

筑紫ガス株式会社   筑紫野市、太宰府市、小郡市、朝倉郡

筑前町 

  三養基郡基山町 

45 13A 

髙松ガス株式会社   遠賀郡水巻町 45 13A 

久留米ガス株式会社   久留米市 45 13A 

唐津ガス株式会社   唐津市 46.04655 13A 

佐賀ガス株式会社   佐賀市 45 13A 

伊万里ガス株式会社   伊万里市 46.04655 13A 

鳥栖ガス株式会社   鳥栖市、三養基郡基山町 45 13A 

株式会社エコア 中津市 

※事業譲受（平成 25 年 7 月～） 

46.04655 13A 

大分ガス株式会社  大分市、別府市、由布市 46.04655 13A 

九州ガス株式会社   諫早市、大村市、雲仙市 46.04655、62.8 13A 

  八代市 46.04655 13A 

第一ガス株式会社   長崎市 62.8 13A 

天草ガス株式会社   天草市 62.8 13A 

山鹿都市ガス株式会社   山鹿市 62.8 13A 
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事業者名 

 
地域 

標準熱量(GJ/千㎥) 

（換算係数） 

 
ガスグループ 

宮崎ガス株式会社   宮崎市、延岡市、都城市、北諸県郡三

股町 

46.04655 13A 

日本ガス株式会社 

（本社：鹿児島県鹿児島市） 

  鹿児島市 46.04655 13A 

阿久根ガス株式会社   阿久根市 46 13A 

南日本ガス株式会社   薩摩川内市、霧島市 62.79 13A 

加治木ガス株式会社   姶良市 46.04655 13A 

国分隼人ガス株式会社   霧島市 46.04655 13A 

出水ガス株式会社   出水市 46.04655 13A 

南海ガス株式会社   奄美市 62.8 13A 

沖縄ガス株式会社   那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾

市、島尻郡南風原町、中頭郡西原町、

中頭郡中城村 

43.5 13A 
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別添資料３ 

自営線または自己託送制度を用いて供給された電気の評価方法について         
 

■一般的な発電設備の場合（基本事例） 

 
＜需要家１の事例＞ 

１）発電設備から供給された電気の換算係数【Ａ】 

全需要家の電気使用量の合計（系統からの買電除く）と発電設備に投入した燃料使用量から当該発電設備

の電気の換算係数を算出し、上記以外の買電に換算係数を計上します。 

・【Ａ】換算係数（GJ/千 kWh）＝Ｚ／（Σｅ－Ｅ） 

２）電力系統線を経由して供給された電気（バックアップ用） 

昼間買電と夜間買電に分けて需要家の電力使用量に応じて案分した値を使用量として計上します。 

・【Ｂ】電力系統線を経由した買電(昼)＝ 系統買電Ｅ(昼)×ｅ1(昼)／Σｅ(昼) 

・【Ｃ】電力系統線を経由した買電(夜)＝ 系統買電Ｅ(夜)×ｅ1(夜)／Σｅ(夜) 

備考１：Σｅ＝ｅ1＋ｅ2＋ｅ3 

 
 

  

発電設備

需要家１

e１(kWh)

需要家２

e２(kWh)

需要家３

e３(kWh)

バックアップ用電気E（kWh）

燃料Z

電力供給事業者

電力系統線（バックアップ用） 自営線等（※）

※自営線等とは、自営線または、自己託送
制度を利用した電力系統線を示す。
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■コージェネレーションシステムの場合（基本事例） 

 
 

＜需要家１の事例＞ 

１）コージェネレーションシステムから供給された電気の換算係数【Ａ】 

全需要家の使用した電気、蒸気を省エネ法で規定されている一次エネルギー換算係数※を用いて熱量換

算し、その熱量割合に応じて燃料使用量を案分することで発電に使用した燃料使用量を算出します。こ

の値を用いてコージェネレーションシステムから供給された電気の換算係数を算出します。 

※電気：9.76 GJ/千 kWh  産業用以外の蒸気：1.36GJ/GJ 

     

① 発電に使用した燃料使用量 

・Ｚ電気＝Ｚ×｛（Σｅ－Ｅ）×９．７６）｝／｛（Σｅ－Ｅ）×９．７６＋（Σｓ×１．３６）｝ 

② コージェネレーションシステムから供給された電気の換算係数【Ａ】 

・【Ａ】換算係数（GJ/千 kWh）＝Ｚ電気／（Σｅ－Ｅ） 

    備考１：Σｅ＝ｅ1＋ｅ2＋ｅ3  Σｓ＝ｓ1＋ｓ2＋ｓ3  

備考２：産業用蒸気、冷温水についても同様に省令で規定された換算係数を用いて計算します。 

２）電力系統線を経由して供給された電気（バックアップ用） 

昼間買電と夜間買電に分けて需要家の電力使用量に応じて案分します。 

・【Ｂ】電力系統線を経由した買電(昼)＝ 系統買電Ｅ(昼)×ｅ1(昼)／Σｅ(昼) 

・【Ｃ】電力系統線を経由した買電(夜)＝ 系統買電Ｅ(夜)×ｅ1(夜)／Σｅ(夜) 

 

３）蒸気の換算係数【Ｄ】 

全需要家の使用した電気、蒸気を省エネ法で規定されている一次エネルギー換算係数※を用いて熱量換

算し、その熱量割合に応じて燃料使用量を案分することで蒸気に使用した燃料使用量を算出します。こ

の値を用いてコージェネレーションシステムから供給された蒸気の換算係数を算出します。 

※電気：9.76GJ/千 kWh  産業用以外の蒸気：1.36GJ/GJ 

①蒸気に使用した燃料使用量 

・Ｚ蒸気＝Ｚ×（Σｓ×１．３６）／｛（Σｅ－Ｅ）×９．７６＋（Σｓ×１．３６）｝ 

③ コージェネレーションシステムから供給された蒸気の換算係数【Ｄ】 

・【Ｄ】換算係数（GJ/GJ）＝Ｚ蒸気／Σｓ 

備考１：Σｅ＝ｅ1＋ｅ2＋ｅ3  Σｓ＝ｓ1＋ｓ2＋ｓ3  

備考２：産業用蒸気、冷温水についても同様に省令で規定された換算係数を用いて計算します。 
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別添資料４ 

未利用熱に関する覚書 
 

未利用熱に関する覚書 
 

株式会社●●●●●●●（以下甲と呼ぶ）が株式会社▲▲▲▲▲▲▲（以下乙と呼ぶ）に対して供給する

熱は、未利用熱の定義を満たすことについて確認及び合意をしたので、ここに覚書を作成する。 

 

記 

（甲が未利用熱を供給する工場等  ：その工場等の名称及び工場等がある所在等） 

 

（乙が未利用熱の供給を受ける工場等：その工場等の名称及び工場等がある所在等） 

 

（対象となる未利用熱の情報）  

【記載例】 

甲が保有する石油製油所の石油精製の過程で生じる廃熱を、隣接する丙が所有する 

工場まで３ｋｍの配管で輸送し、ボイラー給水の加温に活用。 

 
未利用熱を購入した年度：●●年度  

未利用熱の購入量   ：●●ＧＪ 

未利用熱の換算係数  ：●●ＧＪ/ＧＪ 

 
※未利用熱の定義 

本制度の対象となる未利用熱は、『他事業者へ提供しなければ、省エネ法判断基準に従って取組を行っても 

発生を抑制できず廃棄することが見込まれる熱』をいう。 

 

以上、上記条件を満たすことについての確認及び合意成立の証として、本覚書２通を作成し、甲乙各々記

名・捺印の上、各１通保有する。 

 

 

平成●●年●月●日 

甲 

住所 

氏名 

印 

乙 

住所 

氏名 

印 
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別添資料５ 

非化石燃料の熱量換算係数の根拠となる資料 

（参考：作成例） 

  

           年    月    日 

 

                  法人名 

                  代表者の役職 

                  代表者の氏名 

 

 

非化石燃料の熱量換算係数の根拠となる資料 

 

燃料の種類 廃プラスチック 

熱量換算係数 ○○  GJ/t 

使用した測定方法等 JIS M 8814：2003（石炭類及びコ−クス類 ボンブ熱量計による

総発熱量の測定方法及び真発熱量の計算方法）に準拠した方法 

熱量換算係数の算出方法 複数の調達先で性状が異なる可能性があることから、加重平均

とした。 

 

測定結果（高位発熱量） A1、A2、A3、A4、… MJ/kg 

使用量         X1、X2、X3、X4、…  kg 

 

 
(𝐴1×𝑋1 +𝐴2×𝑋2 +𝐴3×𝑋3 +𝐴4×𝑋4 + … )

𝛴𝑋𝑖
 =  ○○ GJ/t 

 

 

 

燃料の種類 廃油 

熱量換算係数 ○○  GJ/t 

使用した測定方法等 

 

ボンベ型熱量計（○○○（メーカー名）、XX-XXX（型番）） 

熱量換算係数の算出方法 複数の種類の再生油を使用したため、高位発熱量を実測しその

値と使用量の加重平均値を使用した。 

 

測定結果（高位発熱量） A1、A2、A3、A4、… MJ/kg 

使用量         X1、X2、X3、X4、…  kg 

 

 
(𝐴1×𝑋1 +𝐴2×𝑋2 +𝐴3×𝑋3 +𝐴4×𝑋4 + … )

𝛴𝑋𝑖
 =  ○○ GJ/t 

 

 

 

燃料の種類 廃タイヤ 

熱量換算係数 ○○  GJ/t 
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使用した測定方法等 

 

添付仕様書のとおり 

熱量換算係数の算出方法 燃料として使用したタイヤチップは添付の仕様書に基づき購入

したため、仕様書に記載された高位発熱量を用いた。 

 

○○ GJ/t 
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別添資料６ 

 

自然界に存する熱等の測定方法について     

 
太陽熱・地熱・温泉熱・雪氷熱について 

太陽熱・地熱・温泉熱・雪氷熱については、非化石エネルギーに定義されるため、報告の義務がかかりま

す。 

当該熱の使用量については、原則として、以下の A又は Bに該当するものを報告しなければならないことと

します。 

A) 他者から供給された熱を使用する場合には、購買量に供給された熱の形態に応じて以下の表の係数を乗

じた熱量 

産業用蒸気 １．１７ 

産業用以外の蒸気 １．１９ 

温水 １．１９ 

冷水 １．１９ 

B) 事業所内において施設又は設備によって集約した熱を使用する場合には、計量法に基づく検定済み積算

熱量計又は検定済み積算熱量計に準じた積算熱量計（検定済み積算熱量計を生産しているメーカーによ

る品質保証書が付いているもの等）を使用し、指示値を適切に読み取った値 

なお、太陽熱については、「建築用簡易計算ツール※１」を用いて推計した数値を報告することができます。当

該ツールを使用する際には、下記の通り太陽熱利用機器について設置場所、集熱器型式、集熱面積、傾斜角、

方位角、年間給湯日数（給湯の場合）、について入力した際に「年間太陽熱利用量」に表示される数値（kWh）

に（3.6×１/1000）を乗じた数値（GJ）を報告してください。 

ただし、温泉熱を集熱して暖房に使用している場合や、氷室を備えて野菜の冷蔵に使用している場合等、技

術的・経済的に測定が困難であると認められる場合には、報告義務対象から除外することとします。

※１ 建築用簡易計算ツールは、ソーラーシステム振興協会のホームページからダウンロードくださ

い。https://www.ssda.or.jp/sales/keisan/ 

太陽熱給湯器の推計に当たっては「太陽熱給湯の簡易計算 10地点.xlsx」、太陽熱空調器の推計に当た

っては「太陽熱空調の簡易計算 9地点.xlsx」を使用してください。 

 

海水熱、河川水熱、地下水熱、地中熱、大気熱、工場排水熱及び下水熱等について 

海水熱、河川水熱、地下水熱、地中熱、大気熱、工場排水熱及び下水熱等（以下「海水熱等」という。）につ

いては、エネルギーには定義されないため、報告の義務はかかりません。 

他方、これらの熱を使用した場合※１、以下の A又は B に該当した上で Cにも該当するもののみ、特定―第９

表「３ 非化石エネルギーへの転換に関する事項」欄に記載することができます※２。 

A) 他者から供給された熱を使用する場合には、購買量 

B) 事業所内において施設又は設備によって集約した熱を使用する場合には、計量法に基づく検定済み積算

熱量計又は検定済み積算熱量計に準じた積算熱量計（検定済み積算熱量計を生産しているメーカーによ

る品質保証書が付いているもの等）を使用し、指示値を適切に読み取った値※３ 

C) 一定の工夫をしたと認められる施設又は設備※４を使用して当該熱を使用する場合 

※１ ヒートポンプ等の施設又は設備によって使用した冷熱については、国内において適切な測定方法が定

まっていないため、報告可能とする対象からは除外することとします。 

※２ A 又は B及び Cに該当し、特定―第９表「３ 非化石エネルギーへの転換に関する事項」欄に記載する

場合であっても、当該熱が「非化石エネルギー」に該当するわけではありません（非化石エネルギー

比率の計算等において算入不可）。なお、海水熱等を使用していて A～Cに該当しない場合であって

も、特定―第９表「１ エネルギーの使用の合理化に関する事項」欄には記載することができます。 

※３ どのような方法で測定したかについても報告してください。 

※４ 「一定の工夫をしたと認められる施設又は設備」とは、例えば蓄熱槽又は貯湯槽を備えた施設又は設

備等を指します。また、熱供給事業者から供給された熱のうち、海水熱等由来の熱であることが明確

であって、当該熱供給事業者が蓄熱槽又は貯湯槽を備えている場合も、「一定の工夫をしたと認められ

る施設又は設備」を使用したとみなすこととします。 

https://www.ssda.or.jp/sales/keisan/
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別添資料７ 

 

各措置における電気の一次換算係数について     
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別添資料８ 

 

電気の需要の最適化について      
 

電気需要最適化評価原単位の報告について 

■電気需要最適化評価原単位の算出方法 

電気需要最適化評価原単位は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱（エネルギーの使用の合理化及び非化石エ

ネルギーへの転換等に関する法律施行令（昭和 54年政令第 267号）第１条に定める熱を除く。以下同じ。）及

び電気を原油換算したエネルギーの使用量の和を、生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と

密接な関係を持つ値で除することで算出してください。 

この際、電気のうち系統電気※１については、系統電気の使用量に時間帯別又は月別電気需要最適化係数を

乗じることで熱量を算出した後、熱量１GJを 0.0258klとして原油換算してください。 

 

※１ 「系統電気」とは、電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業者、同項第 11 号の２

に規定する配電事業者及び同項第 13 号に規定する特定送配電事業者が維持し、及び運用する電線路

を通じて供給される電気（同項第５号ロに規定する接続供給により供給されるものを除く。）をいい

ます。 

 

■電気需要最適化係数の設定 

①時間帯別電気需要最適化係数※２ 

時間帯別電気需要最適化係数とは、時間帯別に計測した系統電気を熱量換算する際に用いる係数のことで

ある。なお、時間帯別に計測した系統電気の使用量とは、30 分単位又は１時間単位で計測した系統電気

の使用量をいいます。 

時間帯別電気需要最適化係数は以下の表の通りです。 

時間帯の区分 時間帯別電気需要最適化係数

（単位：GJ/千 kWh） 

（１）時間帯別に計測した系統電気の換算における出力制御時間

帯 

一般送配電事業者（電気事業法第２条第１項第９号に規定する一

般送配電事業者をいう。）が事業者の工場等が存するエリアにおけ

る再生可能エネルギー電気の出力の抑制（再生可能エネルギー電

気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成 24年経済産業

省令第 46号）第５条第１項第８の４号イ又は第 14条第１項第８

号イの出力の抑制をいう。（以下「出力制御」という。））が見込ま

れると２日前の時点で公表した場合、当該出力制御が見込まれる

日の８時から 16時 

3.60 

（２）時間帯別に計測した系統電気の換算における需給状況が厳

しい時間帯 

広域的運営推進機関（電気事業法第 28条の４の広域的運営推進機

関をいう。）が事業者の工場等が存するエリアにおける広域エリア

の予備率が、一部の時間帯で５％未満となることが見込まれると

前日時点で公表した場合、当該時間帯を含む日の０時から 24時 

12.2 

（３）時間帯別に計測した系統電気の換算におけるその他の時間

帯 

（１）及び（２）以外の時間帯 

9.40 

（備考） 

１ 工場等が存するエリアにおいて、同日について、一般送配電事業者が２日前の時点で出力制御を見込み

、かつ、広域的運営推進機関が前日時点で広域エリアの予備率が５％未満の時間帯を含むことを見込んだ

場合は、当該日における系統電気の時間帯別電気需要最適化係数は８時から 16時に 3.60GJ/千 kWh、０時

から８時及び 16時から 24 時は 12.2GJ/千 kWhとします。 
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②月別電気需要最適化係数※２ 

月別電気需要最適化係数とは、月別に計測した系統電気を熱量換算する際に用いる係数のことであり、エリ

ア（電気事業法第２条第１項第８号の供給区域をいう。）ごとに設定されます。なお、月別に計測した系統電気

の使用量とは、一月単位で計測した系統電気の使用量をいいます。 

月別電気需要最適化係数は、一般送配電事業者が実施した出力制御の実績と広域的運営推進機関が公表する

広域エリアの予備率の実績をもとに、以下の表に掲げる時間帯の区分の換算係数を月ごとに平均することで算

出します。 

時間帯の区分 換算係数（単位：GJ/千 kWh） 

（１）月別に計測した系統電気の換算における出力制御時間

帯 

一般送配電事業者が事業者の工場等が存するエリアにおいて

出力制御を実施したことを公表した場合、当該出力制御を実

施した時間帯 

3.60 

（２）月別に計測した系統電気の換算における需給が厳しい

時間帯 

広域的運営推進機関が事業者の工場等が存するエリアにおけ

る広域エリアの予備率が５％未満の時間帯を公表した場合、

当該時間帯を含む日は０時から 24時 

12.2 

（３）月別に計測した系統電気の換算におけるその他の時間

帯 

（１）及び（２）以外の時間帯 

9.40 

（備考） 

１ 工場等が存するエリアにおいて、同日について、一般送配電事業者が出力制御を実施し、かつ、広域的

運営推進機関が広域エリアの予備率が５％未満の時間帯を公表した場合は、当該日における系統電気の換算

係数は出力制御を実施した時間帯は 3.60GJ/千 kWh、それ以外の時間帯は 12.2GJ/千 kWhとします。 

 

※２ 離島（電気事業法第２条第１項第８号イの離島をいう。）に工場等が存する場合は、時間帯別電気需

要最適化係数及び月別電気需要最適化係数は一律に 9.40GJ/千 kWhとします。 

 

■電気需要最適化係数による系統電気の使用量の換算ツール 

①時間帯別電気需要最適化係数を用いた換算 

定期報告書の特定-第２表１－２に記載が必要となる以下の系統電気の使用量に関する値は、「時間帯

別電気需要最適化係数による系統電気の使用量の換算ツール」に、事業者が 30 分単位で計測した系統電

気の使用量（kWh）を入力することで、簡易に取得することができます。 

✓ 時間帯の区分ごとの系統電気の使用量（kWh） 

✓ 時間帯の区分に応じた時間帯別電気需要最適化係数を用いて熱量換算した値（GJ）に 0.0258 

kl/GJ を乗じて算出した値（kl） 

 

②月別電気需要最適化係数を用いた換算 

定期報告書の特定-第２表１－２に記載が必要となる以下の系統電気の使用量に関する値は、「月別電

気需要最適化係数による系統電気の使用量の換算ツール」に、事業者が一月単位で計測した系統電気の

使用量（kWh）を入力することで、簡易に取得することができます。 

✓ 月ごとの系統電気の使用量（kWh） 

✓ エリアごとの一月単位の系統電気の使用量をエリアに応じた月別電気需要最適化係数を用いて熱

量換算した値（GJ）を月ごとに合算し、0.0258 kl/GJ を乗じて算出した値（kl） 

 

■時間帯別及び月別電気需要最適化係数による系統電気の使用量の換算ツール等の公表 

以下の換算ツール等を、報告対象年度の翌年度４月下旬に資源エネルギー庁のホームページ※３で公表

します。 

✓ 報告対象年度の実績をもとに作成した「時間帯別電気需要最適化係数による系統電気の使用量の

換算ツール」 
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✓ 報告対象年度の実績をもとに作成した「月別電気需要最適化係数による系統電気の使用量の換算

ツール」 

✓ 報告対象年度の翌年度の取組の参考のための報告対象年度の実績をもとに作成した「エリアごと

の月別最適化係数」 

 

※３ 資源エネルギー庁のホームページの URL は以下の通りです。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/ind

ex.html 

 

■事業者の取組方法（例） 

①時間帯別電気需要最適化係数を用いた報告 

一般送配電事業者が公表する出力制御の見通しや電力広域的運営推進機関が公表する広域予備率の見

通しなど、電力の需給の見通しを確認し、需給の見通しに応じた DR に取り組みます。 

定期報告の際は、報告対象年度に公表された出力制御及び広域予備率の見通しの実績をもとに設定さ

れる時間帯別電気需要最適化係数で系統電気の使用量を換算します。 

 

②月別電気需要最適化係数を用いた報告 

一般送配電事業者が公表する出力制御の見通しや電力広域的運営推進機関が公表する広域予備率の見

通しなどの電力の需給の見通しや、報告対象年度の前年度の出力制御と広域予備率の実績をもとに算出

される前年度の月別電気需要最適化係数も参考にしていただき DR に取り組んでいただきます。 

定期報告の際は、報告対象年度の出力制御及び広域予備率の実績をもとに設定される時間帯別電気需

要最適化係数で系統電気の使用量を換算します。 

 

■広域予備率及び出力制御の見通し等の確認方法 

電力広域的運営推進機関が公表する広域予備率及び一般送配電事業者が公表する電力需給状況や出力

制御の見通しは、以下をご確認ください。 

電力広域的運営推進機関 

・広域予備率：https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/ 

北海道電力ネットワーク株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）：http://denkiyoho.hepco.co.jp/area_forecast.html 

・再生可能エネルギー出力制御見通し：

http://denkiyoho.hepco.co.jp/renewable_energy_output_control_for

ecast.html 

東北電力ネットワーク株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）及び再生可能エネルギー出力制御見通し：https://setsuden.nw.tohoku-

epco.co.jp/graph.html 

東京電力パワーグリッド株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）：https://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html 

・再生可能エネルギー出力制御見通し：https://www.tepco.co.jp/forecast/output-control.html 

中部電力パワーグリッド株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）及び再生可能エネルギー出力制御見通し：

https://powergrid.chuden.co.jp/denkiyoho/ 

北陸電力送配電株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）及び再生可能エネルギー出力制御見通し：

https://www.rikuden.co.jp/nw/denki-yoho/ 

関西電力送配電株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）：https://www.kansai-td.co.jp/denkiyoho/ 

中国電力ネットワーク株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）及び再生可能エネルギー出力制御見通し：

https://www.energia.co.jp/nw/jukyuu/index.html 

四国電力送配電株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）：https://www.yonden.co.jp/nw/denkiyoho/index.html 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/index.html
https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/
http://denkiyoho.hepco.co.jp/area_forecast.html
http://denkiyoho.hepco.co.jp/renewable_energy_output_control_forecast.html
http://denkiyoho.hepco.co.jp/renewable_energy_output_control_forecast.html
https://setsuden.nw.tohoku-epco.co.jp/graph.html
https://setsuden.nw.tohoku-epco.co.jp/graph.html
https://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html
https://www.tepco.co.jp/forecast/output-control.html
https://powergrid.chuden.co.jp/denkiyoho/
https://www.rikuden.co.jp/nw/denki-yoho/
https://www.kansai-td.co.jp/denkiyoho/
https://www.energia.co.jp/nw/jukyuu/index.html
https://www.yonden.co.jp/nw/denkiyoho/index.html
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・再生可能エネルギー出力制御見通し：

https://www.yonden.co.jp/nw/renewable_energy/output_control/outl

ook/index.html 

九州電力送配電株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）及び再生可能エネルギー出力制御見通し：

https://www.kyuden.co.jp/td_power_usages/pc.html 

沖縄電力株式会社 

・電力需給状況（でんき予報）及び再生可能エネルギー出力制御見通し：

http://www.okiden.co.jp/denki2/index.html 

 

 

電気の需要の最適化に資する措置を実施した日数の報告 

■カウントの対象となる DR 

DR を実施した日数のカウント対象となる DRは、特別高圧受電、高圧受電、低圧受電に関わらず、契約して

いる小売電気事業者やアグリゲーター等による DR指令にもとづく DRだけではなく、事業者自身が電気の需給

状況等を確認して自主的に行う DRも実施した日数としてカウントすることができます。 

✓ 小売電気事業者等による DR 指令にもとづく DR：小売電気事業者やアグリゲーター等から DRの指令を

受けて実施する上げ・下げ DR 

✓ 事業者自身が自主的に実施した DR：事業者が自ら電気の需給状況や出力制御の情報を確認し独自に実

施する上げ・下げ DR 

 

■カウントの対象外となる DR 

以下の DR は、DRを実施した日数のカウント対象外です。 

✓ 需給ひっ迫時の上げ DR 

✓ 出力制御時の下げ DR 

 

なお、日々事業者が継続して実施している省エネ取組は、DRを実施した日数のカウントの対象外です。ま

た、事業者が DRの実施を意図せずに系統電気の使用量がベースラインを上回った日又は下回った日について

も、DRの日数のカウント対象外です。 

また、DRを実施した日数の報告は、電力の需要を増加あるいは減少させる取組について報告いただくもの

ですので、逆潮流による DRの取組についてはカウントの対象外です。 

■カウント可否の判断 

以下のいずれかの条件を満たす場合、DRを実施した日数としてカウントすることができます。 

✓ 小売電気事業者等による DR 指令に応じて DRを実施した場合（DRに取り組んだ結果、DRに失敗した場

合もカウント可能） 

✓ 事業者自身が自主的に実施した DRにおいて、DRに成功した場合※４※５ 

 

※４ DRに成功した場合とは、下げ DRにおいては、ベースラインに対して実際の電気使用量が下回ったこ

と、上げ DRにおいては、ベースラインに対して実際の電気使用量が上回ったことをいいます。 

※５ ベースラインの考え方や DRについては、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ ビジネスに

関するガイドライン」を参考にしてください。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/2017112

9001-1.pdf 

 

なお、上記においては、カウント可否について数値の基準は設けません。（例えば、下げ DRの場合、ベース

ラインと比較して実際の電気使用量が少しでも下回った場合にカウント可能） 

 

■DRを実施した日数の報告の根拠となる資料について 

定期報告の際、DRを実施した日数の根拠となる資料の提出は求めませんが、報告した日数の根拠となる資

料を事業者自身で残してください。根拠となる資料とは、小売電気事業者等による DR指令の実績、事業者が

実施した社内発信や機器の運転状況、事業者の電力使用量のデータ等があります。 

 

https://www.yonden.co.jp/nw/renewable_energy/output_control/outlook/index.html
https://www.yonden.co.jp/nw/renewable_energy/output_control/outlook/index.html
https://www.kyuden.co.jp/td_power_usages/pc.html
http://www.okiden.co.jp/denki2/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/20171129001-1.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/files/20171129001-1.pdf
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■取組事例 

上げ DR及び下げ DRの具体的な取組事例を以下に示します。 

✓ 上げ DR：小売電気事業者等から上げ DRの指令があった時間帯に、蓄電池や電気自動車を充電すること

で、その時間帯の電力需要を創出 

✓ 下げ DR：電力の需給状況が厳しい時間帯に、空調や照明等の負担設備等を調整・停止させることで電力

需要を抑制。 

✓ 下げ DR：小売電気事業者等から下げ DRの指令があった時間帯に、蓄電池から放電した電気を使うことに

よって、その時間帯における電力会社からの電力供給を抑制 

 

上げ DR及び下げ DRの取り組み事例については、以下の資源エネルギー庁のホームページも参考にしてくだ

さい。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/case.html 

 

 

  

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/case.html
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別添資料９ 

証書等による非化石エネルギーのみなし使用量の計算方法等について    

 
対象となる証書等の詳細について 

省エネ法において非化石エネルギーのみなし使用量として評価される証書等は、「国内クレジット」、「オフセ

ット・クレジット」、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度によって認証された「グリーン電力・熱証

書」、「J－クレジット」です。なお、これらについては、非化石熱及び非化石電気を使用して温室効果ガスを削

減したものに限ります※。また、これに加えて、非化石証書は非化石電気の使用量としてみなすことができま

す。 

非化石熱、非化石電気それぞれで認められる証書等の種類は、まとめると下表の通りです。 

 
※ 例えば J－クレジットの場合、省エネルギー分野の方法論のうち EN-S-019（廃棄物由来燃料による化石燃

料又は系統電力の代替））、043（非再生可能エネルギー由来水素）、044（水素燃料電池車の導入（非再生可

能エネルギー由来水素利用））及び再生可能エネルギー分野の方法論において使用した非化石燃料、非化石

熱及び非化石電気の量についてのみ、非化石エネルギーのみなし使用量として報告することができます。

他方、例えば、工業プロセス分野（AG-001～005）、農業分野（AG-001～005）、廃棄物分野（WA-001～

003）、森林分野（FO-001～003）の方法論よる省エネ法における非化石エネルギーのみなし使用量として報

告することはできません。 

 

 

計算方法について 

証書等による非化石エネルギーのみなし使用量は以下の計算式で算出してください。非化石エネルギーへの

転換に係る評価においては、使用した化石エネルギーのうち、この非化石エネルギー相当量分を非化石エネル

ギーに置き換えて計算を行います。 

 
 

1. 証書等による非化石エネルギーの置き換えについては、電気の非化石価値によって化石電気を非化石電

気に置き換えるというように、熱、電気に対応した置き換えのみ可能です。したがって、例えば電気の

非化石価値によって、化石熱を非化石熱に置き換えるといった置き換えはできません。また、化石熱及

び化石電気の使用量を超えてみなし使用量を評価することはできません。 

2. 証書等のプロジェクトにおいて非化石燃料を使用している場合については、非化石熱として使用してい

る場合には熱の非化石価値として、非化石電気として使用している場合には電気の非化石価値として、

化石熱又は化石電気の置き換えに使用することができます。 

3. 証書等によって使用した化石燃料を非化石燃料に置き換える際には、化石燃料を熱に変換して使用して

いる場合には熱の非化石価値を、化石燃料を電気に変換して使用している場合には電気の非化石価値を

用いて置き換えることとしてください。 

4. 自ら申請、認証を経て保有している証書等については、前年度に移転した非化石エネルギー相当分を、

前年度の非化石エネルギーの使用量（みなし使用量の算出後の使用量）から差し引く必要があります。

なお、移転量が使用量を上回っている場合には、使用量（みなし使用量の算出後の使用量）を上限に差

し引いてください。例えば、2022年度に移転した非化石エネルギー相当分が 100kWh、非化石エネルギー

の使用量が 50kWhであった場合、50kWhを差し引いてください。 

5. 非化石証書については、電気事業者（電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者、同項

第９号に規定する一般送配電事業者及び同法第 27条の 19第１項に規定する登録特定送配電事業者）か
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ら供給された電気の使用量を非化石電気とみなすことができますが、当該化石電気の使用量を超えてみ

なし使用量を評価することはできません。共同火力発電から電力を供給されている場合や、電気事業者

を介さずに小売供給される場合には、非化石証書以外の証書等を使用して化石電気を非化石電気に置き

換えることができます。当該電力が電気事業者を介して小売供給される場合には、非化石証書も含めて

証書等を使用して化石電気を非化石電気に置き換えることができます。 

6. 原則として、前年度に無効化した証書等について報告することができますが、報告年度の 4月 1日～6

月 30日までの間に無効化した国内認証排出削減量の非化石エネルギー相当分についても、当該報告年度

の報告に用いることができます。ただしその場合、翌年度の報告に含めることはできません。なお、非

化石証書については、前年の１月１日～12月 31日の発電に係るものを報告することができます。 

 

複数の目標を設定する際のクレジット量の分配について 

非化石エネルギー使用状況の算定に当たり、証書等の非化石エネルギー量を考慮する際、次の図の①～③の

各表をまたぐ場合は重複して計上することが可能ですが、同表内で複数の指標を設定する場合は、その指標間

で重複して計上することはできません。 

なお、複数の事業場や業種における非化石エネルギーのみなし使用量を計上する場合には、事業場や業種ご

とのエネルギーの使用量によって、証書等によるみなし使用量を按分して分配してください。例えば、目安が

設定されている業種 Aと目安が設定されていない業種 Bを営む事業者が、全体のエネルギー使用量のうち業種 A

で６割、業種 Bで４割を占めていた場合、100の非化石価値分の証書等した際にはそのうち 60（100×0.6）を

業種 Aにおける非化石転換に使用することができます。 

②において、定量目安が設定されている５業種８分野（鉄鋼業（高炉・電炉）、セメント製造業、製紙業（洋

紙・板紙）、石油化学業（石油化学系基礎製品製造業・ソーダ工業）、自動車製造業）については、目安が熱

（燃料）に関するものであれば事業者全体の熱使用量、目安が電気に関するものであれば事業者全体の電気の

使用量のうち、目安の対象となる業種や工程での熱又は電気の使用量の割合に応じて証書等によるみなし使用

量を按分して分配してください。 

③についても同様に、事業者全体のエネルギー使用量のうち、目標の対象となる工程等でのエネルギー使用

量の割合に応じて証書等によるみなし使用量を按分して分配してください。 

なお、定量目安が設定されている５業種８分野においては、証書等により化石電気を非化石電気に置き換え

ることができるほかに、セメント製造業においては、証書等による熱の非化石価値を、焼成工程における化石

燃料を使用した際の熱の非化石熱への置き換えに使用することができます。また、高炉による製鉄業、洋紙製

造業、板紙製造業、石油化学系基礎製品製造業、ソーダ工業においては、証書等による熱又は電気の非化石価

値を、石炭の削減量として使用することができます。 
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その他留意事項 

証書等による非化石エネルギーのみなし使用量を報告する際には、無効化、償却又は移転等した証書等の根

拠となる資料（無効化通知等）を PDF化し、EEGSによるオンライン提出（推奨）又は紙提出してください。 

非化石証書については、６月の口座凍結後に、日本卸電力取引所から発行される非化石証書の口座残高証明

書が利用可能です。仲介事業者より証書を購入した事業者については、日本卸電力取引所の口座残高証明書の

代わりに、購入した仲介事業者が発行する、報告年度対象分の購入証書量の証明書が使用可能です。 

紙提出の場合には、定期報告書に同封してください。 
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別添資料１０ 

生産数量等の記入単位について     
 

以下の業種に属する事業者は、特定-第３表及び指定-第４表の生産数量等の欄について、下表に定める単位

を参考にその数値を記入してください。（千や百万などを補助単位として使用することも可能） 

業    種    名 生産数量等の記入単位 

非鉄金属鉱業 

塩製造業 

たばこ製造業 

 

染色整理業 

綿・フス・麻織物機械染色業 

 絹・人絹織物機械染色業 

 毛織物機械染色整理業 

 織物整理業 

 綿状繊維・糸染色整理業 

 ニット・レース染色整理業 

 繊維雑品染色整理業 

合板製造業           (注１) 

繊維板・パーティクルボード製造業 

紙・パルプ製造業 

化学工業 

 

石油精製業           (注２) 

サッシ業 

窯業・土石製品製造業 

 板ガラス加工業 

板ガラス製造業 

ガラス製加工素材製造業 

ガラス繊維・同製品製造業 

セメント製造業 

コンクリート製品製造業 

 その他のセメント製品製造業 

  

粘土がわら製造業 

陶磁器製タイル製造業 

耐火物製造業 

炭素・黒鉛製品製造業 

研磨材・同製品製造業 

 石綿製品製造業 

 石膏製品製造業 

 

鉄鋼業(銑鉄鋳物製造業を含む。) 

 

非鉄金属製造業 

一般機械器具製造業 

電気機械器具製造業 

輸送用機械器具製造業 

自動車・同付属品製造業 

 鉄道車両製造業等 

ｔ（トン） 

ｔ（トン）････塩の生産量 

億本･･････････製品製造工場 

ｔ（トン）････その他の工場 

 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

kg 

kg 

kg 

㎡ 

㎡ 

ｔ（トン） 

ｔ（トン） 

Ｎ㎥（ﾉﾙﾏﾙ㎥）圧縮ガス・液化ガス製造工

場 

kl 

ｔ（トン） 

 

㎡ 

千換算箱 

ｔ（トン） 

ｔ（トン） 

ｔ（トン） 

ｔ（トン） 

枚･････石綿スレート製造工場 

㎥････軽量気泡ｺﾝｸ ﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ製造工場 

枚 

㎡ 

ｔ（トン） 

ｔ（トン） 

ｔ（トン） 

ｔ（トン） 

ｔ（トン）･･･プラスター製造工場 

㎡･･････････その他の工場 

ｔ（トン） 

（大規模製造所は、千ｔ） 

ｔ（トン） 

生産金額（円） 

生産金額（円） 

 

生産金額（円） 
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 造船業 

電気業 

ガス業             (注３) 

熱供給業 

両又は個 

ｔ（トン）使用鋼材重量 

キロワット時 

㎥ 

ＧＪ 

 

注１：当該工場等における製品を厚さ４mm 換算による面積(㎡)で記入する。 

注２：当該工場等を構成する各装置の処理量を常圧蒸留設備蒸留装置を基準として換算した数値で記入する。

「生産数量」＝「原油処理量×製油所コンプレキシティ・ファクター」 

注３：製造したガスの量をｍ3（ガス事業者の当該発熱量）で記入する。 
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別添資料１１ 

 

業務用ビルにおける生産数量等の記入単位について     
 

以下の用途に属する業務用ビルを設置する事業者は、特定-第３表及び指定-第４表の生産数量等の欄につい

て、下表に示す項目及び単位を参考にして記入してください。（千や百万などを補助単位として使用することも

可能） 

ビル用途 エネルギー使用量と関係をもつ項目 生産数量等の記入単位 

事務所ビル 

延床面積 ㎡ 

空調面積 ㎡ 

貸室面積 ㎡ 

入居率 ％ 

在室人数 人 

就業時間 時間 

空調必要時間 時間 

売上高 円 

商業ビル 

延床面積 ㎡ 

売場面積 ㎡ 

部門別面積 ㎡ 

従業員数 人 

来客者数 

営業時間 

人 

時間 

売上高 円 

ホテル 

延床面積 ㎡ 

部門別面積 ㎡ 

宿泊ベッド数 床 

従業員数 人 

利用者人数（宴会・レストラン他） 人 

宿泊客数 人 

客室稼働率 ％ 

営業時間 時間 

売上高 円 

病院 

延床面積 ㎡ 

部門別面積 ㎡ 

入院ベッド数 床 

従業員数 人 

外来患者数 人 

入院患者数 人 

病室稼働率 ％ 

利用時間 時間 

売上高 円 

データセンター 
契約ラック数 台 

サーバー室面積 ㎡ 
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別添資料１２ 

 

特定-第７表２電力供給業及び石炭火力電力供給業のベンチマーク算出に関する事項(記入例)  
 

（参考：記載例①） 

設備の名称 ○○火力発電所１号機 

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、③

熱量構成比（％）、④原料原産国

（バイオマス燃料のみ記入）） 

①石炭、②200,000t、③92％、④－ 

①木材チップ、②40,000t、③5％、④日本 

①パーム椰子殻、②10,000t、③3％、④マレーシア 

 

設備から得られた電気のエネル

ギー量(千 kWh) 

590,000 

設備から得られた熱のエネルギ

ーのうち熱として活用された量

(GJ) 

0 

設備に投入したエネルギー量

(GJ) 

5,600,000 

 設備に投入した副生物のエ

ネルギー量(GJ) 

0 

設備に投入したバイオマス

燃料のエネルギー量(GJ) 

460,000 

 

 
（参考：記載例②） 

設備の名称 ××火力発電所 2号機 

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、③

熱量構成比（％）、④原料原産国

（バイオマス燃料のみ記入）） 

①高炉ガス、②200,000千ｍ3、③16.7％、④－ 

①コークス炉ガス、②100,000千ｍ3、③51.8％、④－ 

①石炭、②50,000t、③31.5％、④－ 

 

設備から得られた電気のエネル

ギー量(千 kWh) 

543,600 

設備から得られた熱のエネルギ

ーのうち熱として活用された量

(GJ) 

0 

設備に投入したエネルギー量

(GJ) 

4,077,000 

 設備に投入した副生物のエ

ネルギー量(GJ) 

2,792,000 

設備に投入したバイオマス

燃料のエネルギー量(GJ) 

0 
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別添資料１３ 

 

特定-第９表６新設した発電専用設備に関する事項（記入例）    

 

（参考：記載例①） 

設備の名称 ○○火力発電所１号機 

設備を設置した工場等の名称 ○○発電所 

設備を設置した工場等の所在地 〒 

運転開始年月日 平成 29年 8月 28日 

設備容量（kW） 100,000 

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、③

熱量構成比（％）、④原料原産国

（バイオマス燃料のみ記入）） 

①石炭、②200,000t、③92％、④－ 

①木材チップ、②40,000t、③5％、④日本 

① パーム椰子殻、②10,000t、③3％、④マレーシア 

 

設計効率(発電端・HHV)(％) 37.9％（41.3％） 

設備から得られる電気のエネル

ギー量(千 kWh) 

590,000 

設備から得られる熱のエネルギ

ーのうち熱として活用された量

(GJ) 

0 

設備に投入するエネルギー量

(GJ) 

5,600,000 

 設備に投入する副生物のエ

ネルギー量(GJ) 

0 

設備に投入するバイオマス

燃料のエネルギー量(GJ) 

460,000 

発電専用設備の新設に当たって

の措置の適用に関する配慮事項 

平成 26 年 9 月 10 日に△△株式会社と主要機器の仕様指定を含む契約を締

結。 
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（参考：記載例②） 

設備の名称 ××火力発電所６号機 

設備を設置した工場等の名称 ××火力発電所 

設備を設置した工場等の所在地 〒 

運転開始年月日 平成 29年 4月 10日 

設備容量（kW） 150,000 

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、③

熱量構成比（％）、④原料原産国

（バイオマス燃料のみ記入）） 

①LNG ②90,700t ③100％ ④‐ 

 

 

設計効率(発電端・HHV)(％) 48.4％ 

設備から得られる電気のエネル

ギー量(千 kWh) 

610,000 

設備から得られる熱のエネルギ

ーのうち熱として活用された量

(GJ) 

200,000 

設備に投入するエネルギー量

(GJ) 

4,952,000 

 設備に投入する副生物のエ

ネルギー量(GJ) 

0 

設備に投入するバイオマス

燃料のエネルギー量(GJ) 

0 

発電専用設備の新設に当たって

の措置の適用に関する配慮事項 

発電開始から最大出力状態まで、平均で毎分 15％の出力変化が可能。 
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別添資料１４ 
 

特定-第９表７バイオマス混焼を行う発電設備に関する事項（記載例）   
（参考：記載例①） 

報告対象年度 平成 31年度 

設備の名称 ○○火力発電所３号機 

設備を設置した工場等の名称 ○○火力発電所 

設備を設置した工場等の所在

地 

〒 

運転開始年月日 平成 30年 4月 15日 

設備容量（kW） 250,000 

設計効率(発電端・HHV)(％) 37.3％（45.3％） 

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、

③熱量構成比（％）、④原料原

産国（バイオマス燃料のみ記

入）） 

①石炭、②556,600t、③82.3％、④－ 

①木材チップ、②287,000t、③11.6％、④日本 

①パーム椰子殻、②59,500t、③6.2％、④マレーシア 

 

 

設備から得られた電気のエネ

ルギー量(千 kWh) 

1,800,000 

設備から得られた熱のエネル

ギーのうち熱として活用され

た量(GJ) 

0 

設備に投入したエネルギー量

(GJ) 

17,384,620 

 設備に投入した副生物の

エネルギー量(GJ) 

0 

設備に投入したバイオマ

ス燃料のエネルギー量

(GJ) 

3,080,000 

月別バイオマス燃料又は副生

物の熱量構成比（％） 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 年間実績 

8.1 17.3 17.3 21.1 24.2 17.3 17.3 33.4 17.2 17.3 13.8 14.9 17.7 

月別実績効率（発電端・

HHV）（％） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 年間実績 

44.5 30.1 46.6 42.3 49.2 60.1 45.1 46.4 45.0 45.1 47.6 42.6 45.3 

発電専用設備の新設に当たっ

ての措置の適用に関する配慮

事項 

平成 29 年 9 月 10 日に△△株式会社と主要機器の仕様指定を含む契約を締結。

配慮の対象となる新設基準の施行時点（平成 31年 4月 1日） 
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（参考：記載例②） 

報告対象年度 令和 2年度 

設備の名称 ○○火力発電所４号機 

設備を設置した工場等の名称 ○○火力発電所 

設備を設置した工場等の所在地 〒 

運転開始年月日 平成 31年 4月 15日 

設備容量（kW） 130,000 

設計効率(発電端・HHV)(％) 33.4％（68.6％） 

燃料種ごとの基本情報 

（①燃料種名、②年間使用量、③

熱量構成比（％）、④原料原産国

（バイオマス燃料のみ記入）） 

①石炭、②198,800t、③38.2％、④－ 

①木材ペレット、②400,000ｔ、③40.4％、④カナダ 

①廃プラスチック、②136,000ｔ、③21.3％、④－ 

 

 

設備から得られた電気のエネル

ギー量(千 kWh) 

973,600 

設備から得られた熱のエネルギ

ーのうち熱として活用された量

(GJ) 

0 

設備に投入したエネルギー量

(GJ) 

13,365,000 

 設備に投入した副生物のエ

ネルギー量(GJ) 

2,856,000 

設備に投入したバイオマス

燃料のエネルギー量(GJ) 

5,400,000 

月別バイオマス燃料又は副生物

の熱量構成比（％） 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

年間

実績 

            40.4 

21.4 

月別実績効率（発電端・HHV）

（％） 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

年間

実績 

            68.6 

発電専用設備の新設に当たって

の措置の適用に関する配慮事項 
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別添資料１５ 

中長期計画書の提出頻度の軽減について     
 

省エネ取組の優良事業者について、エネルギーの使用の合理化に関する中長期計画書（様式第８のⅢ）の提

出頻度が軽減されます(直近過去 2年度以上連続 S評価の事業者で希望者のみ)。また非化石エネルギーへの転換

に関する中長期計画書（様式第８のⅣ）については、直近に提出した者から計画の内容に変更がない限りは、

５年を上限として提出が免除されます。 

※現在免除措置を受けている事業者も、2023年度は中長期計画書の提出が必須です。 

 

１．基本的な流れ 

●エネルギーの使用の合理化に関する中長期計画（様式第８のⅢ） 

⑴ 様式第８のⅠの「中長期計画書の提出免除の希望」欄 □希望する をチェック（□を■とする） 

⑵ 様式第８のⅠの「本計画の計画期間」欄に本計画の計画期間を記載 

⑶ S評価を継続している限りにおいて､上限 5年度間において中長期計画の提出を免除 

 

●非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画（様式第８のⅣ） 

(1)様式第８のⅠの「計画内容に変更なし」欄にチェック（□を■とする） 

(2)様式第８のⅣは空欄として提出する（ただしエネルギーの使用の合理化に関する中長期計画についても免除

されている年度においては、様式第８の提出も不要。） 

 
例：合理化の計画期間が４年、非化石転換の計画に５年間変更がない場合 

（ケース１） 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ケース２） 

 

 

 

 

 

 
 

 

２．注意事項 

⑴中長期計画書の計画期間が 5年未満の場合は､計画期間が上限となります。 

⑵S評価の要件を満たさなくなった場合､中長期計画書の提出頻度の軽減とはならず、中長期計画書の提出が必

要です。(ケース２) 

⑶中長期計画書の免除・提出の判断は､毎年度作成する定期報告書の記載内容をもとに事業者自ら判断すること

が必要です。(事業者クラス分け制度の説明参照) 

⑷本計画の計画期間の最終年度には､中長期計画書の提出が必要です。 

(ケース１の場合、計画期間は､2023年度〜2026年度となりますので、次の提出年度は 2026年度となります) 

⑸直近過去 2年度以上連続 S評価の事業者であり、中長期計画提出免除の期間中であっても、中長期計画書を

提出することは可能です。 

⑹提出免除希望欄のチェックがないと、免除できないため注意してください。 

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

定期報告書の評価 S S S S S S

計画書（合理化） 免除
提出

（免除申請）
免除 免除

提出

（免除申請）
免除

計画書（非化石転換） － 提出 提出
計画内容に変更がない限り提出不要

（５年が上限）

計画内容に変更がない限り提出不要

（５年が上限）

計画期間が 

４年の場合 

提出後５年

間計画内容

に変更がな

い場合 
２０２３年度は 

全事業者提出必須 

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

定期報告書の評価 S S S A S S S

計画書（合理化） 免除
提出

（免除申請）
免除 提出 提出

提出

（免除申請）
免除

計画書（非化石転換） － 提出 提出
計画内容に変更がない限り提出不要

（５年が上限）

２０２３年度は 

全事業者提出必須 
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別添資料１６ 

 

改正省エネ法における地方公共団体のエネルギー管理の範囲について 
 

平 成 ２ ２ 年 ２ 月 １ ０ 日 

資源エネルギー庁省エネルギー対策課 

 

１．問題意識 

我が国は、京都議定書の目標を確実に達成するとともに、中長期的にも温室効果ガスの排出量を削減す

ることが求められております。温室効果ガスの約九割はエネルギー起源の二酸化炭素であり、一層の地球

温暖化対策の推進のため、省エネルギー対策の強化が求められております。 

こうした状況を踏まえ、大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門における省エネルギー対策を

強化するため、平成 20年 5月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）が改正されました

（施行日は平成 22 年 4 月 1 日。平成 21 年度におけるエネルギー使用量の計測・記録が必要）。これまで一

定規模以上の大規模な工場・事業場に対しエネルギー管理義務を課しておりましたが、今回の改正により

事業所単位から事業者単位（企業単位）のエネルギー管理が義務づけられることとなり、地方公共団体に

おいても企業と同様に、地方公共団体全体のエネルギー管理を行うこととなります。 

しかし、地方公共団体が行っている事業の中には、地方公営企業法等といった法令に基づき首長以外の

者が地方公共団体の資産管理等を行っている事業があり、首長自身ではエネルギー管理をまとめて実施す

ることが困難な場合があるため、そういった場合を考慮し、省エネ法における地方公共団体のエネルギー

管理の範囲を以下のとおり定めることといたします。 

 

２．地方公共団体のエネルギー管理の範囲 

地方公共団体において設置している全ての工場・事業場のエネルギー使用量を合算した値をもって省エ

ネ法に規定する特定事業者の指定の可否を判断することになるが、地方公共団体において設置している一

部の工場・事業場の資産管理等を各種法令に基づき首長以外の者が行っている場合には、当該地方公共団

体とは独立した別事業者として捉えることとする。 

  

 具体例： 

（１）地方公共団体における知事部局等とは独立した別事業者としてエネルギー管理を行う必要がある事業等 

【地方公営企業】地方公営企業法第３３条により、地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分

は地方公営企業の管理者が行うこととなっているため、地方公営企業に管理者が設置されている

場合には、地方公共団体における知事部局等とは独立した別事業者として、地方公営企業がエネ

ルギー管理を行うこととする。（管理者が設置されていない場合には知事部局等が地方公営企業

を含めてエネルギー管理を行うこととする。また、２以上の事業に管理者１人を置いている場合

において、資産の取得、管理及び処分が一体的になされている場合は、当該事業をまとめてエネ

ルギー管理を行うこととする。） 

 

【警察組織】知事は都道府県警察の運営に関する指揮監督権を有しておらず、都道府県警察は、警視総監

及び道府県警察本部長の統括の下、知事部局とは独立して運営されている。したがって、警察組

織については、地方公共団体における知事部局等とは独立した別事業者として、都道府県警察が

エネルギー管理を行うこととする。 

 

【学校等】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第２号により、学校その他の教育機関の

用に供する財産の管理を教育委員会が行うこととなっていることに鑑み、地方公共団体における

知事部局等とは独立した別事業者として、教育委員会が学校その他の教育機関の用に供する財産

のエネルギー管理を行うこととする。 

 

【組合】地方自治法第１条の３において、特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合（一部事

務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合）、財産区及び地方開発事業団とされている

が、地方自治法第２条第１項により地方公共団体は法人とするとされていることから、組合は、
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地方公共団体における知事部局等とは独立した別事業者としてエネルギー管理を行うこととする。 

 

【収用委員会】土地収用法第５１条の第１項及び第２項に基づき、都道府県知事の所轄の下に置かれ、

独立してその職権を行っている。ここで言う「所轄」は、管理、統括、監督よりも弱い所属の関

係を示すものであって、知事は収用委員会の運営に関する指揮監督権を有していないことから、

収用委員会は、会長の統括の下、知事部局とは独立して運営されている。したがって、地方公共

団体における知事部局等とは独立した別事業者として、収用委員会がエネルギー管理を行うこと

とする。 

 

（２）地方公共団体における知事部局等がエネルギー管理を行う必要がある事業等 

【消防組織】消防組織法第７条により、消防は市町村長が管理することとされているとともに、地方自

治法第１４９条第６号により、地方公共団体の財産の管理は地方公共団体の長が行うこととなっ

ているため、地方公共団体における知事部局等が消防組織のエネルギー管理を行うこととする。 

 

【指定管理者】地方自治法第２４４条の２第３項において、普通地方公共団体は、指定管理者に公の施

設の管理を行わせることができることとされているが、資産について、取得及び処分等を、指

定管理者が行うという法律上の規定はないため、当該公の施設を設置した地方公共団体におけ

る知事部局等が省エネ法上のエネルギー管理を行うこととする。 

 

【選挙管理委員会】地方自治法第１８１条第１項において、普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く

こととされているが、選挙管理委員会の資産について、取得、管理及び処分等を選挙管理委員

会が行うという法律上の規定はないため、地方公共団体における知事部局等がエネルギー管理

を行うこととする。 

 

【人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会】 

地方公務員法第７条第１項、第２項、第３項に基づき、各地方公共団体に人事委員会もしくは

公平委員会が設置され、委員の選定は地方公共団体の権限によって行われる。人事委員会等の

資産について、取得、管理及び処分等を人事委員会等が行うという法律上の規定はないため、

地方公共団体における知事部局等がエネルギー管理を行うこととする。 

 

【監査委員】地方自治法第１９５条第１項において、普通地方公共団体に監査委員を置くこととされて

いるが、監査委員の資産について、取得、管理及び処分等を監査委員が行うという法律上の規

定はないため、地方公共団体における知事部局等がエネルギー管理を行うこととする。 

 

【海区漁業調整委員会】漁業法第８２条の第１項及び第２項に基づき、海区漁業調整委員会は都道府県

知事の監督に属している。したがって、地方公共団体における知事部局等がエネルギー管理を

行うこととする。 

  

【内水面漁場管理委員会】漁業法第１３０条の第１項及び第２項に基づき、内水面漁場管理委員会は都

道府県に置かれ、都道府県知事の監督に属する。したがって、地方公共団体における知事部局等

がエネルギー管理を行うこととする。 

 

【農業委員会】農業委員会等に関する法律第３条の第１項及び第２項に基づき、農業  

委員会は市町村に置かれ、委員の選定は公職選挙法に基づいて行われる。農業委員会を複数設

置、複数の場合の区域変更、農業委員会の廃止は市町村長の権限で行われる（農地面積が著し

く小さい場合は農業委員会を置く必要が無い）。農業委員会の資産について、取得、管理及び処

分等を農業委員会が行うという法律上の規定はないため、地方公共団体における知事部局等が

エネルギー管理を行うこととする。 

【固定資産評価審査委員会】地方税法第４２３条の第１項、第２項及び第３項に基づき、固定資産評価

審査委員会は市町村に置かれ、委員の選定は市町村長の権限で行われる。固定資産評価審査委員

会の資産について、取得、管理及び処分等を固定資産評価審査委員会が行うという法律上の規定

はないため、地方公共団体における知事部局等がエネルギー管理を行うこととする。 
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（３）特別区等 

特別区については、地方自治法第二条において、法人格を有すると規定されているため、特

別区がエネルギー管理を行うこととする。 

また、政令指定都市における区は法人格を有しないため、区ではなく、市がエネルギー管理

を行うこととする。 

 

（４）その他、事業形態による取扱い 

【事務の委託】他の普通地方公共団体等に事務を委託する場合において、委託した普通地方公共団体又

はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託

を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、事務の委託を受け

た地方公共団体又はその執行機関に適用される（地方自治法：２５２条の１６）ことから、事

務の委託を受けた地方公共団体又はその執行機関が、自らの事業に加え、受託した事業のエネ

ルギー管理を行うこととする。 

【PFI(Private Finance Initiative)】官民事業契約により事業実施内容（所有権、維持管理方法等）

が異なるため、事業ごとにみて、財産・施設等の設置・更新権限がある側がエネルギー管理を

行うこととする。 
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別添資料１７ 

事業者クラス分け評価制度(ＳＡＢＣ評価制度)について    
 

 
１．制度概要 

・提出された定期報告書の内容を確認し､事業者を以下の図に従って､ＳクラスからＣクラスまでクラス分けし

ています。 

・Ｓクラスには､優良事業者として HPで公表し､Ｂクラスには､注意喚起文書を送付､立入検査等を実施するなど

クラスに応じたメリハリのある対応を実施しています。 

 
２．事業者クラス分け制度の改正(令和 2年度) 

・Ｓクラス評価におけるベンチマーク目標達成の考え方を以下の通り変更しました。 

ベンチマーク目標を達成した事業が、事業者全体のエネルギー使用量の 50％以上を占める場合に限り、ベン

チマーク達成としてＳ評価とします。(下図参照) 

 

※1 努力目標：5年間平均エネルギー消費原単位を年1%以上低減すること。
※2  ベンチマーク目標：ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準。
令和2年度報告からは、各事業者が営む主要な事業においてベンチマーク目標を達成した場合に限ります。

Ａクラス
省エネの更なる努力が

期待される事業者
（目標未達成事業者）

Ｓクラス
省エネが優良な事業者
(目標達成事業者）

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

(目標未達成事業者）

Ｃクラス
注意を要する事業者

（目標未達成事業者）

【水準】
Ｂクラスよりは省エネ水準
は高いが、Ｓクラスの水準
には達しない事業者

【対応】
メールを発出し、努力目標
達成を期待。

【水準】
①努力目標達成
または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産
省ＨＰで事業者名や連続
達成年数を表示。

【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特
に判断基準遵守状況が不
十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指
導を実施。

※１

※2

【水準】
①努力目標未達成かつ直近

2年連続で原単位が対前
度年比増加

または、
②5年間平均原単位が5％

超増加

【対応】
注意喚起文書を送付し、現
地調査等を重点的に実施。

※1

事業Ⅰ
８０％

事業Ⅱ
２０％

事業者①

ベンチマーク達成によるS評価を受けている事業者の例（改正前）

ベンチマーク未達成
（ベンチマーク対象外の場合を含む。）

ベンチマーク
達成

S評価

事業者全体のエネルギー使用量

S評価

ベンチマーク未達成
（ベンチマーク対象外の

場合を含む。）

ベンチマーク
達成

事業Ⅰ
4０％

事業Ⅱ
３５％

事業Ⅲ
２５％

事業者全体のエネルギー使用量

事業者②
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※「主要な事業」について、具体的には、ベンチマーク目標を達成した事業のエネルギー使用量（複数の事業

でベンチマーク目標を達成している場合には達成した事業の合計のエネルギー使用量）が当該事業者全体の

エネルギー使用量の 50％以上を占める場合とする。 

 

３．ベンチマーク達成による判定方法 

⑴ベンチマーク目標を達成しているか否かを判定 

定期報告書 特定-第６表「ベンチマーク指標の状況」にて報告した数値が判断基準別表第５ ベンチマーク

指標及び目標すべき水準（ベンチマーク目標）を達成しているかどうか判定します。 

 

⑵ベンチマーク目標達成事業におけるエネルギー使用割合を判定 

 ⑴を達成かつ、以下の①②のいずれかを満たす場合に限り、ベンチマーク達成によるＳ評価とします。 

① 定期報告書 特定-第 6 表で報告しているエネルギー使用量が事業者全体のエネルギー使用量の過半を超

えているか。 

  Ａ１÷Ｂ≧０．５ 

④  定期報告書 特定-第３表におけるベンチマーク対象事業（別添資料１８に掲げる日本標準産業分類４桁

の細分類）を含む事業分類のエネルギー使用量が事業者全体のエネルギー使用量の過半を超えているか。 

  Ａ２÷Ｂ≧０．５ 

※ 定期報告書 特定-第３表 にベンチマーク対象事業を含む事業分類が確認できない場合は、判定の対象

外となります。 

 

Ａ１：ベンチマーク目標達成のエネルギー使用量（定期報告書 特定-第６表） 

Ａ２：ベンチマーク目標達成のエネルギー使用量（定期報告書 特定-第３表） 

Ｂ ：特定事業者の全体のエネルギーの使用量（定期報告書 特定-第２表 or第３表） 

 

 

 

【定期報告書記入例】 

特定－第６表 ベンチマーク指標の状況（該当する事業者のみ記入） 

区分 
 

対象となる
事業の名称 
(セクター) 

対象事業の 
エネルギー 
使用量 

（原油換算 kl） 

ベンチマーク指標の状況（単位） ベンチマ
ーク指標
の見込み 

達
成
率 

目標年度
における
目標値 
（単位） 

年度 年度 年度 年度 年度 

6A 石油化学系

基礎製品製

造業 

2,000※A1     11.5 

GJ/t 

   

事業Ⅰ
８０％

事業Ⅱ
２０％

事業者①

ベンチマーク未達成
（ベンチマーク対象外の場合を含む。）

ベンチマーク
達成

S評価としない S評価

ベンチマーク未達成
（ベンチマーク対象外の

場合を含む。）

ベンチマーク
達成

事業Ⅰ
4０％

事業Ⅱ
３５％

事業Ⅲ
２５％

事業者全体のエネルギー使用量 事業者全体のエネルギー使用量

主要な事業でベンチマーク未達成
（エネルギー使用量の割合が50％未満）

ベンチマーク達成事業における
エネルギーの使用量の割合が50％以上

事業者②

ベンチマーク達成によるS評価を受けている事業者の例（改正後）
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特定－第３表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等及び電気需要平準化評価原

単位等 

 
○判定の仕方 

⑴ベンチマーク目標を達成（特定-第６表） 

 6A石油化学系基礎製品製造業 ベンチマーク指標の状況 11.5GJ/tは、ベンチマークの目指すべき水準

（11.9GJ/ｔ以下）を満たしているので達成 

⑵ベンチマーク目標達成事業におけるエネルギー使用割合を判定 

①特定第６表で報告しているエネルギー使用量割合：未達成 

２，０００(kl)÷５，０００(kl)＝０．４ 

②特定第３表におけるベンチマーク対象事業(標準産業分類 1631)におけるエネルギー使用量割合：達成 

４，０００(kl)÷５，０００(kl)＝０．８（≧０．５） 

判定結果 

 主要な事業（6A石油化学系基礎製品製造業）においてベンチマーク目標達成しているため、Ｓ評価となりま

す。 

 

  

 

 

番 
 
  

号 

事業分類 

事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等の計算 

エネルギー

の使用量 

（原油換算

kl） 

 

（Ⓐ-1） 

販売した副

生エネルギ

ーの量 

（原油換算

kl） 

Ⓑ 

購入した未

利用熱の量 

（原油換算

kl） 

 

Ⓑ’ 

 

 

 

 

 

（Ⓒ-1）=

（Ⓐ-1）-

Ⓑ-Ⓑ’ 

（Ⓒ-1）の

構成割合 

（％） 

 

（Ⓓ-1）=

（Ⓒ-1）/

（Ⓤ-1）×

100 

生産数量又は建

物延床面積その

他のエネルギー

の使用量と密接

な関係をもつ値 

Ⓔ 

エネルギー 

の使用に係

る原単位 

 

 

（Ⓕ-1）=

（Ⓒ-1）/Ⓔ 

エネルギー

の使用に係

る前年度の

原単位 

 

（Ⓖ-1） 

エネルギーの

使用に係る原

単位の対前年

度比 

（％） 

（Ⓗ-1）=（Ⓕ

-1）/（Ⓖ-1） 

×100 

エネルギーの

使用に係る原

単位の対前年

度比の寄与度 

（％） 

（Ⓘ-1）=

（Ⓓ-1）×

（Ⓗ-1）/100 

1 

工場等に係

る事業の名

称 

石油化学系基礎
製品製造業 

 
 

4,000 
※Ａ２ 

 
 
0 

 

 
 

0 

 
 
4,000 

 
 
 80.0 

 
 

20,000 

 
 
0.2000 

 
 
0.2200 

 
 

90.9 

（①-1） 

 

72.7 

細分類 

番号 

１ ６ ３ １    （名称：生産量） 
（単位： ｔ ） 

    

2 

工場等に係

る事業の名

称 

その他の有機化
学工業製品製造
業 

 
 
  600 
 

 
 
  0 

 
 

0 

 
 

600 

 
 
 12.0 

 
 
  6,000 

 
 

0.1000 

 
 

0.08000 

 
 

125.0 

（②-1） 

 

15.0 

細分類 

番号 

１ ６ ３ ９    （名称：生産量） 
（単位： ｔ ） 

    

3 

工場等に係

る事業の名

称 

主として管理事
務を行う本社等 

 
 
  400 

 
 
  0 

 
 

0 

 
 

400 

 
 
  8.0 

 
 

3,000 

 
 

0.1333 

 
 

0.1000 

 
 

133.3 

（③-1） 

 

10.7 

細分類 

番号 

１ ６ ０ ０    （名称：延床面

積×稼働時間） 
（単位：㎡×ｈ） 

    

事業者全体  

（Ⓢ-1）

（合計） 

 

 5，000 
※Ｂ 

Ⓣ（合計） 

 

 

   0  

Ⓣ’（合計） 

 

 

0 

 

（Ⓤ-1）

（合計） 

 

5,000 

100% 

Ⓥ 

（名称：  ） 

（単位：  ） 

（Ⓦ-1） 

 

（Ⓧ-1） （Ⓨ-1）=（Ⓦ

-1）/（Ⓧ-1）

×100 

 

 

   （Ⓩ-1）= 

（①-1）+（②

-1）+（③-1）

+… 

102.1 
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別添資料１８ 

ベンチマーク制度対象事業と日本標準産業分類の対比表    
 

区分 事業 日本標準産業分類 

分類コード 項目名 

１Ａ 高炉による製鉄業 2211 高炉による製鉄業 

１Ｂ 電炉による普通鋼製造業 2221 製鋼・製鋼圧延業 

１Ｃ 電炉による特殊鋼製造業 2221 

2253 

2255 

製鋼・製鋼圧延業 

鋳鋼製造業 

鍛鋼製造業 

２ 電力供給業 3311 発電所 

３ セメント製造業 2121 セメント製造業 

４Ａ 洋紙製造業 1421 洋紙製造業 

４Ｂ 板紙製造業 1422 板紙製造業 

５ 石油精製業 1711 石油精製業 

６Ａ 石油化学系基礎製品製造業 1631 石油化学系基礎製品製造業（一貫して生産される誘

導品を含む） 

６Ｂ ソーダ工業 1621 ソーダ工業 

７Ａ 通常コンビニエンスストア業 5891 コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするもの

に限る） 

７Ｂ 小型コンビニエンスストア業 5891 コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするもの

に限る） 

８ ホテル業 7511 旅館、ホテル 

９ 百貨店業 5611 百貨店、総合スーパー 

１０ 食料品スーパー業 5811 各種食料品小売業 

１１ ショッピングセンター業 6911 貸事務所業 

１２ 貸事務所業 6911 貸事務所業 

１３ 大学 8161 大学 

１４ パチンコホール業 8064 パチンコホール 

１５ 国家公務 9711 

9721 

9731 

立法機関 

司法機関 

行政機関 

１６ データセンター業 37xx 

38xx 

39xx 

40xx 

通信業 

放送業 

情報サービス業 

インターネット付随サービス業 

１７ 圧縮ガス・液化ガス製造業 1623 圧縮ガス・液化ガス製造業 
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【参考１】様式第４３について 

 

様式第４３（第１０４条関係） 

※受理年月日  

※処理年月日  

 

電子情報処理組織使用届出書 
 

                  殿 

                                                              年   月   日 

 

 住 所 

法人名
（ふりがな）

 

法人番号 

代表者の役職名 

代表者の氏名               

 

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第１０４条第１項の規定

に基づき、同規則第５条の届出、第７条の申出、第８条第５項の申請、第１２条の届出、第１３条第３項の申

請、第１５条の届出、第１６条の申出、第１７条第６項の申請、第２２条の届出、第２３条第１０項の申請、

第３３条の届出、第３４条の申出、第３５条第１項又は第２項の提出、第３６条の報告、第４０条の届出、第

４２条の申出、第４４条第１項の申請、第４７条の申請、第４９条第１項の申請、第５０条第２項の届出、第

５２条の報告、第５７条の報告、第７５条の届出、第７７条の申出、第７８条第１項又は第２項の提出、第７

９条の報告、第８２条第１項の申請、第８５条の申請、第８７条第１項の申請、第８８条第２項の届出又は第

９０条の報告に係る電子情報処理組織の使用について届け出ます。 

 

作成担当者連絡先 

特定排出者番号          

特定事業者番号、特定連鎖化事業者番号 

又は認定管理統括事業者番号 

 

特定荷主番号又は認定管理統括荷主番  

特定輸送事業者指定番号又は認定管理統

括貨客輸送事業者指定番号 

 

所 在 地
（ ふ り が な ）

 
〒 

 

事 業 所 名  

所 属 部 課  

氏 名
（ ふ り が な ）

  

電 話  

F A X  

メ ー ル ア ド レ ス  

 

 

① 
② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑤ 
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①冒頭にある右上の欄の※印を付した「受理年月日」及び「処理年月日」欄は記入しないでください。 

 

②左上の欄には「提出先」を記入してください。事業者の主たる事務所（通常は本社）の所在地を管轄する経

済産業局長としてください。 

 

③「年月日」の欄には提出年月日を記入してください。 

 

④「住所」の欄には主たる事務所（通常は本社）の所在地、「法人名」の欄には企業名、「代表者の役職名」の

欄には企業代表者の役職名（代表取締役等）、「代表者の氏名」の欄には企業代表者氏名を記入してください。 

 

⑤作成担当者は、エネルギー企画推進者又は定期報告書等の作成実務担当者としてください。 

 

⑥「特定排出者番号」の欄には、温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のホームペー

ジ上から、「特定排出者コード検索」により事業者ごとの番号を確認の上、９桁の番号を記入してください。 

 ＜温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度ＨＰ 特定排出者コード検索＞【関係 URL参照】 

 

⑦「特定事業者番号（特定連鎖化事業者番号）」欄には、経済産業局から通知された７桁の指定番号を記入して

ください。なお、特定事業者として指定されていない場合は空欄とします。 

 

⑧「特定荷主番号」欄には、経済産業局から通知された指定番号を記入してください。なお、特定荷主として

指定されていない場合は空欄とします。 

 

⑨「特定輸送事業者指定番号」欄には国土交通省より通知された指定番号を記入してください。なお、特定輸

送事業者として指定されていない場合は空欄とします。 

 

⑩ 「所在地」欄には事業者の作成担当者が所属する事務所（本社、工場等）の郵便番号及び住所（ふりがな）

を記入してください。 

 

⑪ 「事業所名」「所属部課」「氏名」「電話」「ＦＡＸ」「メールアドレス」欄には担当者情報を記入してくださ

い。また、この欄に記載された担当者宛に、本様式を受け付けた窓口から、電子情報処理組織の使用のため

に必要な情報を記載した書類を郵送します。作成担当者が所属する事務所（本社、工場等）以外への郵送を

希望する場合には、提出時に窓口へご連絡ください。 

 

⑫省エネ法に係る諸手続のための権限について、事業者の代表者（代表取締役等）以外の者が、省エネ法に係る諸

手続について、事業者を代表する者から委任を受けている場合は、委任状を添付（様式は任意。既に委任状を提

出している場合は、その写しを添付。）し、「住所」欄には委任を受けた者が所属する工場等の所在地を記入し、

「氏名」欄には企業名並びに代表者及び委任された者の役職名及び氏名を記入してください 
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【参考２】関係 URL 

※以下の情報は、記入要領改訂当時のものになりますので、最新のものは、それぞれサイトの管理者にご確認

下さい。 

 

【経済産業省】 

＜資源エネルギー庁ＨＰ＞ 

・省エネルギーポータルサイト 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/ 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/ 

 

・定期報告書、中長期計画書の作成とベンチマーク制度(定期報告書作成支援ツール、マニュアル、ＱＡ、貸事 

務所業省エネポテンシャルツール､ベンチマーク指標計算ツール、電子申請等) 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support- 

tools/index.html 

・様式 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/index.ht

ml 

・中長期計画作成指針 

・工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準 

・工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/index.html 

 

・グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度 

 http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/green_energy/recruitment.html 

・二国間オフセット・クレジット制度 

http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/global.html 

 

・一般廃棄物処理実態調査結果 

https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/stats.html 

 

 

＜北海道経済産業局ＨＰ＞ 

 http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/enehou_kaisei/youshiki.htm 

＜東北経済産業局ＨＰ＞ 

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/syo_energy.html 

＜関東経済産業局ＨＰ＞ 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/index.html 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/yoshiki.html 

＜中部経済産業局ＨＰ＞ 
 https://www.chubu.meti.go.jp/d33shouene/index.html 

 https://www.chubu.meti.go.jp/d33shouene/shoenehou/shoenehou.html 

＜近畿経済産業局ＨＰ＞ 

https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/20kaisei_youshiki.html  

＜中国経済産業局ＨＰ＞ 

 https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p4.html#shoene 

＜四国経済産業局ＨＰ＞ 
https://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0503_energy/energy_index.html 

＜九州経済産業局ＨＰ＞ 

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/energy/shou_ene/shouene_220401.html 

 

【環境省】 
＜「ＥＥＧＳ」(定期報告書提出先：推奨)＞ 

  https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/index.html
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/green_energy/recruitment.html
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/global.html
https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/stats.html
http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/enehou_kaisei/youshiki.htm
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/syo_energy.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/index.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/yoshiki.html
https://www.chubu.meti.go.jp/d33shouene/index.html
https://www.chubu.meti.go.jp/d33shouene/shoenehou/shoenehou.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/20kaisei_youshiki.html
https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p4.html#shoene
https://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0503_energy/energy_index.html
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/energy/shou_ene/shouene_220401.html
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system
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＜温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル＞ 

   https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual 

＜温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度ＨＰ 特定排出者コード検索＞ 

 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search  
＜電気事業者別排出係数一覧＞ 

 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc 

 

＜（参考）地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条の 3 における権利利益が害されるおそれの有無の判断に

係る審査基準について＞ 

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual/law21_3kijun 

 

【その他】 
＜日本標準産業分類（総務省）ＨＰ＞ 

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm 

 

＜国内クレジット制度、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度、Ｊ－クレジット制度＞ 

https://japancredit.go.jp/  

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual/law21_3kijun
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm
https://japancredit.go.jp/



